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小売商は事業資金をいかに調達したのか？
―戦前東京の問屋金融を中心として―

谷 沢 弘 毅
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（１）問題の所在
小売商にとって，いつの時代でも最も頭を悩ます経営問題は，日々の資金繰り（特に資金調

達）であろう。筆者は，満薗勇「昭和初期における中小小売商の所得構造」（以下，満薗論文と

略記）を素材として，すでに「個人小売商世帯において業計複合体をいかに把握するか？（同，

谷沢「業計複合体論文」），「個人小売商世帯において多収入ポケットはいかなる事情で成立した

のか？（同，谷沢「多収入ポケット論文」），「『小売業経営調査』のデータベース作成上の留意

点」（同，谷沢「ＤＢ論文」）（１）という３本の論文を発表している。これら４つの論文は，いずれ

も『小売業経営調査』（後述）を使用して小売商の収入・支出内訳を個別に検討しているにすぎ

ず，家業・家計部門における資金繰りの実態を包括的に把握するには至っていない。資金繰りを

検討しない研究は，いわば片翼の飛行機といわざるをえず，いつまでたっても目的地にたどり着

けないだろう。

戦前期に小売商の金融問題が重要な政策課題となっていた事実は，谷沢「業計複合体論文」の

表１―９で示したように，昭和初期の小売商問題研究委員会が検討項目としてあげていた１３項目

中に，「小売金融」という項目が掲げられていたことでも理解できるはずだ。このような政策上

の必要性は，なにも昭和初期になって発生したわけではなく，すでに明治後半期に産業組合法の

もとで資金供給を目的とした信用組合が設立されるなど，政策当局は中小金融という分野でも明

治以降に各種の政策を講じてきた。それにもかかわらずこれらの対策は，不況のもとで都市低所

得層が小売商として容易に開業できたため，その圧倒的な資金需要の前にその効果は限定的なも
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のにならざるをえなかった。

しかしこのように政策上の必要性が強かったことが，そのまま調査活動の活発さにつながって

いたわけではなく，また研究上の重要性を認識させていたわけでもない（２）。なぜなら小売商の大

半は零細業者であるため，資金の出入りを正確に把握することは至難の業であり，それが調査や

研究の困難さをもたらしていたからである。この状況は現在でも基本的には変わっておらず，小

売商の資金繰りに関する直接的な研究は遅れている。ただし話を流通経路で小売商の１つ手前に

ある問屋まで拡大すると，多様な先行研究の蓄積が見受けられる。すなわち小売商金融との関連

では，次節以降で紹介するように戦前より問屋制家内工業史にもとづく研究が実施されてきたほ

か，近年は石井寛治，石原武政，鈴木安昭などによる流通史分野，山口和雄，藤野正三郎・寺西

重郎，谷沢弘毅，攝津斉彦などの金融史分野から，徐々に小売商研究が進みつつある。ただし大

半の研究は事業収支等の事例分析が多く，決済資金の調達・運用内容まで踏み込んだ研究はほと

んどないほか，問屋による資金的支援も流通網の川上にあたる生産業者に限られることが一般的

である。

そもそも小売商の資金繰りに関する経済史研究では，業種（つまり商品）ごとに①資金調達・

運用の実態を一体的かつ正確に把握するだけでなく，②流通機構の進化（特にメーカーによる流

通系列化），③新規技術の導入やそれにともなう商品需給の変化，④金融決済技術・金融商品・

金融市場の進化，⑤中小事業者または中小金融機関に対する金融・産業政策の動向など，多方面

の関連分野を総合的に判断する必要がある。とはいえこれらをすべて考慮することは難しいた

め，本稿では①と②を中心としつつ，その他分野は必要に応じて言及する予定である。その際に

本稿では，戦前期の小売商問題でつねに大きな割合を持って論じられた問屋金融に注目した。問

屋金融とは，おもに問屋（卸売業者）から得られる資金面の支援の総称のことであるが，その定

義がかならずしも確定していなかったほか，関連するデータも系統的に収集されていないなど，

従来は具体別に分析されることはほとんどなかった（３）。これらの理由から本稿では，問屋金融を

小売商の金融問題で最初に検討すべき重要テーマと位置づけている。

ここで，１点だけ誤解の生じないようにお断りしておきたい。それは本稿の「事業資金をいか

に調達したのか」というタイトルは，①事業資金をどこ（金融機関か問屋か等）から調達したの

か，②事業資金をいかなる形式（信用貸か手形貸付かそれ以外か等）で調達したのか，③事業資

金をいかなる目的（運転資金か設備投資資金か等）に使用するのか，④事業資金を調達する際に

いかなる問題（金額の不足，借入金利の高さ，担保不足等）が発生したのか，⑤事業資金を調達

したことでいかなる影響（資金繰りの緩和，販売先の変更や拡大，新商品の開発促進等）を引き

起こしたのか，といった資金繰りに関わる多様な内容を含んでいる。もちろん本稿でこれらをす

べて検討することは不可能であるから，今回はおもに①～③の３点に重心を置き，その他は必要

な場合に適宜言及することとした。そもそもこのテーマは，個別産業の小売商分析が十分に達成

されることによって初めて全体像を把握することができるため，本稿ではそれらの研究の推進に
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向けて１つの方向性を示すことに，その主要な目的があると考えている。

以下では，第２節において先行研究でおこなわれた資金繰分析の内容を検討してその問題点を

指摘し，それにもとづき第３節では新たな資金繰分析の提示とそれを適用する問屋金融の定義と

分析視点を整理する。第４節では既存調査にもとづき資金調達の概要，第５節では問屋金融の概

要をそれぞれ業種別に検討し，さらに第６節では新聞に掲載された情報を中心に，小売商に関連

した業種別の主要動向を把握する。第５・６節の内容は，国際的にみて我国の流通機構・取引慣

行の複雑さを歴史的経緯から解明する一助にもなることを付言しておきたい。最後に第７節で

は，以上の各作業で得られた重要な事実の要約とそれに関連した含意が提示される。

（２）先行研究の特徴
２．１．先行した問屋・織元研究

およそ経営史・経済史の研究分野では，企業の発展に関連した研究テーマを扱う以上は，資金

繰りに関して何らかの分析をおこなわなければならない。このため論文検索のデータベースサー

ビスを利用して，「資金繰り」「小売」「戦前」の３つのキーワードで全文検索してみると９４編の

論文が集められるにすぎず，しかもその大半は資金繰りを企業行動の原因または結果として挙げ

ているにすぎない（４）。すなわち流通機構の末端に位置する小売商の事業内容に関する研究は，一

部の研究者を除いてほとんど関心を持たれていないほか，その分析手法の点でも資金繰りを正面

から分析対象とした事例研究がほとんどないことが特徴となっている。

そのなかで小売商の資金繰りを初めて分析対象とした研究として，ここでは筆者がおこなった

初期の研究をあげておきたい。すなわち筆者は，全国初の小売商センサスともいえる『東京市商

業調査書』に掲載されたデータを使って，戦前東京新市域内の小売商における総資産規模別の損

益・財政状態を慎重に復元した。そのうえでこの財務データを使用して，小売商に関する資金需

要分析や多様な財務分析を実施した。このうち本稿のテーマである資金需要分析に絞ると，まず

日常の運転資金の大きさを実務上で使用されている方法で推計し，総資産規模１，０００円未満の店

舗では１３４円に過ぎなかったが，同５，０００円以上の店舗では 2,290円に達したことを導きだし

た（５）。しかも月平均売上高に対する運転資金の比率（運転資金回転期間）をみると，規模が大き

くなるほど高くなっているため，このような財務体質では経営規模の拡大にブレーキをかけるこ

ととなった可能性を提起した。

次にこの運転資金を借入金残高と比較すると，各規模とも運転資金が借入金残高を上回ってい

たことから，運転資金のすべてを借入で賄うことが難しく，その不足額を「家計部門からの持ち

出し（つまり実質的な出資）で対応している（６）」と推測する。すなわち筆者は，『小売業経営調

査』の最終報告書のデータにもとづき，小売商世帯における総所得の大半が商業（＝家業）以外

の収入，つまり商外所得他で占めていた事実を発見したが，このような所得構造が形成された理

由として運転資金向けの収入の必要性を示唆することとなった。さらに別の研究では，この商外
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所得他の発生原因として，当時の東京圏内に流入する労働者の大半が借家に住んでいたため，そ

の借家市場向けの住宅建設等が小売商にとって家業を安定させる収入源として魅力的な投資対象

となっていたほか，事業資金を調達する際の担保としても活用できたことを発見した（７）。

外部資金（各種借入金）の調達に関する分析に限ると，藤野正三郎・寺西重郎の「戦間期中小

商工業の金融構造」も重要な研究である（８）。藤野らは，統計様式の同一な神奈川県・名古屋市・

神戸市の『商業調査書』を合算して，中小物品販売業（貿易業・百貨店を含む）の総資産規模別

データを作り，各機関からの借入金の需要構造について，以下のような計測結果を導いた。①銀

行借入金・金融機関借入金は，自己資本金が大きいほど，固定資産が小さいほど大きい，②個人

金融業借入金や問屋からの借入金は，自己資本金が小さいほど，在庫・固定資産が大きいほど大

きい。すなわち①から貸手側の借手側に対する選考が強く表れる，つまり小売商が銀行や金融機

関から疎外されており，それゆえに②のように個人金融業や問屋に資金を依存する傾向があると

いう。ただし寺西重郎が指摘するように，銀行等の近代的金融の割合は小売商よりも工業のほう

が低かったから，小売商で銀行からの資金供給が閉ざされていたというわけではない点は押さえ

ておくべきだろう（９）。

事業資金を供給する金融機関に目を転じると，「中小商工業金融」という範疇で金融機関ごと

の研究が蓄積されてきた。これをすべて紹介することはおこなわないが，とりあえず近年の代表

的な研究として今城徹の研究を挙げておこう（１０）。ここでは昭和恐慌期の信用維持に向けて，中

小金融機関が場合によっては無担保で積極的に資金供給していたことを指摘する。そして俸給生

活者による副業的店舗の旺盛な開業がある一方，余剰資金を有利に運用するために貯蓄銀行・無

尽会社の金融商品を購入するなど，これらの金融機関に資金を供給するものも多数いたことを指

摘する。この事実は，中小商工業金融を資金需給のなかで一体的に検討する必要性を示してい

る。ただし今城も指摘しているように，大阪の金融市場は貯蓄銀行・無尽会社で東京と明確に異

なる特徴があるため，この研究をそのまま東京に当てはめるわけにはいかない。またなによりも

小売商の資金需要に関する突っ込んだ分析が欠落していることも大きな問題であるが，当時の多

様な中小商工業金融の一端をのぞかせてくれた貢献は大きい。

さらに問屋の金融機能に焦点を当てると，攝津斉彦「戦間期における中小小売商の雇用吸収と

信用不安」があげられる。この論文では，昭和初期に問屋金融の金融機能が低下した事実に注目

している。すなわち中小小売商の過剰性（＝店舗数の過大）が卸売商の金融機能の低下を招き，

小売商と卸売商の対立に加えて信用不安を引き起こしたと指摘する（１１）。ただしここでは，信用

不安を掛売比率の低下で代理させ，それが店舗数の増加に反比例して減少した単純な回帰分析で

検証しているにすぎない。このため店舗数では，業種別の需給状況を正確に反映しているとは言

い難い問題点を抱えている（１２）。また問屋の金融機能を，たんに掛売に焦点を当てているにすぎ

ず，多様な問屋金融の全体像を把握したわけではないため，この問題に対する一層踏み込んだ研

究が望まれるところである。

4 商 経 論 叢 第５２巻第４号（２０１７．６）



ところで小売商の資金調達問題に直接焦点を当てた分析ではないが，織物関連の大手問屋に限

ると，上記の研究以前に小売商との取引・金融状況に言及した一連の研究が蓄積されてきた。ま

ず産業金融史という新分野を樹立した研究者として，山口和雄を挙げなければならない。山口は

１９６３年より同研究に着手し，１９６６～１９７４年にかけ『日本産業金融史研究』というタイトルで，

製糸金融・紡績金融・織物金融の３巻本を出版した。特に織物金融篇では，第１章で東京・大阪

等の主要集散地問屋の売上規模等を数量分析して，第２章以降では西陣，桐生・足利，下館・知
マ マ

多・播州等の織物産地における取次商を対象として，その経営内容や地元金融機関の資金供給に

関する事例分析が多数掲載された，１，０００頁を超える大著である。しかし残念ながら分析時期が

明治・大正初期を中心とし，我々が注目している大正中期から昭和初期の分析はほとんどおこな

われていない。さらに石井寛治が記述したように，「織物の生産のみでなく流通をも扱う本書で

は，それらを含めた小売商の分析が本来ならば必要なのであるが，小売商の分析は残念ながら

まったく果たせなかった。」（１３）。

ただしこれだけ豊富な同書の情報のなかには，小売商と関連する記述がまったくないわけでは

ない。例えば第１章のなかには，「ほとんどの（トップクラスの集散地）問屋が販売先（小売商）

から受取った無担保手形を銀行に持込んで割引いていることが判明」（１４）（カッコ内は筆者の補

足）するという。ここで無担保手形を振り出した小売商というのは，呉服店でも大手問屋と直接

付き合いのある大経営の小売商に限定され，小規模な小売商はあくまで現金決済であろう。これ

を裏付けるように，第１章の他の箇所では小売商の一般的な特徴として，石井寛治が以下のよう

な特徴を指摘している。少々長くなるが，重要な部分であるので紹介しておきたい。

「当時（明治後期）の集散地問屋の織物取引における（小売商との）決済方法は，問屋による

違いが大きいとはいえ，概して現金仕入のうえ信用販売を行うか，信用で生産地の買次・問屋か

ら仕入れたさいよりもよ
�

り
�

長期の信用を販売先の小売商に与えており，集散地問屋は信
�

用
�

授
�

与
�

の
�

一
�

起
�

点
�

として重要な地位を占めていたといわれる。生産者の資力が一般に乏しく，また，小売商

の消費者への販売が貸売を本則としていた第一次大戦前の段階にあっては，問屋が「小売商の銀

行」としての役割を担うことが必然であったともいえよう。」（１５）（丸カッコ内は筆者の補足）と

している。つまり問屋は，小売商に対して「現金仕入のうえ信用販売」するから，手形は扱われ

ていなかった。それゆえ問屋は，必要な営業資金を外部から調達するために，「不動産・有価証

券・営業資金＝現金の三本建てで資産を構成する」（１６）ことが一般的であった。

さらに石井は，大手集散地問屋・川喜田商店の事例研究をおこない，明治末から大正期にかけ

ての同商店（東京商店）では，小売商への信用供与にともない「代金の入手に売却後１．２から

１．５ヶ月を要している」（１７）ことを発見した。これは何ということもない情報に思えようが，実は

複数のデータを組み合わせて計算した数値であり，経営分析上よりみると非常に重要な研究成果

である。また織物産地における銀行の貸出動向として，山口がおこなった旧国立銀行・四十銀行

の本店（桐生市）の事例分析では，１９００年頃に織物関連業者（織物製造，買継商，生糸商等）

小売商は事業資金をいかに調達したのか？ 5



に貸付けをする際に，商品糸などの各種の動産担保が徴求されていた事実を指摘している（１８）。

戦後の中小企業金融では融資手続きの簡便化が進み，動産担保の扱いがほとんどなくなったこと

を考慮すると，資金供給という点では動産担保にもっと注目すべきであろう。この分析では，資

金分析としてサイトや担保なども含めて詳細な検討がなされているが，とりたてて独自の分析手

法が採用されているというわけではない。

以上の研究では，小売商にかかわる情報は問屋分析の延長線上から入手できるにすぎない。な

ぜならこれらの研究は，戦前より研究の蓄積されてきた「問屋制家内工業論」のアプローチによ

る研究にほかならないからである。さらに近年は在来産業の再評価という関心も加わっている

が，この分野では綿織物業に関する実証研究として，阿部武司『日本における産地綿織物業の展

開』が注目される。同書では，白綿布産地として泉南地域（岸和田市以南の大阪府地域），縞綿

布産地として播州地域（兵庫県多可郡，加東郡，加西郡）を取り上げ，戦前期の産地綿織物業に

おける流通構造の変化が示されている。すなわち泉南産綿布が，日露戦争後期には機業家→産地

問屋（仲買）→大阪市問屋（買継商）→大阪市仕入屋（集散地問屋）→各地問屋→小売商に販売

されていたが，１９２０年代前半には内地向けで機業家→泉南仲買（産地問屋）→大阪市綿布商

（集散地問屋）→各地問屋→小売商と買継商が除外されたほか，２０年代後半には泉南仲買に代

わって新たに「ブローカー」が参入するなど，流通経路の変化が進んだ（１９）。全国産地機業家中
おびたに

で最大規模にあった泉南の帯谷商店では，１９１０年代には正金（現金）が４割から７割に拡大し

ていった反面，手形は６割から３割に減少したほか，特に１９１８年における受取手形のサイトは

２～３ヶ月が全体の８割超であったという（２０）。問屋金融が時代とともに変質していったことが指

摘されている。

さらに谷本雅之は，『日本における在来的経済発展と織物業』のなかで，幕末期以降に興隆し

てきた新興の綿織物産地であった入間地方の中堅織元，滝沢熊吉家について，問屋制家内工業の

事例研究として，１８９０年代から１９２０年代における経営内容を分析している。それによると，織

物販売代金の受取手段は１９世紀末から１９２５年にかけて一貫して手形が全体の過半を占めてお

り，同家が綿糸商・織物商や産業組合などの販売先に対して，手形の受取という形で信用を供与

していたことを確認している（２１）。この点では，阿部の分析した泉南地域のように流通経路の構

造変化のなかで手形の割合が低下したのとは異なっており，手形の普及の度合いは地域によって

大きく異なっていたことが示唆される。また同期間に，受取手形のサイトが４０～５０日より８０日

超へと長期化しているため，サイト満期まで保有した手形の割合が減少し，代わりに資金回収の

ための手形割引が増えていたことを明らかにしている。

このほか手形の支払地（つまり現金の受取地）が，従来は振出人の自宅が７割超であったが，

その後は東京日本橋の銀行に７割超が変更された（２２）。この点は，織物代金が日本橋の銀行に振

り込まれていった事情が影響していた。このほか支払手段の分析もあわせておこなっているな

ど，手形ごとの個別情報を丹念に加工することで資金繰りの繁忙の程度を明らかにしている点
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で，非常に緻密な分析である。ただしこれら手形等を集計することで，資金の月別繁忙の状態や

年間を通じた運転資金の平均月数など，通
�

常
�

の
�

経営分析で使用される資金繰分析がおこなわれて

いない。また資金収支の繁忙とその資金手当てとしての手形割引が一体的に分析されているわけ

でないほか，長短期の資金繰りを区別して検討しているわけでもない。これは谷本に限ったこと

ではないが，総じて経済史研究者は資金繰分析に関心が低いように思われる。筆者は，事例研究

の醍醐味は資金繰分析，とくに手形分析にあると考えているため，やや不満の残る部分である。

以上のような集散地問屋や機業家の事例研究は，実態を具体的に分析できる点では非常に優れ

ているが，限界がないわけではない。これらの研究では，地元博物館や個人的な伝手を頼りに資

料を収集するが，その際に個別の決済を示す手形類はすでに破棄されており，手形の決済期日・

処理内容等を手形ごとに書き出した「手形控簿」が残されていることが多い。このため同帳簿を

利用して分析することが多いため，個別の手形がどのように活用されているか，いわば決済手段

としての具体的機能を時系列的に追跡できないなど，手形を中心とした資金繰りに関する突っ込

んだ分析をおこなっていないことが多い。この点で松嵜久美は，林玲子・山口和雄らによって先

行研究が蓄積された伊勢崎銘仙を対象として，大手買継商の市場機能や収益構造を分析してい

る（２３）。

まず買継商の経済機能として，（a）取引の仲介と需要・生産情報の提供，（b）発送業務と返品

処理，（c）手勝手（需要動向を見込んで先行的に商品を買付ける），（d）集散地問屋への与信，

（e）機屋への与信という５つの機能を備え，流通機構の中間に位置して情報・金融の結節点とし

ての機能を有していたことを指摘する（２４）（買継商の行動については，第５節の「内地向綿織物」

も参照）。その収益動向をみると，１９１０年代は集散地問屋と機屋が折半して買継商に口銭を負担

していたが，不況の長期化で集散地問屋の経営が逼迫してきたため，１９１５年より京都・大阪・

名古屋の集散地問屋が口銭を払わなくなり機屋のみが支払うようになった。このため機屋に対し

て，反動恐慌や関東大震災等のたびに口銭を引き上げたり，株式会社化をおこない資金調達を容

易にしたりしたが，それでも経営は戦前期を通じて圧迫されていった。買継商の経営圧迫要因と

して，製品単価と粗利益の低下が進んだほか，集散地問屋の経営悪化にともなう返品の増加，集

散地問屋から受け取る手形サイトの長期化で金利負担が増大したこと等をあげている（２５）。

このうち手形サイトの長期化にともない買継商の金利負担が増大した点は，以下の支払金利の

数値計算をおこなって確認している（２６）。

１ヶ月当り支払金利＝販売金額×１１２×
７＋手形期間－２８

３０ ×年金利

ここで右辺��
７＋手形期間－２８

３０
�
�のうち，「７」は集散地問屋に仕切状が到着するのに要した日

数，「手形期間」は集散地問屋が買継商に振り出した手形サイト（日数），「２８」は買継商から機

屋に渡される手形サイト（日数）を示している。このためこの部分は，受取債権の月数から買入
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債務の月数を差し引いた月数を意味しており，松嵜はその月数が必要な運転資金の月数，言い換

えると金融機関からの受信期間であるとみなしている。この計算式では，運転資金の計算にあ

たって商品在庫（つまり棚卸資産）を無視しているため，かならずしも適切とはいえないが，商

品在庫額を考慮してもたしかに手形サイトが２～３割伸びただけで金利負担が２倍前後に増大す

る効果を確認できる（運転資金の計算方法については，次節を参照のこと）。このような経営分

析の手法を導入した経営史研究は，従来にはない斬新な視点を提供したほか，戦間期に買継商の

事業資金（特に運転資金）の調達にあたり，手形がどの程度普及しているかが大きなポイントに

なったことを，数値計算で実証した点でも特筆される（２７）。

このほか織物関連では，橋口勝利による知多綿織物業に関する分析があるほか，織物以外では

林玲子・谷本雅之らによる醤油醸造業，久保文克らによる砂糖精製業なども，小売業に関連した

市場行動まで分析している。まず橋口は，第１次大戦前より小幅木綿の生産が担われた知多地方

に関して，その産地問屋や賃織工場を中心とした問屋制家内工業の変容を長期間研究している。

同地域については，すでに山崎広明，村上はつ（後の西村はつ，以下同様），浦長瀬隆によって

研究が進められてきたが，橋口は大手産地問屋である北村木綿の１９２０年代半ばから１９３０年代に

かけての資金分析をおこなっている（２８）。これによると，工場建設などの設備資金は自己資本金

で完全にカバーされているが，製品在庫や売掛金などの運転資金については長期資金余裕金（自

己資本余裕金に長期負債を加えた金額）のほか，地元銀行からの借入や晒工場（仕入先）への買

掛金によって調達していたという（２９）。その資金分析は方法論として違和感を持つが，とりあえ

ず財務データを使用して長短期の資金を一体的に分析した努力は評価すべきであろう（この分析

手法の特徴は，次節で解説する予定）。

次に，林らによる醤油醸造業の分析は，近世の農村工業研究の一環として出発した産業研究で

あるため，戦間期の小売商に関連した分析に重心を置いてはいない。そのなかで花井俊介による

「三蔵協定前後期のヤマサ醤油」に注目しておきたい（３０）。ヤマサ会社は，第１次大戦以降に活発

な設備投資により近代的工場体制が達成されたが，最上品の醤油市場は需要の伸び悩みで１９２０

年代半ばから生産過剰問題が発生した。そこで乱売の抑制と価格維持を目的として，最上品三大
みつくら

メーカー（亀甲万，ヤマサ，ヒゲ田）による東京市場の販売協定，いわゆる三蔵協定が１９２６年

１０月末に締結された。同協定は，建値の決定と出荷制限を中心としていたが，１９２７年の不況下

で採算度外視の乱売がおこったほか，地方市場での販売合戦が激化してきたため，１９３１年７月

には全国を対象として設備投資の抑制，販売量・乱売行動の禁止等に上記協定を拡大したが，そ

れでも１９３３年３月にこの協調体制は崩壊していった。同論文は，あくまでメーカー側に立った

分析で小売商の経営に深く関与したものではないが，少なくとも当時の醤油流通構造の特徴を捉

えている。

以上のように小売商の資金繰分析は，従来から問屋制家内工業の事例研究として，主に織物業

の問屋（呉服商）を中心に流通機構・資金需給・取引内容等が事例研究として蓄積されてきたに
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すぎない。近年になってようやく谷沢弘毅，藤野正三郎・寺西重郎，攝津斉彦などが資金関連を

中心テーマとした研究を開始しているが，それでも研究者が増えているとは言い難い。しかも分

析対象の事業資金が，運転資金・設備資金または短期資金・長期資金といった，目的・形態別に

は分析されていないほか，資金需給に関する適切な分析手法が使われているともいえない。これ

らの理由として，既存資料の丁寧な解読が進んでおらず，問題点の抽出が不十分であるほか，そ

れをおこなう資金繰分析に関する共通の認識も確定していないことがあげられる。後者の点は，

さらに次節で具体的に説明していく予定である。

２．２．遅れた流通史研究・資料解読

ところで小売商研究の分野は，流通史とも関連が深いことが予想される。さいわい２０世紀末

ごろより俄に流通史研究が盛んになり，主要な文献に限定しても以下のような，主に経営史・経

済史研究者による研究成果が現れ始めている（３１）。そこでこれらの成果の特徴を紹介しつつ，あ

わせて小売商における事業資金の取り上げ方を位置づけていこう。

鈴木安昭『昭和初期の小売商問題』日本経済新聞社，１９８０年８月

山口和雄・石井寛治編『近代日本の商品流通』東京大学出版会，１９８６年４月

浅田毅衛・若林幸男・白戸伸一『近代日本流通政策史』白桃書房，２０００年９月

マーケティング史研究会編『日本流通産業史―日本的マーケティングの展開』同文舘出版，

２００１年３月

中西聡・中村尚史編『商品流通の近代史』日本経済評論社，２００３年８月

田島義博『歴史に学ぶ流通の進化』日経出版販売日経事業出版センター，２００４年４月

白戸伸一『近代流通組織化政策の史的展開―埼玉における産地織物業の同業組合・産業組合分

析』日本経済評論社，２００４年４月

松本貴典編『生産と流通の近代像―１００年前の日本』日本評論社，２００４年７月

石原武政・矢作敏行編『日本の流通１００年』有斐閣，２００４年１２月

石井寛治編『近代日本流通史』東京堂出版，２００５年１０月

佐々木聡『日本的流通の経営史』有斐閣，２００７年１１月

＊

この一連の流れから明らかなように，鈴木の研究で幕を開け，山口和雄がその方向性を確定し

ていったが，両人の後を継いだ研究者はすぐには出ておらず，ようやく今世紀に入ってから流通

機構の研究が活発化したことがわかる。今世紀にずれ込んだ背景には，綿糸・製糸などの個別産

業の研究である程度の成果が出揃ったことのほかに，平野隆が指摘するように大手百貨店や総合

スーパーの経営破綻・経営統合，外資流通企業の国内市場への相次ぐ参入などの大きな構造変化

が発生しており，それを歴史的なタイムスパンのなかで再検討しようという関心が高まってきた

結果かもしれない（３２）。

小売商は事業資金をいかに調達したのか？ 9



これらの流通史関連書籍は，個別商品の地理的な移動，産業構造面での川上から川下への移動

に重心を置きつつ分析したものが多い。また扱われるテーマは，佐々木の本に代表されるように

大手企業の流通戦略の推移が多く，末端の小売商に関する記述はほとんどない。対象時期は，多

くが統計データの入手可能な明治初期から始めているものの，本稿の分析対象である取引・決済

制度等を具体的に扱っているものはない。この背景には，流通史を研究しようとすると，データ

の入手しやすい個別商品における流通段階別の動向を検討することが中心となり，資料の少ない

独自の取引・決済制度まで把握する余裕がないためであろう。

そのなかで本稿の関心領域に近い研究書として，まず鈴木『昭和初期の小売商問題』をあげる

ことに異論はなかろう。同書は，百貨店，チェーンストア，公・私設小売市場，産業組合，商業

組合，商店街などの業態別経営の概説のほか，小売商経営，小売商の運動，百貨店法の施行動向

まで，昭和戦前期の小売業界を巡る歴史的動向を通覧することのできる便利な概説書である。こ

のため研究者のなかには，満薗勇のように「戦前期の小売業史に関する目配りの効いた通史とい

う点で，今なお同書を超えるものは出ていない。」（３３）と高く評価する者もいる。しかし当時と今

日では，あまりに小売商研究の進捗度は異なっており，当書をそのまま利用するには大きな不満

が残る。そもそも記述の重心は，小売商
�

問題というよりは百貨店・チェーンストア・公設市場等

を含む小売業
�

問題に置かれているほか，本稿の目的との関連では小売商金融問題や問屋との取引

内容・決済状況等を含む，問屋金融に関する具体的な検討がおこなわれていないなど，小売商を

取り巻く構造変化の検討が決定的に不足している。たしかに今日に至るまで小売商研究がなかな

か進んでいないことは事実だが，だからといって同書をこれほど高く評価する必要はないだろ

う。

通史という点でみると，むしろ石井編『近代日本流通史』のほうが充実した内容である。同書

では，明治以降を全部で８期間に分類しており，本稿の主要対象時期である戦間期の動きは第３

章で扱っている。産業革命期に，商法の制定，商業会議所制度や商業教育機関の整備，商業関連

出版物の発行などにより，近代的商業技術・情報の普及をともないつつ流通システムが近代化し

ていったが，その後の戦間期には化粧品・洋菓子・ビールなどでメーカーによる流通支配が進

み，流通構造の変化が発生したことが指摘される。さらにサラリーマン層の登場や消費生活の洋

風化・合理化にしたがって，既存百貨店の大衆化や電鉄系資本によるターミナル百貨店の登場，

郊外型商店街の増加や公設・私設市場も設置された。これらの動きのなかで，商業組合法，百貨

店法，商店法などが整備され，中小小売商の整備，百貨店の営業規制が実施されたことも指摘し

ている。

とにかく同書では，戦間期には多様な変化が同時に発生していたが，小売商との関係では本書

でメーカーの優位と問屋の劣位，いわゆる「メーカーによる流通系列化」の萌芽が第１次大戦ご

ろにみられ，戦間期に本格化したと指摘した（３４）。また不況下で小売商の新規参入が後を絶たな

いなか，百貨店の大衆化も進んだため，小売商の経営が一層窮乏化していったという。ただしこ
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のような経営環境の悪化のなか，小売商が事業資金をいかに調達していったのか，卸商と小売商

の力関係の変化のなかで問屋金融がいかに変貌していったのかまでは，残念ながら言及されてい

ない。

中西・中村編『商品流通の近代史』も，方法論として注目すべき研究書である。同書は，複数

の研究者による事例研究の集合体であるため，タイトルにある「近代史」を統一的に把握するこ

とは不可能であるが，近代日本の商品流通を①商流（商的流通），物流，情報流通の３点に注目

すべきこと，②流通構造の変化が生産・消費・交通等に及ぼす影響を検討すること，③市場形成

を多様な市場の集積過程として描きだすべきであること，に留意しているなど，従来の流通史よ

りも分析の奥行が広がった。このうち第１章「東北産米の移出と東京市場」において，宮城県産

米の消費拡大の背景に県庁手動の産米検査が実施され，米の規格化・標準化が東京の定期・正米

取引機構に適合的とされたことが大きく影響していると結論づける。第２章「北部九州における

近代的交通機関と商品流通」でも，やはり熊本県産米の東京移出の増加に県庁手動の産米検査が

あったことを指摘する。たんに交通網の整備のみならず，需要地の事情に見合った社会基盤の整

備が流通活発化に大きな影響を与えたことは注目される。ただし本稿で目的としている信用供与

や金融システムの進化まで対象にしていない点は，やはり不満が残ろう。

このほか同業組合・商業会議所等の設置に注目した研究も興味深い。その代表例は，白戸によ

る本である。同書で対象とするのは，重要物産同業組合，産業組合，工業組合と商業会議所と

いったいわゆる「中間組織」であり，それらの設立・運営による流通組織化でもたらされた影響

を，おもに埼玉県内の織物産地に絞って分析している。例えば第６章では，入間郡の武蔵絹織物

同業組合の下で飯能織物信用購買利用組合（いわゆる産業組合）が１９１６年に設立され，それら

中間組織の機能が検討されている。すなわち同業組合では，もともと手織機を用いた農家副業的

な小規模零細経営が多数であったため，買継商や仲買商への依存関係を温存し，機業家の発言力

が弱かった。しかし１９２０年以降は，有力な機業家が組合長に就任するなど，生産側の発言力が

強まったなか，産業組合が生産増加と資金供給に一定の役割を果たした。ただし購買・販売等で

は十分に機能することができず，その役割は後の工業組合に譲ることになったという。

中間組織が地域の産業発展に大きな影響を与えたことが確認できるが，分析はここまでで止

まっている。タイトルに「流通組織化政策」が使われているにもかかわらず，中間組織が流通機

構に与えた具体的影響が明らかではない。この点について同書の書評では，「流通過程に踏み込

んだ市場動向の把握や流通変化そのものに対する状況分析が弱くなっている」（３５）と指摘してい

る。さらに山口や谷本で注目されていた金融環境の変化，とくに手形割引や手形貸付等による銀

行業務の活発化が，流通構造・機構に与えた影響はまったく検討されておらず，あくまで中間組

織の影響のみで産業動向を説明しているなど，やはり不十分の感は否めない。この点は今後の研

究に本格的な検討が任されている。

さらに松本編『生産と流通の近代像』にも注目しておきたい。同書では「従来の経済史研究

小売商は事業資金をいかに調達したのか？ 11



が，生産には大いに注目するものの，流通については総じて無関心であった」（３６）として，日露戦

後の１９０５年を対象として，『府県物産表』，『鉄道局年報』，『大日本帝国港湾統計』等の物流デー

タのほか，『主税局統計年報書』の営業税関連データ，『日本全国商工人名録』の商人人数データ

を用いて，地域間相互の流通量や付加価値額，商人の分布を把握する。その分析にあたっては，

地域産業連関表，小規模性・店舗展開率・集積性・多段階性などの経営指標，流通ポテンシャル

などの計測をおこなうなど，数量経済史の手法が積極的に取り入れられているほか，その分析結

果を表示する際にも通常の図表以外にチャートや絵グラフ，地図等を駆使している。

これらの多様なツールを使って，①当時の商品生産が現代にも通じるほど多岐にわたり，それ

が地域経済の発展格差をもたらしていたこと，②商品の大半が域内外を問わずに，商品流通とい

う移動を活発に経験していたこと，③流通経路が購買力・流通コストの大小，生産構造と消費構

造，地理的要因などに最適に適応して形成され，この流通経路がますます強化されて取引費用が

逓減していったこと，を確認している（３７）。ただし生産と流通の接点には，当然ながら独自の取

引慣行・金融支援システムがあるはずだが，これについては一切検討が加えられていない。統計

データにもとづく分析に絞っているため，やむを得ないことではあるが，流通量という視点から

産業革命末期における流通機構の全体像を把握したほか，主要７分野（穀類，芋・豆類，水産

品，油脂類，木材，薪炭，窯業製品）の流通経路を総合的に解明した功績は大きい。

個別業界の分析としては，従来より果樹，肥料，洋紙などで一部の研究者が流通過程における

取引状況を研究してきたが，残念ながらそれらが大きな流れにはなっていない（３８）。ただしその

なかで最近，酒類関連（酒・ビール・醤油）の流通を扱った二宮麻里『酒類流通システムのダイ

ナミズム』が公表された。同書では，分析にあたって流通システムの構成員である，生産者，卸

売商，小売商，消費者の相互作用が及ぶ範囲である「商業ネットワーク」に注目し，その垂直的

ネットワーク（生産者から消費者までの取引の連鎖）と水平的ネットワーク（商業者による集団

的行動）で把握すべきと指摘する（３９）。日本酒では，明治期の東京で１９世紀初頭に形成された１

次問屋である新川酒問屋（２１店）の下に，東京酒類問屋組合，東京酒類仲買商組合，その他の

アウトサイダーが階層構造を形成しており，特に新川問屋は自家商標を持ち問屋主導型流通シス

テムを形成していた（４０）。しかし１９１０年代後半には，酒造会社が東京市内に直営店を設立して，

自家商標による販売に乗り出すことで発言力を強めた。一方，新川問屋は，すでに２０世紀初頭

に灘酒販売高を減少させていたほか，関東大震災によって資金力を失い，信用取引のもとになる

金融機能を十分に発揮できなくなったことを指摘する。

このほかすでに１９世紀末より，醤油問屋の国分，洋酒缶詰問屋の松下商店・明治屋などが

ビールや瓶詰清酒の品揃えを始め，その後は地方の有力問屋に対する商業信用を供与した。これ

らの異業種からの参入が相次いだことも，新川問屋の販売力を低下させた。そしてこれら異業種

の問屋が，その他の二次問屋に販路を形成していったほか，広範な商品の生産者からリベートを

受け取り，それが価格割引の原資となったほか，清酒を囮商品として乱売を発生させるように
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なった。このため生産者側では，出荷統制をおこなったり，小売商に手形取引への移行を要求し

たりしたが，いずれも乱売の抑止力とはなりえなかった。清酒という商品を取り巻く生産者と各

種の問屋間で，さまざまな流通戦略が行われてきたことが確認できる。このように小売商の事例

分析は，ようやく緒についたばかりであり，複数の関係者の利害が複雑に絡み合うため，個別業

種の研究が進んで全体像があきらかになるには，今後もある程度の時間が必要であろう。
し じょう

ところで流通史分野の研究活動では，任意団体として市場史研究会が１９８５年に設立され，

２０１６年秋には第６５回大会を開催するなど，年２回のペースで地道な研究活動をおこなっている

点が特筆される。また会誌として，年１回のペースで『市場史研究』を発行し，第３５号まで出

版している点も注目される。流通問題を東京圏に限ってみると，首都圏形成史研究会が１９９４年

に設立されたことも，流通問題を多角的に扱う切り口を増やすことにつながった。これら研究会

による地道な活動の成果は近年，市場史研究会では廣田誠編『近代日本の交通と流通・市場』

（「市場と流通の社会史」３）２０１１年，首都圏形成史研究会では老川慶喜・大豆生田稔編『商品流

通と東京市場―幕末～戦間期』（「首都圏史叢書」３）２０００年として，それぞれ結実している。内

容の紹介は割愛するが，いずれも個別事例の積み上げという点で貴重な研究である。

最後に，小売商を中心とした流通関連の資料についても言及しておきたい。具体的な内容を把

握するには，まず業界団体史や社史をあたるべきだが，多様な日常品のなかで団体史・社史を作

成している事例はわずかにすぎない。団体史では，酒類・砂糖・洋服等について戦前の同業組合

史や戦後の業界団体史があるほか，社史では酒類では大手酒造会社，醤油醸造会社などの一部で

記述されているのを見つけることができるなど，我々の要求からすると限られている。もちろん

本稿では，これらの個別情報が必要に応じて各所で利用されることになる。

個別業界ではなく流通過程の多様な文献を収集した資料集としては，やはり山口和雄（商品流

通史研究会）が代表編集者となった，『近代日本商品流通史資料』全１３巻をあげておく（４１）。こ

こでは本稿の第５節で使用した商工省商務局編「内地重要商品取引事情」，同編「商取引組織及

系統ニ関スル調査」（いずれも第１３巻に所収）のほか，東京市役所編「東京市貨物集散調査書」

１９３３年版，「大阪市輸出入貨物調査書」，「名古屋市貨物集散概況」，開拓使編「二府四県采覧報

文」，「東北諸港報告書」１８７９・８０年など，明治から昭和戦前期に至る主要な流通関連報告書が

復刻された。いずれの資料も，上記の松本編『生産と流通の近代像』を除き分析にほとんど使用

されていないため，今後の積極的な活用が期待される。さらに老川慶喜らが中心となり，１９９０

年代から２０００年代にかけて『近代日本物流史資料』全２８巻が復刻されている（４２）。この資料

は，１９１０年代から１９４０年代半ばまでの東京・横浜・名古屋・大阪・神戸の五大都市における海

運・鉄道輸送・河川舟運・自動車輸送などの輸送統計資料を収集したものである。物
�

流
�

を中心と

した統計集の復刻であるため，小売商の資金調達行動と直接的に結び付くわけではないが，小売

商の仕入行動との関連で貴重な情報を提供してくれよう。

このほか当時の新聞記事も，当然のことだが小売商研究にとって力強い味方である。現在は，
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新聞記事の検索システムとして，『聞蔵Ⅱビジュアル』（東京・大阪朝日新聞），『ヨミダス歴史

館』（読売新聞），『毎索』（毎日新聞）等が整備されている。このうち東京朝日新聞は，戦前東京

の小売商に関しては質量とも圧倒的に他紙をしのぐ必読紙であろう。また最近にいたって，神戸

大学附属図書館の「新聞記事文庫」が新聞記事ごとに文章を打ち直して全文検索を可能とし，し

かもネット配信を開始したのも非常にありがたい。ここには，６０年以上にわたって切抜帳で約

３，２００冊，記事数にすれば約５０万件という膨大な量を収録しているため，我々の目的にとって

は強力な情報源となるはずである（４３）。もちろん新聞情報は，それのみで使用するには力不足の

感は否めないが，他の資料と組み合わせることで魅力的な情報に変化しよう。残念ながらいまの

ところこれらの資料を積極的に活用した本格的な小売商研究は現れていないが，小売商の生の動

きが入手できる数少ない情報源であるために，今後のさらなる活用が期待される。これらの新聞

情報をもとにした分析は，本稿の第６節で試みられている。

（３）資金繰分析と問屋金融
３．１．新たな資金収支表

前節で紹介したように，先行研究では事業資金の分析方法にかならずしも共通の認識が確立し

ていない。この理由は，限られた資料で分析をおこなわなければならず，必要なデータが入手で

きない場合が多いといった事情が考えられるが，それを考慮してもそれ以前に資金繰分析がきわ

めて重要であるという共通認識が得られていないことがあげられる。ただしこの資金繰分析と

は，大島栄子がおこなった新潟県見附地域の内地向け絹綿交織物に関する事例研究のように，負

債・資産内訳や他の情報を交えておこなった分析手法や，岡崎哲二による１９２０年代の鉄鋼合同

政策に関して，他人資本の内訳や自己資本比率・固定比率等の経営指標から三菱財閥内の資金調

達構造を扱った研究で使用された財務分析を指しているのではない（４４）。ここでは，損益財政

データを利用する資金の調達・運用分析のことである。この点は初めにお断りしておきたい。

ところで近年は，寺西重郎に代表されるように，戦前期の企業金融が銀行中心であったか否か

という問題意識のもとで，企業の資金調達動向が数量データで詳細に検討される動きがあり，こ

のような研究動向は武田晴人，南條隆・橘川武郎，�見誠良らに引き継がれている（４５）。いわば

後発資本主義国における銀行融資の重要性を否定する一部の主張に対して，マクロ経済の視点か

ら戦前期企業の資金調達行動の特徴を把握する傾向がある。ただしこの種の研究は，近年になり

突然登場したというわけではなく，１９６０年代の志村嘉一『日本資本市場分析』，伊牟田敏充「明

治中期における工業会社の資本構成論」などに代表される，戦前期企業の資本構成論に関する実

証研究の蓄積にもとづき発生しているほか，その理論的背景としてモジリアーニ＝ミラー理論や

ペッキング・オーダー仮説があったことも指摘しておかなければならない。このように重層的に

発展しつつある研究テーマではあるが，本稿との関連でその代表的な論考である寺西論文の特徴

をみると，①資金調達面のみが注目され，運用面は関心外であること，②純資産を除外した貸方
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勘定（ただし株式は含む）の残高データで分析していること，があげられる。このうち②は，内

部留保を除外していることを意味する。これらの点から，研究目的の類似性は認められるもの

の，この分析方法をそのまま本稿に適用することはできない。やはり個別企業を対象とした事例

研究のなかから，分析手法を見つけ出すほかなかろう。

いま，それに近い分析例として，知多綿織物業の産地問屋に関して村上はつ，橋口勝利のおこ

なった方法を紹介しよう（４６）。まず村上によって作成された，１８８０年代前半から１８９０年代初頭

にかけての知多綿織物問屋・竹之内商店の資金調達と運用を，表４―１（Ａ）でみてみる。この表

は，村上が各年度の『店卸帳』から主要勘定を摘出したものであり，一見して固定資産や長期借

入金など長期性の科目が欠落した不十分な貸借対照表（以下，Ｂ／Ｓと略記）であることがわか

る。おそらく短期資金の分析を念頭に置いているのかもしれない。また村上による説明がないも
ありだか くりわた

のの，「木綿在高」は綿布の在庫，「綿糸在高」は綿糸の在庫，「繰綿在高」は繰綿（種の部分を

表４―１ 竹之内商店の主要資金の調達と運用

（Ａ）村上の作成した表 （単位：円）

借 方 貸 方 （参考）総 額

木綿在高 綿糸在高 繰綿在高 売掛金 前期
繰越金 買掛金 「差引

帳残」 販売損益 借 方 貸 方

１８８２ ５，３５２ ２，９７０ ７，０００ ２，７０２ ８６ ８，３２２ ９，７８８
１８８３ ２，６６４ １，２２２ ８３ ８３９ ５，９３０ ８７１ －４４４ ４，８０８ ６，３５７
１８８４ ２，３９４ ８２７ ５３ １，３３５ ４，１８８ ２７ ６３６ ４，６０９ ４，８５１
１８８５ ３，１１３ １，０６７ ５８８ ４，８２４ ５２ ２５２ ４，７６８ ５，１２８
１８８６ ５，１２６ ３３５ １９３ ５，０７６ １４８ ８５７ ５，６５４ ６，０８１
１８８８ ３，９５８ １，８７９ ３５２ １６１ ６，３８７ ６８ ２００ ２６３ ６，３５０ ６，９１８
１８８９ ２，８１７ ５３６ ２７９ ２，４０３ ６，６５０ １２１ １，２６８ －５７４ ６，０３５ ７，４６５
１８９０ ４，２３５ ４４２ １９１ ５，３９１ ５，８６７ １，８３２ ３，０１４ ６０ １０，２５９ １０，７７３
１８９１ ７，５３０ ２８３ ２，２７９ ５，９２７ ６５０ ３，８３８ ４３２ １０，０９２ １０，８４７

（注） １．一部の数字には，原資料で注書きがあるが，本稿では煩雑さを避けるために除外した。
２．売掛金とは売掛金のほかに受取手形等を含み，買掛金には支払手形等を含んでいる。
３．「差引帳残」とは経営者の個人資金からの借入を示す。
４．（参考）は谷沢が追加した部分であり，村上の原資料には含まれていない。

（資料） 村上はつ「知多綿織物業と金融」山口和雄編『日本産業金融史研究織物金融篇』の８４０頁
（なお原資料は，村上が各年度『店卸帳』より作成）。

（Ｂ）谷沢の修正した表（長期資金収支表） （単位：円）

借 方 貸 方
（参考）
借方総額木綿在高 綿糸在高 繰綿在高 売掛金 今期

繰越金 買掛金 「差引
帳残」 販売損益

１８８３ －２，６８８ １，２２２ ８３ －２，１３１ －１，２３９ －１，８３１ ０ －４４４ －３，５１４
１８８４ －２７０ －３９５ －３０ ４９６ ９ －８４４ ０ ６３６ －１９９
１８８５ ７１９ ２４０ －５３ －７４７ －１１８ ２５ ０ ２５２ １５９
１８８６ ２，０１３ －７３２ ０ －３９５ －６７ ９６ ０ ８５７ ８８６
１８８８ －１，１６８ １，５４４ ３５２ －３２ ３１３ －８０ ２００ ２６３ ６９６
１８８９ －１，１４１ －１，３４３ －７３ ２，２４２ －８６２ ５３ １，０６８ －５７４ －３１５
１８９０ １，４１８ －９４ －８８ ２，９８８ ７０７ １，７１１ １，７４６ ６０ ４，２２４
１８９１ ３，２９５ －１５９ －１９１ －３，１１２ －２４１ －１，１８２ ８２４ ４３２ －１６７

（注） １．いずれの数字も，当該項目における当期と前期の差額を示す。
２．貸方の今期繰越金部分は，借方総額－（買掛金＋「差引帳残」＋販売損益）で計算した。

（資料） 谷沢が上記の原データより当年と前年との差額で作成している。

小売商は事業資金をいかに調達したのか？ 15



取り去った精製していない綿繊維）の在庫を示すほか，「売掛金」には受取手形を含んでいると

推測される（４７）。「差引帳残」は，竹之内源助（経営者）の個人資金，いわば家計部門（奥帳場）

からの資金補填分である。当時は，簿記原理が街場の商業部門まで浸透していなかったから，こ

のような記帳方法でも仕方がないことであるが，とりあえず営業資金の調達・運用に関して大掴

みに把握できる。ただしこれを認めたとしても，（参考）で示したように，借方の合計金額と貸

方が大きくズレている事実は，この表の解釈にあたって大きな問題を残すといえよう。

これらの特徴を確認したうえで，村上は以下のように解析する。まず資金運用面では一貫して

大きなウエイトを持っていたのが，木綿在高，綿糸在高，繰綿在高といった在庫資金（つまり在

庫投資）であった。特に１８８２年には，在庫資金が売上高の１～２ヶ月分に上っているなど，この

期間には売掛金よりも大きな金額となっていたが，その後は減少傾向となった。ただし売掛金が

１８８９・９０年に著増しているが，（この理由は特段述べられていないものの）株式恐慌にともなう

影響と推測される。他方，資金調達面では，前期繰越金が最も大きく，このなかには１８８２年に

店組織を改正して，営業資金を７，０００円と定め，土地その他の家産と分離していくこととした影

響が含まれている。当初は，買掛金と売掛金がほぼ同額で資金がバランスを保っていたが，売掛

金が著増した１８８９・９０年には経営者の個人資金を借りたり，買掛サイトを延長したりして資金

不足をカバーしていた。

村上の分析は，たしかに表４―１（Ａ）に他の情報を加えて厳密に行われているが，かならずし

も適切な作業とはいえない。なぜならこの表は，基本的にはＢ／Ｓの一部であると考えられ，そ

こに計上された数字はストックデータであり，過去に発生した各種の経営現象をすべて含んでい

る。それを各期の資金分析に，強引に利用しているからである。いわばストックデータをそのま

ま利用して，フローデータの分析をおこなったわけであり，フロー概念とストック概念を混用し

ている問題が発生している。もちろん通貨供給量のように，マネーストックといったストック

データの前年と当年の変化率を求めて，通貨量の増減といったフローデータのようにみなす方法

もあるが，ストックデータのみ使ってフローデータの見方をすることは，現在でも公文蔵人など

一部の研究者はおこなっているとはいえ，簿記上では解釈に限界がでてくる（４８）。

同様の過ちは，橋口によっておこなわれた知多産地問屋・北村木綿会社に関する資金調達分析

でも確認できる（４９）。表４―２で示されているように，この表はＢ／Ｓの科目を組み替えたにすぎ

ないが，村上の分析方法をより進化させたものである。橋口は，この表から次のような結論を導

いている。「設備資金は，土地建物・什器に加えて，馬場工場や一色工場など工場設備の比重が

高く，増加傾向にある。それらは期間を通じて，自己資本金で完全にカバーされていることが確

認でき，それゆえ自己資本余裕金が生じている（が），製品在庫や売掛金など運転資金について

は，長期資金余裕金（中略）ではまかなうことはできていない。そのため，買掛金や愛知銀行か

らの当座借越，未払晒賃が流動負債欄に計上されている。つまり北村木綿は，運転資金の不足分

を，愛知銀行からの実質的な借入れと，晒工場への晒賃の支払いを延期させることで埋め合わせ
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ていた。」（５０）（カッコ内は筆者）。

以上の引用部分より，上段の表（Ⅰ）は設備資金の調達・運用方法，下段の表（Ⅱ）は運転資

金の調達・運用方法を示している。そして表（Ⅰ）で「自己資本余裕金」，「長期資金余裕金」と

いう通常の財務分析では使用されない新たな概念が使用されているほか，表（Ⅱ）では（Ｂ）＋

（Ｃ）－（Ａ）－（Ｄ）という計算式で，運転資金の不足額が推計されている。この表では，村上と

同様にストックデータでフローデータの分析をおこなっているほか，設備資金の調達を計算した

後で運転資金の調達を考えるという手順を踏んでおり，通常の経営分析とは逆の考え方を採用し

ている。なお当表では，Ｂ／Ｓの主要科目が揃っているため，理論上は固定資産＋流動資産（つ

まり借方合計）＝自己資本金＋長期負債＋流動負債（つまり貸方合計）となるはずだが，（参考）

表４―２ 北村木綿会社の主要資金の調達と運用

（Ⅰ）設備資金調達 （単位：円）

固定資産（Ａ） 自己資本金（Ｂ） 自己資本
余裕金

（Ｂ）－（Ａ）

長期負債
借入金
（Ｃ）

長期資金
余裕金

（Ｂ）＋（Ｃ）
－（Ａ）

土地建物
什器

払込
資本金

１９２４ ３３，９１４ ８，９１４ １３２，８００ １２５，０００ ９８，８８６ ９８，８８６
１９２５ ３３，４９６ １０，１３０ １３４，２９８ １２５，０００ １００，８０２ ８１，４５０ １８２，２５２
１９２９ ３９，７６０ ７，６９０ １０４，１５８ １５０，０００ ６４，３９８ ３０，０００ ９４，３９８
１９３０ ３１，９２７ ７，０７０ ８４，５９０ １５０，０００ ５２，６６３ １０，０００ ６２，６６３
１９３１ ３０，８０４ ６，５００ ８４，６２６ １５０，０００ ５３，８２２ ５，０００ ５８，８２２
１９３２ ３４，７０３ ６，６８０ ８７，０６５ １５０，０００ ５２，３６２ ３，０００ ５５，３６２
１９３３ ５７，１４４ ６，１６０ １０１，０８７ １５０，０００ ４３，９４３ ５，０００ ４８，９４３
１９３４ ５８，０５２ ５，６７０ １００，７４４ １５０，０００ ４２，６９２ ６，２８０ ４８，９７２
１９３５ ６３，１７３ ５，２００ １０１，４７２ １５０，０００ ３８，２９９ ３８，２９９
１９３６ ７３，３５７ ５，７００ １２１，６０４ １５０，０００ ４８，２４７ １０，０００ ５８，２４７
１９３７ ７１，８５０ ５，２５０ １６８，３７９ １５０，０００ ９６，５２９ ５，０００ １０１，５２９

（Ⅱ）運転資金調達 （単位：円）

流動資産（Ｄ） （Ｂ）＋（Ｃ）
－（Ａ）－（Ｄ）

流動負債（Ｅ） （参考）総 額

売掛金 買掛金 借方合計 貸方合計
１９２４ １７５，７２７ ３８，９３３ －７６，８４１ １６，２８０ １５，４１８ ２０９，６４１ １４９，０８０
１９２５ １８３，２４４ ４４，９６９ －９９２ ２３，７６９ １１，１９７ ２１６，７４０ ２３９，５１７
１９２９ １３２，０５０ ５６３ －３７，７２２ ６２，８３４ ６，０７９ １７１，８１０ １９６，９９２
１９３０ １６３，５１８ １２８ －１００，８５５ ４０，５７６ ２，９９２ １９５，４４５ １３５，１６６
１９３１ １３８，００２ １，３３２ －７９，１８０ ４１，８９５ ４，３７９ １６８，８０６ １３１，５２１
１９３２ １０４，４５６ ７，５０９ －４９，０９４ ４２，８７０ １５，６３９ １３９，１５９ １３２，９３５
１９３３ ９８，８９２ ５，８９０ －４９，９４９ ４２，０４６ １２，１９０ １５６，０３６ １４８，１３３
１９３４ ７９，７５６ ８，５８５ －３０，７８４ ２４，０７０ ２，７３７ １３７，８０８ １３１，０９４
１９３５ ９４，３０２ １５３ －５６，８７４ ２２，９１３ ４，６３０ １５７，４７５ １２４，３８５
１９３６ １１３，１２１ －３４ －５４，８７４ ３４，８９７ ４１０ １８６，４７８ １６６，５０１
１９３７ １７３，００３ ３５ －７１，４７４ ７０，４４９ ３８，２３４ ２４４，８５３ ２４３，８２８

（注） １．内訳は，主要な科目以外は除外している。
２．「設備資金調達」「運転資金調達」という名称は，橋口「桑名紡績」論文の表２より入手
した。

３．（参考）は谷沢が新たに追加した部分であり，原資料には無い。
借方合計＝（Ａ）＋（Ｄ），貸方合計＝（Ｂ）＋（Ｃ）＋（Ｅ）で計算した。

（資料） 橋口勝利「両大戦間期知多綿織物業の構造変化と産地問屋」『関西大学経済論集』第５７
巻第４号の７４頁の表４を谷沢が一部修正した。また橋口勝利「産業革命期桑名紡績株式
会社の事業展開と合併」『関西大学経済論集』第６２巻第３号の２２頁の表２も利用した。
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総額に示されているように各期とも一致していない。おそらく一部の勘定科目が意識的に控除さ

れていると思われるが，この点に関する説明は確認できない。この不完全なデータを使用したが

ゆえに，結果的に設備資金や運転資金の原資の一部が算出されたと推測される。また長短資金の

調達と運用の内訳が示されておらず，上記の説明文に反して資金収支が一体的に把握できない。

ここでお断りしておくが，このような自己資本余裕金を始点とする個性的な資金の調達・運用

分析は，実は橋口が初めてではない。すなわち『日本産業金融史研究 織物金融篇』の第２章

で，杉山和雄が西陣織物の仲買商・木村商店に関する事例分析のなかで自己資本余裕金を使用し

ているほか，同書の第６章では高村直助が兼営織布の老舗・金巾製織会社における運転資金の分

析にあたって，同様の方法を使用している（５１）。さらに最近では花井俊介・公文蔵人が，郡是製

糸の１９世紀末から１９３０年にかけての資金運用の長期分析に同方法を採用している（５２）。決して

標準化された分析手法とはいえず，とくに自己資本余裕金という概念は簿記・経営分析の専門用

語として存在しない。それにもかかわらず主に東大出身の研究者の一部で使い続けられている。

一読した限りでは，最後の論文がもっとも資金の調達と運用を包括的に検討しているが，分析対

象の適格性や作表の丁寧さなどを考慮して，珍しく非東大出身者にもかかわらず同手法を使用し

た橋口の論文を取り上げたにすぎない。

しかし既述の理由から，事業資金（つまり短期資金・長期資金）の調達・運用分析のために，

村上・橋口らの方法を使用することはできない。このため本稿では，長期資金分析として彼らの

方法に代えて，金融実務上でしばしば活用される「長期資金収支表」を使用した分析（以下，長

期資金収支分析と呼ぶ）を導入することを提言したい。ここで誤解のないように説明しておく

が，この方法は１９８０年代まで長期資金（主に設備投資金）を専門に融資していた一部の金融機

関・部署を中心に使用されていた資金繰分析の特殊な方法である。なぜなら過去の長期性資金の

動きとともに，今回の設備投資が資金面で適切に実行されているものか否かを判断する材料とし

てこの方法が使用されたからである。すべての金融機関で等しく使用されていた方法ではないほ

か，残念ながら現在では長期資金の審査にあたっても，ほとんど使用されることはなくなった。

一般的に，資金繰分析の際には，資金３表（資金運用表，資金移動表，資金繰り表）やキャッ

シュ・フロー計算書などの使用が思いつくが，長期資金収支表はこのうち資金運用表に近似した

ものである。ただしこのような資金繰分析は，現行の研究分野では「財務分析」等の中で扱われ

るべき項目であるが，かつてほど注目されているとはいえないほか，それゆえ同分野の研究者や

研究成果が豊富というわけでもない。このため参照すべき研究書は少なく，現在は実務出身者が

実務上の要請に応じて出した出版物がわずかに入手できるにすぎない（５３）。経済史分野では数少

ない類似研究として，先述のような武田晴人のおこなった戦間期の大手企業に関する資金調達・

設備投資の数量分析があげられるが，この方法が本稿のような小売業に適用されることはなかっ

た。実は，このような研究上の特徴こそ，経済史・経営史研究上で資金繰分析が蔑ろにされてき

た，最大の理由かもしれない。以下では，多数存在する資金繰分析のうち，もっともシンプルか
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つ確実な方法である長期資金収支分析を説明していく。

長期資金収支表の作成方法は，基本的にＢ／Ｓにおける借方・貸方の各勘定科目について今期

から前期を引くことで作成するものであり，この点が村上や橋口と大きく異なる部分である。そ

の際に減価償却は，設備更新のための積立資金であると解釈できるため，それを調達資金の一部

として貸方に追加しておく必要がある（もちろんこれは，損益計算書の費用項目のことであり，

減価償却引当金のことではない）。この議論は，企業の財務担当者がしばしば「毎年の設備投資

は，減価償却並みに実施している」などと主張することでも理解できる。この主張は，筆者が金

融機関に在籍していた当時に聞いた話であるが，これは固定比率など経営指標を調整したり担保

価値を維持したりする“財務戦略上”から妥当な意見である（５４）。ちなみにこのような操作で作

成した長期資金収支表は，間接法で作成したキャッシュ・フロー計算書と基本的には同じもので

ある。これらのデータから，借方の資産項目の変動がいかなる原因で発生したのかを，貸方の各

項目を使って説明することができる。

このようなＢ／Ｓのデータを控除する作業は，１年以上の期間の変化を探る点で長
�

期
�

の資金分

析に相当し，その分析対象に設備投資，在庫投資（つまり積極的な商品仕入）や長期借入金の返

済などが該当する。一般的に現行の企業・経営史研究では，前節で検討したようになぜかこの方

法がまったく使われていなかった（５５）。筆者としては，同分析が現在でも効果的な手法であると

確信しているため，過去においても北海道苫小牧市における大規模港湾開発にともなう土地造成

事業，区画整理事業，市営住宅事業における各長期資金収支を計算し，それら不動産事業がきわ

めて資金の繁忙が激しいこと（換言すると，採算に乗らない事業であったこと）を分析したこと

がある（５６）。今回のような事例でも，もちろんこの方法が適用可能であるため，とりあえず表４―

１（Ａ）にもとづいて作成した長期資金収支表を，表４―１（Ｂ）に掲げておく。

もっとも先述のように，表４―１（Ａ）では借方の総額と貸方のそれが大きくズレているため，

これを調整しなければならない。ここでは，借方のほうが営業資金の大きさに直接影響するた

め，その総額を資産総額とみなしたほか，借方・貸方の不一致は貸方の「繰越金」の部分で調整

している（５７）。このほかデータの解釈にあたっては，各期の設備投資・減価償却額・借入金等の

実績とその内訳，手形サイトの変更などの関連情報を合わせて収集しておけばよい。これらの情

報を総合的に解釈すれば，返済期間１年以上の資金を対象とした長期資金の資金繰分析が可能と

なる。ただし以上の各科目は，本来は短期性の資金に関するものであるため，それをもとに長期

資金収支表を作成することは不適切であるが，１８８２年の買掛金や１８９０年の売掛金のような大幅

な変動がある場合には，リスクの高い長期性資金の動きも連動しているとみなすことが可能であ

る。おそらく村上も，表４―１（Ａ）を作成する際にこう考えていたと思われる（５８）。

この表によると，１８８３年には「木綿在高」による在庫圧縮と「売掛金」の減少を，繰越金

（つまり相手勘定はおそらく現預金）の取り崩しと原材料の仕入れの抑制によって達成したが，

その後は期間利益の範囲内で資産の積み増しをおこなっていた。８９・９０年には，大幅な「売掛
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金」の増加にともなう資金繰りの逼迫を「差引帳残」で補填しているほか，とくに９０年には

「買掛金」の積み増し（おそらく買掛金サイトの長期化）によって緩和していたことが確認でき

る。以上のように，基本的な認識では村上と大きな差はないが，長期資金収支分析のほうが資金

の調達と運用を数字にもとづき一体的に把握できることが理解できよう。もちろんＢ／Ｓの全体

を詳細に検討したものではないため，情報の欠落部分もあるとは思われる。しかし主に設備投資

や製品開発・在庫投資といった数年に１度の割合で発生し，かつ年間の営業収益では調達できな

い金額の変動要因を探る際にこの分析方法が有効である。

ただしこの分析方法では，注意すべきことが２つある。第一は，あくまでＢ／Ｓに掲載された

全科目を使用すべきであり，一部科目のみを恣意的に使用した分析では結果を実態から乖離させ

ることになる。例えば，筆者が表４―１（Ｂ）を作成した背景には，あくまで固定資産の増減（商

店等の建設・建て替え，金融資産の取得・売却等）がおこなわれていなかったことを前提として

いるが，この仮定が当然であるとはかぎらない。また貸方・借方の一致した営業報告書を入手す

ることも容易でないだろう。ただし事例研究ならば，その他の資料でその動向をある程度補完す

ることは可能かもしれない。第二に，この分析では現金のフロー（すなわちキャッシュ・フ

ロー）に注目しているため，損益計算書（以下，Ｐ／Ｌと略記）上の損益概念（とくに経常損

益）をそのまま使用することはできない。具体的には小売商に特有の事業特性を考慮しつつ，期

間損益に各種資産の減価償却・設備除却損・棚卸減耗損・商品評価損などの調整項目を加える必

要がある（５９）。

これらの調整項目について若干，説明しておこう。まず設備除却損とは，設備を除却（廃棄）

した場合の評価額であり，棚卸減耗損とは減損，漏洩，盗難，火災などによる商品評価の減額を

指し，実地棚卸をおこなってその金額を把握することができる。商品評価損とは，期末商品の時

価が突発的な原因によって原価を下回る場合にその差額である。もっとも中小規模の小売商で

は，よほどの場合でないかぎり，これらの費用を計上する店舗はないだろう（６０）。とはいえ先物

市場が形成されていた綿糸・綿布，砂糖などでは，その大幅な価格変動を評価損として調整する

必要がでてくる。例えば，１９２０年に実施された綿糸の解合に際しては，参加した紡績会社・綿

糸問屋では商品在庫・売掛金等の評価を下げる必要があったから，この関係で小売商でも商品評

価損を計上する必要が発生したかもしれない。また火災・水害・地震等によって店舗・什器や商

品が甚大な損害を被った場合には，除却損・減耗損として帳簿上で処理したうえで，該当部分を

廃棄する必要がある。このようにこれらの項目に関わる現象は，事業をおこなっている以上は無

視できないため，それを考慮した長期資金収支分析はこれらのデータが入手できるか否かにかか

わらず，戦前期小売商の資金繰分析で有効な手法となる。

ところで小規模の小売商では，以上のような長期の資金繰りのほかに日常の資金繰り（いわば

運転資金の調達）にも苦労している。そこで次に，運転資金（実額）の計測式を示しておきた

い。この式は，先述のとおり筆者による先行研究で，『東京市商業調査書』のデータを使用して
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資金繰分析をおこなった際に活用したものである。

運転資金＝売上債権＋棚卸資産－買掛債務 （１）

ここで売上債権＝売掛金＋受取手形，棚卸資産＝商品在庫（稀に加工部門を持っていれば原材

料在庫を含む），買掛債務＝買掛金＋支払手形とする。もともと小売商は，損益・財務構造が単

純な業種であるため，これらのデータをさほど苦痛をともなわずに集めることで推計することが

できる。なかには筆者の研究のように，売上債権，買掛債務のデータ自体を推計する場合もある。

このように同式は，Ｂ／Ｓ中の一部のデータを使用するだけで運転資金の必要額を推計できる

単純な方法である。これが可能な理由は，日常の営業資金をたとえ数ヶ月以内に返済したとして
そこだまり

も，ほぼ同額を同一年内に再び借り入れるため，結果的にはつねに底溜的な資金としてＢ／Ｓ

上に一定額が存在している。このため１年単位の営業報告書を使っているにもかかわらず，短
�

期
�

の日常資金の大きさを容易に把握できるわけである。この簡便さゆえに実務面でもしばしば利用

されてきた，素朴ではあるが確実な方法である（６１）。筆者もかつて実務上で盛んに使用してきた

が，そのときの経験では上記の（１）式で算出した運転資金額より，実際の短期借入金は若干大

きくなる傾向があったと記憶している。これは短期借入金が運転資金以外に使われたという意味

ではなく，運転資金自体が（１）式で求めた金額よりも大きかったということであろう。この理

由として，開業当初に一時的経費が発生した際の借入金や，その後の赤字決算にともなう一時的

な借入金によって，短期借入金が上方シフトしたことが考えられる。

なお（１）式では，一般的に事業規模の大きい店舗ほど運転資金が大きくなる傾向がある。こ

のため事業規模の異なる各種店舗の運転資金を比べる際には，各資金の１ヶ月当り売上高に対す

る比率を求めることが必要となる。この比率は一般的に「回転期間」と呼ばれ，（１）式を以下の

ように書き換えることができる（６２）。

運転資金回転期間（月）＝売上債権回転期間（月）＋棚卸資産回転期間（月）

－買掛債務回転期間（月） （２）

この式は，運転資金の大きさが売上債権，棚卸資産，買掛債務のうちどの要因に影響されてい

るのかを把握することができるため，資金繰分析にとっては便利な式である。そして（２）式の

右辺を（売上債権回転期間－買掛債務回転期間）＋棚卸資産回転期間と変形して，（売上債権回転

期間－買掛債務回転期間）を「サイト・ギャップ」と呼んで注目することもある。サイトを正確

に把握することを分析の主眼とするなら，（２）式の各回転期間を計算するにあたって前節の松嵜

論文で考慮されていたように，３６５日で割った１日当り売上高で計算することも考えられる。

（２）式でもっとも重要な部分は，買掛債務回転期間であろう。なぜなら資金繰りを緩めるため

には，できるだけ支払いを先延ばししたいためである。もし同期間が短縮していれば，①現金支

払いへの変更などにより支払い条件が短縮化してきた，②信用不安の問題から仕入先が資金回収

を早めてきた，③負債を簿外に処理した粉飾がおこなわれている等，が考えられる。他方，長期
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化していれば，④支払先に対して支払手形の期日延長（いわゆるジャンプ）をしている，⑤取引

先に対して融通手形を発行していることなどが想定される（６３）。このほか売上債権回転期間は，

長期化する時には①回収条件の悪化，②手形のジャンプ，③不良債権（焦げ付き，不渡手形，融

通手形等）の発生，④押し込み販売の実施，⑤売掛金等の水増しによる粉飾などが考えられる。

さらに棚卸資産回転期間が長期化するときは，その原因として①想定していた販売先の倒産等に

より過剰在庫が発生，②生産・販売計画の誤算，③在庫水増し等による粉飾などが想定される。

ところで（２）式右辺のうち，売上債権を１ヶ月当り売上高で割ることは経済学的に意味のあ

ることだが，棚卸資産・買掛債務はそもそも仕入値ベースで評価される金額であるため，経済学

的に厳密さを欠いていると考えられる。そこで（２）式右辺の棚卸資産と買掛債務の回転期間を，

以下のように１ヶ月当り売上原価に対する比率で示すこともおこなわれている。

（修正）棚卸資産回転期間（月）＝ 商品在庫
売上原価
１２

（修正）買掛債務回転期間（月）＝ 買掛債務
売上原価
１２

これらの（修正）回転期間は，棚卸資産の積み上げから販売までの期間や買掛債務の締結から

清算までの期間（つまりサイト）を代理した指標であり，基本的に「手形・買掛金のサイト」と

同様の性質を持つと考えられる。すなわち各（修正）回転期間は，回転期間以上に運転資金に直

結する債権・債務の滞留月数に近い内容を示している。

もっとも運転資金回転期間やサイト・ギャップの計算にあたって，売上債権回転期間の分母に

通常の売上高，買掛債務回転期間の分母に売上原価（つまり（修正）買掛債務回転期間）を使用

することも考えられるが，この場合にはその経済学的意味が不明確になるため，本稿ではかかる

分析方法は採用しなかった。さらに買掛債務に関して一点だけ注意点を述べておきたい。それ

は，以下の各節で確認できるように，戦間期を通じて一部ではあったが問屋側の債権管理が厳し

さを増すにしたがって，買掛金を手形支払いに変更していく傾向があった。このような事情を反

映して，以下のような指標も分析に活用することが可能であろう。

現金比率＝現金仕入額仕入高 買掛比率＝買掛仕入額仕入高 手形比率＝手形仕入額仕入高

ちなみに仕入高の内訳は，後述の『小売業経営調査』の調査票で調べているため，そのデータ

を利用すればこれらの数値を計算することが可能である。

このほか運転資金の事例研究として，いわゆる「手形控簿」で受取手形１枚ごとの処理状況が

把握できれば，おそらく月次ベースで必要な運転資金額の推計が可能となるなど，さらに突っ込

んだ資金繰分析が可能となるはずである。先述の谷本による滝沢熊吉家の分析では，この帳簿が

使用されているが，残念ながらこの分析はおこなわれていない。またＢ／Ｓも入手できているよ

うであるが，本節で説明したような長期資金収支や運転資金の算出もおこなわれていない。これ

22 商 経 論 叢 第５２巻第４号（２０１７．６）



は谷本一人の話ではなく，現在の研究者に共通した特徴であり，その背景には資金繰分析の重要

性に関する認識が弱いことが影響しているように思われる。

最後に，長期資金収支と短期（運転）資金需要の関係を示しておくと，図４―１のようになる。

この図では，（Ａ）と（Ｂ）の網掛部分で運転資金を短期借入金の一部として明示している。この場

所は，上記の（１）式にもとづき素直に確定することができる。これに対して（Ｃ）の長期資金収支

は，各科目の差額を計算して収支，すなわち資金の調達と運用を確定する。その際に，売上債

権・棚卸資産・買入債務も再び差額を計算して（Ｃ）に短期性資金として加えているが，この図で

は後で説明するように，むしろこれ以外の科目から長期性資金の調達と運用を把握することに主

眼が置かれる。この図の場合には，設備投資・在庫投資の総額とその調達内訳が把握できる。

計測作業にあたっては，固定資産，商品在庫（流動資産），当期利益などを以下のように計算

する必要がある（６４）。まず設備投資の場合には，

t期末の固定資産�t＋1期中の設備投資－同期中の減価償却－同期中の除却損

＝t＋1期末の固定資産

であるから（６５），

t＋1期中の設備投資

＝t＋1期末の固定資産－t期末の固定資産

�t＋1期中の減価償却�t＋1期中の除却損 （３）

さらに設備投資以外に，（商品の）在庫投資が発生する場合がある。この場合には，そもそも

商品在庫に関して

t＋1期末の商品在庫

＝t期末の商品在庫�t＋1期中の商品仕入－同期中の商品払い出し

－同期中の棚卸減耗損－同期中の商品評価損

という式が成立している。ここでの商品在庫とは，おおむね図４―１のＢ／Ｓにおける棚卸資産

に相当するほか，商品払い出しとは商品販売分（売上高）のことである。いま，経済学上の概念

である在庫投資を，簿記的に t＋1期中の在庫投資＝t＋1期中の商品仕入－t＋1期中の商品払い

出しと定義すれば，以下のように書き換えられる。

t＋1期中の在庫投資

＝t＋1期末の商品在庫－t期末の商品在庫�t＋1期中の棚卸減耗損

�t＋1期中の商品評価損 （４）

ここで在庫投資について２点ほど注意点を付言したい。第一は，在庫投資が営業活動の結果と

して把握される特性があるため，基本的に短期性資金で処置するものであり，長期資本収支とし

て考慮する必要はない。図４―１でもそのように処理したが，かならずしもそのようにならない場

合がある。すなわち次年度に向けて積極的に棚卸資産を積み増すような場合，つまり“意図した

在庫投資”が発生した場合には，１年以上の長期間を想定した資金計画を立てる必要があるか
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（Ａ）　期末のＢ／Ｓ （Ｂ）　　　期末のＢ／Ｓ

売上債権 35 買掛債務 40 売上債権 40 買掛債務 50

棚卸資産 25
短期借入金 30

棚卸資産 35

　運転資金分 20
短期借入金 35
　運転資金分 25

現預金 40 　その他 10 現預金 30 　その他 10

長期借入金 45 長期借入金 60
固定資産 80

固定資産 45

純資産 30 純資産 40

合　計 145 合　計 145

　期首純資産 30
　当期利益 10

合　計 185 合　計 185

（Ｃ）　　　期中の長期資金収支表

売上債権 5 買掛債務 10

棚卸資産 10
短期借入金 5

現預金 －10

固定資産 35

長期借入金 15

設備投資関連 当期利益 10

減価償却費 5 減価償却費 5 修正当期利益　　

自己資金部分

設備除却損 1 設備除却損 1 調整項目　　

在庫投資関連 棚卸減耗損 1 棚卸減耗損 1 期中の
商品評価損 1 商品評価損 1 Ｐ／Ｌより入手

合　計 48 合　計 48

収入（調達）支出（運用）

運転資金関連

借　方 貸　方 借　方 貸　方

＋

＋

＋

図４―１ 短期資金需要と長期資金収支表の関係

（注） １．数字は，科目の金額を代理している。
２．（Ａ），（Ｂ）の網掛部分は，運転資金用の短期借入金を示す。
３．上図はおもに設備投資，在庫投資が発生した事例を中心に作成しているが，その他の事例でも調整項目を設置す
る場合がある。

（資料） 谷沢が作成した。
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ら，これは長期性資金とみなしたほうがよいだろう。反対に，予定していた販売先の販売が急遽

キャンセルされたことで在庫が発生した場合，すなわち“意図せざる在庫投資”が発生した場合

には，短期性資金で対処すべきものと考えるべきだ。このように資金繰りに関する解釈は，長期

資金収支表を作成した後で適宜，数字の内容を検討したうえで，弾力的に判断しなければならな

い。このような在庫投資が問題となる以上，運転資金の解釈においてもいわゆる「長期運転資

金」が該当する可能性があり，それを長期資金収支上で把握すべき場合があろう（６６）。

第二は，運転資金を把握するにあたって，（１）式のうち右辺の棚卸資産は在庫投資分に関連す

るため，これを除外して考えることもできる。すなわち売上債権から買掛債務を引いた金額を運

転資金とみなすわけである。そうするとこのサイト・ギャップに相当する金額を「狭義の運転資

金」，棚卸資産を追加した金額を「広義の運転資金」と言い換えることが適切であろう。ちなみ

に図４―１の（Ａ），（Ｂ）によると，t期，t＋1期のＢ／Ｓ上ではともに狭義の運転資金は発生し

ていないこととなるが，このような事態は後述のとおり戦前期には実際に発生していた。また図

４―１の（C）によると，t＋1期中の在庫投資は１２（＝棚卸資産１０＋棚卸減耗損１＋商品評価損

１）となり，それを自己資金７（＝棚卸減耗損１＋商品評価損１＋サイト・ギャップ分５と短期借

入金５で調達していたことが確認できる。いずれにしても（１）式より，運転資金の発生原因の

要因として在庫投資を位置付けることが重要となることを強調しておきたい（この運転資金にお

ける在庫投資の重要性は，第４節で具体的に検討していく予定である）。

最後に，資産（借方）側の修正をおこなっているため，それに応じて貸方側も修正する必要が

ある。この操作の対象となるのは，当期利益の部分である。すなわち長短借入金についてはその

差額を求めればよいが，当期利益はＰ／Ｌ上の当期利益をそのまま使用することはできない（６７）。

いま，修正した当期利益を修正当期利益と呼べば，それは以下のように算出される。

t＋1期中の修正当期利益

＝t＋1期中の当期利益＋減価償却＋設備除却損＋棚卸減耗損＋商品評価損 （５）

このように修正当期利益を計算する際には，（５）式の右辺でＰ／Ｌの減価償却，設備除却損等

がいわば調整項目として当期利益に追加される。このような操作をおこなうがゆえに，Ｂ／Ｓの

総資産額における期間差額４０と長期資金収支表の総資産額４８は一致していない。資金収支表の

作成では，発生主義で作成された営業報告書の科目を現金主義に変更することで投資の実額を把

握すること（いわばキャッシュ・フロー化すること）が必要となるため，Ｂ／ＳのほかにＰ／Ｌ

の情報も使用しているのである。

以上の個別作業を経ることで，（Ｃ）より t＋1期中に設備投資４１（＝固定資産増加分３５＋減価

償却５＋設備除却損１）を実施し，その資金を長期借入金１５，現預金の取り崩し１０，修正当期利

益１６（＝当期利益１０＋減価償却５＋設備除却損１）で調達したことになる。この解釈からわかる

ように，借方に配置された現預金－１０は，資金調達の議論では貸方に移動して＋１０とみなして

いる点に注意してほしい。これも長期資金収支を検討する際に必要となる，独特な考え方であ
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る。このほか長期資金収支表の短期借入金５は，上記のように在庫投資に関する調達資金となる

が，もしもこの在庫投資が売上規模の拡大にともなう自然増に相当するなら，とりたてて神経質

になる必要はない。このほか意図的な在庫投資等によって棚卸資産が大きく積みあがった場合

や，問屋側が買掛金の回収を早める方針に変更したことでサイト・ギャップを大幅に増加せざる

をえなくなった場合などでは，短期資金の話ではなく長期資金の話とみなすべきである。このよ

うな場合には，取引条件の変更と関連させて慎重に分析する必要がある（６８）。

ところで以上が，おおむねＰ／Ｌ，Ｂ／Ｓを利用した長期資金収支分析の概要であるが，これ

らの説明でも未だ解決しない問題点が１つ残っている。それは株主に対する配当，すなわち「利

益処分」の扱いである。戦前期に多数存在した個人企業に毛の生えたような会社の場合でも，通

常はＰ／Ｌ，Ｂ／Ｓを作成した後に利益処分として株主配当を決定しており，その金額も無視で

きない大きさであったはずである。それゆえ正確に長期資金の調達・運用を把握するなら，この

株主配当を加味した表を作成しなければならない。もちろん個人企業において，これを加味した

資金収支表を初めから作成している場合には問題とならないが，ある程度の企業体を形成してお

り，税務当局との関連で利益処分を決定する場合などでは，その金額を別途収集して慎重に扱う

必要がある。

３．２．問屋金融の把握方法

小規模の小売商では，日常の資金繰りで問屋からの支援に頼っていることが多いため，当時は

政府のほか民間研究者まで，同問題についてさまざまな提言をおこなってきた。このような金融

機関以外の事業会社相互の資金取引は一般的に企業間信用と呼ばれ，現在でも財務内容の脆弱な

中小企業にとって，きわめて重要な資金調達方法となっている（６９）。しかし前節で指摘したよう

に，問屋の資金援助は多様な形態をとるにもかかわらず，現状では掛売に注目した攝津論文ぐら

いしかないなど，その全体像の把握までは至っていない。この背景には，一義的には問屋金融が

非金融機関による金融業務等であるため，戦前期には政策対象として統一的な表象で統計が作成

されていなかったこと，つまりデータが欠落していることがあげられる。

もっともデータがないことと研究が進まないことをリンクして考える必要性はないだろう。す

なわちその現象が経済史的・経営史的に重要性が高ければ，データの多寡とは関わりなく研究が

進んでいくはずである。この点では資金繰分析と同様に，問屋金融が研究者にとって必ずしも重

要性が高い研究とは思われていないようである。ちなみにこの分野を扱う大学院教育の概説書と

して，鈴木良隆ほか『ＭＢＡのための日本経営史』を挙げておこう。同書は，「一橋大学大学院

商学研究科経営学修士コース（通称「ＭＢＡコース」）の「日本経営史」という科目で用いてき

た討議資料を，一冊にまとめたものである」（７０）。しかし残念ながら，同書には問屋金融が具体的

に解説されていない。強いて問屋金融と関連する内容を見つけると，製糸業で売込問屋が関わっ

た荷為替立替金制度や原資金供給制度が「間接金融」として若干解説されているが，本稿でも後
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に検討する桐生織物産地の部分では，問屋金融はなぜか触れられていない（７１）。また索引でも，

商業史上で重視されてきたわが国独自の商慣習「口銭」「歩引」「割戻」といった，問屋金融と密

接に結びつく用語はいっさい確認することができない（７２）。

さらに学部レベルの概説書では，先述の戦前期の小売商問題に精通した鈴木安昭が執筆した，

『新・流通と商業』をあげておく。ここでは現在における卸売業の機能として，①所有権移転機

能，②危険負担機能，③情報伝達機能，④物流機能，⑤生産・加工機能の５つを挙げており，金

融機能については提示していない（７３）。ただしこの解説文を注意深く読むと，①の所有権移転機

能とは「卸売業者が，複数の売手から商品を購入し，それを複数の買手に販売する機能」のこと

であるが，そのなかに「仕入れに対する支払いの期間と販売先からの受取りの期間を比較する

と，後者のほうが長期である場合が多い」という説明が含まれている。この部分に金融的色彩を

含んでいることは読み取れるが，そう考えても以下で述べるような戦前期の金融機能よりはるか

に位置づけが小さくなっている。ちなみに卸売業者という名称は使用しても問屋という名称を使

用しない最大の理由が，このような機能の変質なのかもしれない。このように問屋金融は，現在

では完全に忘れられた研究テーマとなった。それゆえここでは，問屋がおこなった資金供給（問

屋金融）に関する主要な形態を，歴史的資料のなかから紹介することから始め，日常の資金繰問

題に関わる把握方法の論点を整理しておきたい。

まず東京商業会議所調査課が１９１８年に作成した，『東京市内小商工業金融調査資料』における

問屋金融の説明を紹介しよう。この報告書は，東京商業会議所嘱託・根本清六が「大正７年４月

を以て着手し，同６月を以て終了」したものであり，「本邦に於ける斯種研究の幼稚なる為め，

統計の精細なるものを得難」い状況であるため，ほとんど既存調査の寄せ集めにすぎないが，問

屋金融のある程度の輪郭は把握することができる（７４）。根本は，問屋金融が発生した背景と目的，

業種別の特徴に関して，以下のような指摘をおこなっている。少々長くなるが，当時の問屋金融

に関する考え方を知ることができるため，是非とも紹介しておきたい。

「小商工業者を中心として，これを見れば問屋業の発生は，生産者と消費者との間に介在して，
はんるい

相互直接取引をなすの（イ）煩累を減し，（ロ）危険を免れ，（ハ）信用上の齟齬を疏通して，安

心して取引をなすを得るの問屋業本来の機能以外に，別にその必要を認むるものあり，乃ち小商

工業者は問屋業ありて初めて小資本を以て，営業に従事することを得るものにして，従て，この

意義よりすれば，問屋業は一種の資本家にして，且つ企業家を兼ねるものと云ふ可し，（中略）

何となれば，多数の小商工業者は，何れもその商品及原料の仕入れ，製品の販売，時としては金

銭の融通を問屋業者より受け，これを以て営業の基礎となすもの比々然らざるはなければなり，

①凡そ問屋業には小商工業者に対して，（一）物資を貸付するもの，（二）製品を買上くるもの，

（三）以上を併用するものあり，これ皆現品物資の融通に止まると雖も，②一歩を進めて金銭の

前貸をなすものあり，小商工業者はこれ等の延取引の恩恵の下に安むしてその業に従いつゝある

なり。
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而して，③価格変動の激甚なる商品，乃ち米穀，石油，砂糖，肥料，綿糸等は市内に於ては概

して現金取引なれ共，④その他の商品は延取引の習慣にして，その期間は営業の種類と，取引者

の信用関係とに依りて長短あり，⑤延取引に対する利子は別にこれを要せす，その利子及び損害

危険見積金は勿論，商品代金中に包括せらるゝものなり，而も薄資なる小商工業者の常として，

市場景気の浮沈により，又は商品の性質上，乃ち流行品，際物，特殊の地方に限るもの等は，時
きわ

としては仕入と販売との調節を失し，進退全く谷まることあり，かゝる場合には他に金策を講ぜ

ざる可からず，（以下省略）」（７５）（丸で囲った数字は筆者が補足）。

以上の情報は第１次大戦中に入手した内容であるため，本稿の対象とする昭和初期の状況と異

なっている可能性がある。とはいえ当時は，丸で囲った数字のような特徴を有しており，①物資

の貸出，製品の買上げ，両者の併用のほかに，②金銭の前貸まで問屋がおこなっていた点に注目

しておきたい。現在以上に流通経路の長かった戦前期には，零細な生産者と小売商・消費者の中

間に位置して，各種リスクの負担を引き受ける主体として，問屋の位置づけは大きかったはずで

ある。業種別にみると，③米穀，石油，砂糖，肥料，綿糸等は，価格変動が激しいため現金販売

であるが，④その他商品は延取引（つまり掛買い）がおこなわれ，⑤延取引の場合には利子が商

品代金中に含まれ，別途，「利子」としては徴収されていなかったことが確認できる。利息計算

が問屋・小売商の双方でさほど明確化されていなかった点は，現在と大きな違いである。

次は，井関孝雄が１９３７年に出版した，『中小商工金融論』における問屋金融の説明である。井

関は，筆者の先行研究で指摘したように，１９２４年の段階では「庶民金庫企画課長」という肩書

になっており，いわば政府系金融機関の幹部であった。この庶民金庫とは，１９３８年に中小零細

商工業者に対する小口融資業務を実施していたが，戦後は恩給金庫とともに国民金融公庫に改編

された金融機関である（７６）。それが本書の肩書は，「東京市商業経営指導員養成所教務主任，東京

商工会議所商工相談所参与」となっているほか，同書の「はしがき」２頁には，「庶民金融研究

所にて 井関孝雄」という記述がある。このため同人は，役人上がりの経済評論家といった立場

にあったのかもしれない。中小商工業金融（または庶民金融）に長年携わってきた専門家とし

て，同人は以下のような興味深い内容を指摘している。

「問屋卸売商からの金融は遠く徳川時代から存在してゐたものである。単に金を借りる場合だ

けでなく①原料，②機械等，或ひは③又小切手の借入，④手形の割引等種々あるものである。是

は一体利子は付くかと云ふと，この点に関しても種々の場合がある。⑤下請で仕事をすれば工賃

を安く見積つて引取るとか，⑥出来た生産品を安い値段で買入れるとか，⑦原料販売なればその

原料を高く売付けるとか，⑧商店の場合ならば小売に売る相場を高く付ける等に依って金利は之

を取らない事がある。利子を取る所では，安いのは名古屋の商業調査に依ると４厘乃至１割４分

５厘位，それから大阪あたりで，大阪商大の楠見一正氏の調査によれば，３分７厘位から，８９

分，１割位迄がその多数を占め，高いのになると１割７分位のものも間々見受けられる。併し現

在では各種の商業が発達し，中間階級問屋没落の傾向があり，且問屋自身銀行からの金融を閉止
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されてゐるものが多い為，一般に問屋からの融通は大分困難な現状である。」（７７）（丸で囲った数

字は筆者が補足）。

ここで「楠見一正氏の調査」について若干，説明しておこう。この調査とは，楠見一正・大阪

商科大学助教授が大阪市１５区を調査対象として３回実施した，「大阪市に於ける中小商工業金融

調査」であったと思われる。その回答総数は商業・工業・混業合計で７３１人（うち商業と混業の

合計は５１５人）であるほか，調査対象日は第１回が１９３１年６月末，第２回が同年１０月末，第３

回が翌１９３２年１１月末となっている（７８）。第３回目がやや遅れているが，対象日・対象数ともほ

ぼ『金融実地調査』に近い調査であったほか，５分冊にわたる詳細な報告書が出版されているの

もありがたい。もちろん大阪を対象とした調査であるため，金融事情の異なる東京に直接当ては

めるには慎重であるべきだが，少なくとも当時の都市圏における中小商工業者の金融事情を推測

する材料を提示してくれる。それにもかかわらず上記の情報に関して，残念ながらこれらの報告

書より該当する部分を見つけることはできなかった。

ただし上巻第４分冊の「総括的考察」の部分で，問屋からの借入金があるのは３回の調査の合

計で１１０人（うち商業と混業の合計７８人）となり，人数では普通銀行の３８２人に次ぐ多さで

あったことが指摘されている。そしてそのうち利子を支払っている者２１人（同１２人）に限って

みると，日歩２銭１厘（年利７．６７％）以上のものが大部分であるなど，相応に高い水準であっ

た（７９）。楠見は，この理由として「銀行から相手にせられざる手形の割引とか，又は特に無理を

言つて借りたとかの場合が多くその為めに必然的に利子が高くなるのではなからうか。」（８０）と指

摘している。たしかにそのような理由はもっともであるが，その一方で無利子が１８人（同１５

人）いたことも無視できない。無利子が何を意味するのか確認する必要はあるが，おそらく零細

業者を専門に扱う金融形態が存在していた可能性があり，このような事情は東京でも同様であっ

たかもしれない。

井関の想定している問屋卸商の販売先は，「工賃を安く見積もって引き取る」，「原料販売」等

からわかるように，取引相手として小売商よりは生産業者を想定しており，このような問屋は後

に第５節で紹介するが「加工販売問屋」と呼ばれている。それでも「商店の場合ならば小売に売

る相場を高く付ける等に依って金利は之を取らない」と記述するなど，販売機能のみに特化した

小売商も議論の対象に加えている。そしてこの金利の話は，一般的には長・短期借入金に代表さ

れる有利子負債の場合の話であるが，かならずしもこのような事例を想定していたかどうかは確

認できない。買掛金・未払費用であっても利子が発生していたと考えていた可能性も否定できな

い。その際に，根本と同様に売掛ゆえに利子の徴収をおこなっていないことを問題としている

が，この延滞利子をどの程度取っていたのかを当時の大阪・名古屋等の調査より具体的に提示す

るなど，根本より踏み込んだ内容となっている。また問屋の経営が悪化しているため，問屋から

の融通がだいぶ困難となっている点も指摘している。このような情報を加味すると，問屋金融が

通常考えられているよりも活発とはいえない可能性が出てくる。
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いま，以上のような小売商に対する問屋金融の具体的事例を正確に記述するため，Ｂ／Ｓの簿

記的考え方にもとづき整理すると表４―３のようになる。この表では，商品・原材料の仕入れ，手

形割引等のように初めて経済的便益が供与される事例を「１次処理」，これらの便益供与を双方

で清算する事例を「２次処理」と分類している。まず１次処理の事例では，①商品の掛買い，②

現金決済の際に一部未払い，③仕入代金の手形支払い，④手形割引，⑤設備資金の一部未払い＝

未払金，⑥営業資金の一時的な借入金，⑦設備資金の長期借入金，⑧商品を納入する前に資金を

一部支払う＝前受金，⑨買掛金のサイト長期化，⑩資金繰りの改善のために買掛金から支払手形

への変更，⑪支払手形のサイト長期化などがあげられる。ここで⑪のサイト長期化は通常，手形

のジャンプと呼ばれている取引行為である。このほか金融措置ではないが，⑫機械の借用も実質

的には小売商にとって営業資金の圧縮（つまり支払いの延期）につながる措置である。

以上より金融措置を「支払いを延期する措置」と「資金を前借する措置」に大別すると，前者

のほうが多いだろう。すなわち①，②，③，⑤，⑨，⑩，⑪，⑫は，本来は支払時期が到達して

いるにもかかわらず，問屋側があえて支払い延期を認める金融措置等であり，反対に④，⑥，

⑦，⑧は資金回収が行われる時期が到来していないにもかかわらず，問屋側の配慮によって早め

に資金取得をおこなうことができる金融措置であると分類することができる。２つの措置のう

ち，どちらかというと支払を延期する措置が多いことがわかる。

他方，２次処理の事例は，おもに問屋側が失った利益を取り戻す処置（または小売商に与えた

経済的便益を回収する措置）である。具体的には，⑬延滞利息を徴求するために商品の高値販

売，⑭他の問屋からの仕入を自分に振り替え，⑮問屋による工賃＝委託加工料の安値支払い，⑯

商品の安値引き取り，⑰貸倒れの発生などがあげられる。以上のうち⑮，⑯の事例は，１次処理

の⑤，⑦，⑫と同様に機械類を保有している（つまり生産工程を備えた）小売商との間で取り交

わされる，加工販売問屋の事例である。また⑭の事例は，ある程度の規模の小売商に限られるだ

ろう。このうち⑯までの事例は，問屋と小売商の事業が継続している場合であるが，不幸にも小

売商の経営破綻によって便益の回収が不能となる場合もある。そこまでいかなくても，便益供与

全額の回収が見込めないことも考えられる。これらの場合には，売掛金や貸付金を小売商の手持

資金で回収しておくことを選択することになる。このような場合には，⑰のように売掛金等と回

収額との差額を貸倒損失として費用計上しなければならない。

このように２次処理の数がわずか５つしかないことに象徴されるように，２次処理は容易にお

こなえるものではなく，多くの場合は問屋側の泣き寝入りに近い状況となった。幸いおこなえて

も，すべての損失を取り戻せる保証はない。このような状況を総合的に勘案すると，商店過多の

なかで既存店向けの売上高を増やすことは困難であるから，リスクを冒しても新規販売先を開拓

して売上高を増やすことが，限られた選択肢であったかもしれない。ちなみに２次処理のような

取引が，戦前期に特有のものであったとみなすことはできない。なぜなら『２００７年版 中小企

業白書』では，決済サイトの違いによって異なる販売価格を設定した経験をもつ企業が全体の７
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具 体 的 事 例

金融措置の内容 小売商側または問屋側の帳簿処理方法

支払を
延期す
る措置

資金を
前借す
る措置

便益供
与の清
算

借 方 貸 方

＜１次処理＞ ＜小売商等側の処理方法＞
① 商品を問屋より掛けで仕入れる場合（仕入

代金は１００とする）
● （費用）商品仕入 １００ （負債）買掛金 １００

② 問屋からの商品仕入れの一部を，後日の支
払いとする場合（仕入代金１００，支払額３０
とする）

● （費用）商品仕入 １００ （資産）現金預金
（負債）買掛金

７０
３０

③ 商品を問屋より手形払いで仕入れる場合
（仕入代金は１００とする）

● （費用）商品仕入 １００ （負債）支払手形 １００

④ 保有していた受取手形を期日前に問屋に買
い取ってもらう場合（手形額面１００，割引
料１０とする）

● （資産）現金預金
（費用）手形割引料

９０
１０
（資産）受取手形 １００

⑤ 機械・器具等を問屋より購入し，購入代金
の一部を後日の支払いとした場合（機械等
の代金１００，未払額を８０とする）

● （資産）機械等 １００ （資産）現金預金
（負債）未払金

２０
８０

⑥ 商品の仕入代金を事前に借入れで準備して
おく場合（借入金は１００とする）

● （資産）現金預金 １００ （負債）短期借入金 １００

⑦ 設備等の購入資金を事前に問屋から長期の
借入れで準備しておく場合（借入金は１００
とする）

● （資産）現金預金 １００ （負債）長期借入金 １００

⑧ 問屋に商品を納入する約束をして，事前に
問屋が代金の一部を支払う場合（商品代金
を１００とする）

● （資産）現金預金 １００ （負債）前受金 １００

⑨ 資金繰り改善のために，問屋に対する買掛
金の期限を延長する場合（買掛金を１００と
する）

● （負債）旧買掛金 １００ （負債）新買掛金 １００

⑩ 資金繰り改善のために，小売商の買掛金を
約束手形で決済する場合（買掛金を１００と
する）

● （負債）旧買掛金 １００ （負債）新支払手形 １００

⑪ 資金繰り改善のために，問屋に対する旧支
払手形を，期限を延長した新支払手形に代
える場合（支払手形を１００とする）

● （負債）旧支払手形 １００ （負債）新支払手形 １００

⑫ 小売商や下請職人等が問屋より機械類を借
りる場合

● （資産）― ― （負債）― ―

＜２次処理＞ ＜問屋側の処理方法＞
⑬ 便益供与の対価として，商品を小売商に対

して割高で販売する場合（正規の売上高は
１００，便益対価は１０とする）

● （資産）現金預金 １１０ （収益）商品売上高
（収益）受取利息

１００
１０

⑭ 他の問屋から仕入れていた商品を自分の処
からに振り替えさせる場合（売上高を１００
とする）

● （資産）現金預金 １００ （収益）商品売上高 １００

⑮ 便益供与の対価として，下請職人に割安に
工賃を支払う場合（正規の委託加工料は
７０，便益対価１０とする）

● （費用）委託加工料 ７０ （資産）現金預金
（収益）受取利息

６０
１０

⑯ 便益供与の対価として，商品を下請職人か
ら割安で仕入れる場合（正規の仕入額は
１００，便益対価１０とする）

● （費用）商品仕入 １００ （資産）現金預金
（収益）受取利息

９０
１０

⑰ 小売商が経営破綻して売掛金，貸付金の一
部しか回収できなかった場合（売掛金また
は貸付金１００，現金回収額３０とする）

● （資産）現金預金
（費用）貸倒損失

３０
７０
（資産）売掛金

または
（資産）貸付金

１００
１００

（注） １．上表は，問屋金融の具体的内容を理解しやすいように，一部では簿記的考えを修正して記述している。
２．１次処理は経済的便益（または金融）の発生事案，２次処理は１次処理で発生した経済的便益を解消する事案を示す。
３．帳簿処理方法は，便益を受けた側について記述している。
４．⑫は金融取引ではないが，問屋から小売商への経済的便益の供与であるため，とりあえず追加している。
５．⑬では，口銭・歩引・割戻での調整も考えられるが，煩雑になるため省略している。
６．⑤，⑦，⑫は小売商が生産部門を併設している場合，⑮，⑯は問屋が加工業務を付置している場合を想定している。

（資料）谷沢が作成した。

表４―３ 問屋金融の各種形態の概要
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割あり，しかも「価格を変えるべきである」という企業の割合もやはり７割あること，この情報

を受けて中小企業側もサイト差による価格差が今後増加すると予想していること，を指摘してい

るからである（８１）。

ただしこれらの取引を記述した右側の処理方法は，便益の内容を把握しやすいように便益を受

ける側から記述しており，１次処理では小売商側，２次処理では問屋側からみた処理方法を書い

ている（もちろんその反対側からの処理方法でも記帳することはできる）。また基本的には簿記

にもとづく仕訳方法を採っているが，実務上と異なる方法をとっている場合もある。例えば，

⑩，⑪のようなサイトの変更は，簿記上では金額の変更をともなわないため仕訳の対象とならな

いが，それをこの表では変更前を「旧」，変更後を「新」という接頭語を付けて区別している。

また２次処理ではいずれも問屋側が受取利息という形で回収（つまりＰ／Ｌの営業外費用に計

上）できるように記述しているが，この受取利息とはいわば便益の供与分を代理した用語にすぎ

ない。実際に受取利息が発生しているということではなく，しかもこの部分は商品価格に付加さ

れているため明確に確認できるわけでもない。表４―３は，あくまで問屋金融の多様性を把握しや

すいように，筆者が仕訳方法を改良した「仕訳もどき」にすぎない。

以上のように，問屋金融とは通常の金融業務（すなわち企業間信用）には収まらない，広範囲

の小売商支援業務を包含した概念であることが確認できる。なぜなら企業間信用の対象は，一般

的に買手企業にとっての買掛金と支払手形，売手企業にとっての売掛金と支払手形に限定される

ことが多いからである（８２）。ただし残念ながら，我々がこれらを通常の損益財政資料（営業報告

書等）や小売商専門の調査から判別することは困難である。そもそも当時は，表４―３の前受金，

未払金などの債務＝借入金と考えていたことが予想される。減価償却の計上さえ大手企業で統一

されていなかった時期に，多様な簿記的概念を町場の商人が知っていたとは考えづらい（８３）。も

しこれを運よくクリアーしても，負債・資産等の個別内訳やその経緯が判明しない場合が多いこ

とも予想される。以下では１次・２次に分けて問屋金融の見つけ方を説明していこう。

まず１次処理の場合には，買掛金・支払手形等が存在したとしても，それが仕入先の問屋への

ものか，一時的な決済手段として振出したものかを確認するには，手形控簿などの特別に明記し

た資料の存在を必要とする。借入金・前受金等でも同様の作業が必要となる。さらにこれらの科

目でも，“問屋金融になんらかの貸付条件の変
�

更
�

（以下，条件変更と略記）があった可能性”を

把握することは困難である。例えば，表４―３の⑩，⑪といったサイトの長期化などの場合には，

あえて「旧」，「新」という接頭語を付けて，帳簿上で手形を区分けすることはおこなわれない。

つまり通常の営業報告書からは，特定の問屋の決済条件の変更を確認することはできないため，

これを確認するには条件変更を具体的に記述したその他の内部資料が必要となろう。ただし織物

産地で織元と買継商の間で共通の決済条件を取り決めている場合には，その条件変更が新聞等で

報じられることで公になる可能性はある（このような事例は第６節で紹介する予定である）。

以上より“なんらかの問屋金融が存
�

在
�

する可能性”は，営業報告書のみを使用するかぎり，表
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４―３の処理方法でおもに貸方で提示した科目，すなわち負債に計上された買掛金，支払手形，未

払金，短期借入金，長期借入金などに関して，売上高または総資産額に対する比率が平均値より

も高いことを見つけたうえで，取引条件・商慣行等の情報を加えて総合的に判断するしか方法が

なかろう。

次に２次処理では，さらに話が複雑になる。例えば，もし問屋側の営業報告書類を入手できた

としても，⑬の場合には先述のとおり延滞利息分を売上高と分離して計上することはないから，

同一商品について販売先の小売商ごとに単価を比較して，割高の小売商を２次処理した対象店と

みなすことになろう。またこのような煩雑な処理をするよりも，問屋と小売商との間では一般的

に口銭・歩引・割戻などの各種手数料のやり取りがあるから，現実にはこれらの料率を調整すれ

ばよいだろう（８４）（なお歩引・割戻については，第４節の４．２．『小売業経営調査』部分で具体的

に解説する予定）。⑭では，販売先の内訳をみて対象小売商の販売割合が増加していることで発

見できるが，それは容易ではなかろう。⑮，⑯の場合には，支払先ごとにやはり単価を比較し

て，割安の下請職人（いわゆる下職）や同人と取引のある小売商を２次処理の対象人・店とする

しかない。またこれらの処理を対象となる小売商の営業報告書上からみると，⑬は小売商の仕入

高・売上商品原価が増大するが，⑭は仕入高には変化が現われない。⑮，⑯は小売商の受取工

賃・売上高のうち，対象となる問屋の割合が減少することで確認できよう。

いずれの場合も，営業報告書のみから発見することは困難である。ただし強いていえば，⑬の

場合は業界平均よりも売上総利益率が低下すること（または売上商品原価率が上昇すること）で

確認できる可能性がある。つまり買掛金の大きさと売上総利益率の低さ（または売上商品原価率

の高さ）とのあいだには一定の関係があるかもしれない。そしてこの事例は，あくまで仕入高の

割高分を販売価格に転嫁できないことを前提としているが，当時の小売商過多時期にはこのよう

な前提はさほど違和感なく受け入れられよう。ちなみに当時の物価上昇（または下げ止まり）の

議論に関して，第５節で検討する日銀『問屋取引調査』では，問屋の存在が物価高騰の原因で

あったという世間の主張を紹介しているが，少なくともそのような感じを植え付けた背景には，

問屋からの買掛金の存在が商品価格の引き下げを難しくしている，というメカニズムを作ってい

た可能性を指摘しておきたい。

問屋金融はいまのところ定義が明確化されていないため，本稿では以上の検討結果から問屋金

融を事業資金の関連に限定したうえで，「問屋が小売商に対して，資金の回収時にもかかわらず

回収を延期する金融措置，資金の支払い前にもかかわらず支払いを可能とする金融措置，および

これら２例を清算する金融措置」と考えた。あえて事業資金の関連に限定した理由は，問屋の小

売商に対する支援の強度は同資金に端的に現れる，つまり事業資金の関連が問屋金融として分析

しやすいと考えているからにすぎない。もちろんこの議論は，家計部門の不足資金を問屋側が貸

し付けることも考えられることを想定したものである（８５）。そして前２つの金融措置は，小売商

の資金繰りを改善するものであり，最後の措置は前２つの措置を是正させるものである。そして
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我々は，財務諸表を入手できた場合にこれらの金融措置が最も現れやすい，小売商のＢ／Ｓ上で

買掛金，支払手形，長短借入金，Ｐ／Ｌ上で原価率に注目していくべきであろう（８６）。

３．３．手形利用の実態

問屋金融の多くは，小売商が買掛金で処理することを許可する事例であるが，なかには手形に

変更して債権の保全を図りつつ，引き続き信用供与をおこなう場合がある。産地織物業の買継商

が，機業家や集散地問屋との代金決済にあたって手形支払いや手形割引を活用していた事実も，

手形の重要性を象徴するものである。ただし先行研究の検討により，手形の普及が進んでいた産

地織物業でさえ，その普及度合いは地域によって大きく異なっていたことを確認したが，あくま

でその情報は産地織物業という特定の業種の話であるため，それを当時の一般的な利用状況に結

び付けることはできない。これらの手形決済については，かならずしも情報が多くはないが，昭

和初期に小売商で手形がどの程度普及していたのかを，その扱い事務の実態等から検討しておく

必要がある。そこで以下では，まず手形がいかに利用されてきたかを先進事例で紹介したうえ

で，そのあとに山陰地方の一地方都市で使用された実際の手形を分析することで，手形利用の実

態に迫ることとしたい。

手形またはそれに類似した決済方法は，すでに前近代から普及していたが，近代には日銀当座

勘定の決済による東京手形交換所が１８９１年４月から，大阪手形交換所が１８９６年４月から開始さ

れ，本格的な手形決済網が形成された（８７）。�見誠良の研究によると，日清戦争後に阪神紡績手

形の割引市場が形成されて商業金融が形成されたほか，その後は綿業無担保手形，織物関係無担

保手形，非繊維関係無担保手形，砂糖手形，貿易手形等も現れていたという。このあと手形金融

が経済史上で脚光を浴びるのは，銀行引受貿易手形，輸出スタンプ手形といわれる手形制度があ

げられる（８８）。この背景には，第１次大戦中に為替銀行のみが供給していた貿易資金の調達が著

しく不便となったため，市中の大手普通銀行でもその資金を活用できるようにするために考案さ

れた制度であった。まず銀行引受貿易手形とは，１９１９年５月より開始された日銀がおこなった，

銀行引受貿易手形の再割引制度であり，輸出スタンプ手形とは，１９１９年８月より開始された日

銀がおこなった，日銀承認為替銀行売出手形（輸出スタンプ手形）の再割引制度のことである。

このほか第１次大戦後には，株式長期清算取引のために株式取引所で使用される「早渡手形」

も登場した。この手形は当初，長期取引の短期化に向けて資金の証券化・証券の資金化を促すこ

とを目的として導入されたものである。具体的には「（前略）長期取引に於て売付約定をなした

るときに其の受渡期日前に売約証券を取引所に提供したる者に対し受渡日翌日附の約束手形を交

付する早渡手形制度を創設し，大正１３年６月東京株式取引所に於て実施することとなり，続き
ママ

て東京の例に做ひ大正１４年４月より大阪株式取引所に於ても亦行はれることとなった。」（８９）。し

かし導入してみると，大半は投機を目的として取引員のみに限られていたため，市場の公正を保

持するためには制度を撤廃すべきとの意見もあった（９０）。
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ただしこれらは，いずれも先進地の事例であり，各地域の事業者にどの程度手形が浸透してい

たかについては，かならずしも明確になっていない。おそらく１９２０年代初頭でも，都市部の一

部の大企業以外には手形の普及が遅れていたと考えるべきである。この理由として，１９１９年代

末において研究者が手形に関して，次のような見方を持っていたことを指摘しておこう。「次ニ

内国金融市場ニ於テ手形引受業務ヲ発達セシムルニハ如何ナル条件ヲ要スルヤト云フニ，予ハ何

ヨリモ先ヅ一店一行主義ノ慣習ヲ樹立シテ銀行ト其取引者トノ関係ヲ密ニシ，取引者ハ銀行ニ対

シテ自己ノ財産状態ヲ開放スルコトガ最モ必要デアルト思ウ。」（９１）。この文では，銀行側が手形

持込者に対して信用調査をしっかりとおこなうべきと指摘しているが，この主張の背景には当時

の銀行で信用調査が疎かになっていた実情を示唆するものであろう。このような状況であったが

ゆえに，一般の中小事業者では銀行側の抵抗によって手形が普及せず，有名な震災手形は比較的

規模の大きな企業を中心として構成されていたことが知られている。

ところで１９１０～３０年代にかけて，銀行による手形貸付は「手形割引」と呼ばれていたことに

注目しておきたい。例えば，太田哲三『銀行之実務と会計』進文館，１９１７年は，銀行での手形

業務の概要のうち手形交換関連の業務内容が詳しく書かれているが，その第２章第２節の貸出に

は，手形貸付という意味で「手形割引」が解説されている。ただし吉田良三『四訂，銀行簿記教

科書』同文舘，１９４０年になると，第２章「勘定科目」で割引手形勘定のなかの商業手形勘定と

貸付金勘定のなかの手形貸付勘定が明確に分かれ，手形割引と手形貸付が使い分けられている。

とくに後者の本では，「手形貸付は後述の証書貸付に比し（１）利息を前取りし（２）不渡の際権

利行使に簡便であり（３）金融に便利である等，銀行にとって利益が多いから，貸付の大部分は

この形式で行われ，殊に動産担保の短期貸付についてさうである。」（９２）と記述されるなど，ほぼ

現在の一般的な解釈がなされている。この変化の背景には，上記の２人（いずれも東京商科大学

の教員）も委員に加わった財務管理委員会が，１９３４年に商工省財務諸表準則を公表したことが

大きく影響しているだろう（９３）。簿記上では，１９３０年代半ばが大きな転換点であった。

手形貸付がかつて手形割引に含まれていた事実は，銀行の決算書でも確認することができる。

例えば，滋賀銀行の前身である百卅三銀行の大正期における決算書のうち貸出金の科目をみる

と，表４―４のように１９１５年までは手形関連の科目は圧倒的に割引手形が多かったが，１９１６年に

銀行条例施行細則が改正されたことによって，割引手形から手形貸付が分離独立していった（９４）。

いま，貸出金に占める手形関連（手形貸付＋割引手形）の割合をみると，大正前期には７０％台

にあったが，後半にはやや低下してきたことが確認される。このため銀行業界内では遅くとも

１９１０年代後半から手形貸付という用語が定着してきたが，その他の業界では手形貸付も手形割

引と呼んでいた可能性がある。このように銀行業界で手形貸付が明確化してきた背景には，第１

次大戦後の不況下で営業資金需要が低迷して，手形貸付を積極的におこなうようになったことが

影響していたと推測される。

このような経緯のほかに，戦前期には長いこと手形貸付で使用する単名手形を「融通手形」と

小売商は事業資金をいかに調達したのか？ 35



呼んでいた点にも注意しなければならない。このような使用例として，先述の吉田『四訂 銀行

簿記教科書』のなかで，「商取引の結果成立した手形は約束手形たると為替手形たるとを問はず

商業手形と称し，その割引をこの勘定（つまり商業手形勘定）で処理する。商業手形は融
�

通
�

手
�

形
�

と異なり，商取引を背景としてゐるから，（以下省略）」（９５）（カッコ内と傍点は筆者）といった説

明がなされている。この文脈で考えると，支払代行としての手形を商業手形，手形貸付の手形を

融通手形と使い分けていることがわかる。このため後世の研究者も，この使用法を疑いもなく踏

襲してきた。例えば，後藤新一『日本短期金融市場発達史』のなかでは，以下のような文章が確

認できる（なお傍点はいずれも筆者）。

「（前略）『横浜正金銀行全史』第２巻によると，日本に割引市場を成立させるための必須条件

は，つぎのとおりである。（中略）これに比して，銀行が信用または担保付で得意先のために引

受けた融
�

通
�

手
�

形
�

は劣る。」（９６）。

また同書では，以下のような文章も提示されている。

「明石照男は「手形割引市場に就て」（昭和２年７月）で，「今日我国に於て手形の割引は行わ

るるも，手形割引市場は存在しない。而も手形割引とても所謂融
�

通
�

手
�

形
�

，即ち借金証文の代りに

表４―４ 百卅三銀行の貸出金科目の内訳の推移

（単位：千円，％）

貸出金残高

科 目 別 内 訳 （参 考）

証書貸付 手形貸付 当座預金
貸越 割引手形 銀行引受

手形
荷付為替
手形

手形貸付
＋割引手
形

貸出金に
占める手
形の割合
（％）

１９１２（Ａ） ２，２７１ １３７ ５７１ １，５６２ １ １，６９９ ７４．８
１９１３ ２，４９８ １１６ ６７５ １，６６８ ３９ １，７８４ ７１．４
１９１４ ２，４１７ １３４ ６０２ １，６７６ ５ １，８１０ ７４．９
１９１５ ２，８８３ １３３ ８０１ １，９３４ １５ ２，０６７ ７１．７
１９１６（Ｃ） ３，３６７ １５７ ２，５２９ ６６２ ５ １４ ２，５３４ ７５．３
１９１７ ３，２２５ １７０ ２，２６１ ７６７ ７ ２０ ２，２６８ ７０．３
１９１８ ３，７９３ １５６ ２，５７０ １，０２９ ６ ３２ ２，５７６ ６７．９
１９１９ ５，９４９ １９２ ４，０３４ １，６６６ ５０ ７ ４，０８４ ６８．７
１９２０ ７，７１５ ３８９ ４，８５５ １，７１７ ７１６ ３８ ５，５７１ ７２．２
１９２１ ９，０９８ ４４０ ６，１００ ２，４９１ ５５ １２ ６，１５５ ６７．７
１９２２ ９，５４０ ４１８ ６，３５０ ２，１９０ ５３０ ５２ ６，８８０ ７２．１
１９２３ １０，５２８ ３８６ ６，３２３ ２，５０８ １６０ １，１００ ４１ ６，４８３ ６１．６
１９２４ １１，６０４ ３８０ ６，０５７ ３，１２３ １１３ １，８７５ ５６ ６，１７０ ５３．２
１９２５ １１，５３９ ３４６ ７，７４５ ３，２７２ ６７ １０９ ７，８１２ ６７．７
１９２６（Ｂ） １３，６２２ ３４８ ８，８００ ４，２１２ １９６ ６６ ８，９９６ ６６．０

構成比 １９１２年 １００．０ ６．１ ２５．１ ６８．８ ０．０ ７４．８ ―
（％） １９２６年 １００．０ ２．６ ６４．６ ３０．９ １．４ ０．５ ６６．０ ―

（Ｂ）／（Ａ） ５９９．７ ６，３８６．３ ７３７．８ １２．５ １０，９９１．１ ５２９．５ ―
（Ｂ）／（Ｃ） ５９９．７ ２２１．０ ３４７．９ ６３６．２ ４，１９３．２ ４８１．１ ３５５．０ ―

（注） １．銀行条例施行細則の改正により，大正５年以降割引手形に含まれていた貸付の多くが，手形貸付の科目に移さ
れた。

２．コールローンを除く。
３．構成比率および指数は，円単位の金額により算出している。
４．貸出金に占める手形の割合は，（手形貸付＋割引手形）÷貸出金残高で計算している。

（資料） 滋賀銀行五十年史編纂室編『滋賀銀行五十年史』同行，１９８５年の２９４頁の表１―１５３を一部谷沢が修正した。
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手形の形式を用ゆる融通であって，真正の商業手形の割合は比較的非常に少い。況してや銀行引

受手形の出回りは頗る困難な事情がある」と述べている。」（引用部分は，明石照男「手形割引市

場に就て」『国家学会雑誌』第４１巻第７号（昭和２年７月）の２８～２９頁）（９７）。

研究論文上でも，融通手形を後藤の本の意味で，すなわち手形貸付の際の約束（単名）手形の

意味で使用している。これは，“事実”に忠実に向き合おうとする歴史研究では仕方がないこと

ではあるが，その反面ではかならずしも適切な使用方法ではないため，本来なら言い換えるべき

である。研究者に実務経験者がいなかったからか，現在でも使用され続けているのだろうか（傍

点はいずれも筆者が付けた）。以下では，代表例として石井寛治の論文を挙げておこう。

「産業金融を，商品の現実の売買を基礎として振出された商業手形の割引き（商業金融）と区

別し，現実の商品売買を基礎としない融
�

通
�

手
�

形
�

の割引きや，手形・証書による貸付けを指すもの

とする。」（９８）。

「日本銀行が再割引している手形は，片倉組などの大製糸家が振出して横浜の売込問屋が引受

けた為替手形と，第十九銀行の重役が同行宛に振出した約束手形であり，いずれも商品売買を前

提としない融
�

通
�

手
�

形
�

であったが，（以下省略）」（９９）。

このような「融通手形」の使用方法に，筆者は違和感を持たざるをえない。なぜなら現在，融

通手形の意味は上記と大きく異なっているからである。すなわち融通手形とは，「現実の商取引

がなく振り出す約束手形のこと。資金繰りのため融通する手形のため，与信管理上では重要な

チェックポイント。」（１００）と解説されている。例えば，製造業者が下請業者に対して，着手金，手

付金などの名目で交付する手形（前渡金手形）等であり，いわば他人に自己の信用を利用させる

ことのみを目的としているため，好意手形などとも呼ばれる。あくまで非金融機関（＝中小事業

者）同士でおこなわれた，手形取引に限定すべきである。このように融通手形は，信用力の乏し

い者同士がおこなう場合が多いため一般的に不渡りになる危険性が高く，違法行為ではないもの

の銀行側からすると要注意債権とみなされている。このような意味を，過去の事例にさかのぼっ

て適用することは，たとえ歴史研究であっても問題があるといえよう。

以上のように融通手形という用語が，研究者に問題視されないまま使用され続けたことにこ

そ，問題の本質があるように思われる。手形割引，手形貸付，融通手形が，現在の意味で使用さ

れるようになったのはいつごろからか。またその変更にあたって，大蔵省，銀行協会等の指導が

いつごろいかにおこなわれていたのか，その変更にあたっていかなる問題が発生したのか，が焦

点となる。明確な情報は入手できないが，筆者個人としてはおそらく時期的には戦後（１９５０年

代）ではないかと考えている。

ところで手形の普及がさほど進まないといっても，地方圏でも徐々に手形が浸透していった事

実には注目しておかなければならない。ここで手形の使用実態を，山陰実業銀行（赤碕支店）の

関わった２つの事例で検証しておく。ちなみに同行は，図４―２のように１９１２年１０月に鳥取県法

勝寺町（現，米子市法勝寺町）で設立された，鳥取県内の大手銀行である。同行の設立は，山陰
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18
94
年
１
月

18
89
年
８
月

米
子
銀
行

松
江
銀
行

（
島
根
）

18
97
年
４
月

中
国
貯
蓄
銀
行

19
12
年
６
月

組
改

行
銀

恵
奨

月
９

年2291
月

１
年2291 中
国
興
業
銀
行

改
組

山
陰
銀
行

◉
◉

そ
の
他
の

銀
行

19
33
年
９
月
破
産

19
41
年
　
７
月

山
陰
実
業
銀
行

雲
陽
銀
行

（
島
根
）

雲
陽
実
業
銀
行

（
島
根
）

山
陰
合
同
銀
行

（
島
根
）

19
26
年
６
月

19
12
年
10
月

19
22
年
　
６
月

　
　
　
　
 1
92
8年
２
月

　
19
31
年
４
月

川
銀
行

（
島
根
）

18
97
年
８
月

19
25
年
６
～
12
月

　
　
　
　
 1
92
9年
10
月

（
本
店
機
能
の
み
存
続
）

（
注
）
１．
上
図
は
，
あ
く
ま
で
米
子
銀
行
，
中
国
興
業
銀
行
，
山
陰
実
業
銀
行
を
中
心
と
し
た
銀
行
の
合
併
に
限
定
し
て
お
り
，
山
陰
合
同
銀
行
が
設
立
さ
れ
た
際
に
は
，
米
子
・
松
江
銀
行

以
外
の
銀
行
も
参
加
し
て
い
る
が
，
こ
こ
で
は
省
略
し
て
い
る
。

２．
数
字
は
，
設
立
ま
た
は
合
併
・
吸
収
・
改
組
時
期
を
示
す
。

３．
水
平
の
点
線
部
分
は
，
本
文
で
取
り
上
げ
た
２
つ
の
手
形
の
振
出
時
期
を
示
す
。

４．
本
店
の
所
在
地
は
，
行
名
の
下
の
カ
ッ
コ
内
で
示
し
た
が
，
無
記
名
の
場
合
に
は
鳥
取
県
内
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。

（
資
料
）
山
陰
合
同
銀
行
史
編
纂
室
編
『
山
陰
合
同
銀
行
史
』
１９
７３
年
の
末
尾
年
表
，
大
蔵
省
銀
行
局
編
『
銀
行
総
覧
』
各
回
版
な
ど
よ
り
谷
沢
が
作
成
。
な
お
山
陰
銀
行
の
部
分
は
，
全
国

銀
行
協
会
編
『
銀
行
変
遷
史
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
』
よ
り
入
手
。

図
４―
２
鳥
取
県
旧
赤
碕
町
（
現
琴
浦
町
赤
碕
地
区
）
周
辺
に
お
け
る
主
要
銀
行
の
合
併
動
向
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線の開業（１９０２年１１月）が経済の活況をもたらしたことが契機となるなど，鉄道開通が地域の

金融市場にプラスの影響を与えた典型的な事例である。大蔵省銀行局編『銀行総覧』による

と，１９１６年末に支店数５，１９２０年末に支店数１４と，大正期を通じて順調に業容を拡大していっ

た（１０１）。同行の赤碕支店（現，琴浦町赤碕地区）は，山陰本線の赤碕駅が１９０３年８月に開業し

た後なかなか設置されず，ようやく１９２０年に同町に開設された（１０２）。地元住民にすると，米子

経済圏を営業エリアとした大手銀行の進出で，生活・事業に活気が加わっただろう。その後同行

は，１９２６年６月に雲陽銀行（本店は島根県松江市）と合併して雲陽実業銀行となっている。

図４―３ 日常で使用された約束手形の事例

＜表面＞

＜裏面＞

（注） 実寸は，２４４mm×１２９mmである。
（資料） 谷沢が所有。
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第一の事例は，赤碕支店が直接関わった約束手形である。図４―３をみてほしい。この手形は，
てい じ

表面より赤碕町内で酒造業を営んでいた酒林貞治が１９２５年６月１１日に降り出した，金額：

１，０００円，支払期日：同年７月３１日，支払場所：山陰実業銀行赤碕支店の約束手形である。こ

の手形を受け取った同町内の桶谷泰三は，裏面のように期日まで待てずに６月２０日に同支店に

持ち込んで割り引いていた。ところが酒林は，支払期日に返済ができなかったため，表面の左上

で確認できるように延滞利息（日歩４銭）を支払って，ようやく９月１６日に返済を完了したこ

とがわかる。日歩４銭は年利に換算すると１４．６％となるから，かなり割高の金利を支払ったこ

とになる。この手形に関する情報はこれだけであるため，さほど多くの情報を入手することはで

きないが，少なくともいくつかの事実を推測することが可能であろう。ここで手形上の氏名が，

支払人は「泰造」，受取人本人は「泰三」と記名している。もちろん「泰三」が正しいから，現

在の商慣習からすると受け取った時点で再発行を要求すべきであるが，そのまま使用され続けて

いた。また当時の１，０００円は，２０１０年現在の価値にするとおよそ１３７万円に相当する（１０３）。

具体的な検討の前に，両人の経歴を紹介しておく。酒林貞治（１８８３～１９３８年）は，１９３４年に

赤碕町長に就任して赤碕港湾の整備に尽力したほか，後に県会議員にもなるなどの地元名士であ

り，家業は代々，酒造業（事業所名：泉川醸造）を営んでいた（１０４）。同家業は，２０１２年にその子

孫が廃業したが，１９２５年時点でもおそらく半世紀以上の歴史を有していたと推測される。一方，

桶谷泰三の詳細な経歴は不明であるが，１９０５年に同町内で同人によって創業された醤油醸造業

者であり，その事業（本醸造醤油）は現在でも桶谷醤油（名）として同地で子孫によって引き継

がれている（１０５）。同人が創業者であることから推測すると，すでに当手形が発行された１９２５年

時点では５０歳代であり，４２歳の酒林よりも年長であっただろう。

いま，両人の事業規模を確認するため，赤碕町の周辺地域（鳥取県東伯郡，西伯郡，日野郡）

における酒・醤油醸造元の一覧を表４―５で示しておく。この表は，１９２９年に酒類醤油研究会

「商進社」という組織から出版された，「営利を度外視し，悉く実地踏査によりて（中略）醸造家

及び著名販売店を網羅」（１０６）した事業所名鑑（『帝国実業名宝 酒類醤油之部』）より作成したも

のである。当地域内には，合計８７店の酒類醤油店があったが，その内訳は酒関連が４８店，醤油

関連が３６店，酒・醤油兼業が３店であった。明治の町村制施行時には，３郡合計で１３６町村

あったから，おおむね酒関連は２～３村に１店，醤油関連は３～４村に１店の割合で立地してい

た。この数字からみて，やはり両事業者は所得水準で中間層以上にあったといえよう。業態は，
おもだに

ほとんどが酒・醤油いずれかの専業店であったが，トップクラスの酒醸造元の面谷友太郎・長一

と，中堅の販売店である三代寛次郎は兼業であった（１０７）。この背景には，原料が醤油は大豆，清

酒は米で関連性がないため生産上で兼業にするメリットがないが，販売面では酒類商において酒

と醤油を同時に扱うのが戦前期には一般的であったため，一部の大規模店ではあえて兼業にした

と考えられる。

ところで事業規模をみるためには，造石数や納税額を入手する必要がある。当資料でも，納税
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表
４―
５
鳥
取
県
東
伯
・
西
伯
・
日
野
郡
の
酒
醤
油
醸
造
・
販
売
商
の
概
要
（
１９
２９
年
）

代
表
者
氏
名

事
業
所
名

所
在
地

事
業
内
容

銘
柄

広
告
掲

載
面
積

（
無
名
数
）

納
税
額
（
円
）

信
用
の
程
度

そ
の
他

郡
名

町
村
名

営
業
税

所
得
税

正
味
身
代

（
円
）

信
用
程
度

伊
藤
富
子

―
東
伯
郡

宇
野
村

酒
造
及
販
売

―
１０

林
原
幹

―
東
伯
郡

宇
野
村

酒
造
及
販
売

―
１０

小
田
太
一
郎

―
東
伯
郡

社
村

酒
造
及
販
売

―
１０

原
藤
一
郎

―
東
伯
郡

由
良
町

酒
造
及
販
売

―
１０

８０
２０
０

林
原
豊
三
郎

―
東
伯
郡

下
中
山
村

酒
造
及
販
売

―
１０

―
小
川
（
名
）

東
伯
郡

倉
吉
町

酒
造
及
販
売

―
１０

２０
０

石
井
文
次
郎

石
井
本
店

東
伯
郡

泊
村

醸
造
元

山
乃
井

８０
８０

３０
０

涌
島
壽
男

涌
島
本
店

東
伯
郡

西
郷
村

醸
造
元

玉
川

１６
０

各
種
品
評
会
受
賞

大
谷
尚
人

大
谷
本
店

東
伯
郡

＊
浦
安
村
金
市

醸
造
元

鷹
勇

２４
０

１５
０

３０
０

５０
，０
００

Ｃ
各
種
，
一
等
賞
数
十
回
受
領

中
井
重
蔵

大
黒
屋

東
伯
郡

小
鴨
村

醸
造
元

八
潮

１６
０

１０
０

５０
０

受
賞
数
回
，
村
会
議
員
＊

梅
津
喜
之
𠮷

梅
津
本
店

東
伯
郡

由
良
町

醸
造
元

富
玲

１６
０

８０
３０
０

品
評
会
受
賞

山
本
知
義

山
本
本
店

東
伯
郡

西
郷
村

醸
造
元

真
守

１６
０

８０
２０
０

各
品
評
会
受
賞

面
谷
友
太
郎

酒
面
谷
本
店

西
伯
郡

境
町

醸
造
元

暁
山

２４
０

５０
０

５０
０

１５
０，
００
０

Ｂ
各
品
評
会
優
等
賞
受
領
，
醤
油
も
醸
造
，
境
町

町
会
議
員

長
一

長
商
店

東
伯
郡

泊
村

醸
造
元

長
の
露

２４
０

２０
０

５０
０

各
品
評
会
金
銀
牌
受
領
，
醤
油
も
醸
造

中
井
熊
太
郎

中
井
本
店

東
伯
郡

＊
八
橋
町

醸
造
元

仙
薬

４０
１０
０

３０
０

平
野
與
平

平
野
本
店

東
伯
郡

＊
下
郷
村

醸
造
元

福
迎

４０
福
羅
安
蔵

福
井
屋

東
伯
郡

松
崎
村

醸
造
元

松
東
郷

８０
遠
藤
元
右
衛
門

遠
藤
本
店

東
伯
郡

由
良
町

醸
造
元

花
形

８０
１５
０

５０
０

生
中
誠
二

生
中
本
店

西
伯
郡

境
港
上
道

醸
造
元

大
天
橋

８０
１０
０

５０
０

江
原
熊
蔵

伯
陽
長
本
家

東
伯
郡

＊
八
橋
町

醸
造
元

伯
陽
長

１６
０

３０
０

１５
００

金
銀
賞
牌
数
回
受
領
，
醤
油
も
醸
造
（
八
橋
醤

油
（
名
））
創
業
者
，
八
橋
町
長
＊

田
原
勇
蔵

田
原
酒
造
場

西
伯
郡

淀
江
町

醸
造
元

東
洋
長

４０
生
田
文
一
郎

―
西
伯
郡

大
国
村

醸
造
元

常
磐
政
宗

４０
不

詳
Ｃ

角
田
九
郎

本
角
田

西
伯
郡

御
来
屋
町

醸
造
元

不
二

１６
０

御
来
屋
町
会
議
員
＊

内
藤
佐
一
郎

内
藤
酒
造
店

西
伯
郡

五
千
石
村

醸
造
元

安
養

２４
０

１５
０

５０
０

八
田
量
一

八
田
酒
造
場

西
伯
郡

春
日
村

醸
造
元

俊
足

４０
松
井
長
四
郎

―
西
伯
郡

巌
村

醸
造
元

旭
水

４０
山
崎
元
一

山
崎
阪
造
場

西
伯
郡

日
吉
津
村

醸
造
元

源
政
宗

８０
１０
０

１０
０

山
崎
平
八
郎

―
西
伯
郡

車
尾
村

醸
造
元

秀
爵

８０
各
品
評
会
受
賞

熊
本
清
忠

熊
本
酒
店

西
伯
郡

余
子
村

醸
造
元

白
浪

１２
０

受
賞
数
回

湯
浅
国
雄

栗
島
屋

西
伯
郡

山
陰
線
米
子

灘
醸
造
元

米
子
娘

１２
０

８０
２０
０

１０
，０
００

Ｃ
受
賞
数
回

隠
岐
村
初
太
郎

隠
岐
村
酒
店

西
伯
郡

米
子
町
大
工

町
銘
酒
特
約
販

売
―

１２
０

２０
，０
００

Ｃ
長
年
・
白
雪
の
特
約
販
売

坂
田

茂
坂
田
酒
店

西
伯
郡

手
間
村
（
手

間
駅
）

醸
造
元

旭
桜

８０
手
間
駅
は
，
日
ノ
丸
自
動
車
法
勝
寺
電
鉄
線
の

駅
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加
納
芳
之
助

加
納
酒
店

西
伯
郡

米
子
町
岩
倉

町
酒
類
卸
商

―
８０

３，
００
０

Ｄ
菊
政
宗
・
桜
正
宗
・
日
本
魂
・
竹
泉
・
大
正

宗
・
強
力
の
特
約
店
，
発
売
元

杉
谷
虎
太
郎

杉
谷
商
店

西
伯
郡

境
町

醸
造
元

金
世
界

４０
８０

２０
０

南
菊
太
郎

南
酒
造
店

西
伯
郡

上
道
町

醸
造
元

喜
久
水

４０
１０
，０
００

Ｃ
音
田
寿
太

―
西
伯
郡

花
見
村

醸
造
元

―
１０

渡
邉
源
太
郎

―
西
伯
郡

泊
村

醸
造
元

―
１０

８０
２０
０

松
本
熊
治
郎

松
本
商
店

西
伯
郡

米
子
町
立
町

醸
造
元

錦
海

４０
湯
浅
正
雪

栗
島
屋（
支
店
）
西
伯
郡

米
子
町
立
町

発
売
元

米
子
娘

４０
加
藤
亀
蔵

―
西
伯
郡

長
瀬
村

醸
造
元

―
１０

門
脇
勝
太
郎

―
東
伯
郡

倉
吉
町

醸
造
元

―
１０

２０
０

１５
００

１５
０，
００
０

Ｂ
実
業
家
（
衣
料
品
販
売
），
衆
議
院
議
員
＊

新
田
桃
吉

新
屋

日
野
郡

根
雨
町

醸
造
元

山
陰
娘

８０
８０

３０
勝
田
き
よ
の

新
酒
屋

日
野
郡

根
雨
町

醸
造
元

蓬
莱

８０
野
坂
金
治
郎

野
坂
酒
店

日
野
郡

溝
口
村

醸
造
元

玉
の
井

８０
柴
田
喜
一
郎

黒
坂
酒
造（
株
）
日
野
郡

黒
坂
村（
黒

坂
駅
前
）

醸
造
元

鏡
山

８０
８０

大
岩
親
雄

大
岩
酒
店

日
野
郡

江
尾
村

醸
造
元

岩
泉

１６
０

各
品
評
会
受
賞
数
回

松
本
宣
春

松
本
商
店

西
伯
郡

夜
見
村

醸
造
元

錦
海
政
宗

２４
０

１０
０

各
品
評
会
受
賞

深
田
武
雄

深
田
酒
場

西
伯
郡

五
千
石
村

醸
造
元

琵
琶
長

２４
０

１０
０

３０
０

各
品
評
会
受
賞
。
村
政
，
県
会
議
員
，
貴
族
院

多
額
納
税
議
員
＊

尾
平
太
郎

福
長
醸
造（
株
）
日
野
郡

黒
坂
村

醸
造
元

諏
訪
の
泉

８０
１０
０

安
達
精
一

安
達
酒
店

日
野
郡

二
部
村

醸
造
元

養
老
泉

１６
０

各
品
評
会
一
等
賞
受
領

三
代
寛
次
郎

三
代
酒
店

西
伯
郡

米
子
町
灘
町

一
酒
類
醤
油
卸

商
―

４０

中
島
作
平

中
島
商
店

西
伯
郡

富
益
村

醤
油
醸
造
元

朝
香

４０
石
井
邦
治

―
東
伯
郡

倉
吉
町

醤
油
醸
造
元

―
１０

高
田
平
吉

―
東
伯
郡

倉
吉
町

醤
油
醸
造
元

―
１０

１０
０，
００
０

Ｂ
東
伯
郡
酒
造
組
合
長
，
倉
吉
電
気
取
締
役
，
伯

州
製
紙
監
査
役
ほ
か
＊

花
原
き
く
ゑ

花
原
俊
一
商
店

西
伯
郡

境
町

醤
油
醸
造
業

―
８０

名
誉
賞
牌
・
賞
状
を
数
回
受
領

増
谷

喬
―

西
伯
郡

境
港
上
道

醤
油
・
薬
種

・
種
麹
商

―
８０

５０
，０
００

Ｂ
上
道
村
長
＊

椿
国
蔵

―
東
伯
郡

長
瀬
村

醤
油
商

―
１０

中
原
菊
四
郎

―
東
伯
郡

泊
村

醤
油
商

―
１０

―
倉
吉
醤
油（
株
）
東
伯
郡

倉
吉
町

醤
油
商

―
１０

―
桑
吉（
名
）

東
伯
郡

倉
吉
町

醤
油
商

―
１０

小
川
米
蔵

―
東
伯
郡

＊
赤
碕
町

醤
油
商

―
１０

桶
谷
泰
三

―
東
伯
郡

＊
赤
碕
町

醤
油
商

―
１０

８０
２０
０

―
八
橋
醤
油
製
造

東
伯
郡

＊
古
布
庄
村

醤
油
商

―
１０

―
（
名
）稲
田
本
店

西
伯
郡

米
子
町

醤
油
商

―
１０

１０
００

７０
０

岩
永
清
太
郎

―
西
伯
郡

住
吉
村

醤
油
商

―
１０

石
谷
常
男

―
西
伯
郡

彦
名
村

醤
油
商

―
１０

―
稲
岡（
名
）

西
伯
郡

余
子
村

醤
油
商

―
１０

板
見
恒
松

―
西
伯
郡

米
子
町

醤
油
商

―
１０

中
西
大
吉

―
西
伯
郡

余
子
村

醤
油
商

―
１０
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浦
木
政
蔵

―
西
伯
郡

車
尾
村

醤
油
商

―
１０

―
名
島（
名
）

西
伯
郡

米
子
町

醤
油
商

―
１０

野
波
亀
太
郎

―
西
伯
郡

米
子
町

醤
油
商

―
１０

―
国
益
醤
油（
株
）
西
伯
郡

米
子
町

醤
油
商

―
１０

３０
０

玉
頭
甚
六

―
西
伯
郡

淀
江
町

醤
油
商

―
１０

―
御
来
屋
醤
油
醸

造（
株
）

西
伯
郡

御
来
屋
町

醤
油
商

―
１０

１０
０

八
幡
熊
太
郎

―
西
伯
郡

福
生
村

醤
油
商

―
１０

山
本
松
太
郎

―
西
伯
郡

成
実
村

醤
油
商

―
１０

山
本
安
九
郎

―
西
伯
郡

境
町

醤
油
商

―
１０

藤
沢
庄
五
郎

―
西
伯
郡

米
子
町

醤
油
商

―
１０

黒
田
通
蔵

―
西
伯
郡

巌
村

醤
油
商

―
１０

―
（
資
）坂
口
商
店

西
伯
郡

米
子
町

醤
油
商

―
１０

―
共
益
醤
油（
株
）
西
伯
郡

法
勝
寺
村

醤
油
商

―
１０

１５
０

木
谷
直
一
郎

―
西
伯
郡

余
子
村

醤
油
商

―
１０

北
島
亀
太
郎

―
西
伯
郡

成
実
村

醤
油
商

―
１０

平
木
徳
蔵

―
西
伯
郡

五
千
石
村

醤
油
商

―
１０

８０
３０
０

森
脇
万
吉

―
西
伯
郡

和
田
村

醤
油
商

―
１０

（
参
考
）酒
林
貞
治

泉
川
醸
造

東
伯
郡

＊
赤
碕
町

醸
造
元

―
未
掲
載

赤
碕
港
湾
の
整
備
，
赤
碕
町
長
＊

（
注
）
１．
網
掛
部
分
は
関
係
者
，
点
線
の
上
側
は
酒
，
下
側
は
醤
油
を
示
す
。

２．
米
子
町
・
境
町
は
原
資
料
で
郡
名
が
記
入
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
，
西
伯
郡
に
分
類
し
た
。
＊
印
は
，
現
在
の
琴
浦
町
地
区
を
示
す
。

３．
原
資
料
『
帝
国
実
業
名
宝
』
に
は
，
上
表
の
ほ
か
に
清
酢
業
１
店
（
三
好
酢
店
）
が
掲
載
さ
れ
て
い
た
が
，
本
稿
と
は
関
係
な
い
た
め
除
外
し
た
。

４．
広
告
面
積
は
，
最
低
を
「
１０
」
単
位
と
み
な
し
て
比
例
表
記
し
た
。

５．
納
税
額
，
信
用
の
程
度
は
，
以
下
の
階
層
区
分
を
代
理
し
て
い
る
。

＜
納
税
額
＞

＜
信
用
の
程
度
＞

（
信
用
程
度
）

（
正
味
身
代
）

甲
乙

丙
１，
５０
０
円
＝
１，
００
０～
１，
５０
０
円

１，
００
０
円
＝

７０
０～
１，
００
０
円

７０
０
円
＝

５０
０～

７０
０
円

５０
０
円
＝

３０
０～

５０
０
円

３０
０
円
＝

２０
０～

３０
０
円

２０
０
円
＝

１５
０～

２０
０
円

１５
０
円
＝

１０
０～

１５
０
円

１０
０
円
＝

８０
～

１０
０
円

８０
円
＝

５０
～

８０
円

１５
０，
００
０
円
＝
１５
０，
００
０
円
以
上

１０
０，
００
０
円
＝
１０
０，
００
０
円
以
上

７５
，０
００
円
＝
７５
，０
００
円
以
上

５０
，０
００
円
＝
５０
，０
００
円
以
上

３５
，０
００
円
＝
３５
，０
００
円
以
上

２０
，０
００
円
＝
２０
，０
００
円
以
上

１０
，０
００
円
＝
１０
，０
００
円
以
上

５，
００
０
円
＝

５，
００
０
円
以
上

３，
００
０
円
＝

３，
００
０
円
以
上

２０
０，
００
０
円
未
満

１５
０，
００
０
円
未
満

１０
０，
００
０
円
未
満

７５
，０
００
円
未
満

５０
，０
００
円
未
満

３５
，０
００
円
未
満

２０
，０
００
円
未
満

１０
，０
００
円
未
満

５，
００
０
円
未
満

� � � � � � � � � � �

Ｂ Ｃ Ｄ

Ｃ Ｄ Ｅ

Ｄ Ｅ Ｆ
（
出
所
）『
大
日
本
実
業
商
工
録
』
の

「
凡
例
」

『
第
２１
回
商
工
資
産
信
用
録
』（
１９
２１
年
版
）
の
「
第
２１
回
商
工
資
産
信
用
録
符
号
表
」

（
資
料
）
納
税
額
は
大
日
本
実
業
商
工
会
編
『
昭
和
５
年
版
中
国
大
日
本
実
業
商
工
録
』
１９
３１
年
，
信
用
の
程
度
は
『
第
２６
回
商
工
資
産
信
用
録
』
商
業
調
査
所
，
１９
２５
年
，
そ
の
他
は
市
川
小
吉
編
『
帝

国
実
業
名
宝
酒
類
醤
油
之
部
』
商
進
社
，
１９
２９
年
の
７５
７～
７６
３
頁
よ
り
谷
沢
が
作
成
。
こ
の
ほ
か
「
そ
の
他
」
の
＊
印
は
，『
鳥
取
県
郷
土
人
物
文
献
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
』
よ
り
入
手
し
た
情
報
で
あ

る
。
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額について掲載する必要性を認識していたが，「納税額は種々議論の存する処なるも，多数の意

思を尊重して掲載を見合せ」（１０８）たとしている。そこで他の資料を使って，１９３０年の納税額，

１９２５年の信用の程度（正味身代，信用格付け）を追加したほか，事業規模のおおよその目安と

して，事業者の広告掲載面積を入れている。このうち信用格付けはＡ～Ｆまでの６段階であり，

広告掲載面積については筆者が独自に以下のように計算している。最低面積を「１０」単位と決

め，それが９６こ集まって１頁分となる。そこでの情報は，所在地と事業者（または事業所）名

のみにすぎない。一方，最大の面積は「２４０」単位を使っており，それが４こ集まって１頁を構

成している。そこでは，所在地，事業者（または事業所）名のほか，酒銘柄が入れられた薦被り

樽の絵，電話番号，支店所在地，振替番号，「各種品評会受賞」といった賞歴が追加される（１０９）。

ちなみに営業税納税額と広告掲載面積を比較すると，かならずしも高い相関は得られないが，

まったく相関がないというわけではない（１１０）。

まず酒では営業税で５００円クラスが１店（面谷友太郎），３００円クラスが１店（江原熊蔵），

２００円クラスが３店（小川�名，長一，門脇勝太郎）であり，醤油では１，０００円クラスが１店（�名
いな た

稲田本店），３００円クラスが１店（国益醤油㈱）となり，おおむね酒のほうが規模は大きい。ま

た正味身代をみても，１万円クラスが酒６店，醤油２店となり，圧倒的に酒の資本が大きい。同

様の現象は，広告掲載面積をみても確認できる。すなわち酒は２４０単位が６店あるほか，１２０単

位以上にすると１７店となり，全体の３３％となる。一方，醤油は専業に限るとほとんどが１０単

位であり，最大でも８０単位２店のみにすぎない。このように同じ醸造元とはいえ，酒が醤油よ

りも圧倒的に大規模であることがわかる。ただし酒では，灘の大手醸造元の販路に含まれている

と推測されるため，地元大手であったとしても安泰ではなかろう。

この表によると，残念ながら酒林は掲載されておらず，よほど事業規模が小さかったと推測さ

れる。他方，桶谷は掲載されていたとはいえ，営業税納税額が８０円にすぎなかったほか，広告

掲載面積も１０単位で最低面積であった。これらの情報から判断して，事業規模では両者とも零

細規模といったほうがよく，とくに酒林は掲載されていないほど零細であるため，日常の事業資

金を工面するだけでも厳しい状況にあったと考えるべきだろう。しかも酒造業は，１年を通じて

製造・販売される商品であるため，月単位で資金繰りが付かない場合がでてくるといった，業種

特性も考慮する必要がある。なお販売面で，酒類商において酒と醤油を同時に扱うのが戦前期に

は一般的であったことから，同一町内に居住していたこともあり，共通の販売先を持った事業仲

間であったことが推測される。また表中の＊印は現在の琴浦町（旧東伯町＋赤碕町）を示してお

り，同地域は「山陰の灘」と表現される酒造地域であった（１１１）。いわば競争が厳しいなかで，酒

林は地元向けに細々と酒を生産・販売していたことがわかる。むしろ家業の酒造業には本腰を入

れず，地元政治家としての仕事に精力を傾けていた，というべきかもしれない。

以上の周辺情報より判断すると，この手形は地域経済で密接に結び付いた地元事業家同士の一

時的な資金融通を目的として発行された，（現在使用している意味での）融通手形であった可能
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性がある。すなわち資金が必要であったのは桶谷の側であり，そのために資金繰りの厳しい酒林

に融通手形を振り出してもらった。しかしやはり支払い期日までに桶谷が酒林に返済できなかっ

たほか，酒林の当座預金口座でもその資金を引き落とせるほどの資金がなかった。そして期日を

過ぎてようやく桶谷が酒林に返済できたため，その資金によって酒林が銀行側に返済できたとい

うシナリオである。ただしこう考えると，酒林が資金のないなかで桶谷に対してあえて融通手形

を振り出すことをするのかという疑問が浮かぶ。そうなると桶谷に対する融通手形説は，可能性

として低いかもしれない。

それゆえこの手形は，通常の商取引または金融取引で使用された手形であったと考えることも

できる。すなわち酒林のほうが，桶谷に対する決済資金または返済資金としての資金が必要で

あった。なぜなら銀行側は，酒林が手持ち資金を持っていないのであれば，同人に直接に資金を

貸し付ければよいはずだが，それをおこなうと同人が万が一支払い不能となった場合，その債権

を回収できなくなる。それならばいっそのこと同人が桶谷に手形で支払い，その手形を受取った

桶谷に同支店で割り引かせれば，酒林が返済できない場合に桶谷が代わりに返済する義務が生じ

るほか，手形の割引料も得ることができる。いわば酒林にとって，桶谷は保証人としての役割を

演じたと考えることができる。そして酒林は，手形を振り出している以上は担保に充当できる当

座預金を同支店内に持っていたため，同支店は酒林の酒造業における資金の出入りを常時把握し

ており，最悪の場合でも時期を延長すれば十分に返済が可能と判断した。さらに酒林が政治家で

あったから，資金返済が滞っても夜逃げをする可能性は低い。つまり銀行側からすると，酒林の

公職自体が一番重要な担保となっていたのかもしれない。これらの事情を総合的に勘案して，同

支店は支払期限を大幅に経過しても延滞利息を取りながら，その支払いを待っていた。

以上より判断すると，この手形に関わる扱いが当事者間でルーズであったというわけではな

く，とくに銀行側が債権回収に向けて手形を効
�

果
�

的
�

に活用していたと評価すべきである。さらに

同地域の手形交換所は松江手形交換所となるが，それが設立されたのは１９２６年ごろであり，赤

碕支店でコルレス契約が結ばれたのはそれ以降と考えられるため，この種の手形を保有していて

も手形交換を迅速におこなうことは実質的に不可能であった（１１２）。つまり手形が域外への流通を

前提としてではなく，あくまで域内流通または債権額の確定・返済の確約のために使用されてい

た。これも手形業務を規程どおりにおこなわなかった理由といえよう。このような手形の扱い

は，当時では一般的なことであったのかもしれない。なぜかというと，この手形の数年前に関東

大震災が発生し，その関連で震災手形の処理問題が発生していた。同問題では，３回にわたり手

形期限が延長されたが，これが可能となった背景には日常的に延滞利息を徴収して手形期限の延

長がおこなわれる金融行動があったと考えられるからである。震災手形の処理問題が各種の法的

手続きにしたがってどうにか解決できた背景には，現在では考えられない，かかる事情があった

と思われる。

とはいえ，すべての手形が延滞利息を払いつつ期限延長したわけではなく，不渡手形として処
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理された手形があったことも事実である。例えば，第１次大戦直後の不況のなかで発生した不渡

り手形について，明石照男・鈴木憲久『日本金融史』第２巻では，「（第１次大戦直後に）不渡手

形も増大し，大正９年３月に２１８枚，２４３，０００円，４月には４１９枚，８７９，０００円，５月には８２６枚，

１，４９０，０００円と著増した。」（１１３）と記述している。このような手形がいかなる手形であったか，言

い換えると不渡手形として処理される基準はなにか，という疑問が湧いてくる。この疑問に答え

るには，現状ではあまりに情報が少なすぎる。ただしここで集計されていた企業は，どちらかと

いうと大企業であった可能性があるほか，少なくとも銀行側の独自判断で債権回収が困難とみな

された企業の振り出した手形であったと思われる。

第二の事例は，同じく山陰実業銀行赤碕支店が扱う予
�

定
�

であった為替手形の事例である。図

４―４の表面でわかるように，大阪市東区（現在の大阪市中央区北部・東部）在住の吉崎宗一郎

が，１９２５年１１月２８日に酒林貞治に振り出した為替手形（金額：１０６円，支払期日：１９２５年１２

月２０日，支払場所：山陰実業銀行赤碕支店）である。吉崎は，一部の信用調査録で確認すると，

「職業：木綿浴巾，正味身代：不詳，信用程度：Ｄ」となっていた（１１４）。ここで「浴巾」とはタ
もろみ

オルのことであるが，もしかしたらタオルではなく醪を絞る際の木綿の袋を販売していたのかも

しれない。時期的にも，新酒が出始める１１月に振り出されているため，この為替手形はれっき

とした商取引の決済用と推測されるが，それ以外（つまり融通手形）の可能性も否定できないだ

ろう。所在地は大阪の商業中心地，船場であるから相応の資産を持っていたはずだが，当調査録

では正味資産が不明で信用程度も７段階（Ａa，Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｅ，Ｆ）のうち下から３番目

と低いため，予想に反して典型的な中小商店であったというべきかもしれない。

１０６円は，現在の１４．５万円ほどに相当するから，さほど大きな金額ではない（１１５）。ただし酒林

貞治が引き受けているため，酒林貞治が同人に対して支払うことを要請しており，きわめて異様

な内容となっている。この事実は，少なくとも為替手形をあえて約束手形として使用しているこ

とを意味し，酒林が支払いや受け取りをおこなうという行為には，なんら意味がないことを示唆

している。実務家によると，約束手形の用紙が手許にない場合に為替手形を約束手形に転用する

ことは，現在でもおこなわれる場合があるという。このため本件のような事例を，取り立てて特

別視する必要はなかろう。

むしろこの手形の異質性は，裏書部分に現れている。すなわち第一裏書人は，驚くべきことに

手形振出人の吉崎宗一郎であり，それを中国興業銀行で割り引いている（割引料は年利

１８．２５％）。振出人の手許にあるこの手形を銀行に持ち込んで割り引いている行為の背景には，吉

崎と酒林との間に以前から貸し借りの関係があり，それを理由として吉崎が酒林となんらかの取

引のあった中国興業銀行に，手形を持ち込んで割り引いたと推測される。もちろんこの時点で松

江手形交換所が設立していなかったことも，この行為の背景にはあったはずである。この解釈が

可能であったとしても，それではなぜ吉崎が酒林に対して直接に現金を請求しないのかという疑

問がおこる。その理由としては，酒林の手持ち現金がないため繋ぎ資金として為替手形を活用し
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たのであり，その手形を割り引いた銀行側にしても最悪の場合には振出人の吉崎から資金を返済

させることができる。このため銀行側も，吉崎に対して資金を融通することにしたと考えられ

る。ここまでの話から判断すると，この手形も第一の事例と同様に，融通手形であった可能性は

否定できないだろう。

さらにこの手形は，裏面でわかるように１２月１５日に中国興業銀行が第二裏書人となり米子銀

行赤碕支店に持ち込んで割引をおこない，買い取った米子銀行には同月２３日に支払期日より３

日遅れてようやく額面金額が支払われている。なぜ中国興業銀行が，酒林と付き合いのある山陰

実業銀行ではなく米子銀行に持ち込んだのか，その理由は判然としない。そして米子銀行では，

図４―４ 日常で使用された為替手形の事例

＜表面＞

＜裏面＞

（注） 実寸は，２６３mm×１２９mmである。
（資料） 谷沢が所有。
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同手形を買い取るにあたって，２１銭の飛料（いわば飛
�

ば
�

し
�

た
�

債権を買い取る際の割引料）を徴

取している。この債権譲渡がおこなわれた際には，図４―４の表面の右端に縦に「金貮拾壱銭 飛

料」と走り書きされ，しかも米子銀行支店長（生田）個人のハンコが押された（１１６）。このような

一連の行為が何を意味しているのか，具体的な情報は入手できないが，おそらく中国興業銀行は

このような手形を持ち続けることが危険であると判断し，日頃から付き合いのある米子銀行に持

ち込んで早めに現金化したのかもしれない。それにしても現在は，手形に余計な文字を書き込む

ことは極力避けることが常識であるから，絶対に見られない異様な処置である。ここでは支店長

自らが書き込んでおり，現在とは金融慣習が大きく異なっていたことがわかる。これが可能な理

由は，少なくともこの手形を手形交換所に持ち込まない（つまり内部で処理する）ことを前提と

していたためであろう。

このように手形が振出人の信用力に応じて，本来の使用法から離れて関係者間を自由に飛び

回っていることは興味深い。このようなことが可能であった理由として，関係した銀行３行が狭

い地域社会のなかで業務上の密接な関係を形成しており，貸付先に対する情報を共有していたこ

とが考えられる。ちなみに山陰実業銀行，中国興業銀行，米子銀行に関して，その合併動向を図

４―２で確認しておこう。この図をみると，①３行とも，鳥取県米子町（現米子市）に本店のあっ

た地元銀行であること，②山陰実業銀行は他２行との直接的な資本関係はないこと，③中国興業

銀行は１９２８年に米子銀行（１８９４年設立）に吸収合併されたこと，④米子銀行は１９４１年に松江

銀行（山陰実業銀行の後継銀行である雲陽実業銀行を吸収合併した銀行）と合併して現在の山陰

合同銀行になったこと，が確認できる。第１次大戦後の反動恐慌・金融恐慌を経て，鳥取県内の

地域金融業界が大きく変貌したことがうかがえる。

ここで３行の経営内容を支店数の推移から推測しておきたい。まず赤碕町内における３行の支

店開設時期をみると，山陰実業銀行は先述のとおり１９２０年に赤碕支店を開設しているが，米子

銀行すでに１９０６年に同行３番目の支店として赤碕支店を開設していた（１１７）。このため山陰実業

銀行より１４年前に設立されていたことになる。ただし中国興業銀行は，１９２５年の時点でも赤碕

町内に支店を開設していなかった。そして１９２０年末の銀行別の支店数をみると，山陰実業１４店

（すべて県内），中国興業４店（すべて県内），米子１３店（うち県内７店）であったから，第１次

大戦の好景気のなかで山陰実業銀行が県内では大手銀行の地位にあった（１１８）。そして反動恐慌が

始まっても，１９２５年末における支店数は山陰実業１８店（うち県内１７），中国興業５店（すべて

県内），米子１７店（うち県内１０店）となり，どうにか経営を持ちこたえていた（１１９）。しかし図

４―２で示されているとおり，翌２６年末には山陰実業は雲陽と合併して新たに雲陽実業として再

開業したが，中国興業は１９２８年２月に米子に吸収された。このような各行の変遷から推測する

と，１９２０年恐慌・金融恐慌の危機に関して米子は脱し，山陰実業はどうにか脱し，中国興業は

捕まった，と三者三様の経営結果をもたらした。

ただしここで新たな銀行が登場する。山陰銀行である。同行は，図４―２のように１９２２年９月
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に払込資本金１８７．５万円で設立され，本店所在地は山陰実業銀行などと同じ米子町であった。同

年は，２月に石井定七が破綻したことを契機として，銀行動揺が発生した年であるから，この影

響もなしとはいえないだろう。そして１９２５年の頭取は門脇繁次郎（当時は６４歳）であったが，

同人は山陰実業銀行の頭取・後藤快五郎らとともに山陰実業銀行を設立した地元の名士であっ
ひ かわ

た（１２０）。２５年末の同行の支店は大阪支店１店（浪速区恵美須町）と島根県内の１店（簸川郡大社

町）しかなく，鳥取県内は米子町の本店のみという意外な形態であったほか，同年末における山

陰実業銀行の払込資本金は７５万円にすぎなかったため，資本力では山陰銀行が山陰実業銀行の

倍以上の大きさとなっていた（１２１）。

これらの事情から推測すると，当初は後藤と門脇が共同して山陰実業銀行を設立したものの，

その後はなんらかの理由から門脇が新たに山陰銀行を立ち上げたことになる。そうなると山陰銀

行を設立するにあたって，（経営上の意見対立があれば）門脇が山陰実業銀行に出資していた分

を引き上げた可能性も出てくるが，それは山陰銀行の設立前後における山陰実業銀行の払込資本

金７５万円に変化がなかったため，その可能性は低い。また１９２６年６月に設立された雲陽実業銀

行の払込資本金が１９７．１万円，前年末における山陰実業銀行の同資本金が７５万円，雲陽銀行の

同資本金が９２．１万円であるため，合併の際に新たに３０万円の追加出資がおこなわれていた。こ

の事実から判断すると，門脇が山陰銀行を設立した後の山陰実業銀行で，なんらかの経営不安が

おこった可能性も低い。山陰実業銀行・山陰銀行ともどうにか事なきに至っている。

そうなると門脇は，山陰銀行を設立する際に新たに巨額の出資をしたことになる。はたしてこ

れは可能であろうか。ここで１９１６年に公表された時事新報社の資産家調査によると，門脇は鳥

取県西伯郡所子村（現大山町）に居住して農業を家業とし，総資産７０万円で県内でもトップク

ラスの資産家であったこと，そのほかに御来屋米券株式会社の取締役に就任していたこと，が確

認できる（１２２）。また別の資料によると，西伯郡農会副会長，郡会議長に就任していた情報も入手

できる（１２３）。総資産７０万円の人物が１８８万円の新設銀行に追加出資できるのか疑問がおこる。

もしかしたら農会・郡会関連で得た広い人脈を利用して，多数の資産家が新たな銀行の出資に応

じたのかもしれない。余談ではあるが，後藤快五郎は上記の調査では掲載されていない。同人

は，１８６４年に島根県能義郡布部村（現安来市）で生まれ，実業家であるとともに政治家（町

会・郡会・県会の各議員）でもあった人物である（１２４）。また山陰鉄道の敷設に尽力し，山陰鉄道

開通記念全国特産品博覧会を主宰したほか，米子商工会（現米子商工会議所）頭取にもなった。

雲陽実業銀行が設立された翌年の１９２７年に死去している。

話を次に進めよう。上記のように２５年末に山陰銀行が大阪支店を持っていたことから，もし

かしたら為替手形の事例で登場した吉崎が，同支店の取引先になっていたかもしれない。このよ

うな状況のなかで吉崎は，地元大阪で振り出した手形をいかに処理していくかに悩んだ末，中国

興業銀行に裏書譲渡した。譲渡先は，山陰銀行と競合先となる山陰実業銀行ではない銀行をあえ

て選んだのかもしれない。しかし中国興業銀行は，割引をおこなったもののそれを期限まで持ち
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続けることに一抹の不安を感じていた。なぜなら同行は，わずか県内に５支店を有する弱小銀行
み くり や だいせんちょう

にすぎなかったほか，この５支店は西伯郡淀江町（現米子市），同郡御来屋町（現大山町），鳥
かみうおまち やまがみそん そん

取市上魚町，日野郡山上村（現日南町），同郡日野上村（現日南町）に散在していた（１２５）。この

うち酒林の居住する赤碕町に最も近い支店は，おそらく山陰本線御来屋駅の近傍にあった御来屋

支店であったと推測される（山陰本線の赤碕駅までは，御来屋→下市→中山口→赤碕で３駅）。

しかし当時の支店業務のなかで，零細規模である酒林の経営内容を正確に把握することは困難で

あった。それゆえ中国興業銀行は，本店が同じ米子町内にあり業務上で関係が深く，かつ早い時

期から赤碕町に支店を開業していた大手銀行・米子銀行に，この債権を譲渡したと考えるのが妥

当であろう。

以上のように，事業の現場では手形を利用した複雑なやり取りがおこなわれており，手形の規

程どおりの運用・発展からは逸脱したものであった。２つの手形とも，実質的には現在の意味で

融通手形であった可能性も否定できない。ただしこのような一見して無秩序な手形の利用は，反

面では当事者の返済能力を慎重に判断しつつ，資金を弾力的に運用する取引関係を銀行が形成し

た側面もあった。つまり現在のような硬直的な手形の使用方法からは考えられないような，柔軟

な使用をもたらしたようにも思われる。先述のとおり手形貸付の際の手形を融通手形と呼んでい

た背景には，このような当時の手形使用形態が大きく影響していたのかもしれない。さらにこれ

らの使用方法は，あくまで地域内の金融システムの成熟度（つまり個別金融機関の資金量・事業

内容，銀行間の業務関係，手形交換の活発さ等）に応じておこなわれていたと考えるべきであろ

う。日本的な商慣習のなかで，このような多様な手形の活用が地方経済の発展を誘引した可能性

に，我々研究者はもっと注目すべきかもしれない。

（４）資金調達の数量分析
４．１．『東京市商業調査書』

次に，昭和戦前期に作成された各種の統計・調査類から，事業資金の調達や問屋金融と密接に

結び付いた部分を紹介し，小売商の資金調達行動に関する特徴を確認しておきたい。具体的に

は，『商業調査書』，『小売業経営調査』，『実地調査』という３つの調査を取り上げていく。これ

らの調査は，調査項目の多寡が異なるほか同一の項目でも情報の精粗が異なるため，どれか１つ

の調査を採用して他を切り捨てるというわけにはいかない。このため３調査の同一項目を慎重に

比較しつつ，実態を捉えていくこととしたい。この作業にあたっては，各調査の調査票で資金調

達と問屋金融に関する情報を，い
�

か
�

に
�

把
�

握
�

しようと試み，最終的に統計表の形でい
�

か
�

に
�

集
�

計
�

して

いたのか，という２点を重視していく。ここで示すデータは，あくまで既存統計表の組み換えに

すぎないが，本稿の目的にしたがって再集計することにより，零細小売商の実態を資金面から把

握することが可能となろう。

まず１９３１年１１月に初の本格的な商業調査として東京市臨時商業調査会（実態は商工省，東京
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府，東京市の混成組織）によって実施された『商業調査書』があげられる（１２６）。同調査は，全数

調査としておこなわれたため，以後の各調査の結果を判断する際の一つの基準となった重要な調

査である。それゆえ当時の小売商がいかなる事業形態（業態）をとっていたのかを，当調査から

把握しておきたい。

表４―６では，この目的に合わせて作成された商品別の業態の構成比を示している。この表が作

成できた理由は，調査票で次の２つの情報を入手できたためと推測される。まず調査票（表面）

に「業態」という項目があり，そこでは製造，修繕，卸，小売の４部門別に営業品名を書かせる

ようになっている。また（裏面）には，商品別に卸売，小売の販売額を記入させている。このた

めこれら２種類の情報を加工することで，最終的に総計１２２商品を抽出してこの表のもとになる

原表が作成されている。この表は，商品別の流通過程の実態を把握できる点で優れたものであ

り，『商業調査書』でのみ収集された情報である。集計にあたって採用した業態分類は，筆者が

卸売専業，卸売小売業，小売専業，小売卸売業の４分類に命名している。このうち卸売小売業は

本業が卸売業で兼業が小売業，小売卸売業では本業が小売業で兼業が卸売業となる業態のことで

ある。一般的に，小売商と卸売商はそれぞれ別集団とみなされて別個に集計されるが，実際の店

舗でこれら業態がいかに融合しているかを検討する際に，この表は非常に重要となろう（１２７）。

この表４―６によると，件数（＝軒数）では個人店で小売専業が全体の６～８割を占めている。

ただし呉服等では小売専業が５３％にすぎず，その代わり卸売専業が３６％に達しているのに対し

て，木材や畳では４業態がいずれも２０％台でバランスよく分かれている。この背景には，呉服

ではデザインや素材の面でどうしても産地業者との結び付きを強めなければならないため，資金

面でそれが可能な店とそうでない店に分かれていることが考えられ，木材・畳ではこの産地業者

との結び付きがさほど重視されていないことが影響していたと推測される。一方，販売金額で

は，全般的に軒数の場合よりも卸売業の割合が大きくなっており，特に法人店に限ると平均して

８～９割が卸売専業で占められている。ただし獣肉や白米では，他商品と比べて小売業態の割合

が大きくなっている。いずれにしても小売商と卸売商は別集団というのではなく，混ざり合った

状態で存在していることが確認できる。この事実は，谷沢「ＤＢ論文」で示したように，『小売

業経営調査』の個票データのなかに卸売商が混入していた事例が発生した背景を示している（１２８）。

なお流通論の議論では，しばしばＷ／Ｒ比率という概念が注目されている。この概念は，卸売

金額を小売金額で割った比率であり，この比率が多いほど流通過程における卸売の位置づけが大

きい，換言すると流通過程の多段階性が強いことを示している。ちなみに総数に関して，この比

率を卸売（卸売専業＋卸売小売業）÷小売（小売専業＋小売卸売業）で計算すると４．５４となり，

丸山雅祥が計測した１９８８年日本の３．１０以上に高くなっていた（１２９）。もちろんこの数字は，戦後

と同一のデータを使用しているわけではないが，戦前の東京に限ってみて若干高いという事実

は，我々のイメージと合うものであろう（１３０）。ただし著者が１９８８年における東
�

京
�

都
�

の数字を計

算すると１０．０１となるため，この数字と比べると戦前期には流通過程の多段階性がかなり低かっ
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表
４―
６
主
要
商
品
別
の
業
種
形
態
の
概
要
（
東
京
旧
市
域
）

（
単
位
：
％
）

総
数

白
米

蔬
菜

獣
肉
（
牛
・
豚
等
）

件
数

金
額

件
数

金
額

件
数

金
額

件
数

金
額

個
人

法
人

個
人

法
人

個
人

法
人

個
人

法
人

個
人

法
人

個
人

法
人

個
人

法
人

個
人

法
人

総
数

１０
０．
０

１０
０．
０

１０
０．
０

１０
０．
０

１０
０．
０

１０
０．
０

１０
０．
０

１０
０．
０

１０
０．
０

１０
０．
０

１０
０．
０

１０
０．
０

１０
０．
０

１０
０．
０

１０
０．
０

１０
０．
０

卸
売
専
業

８．
９

３７
．８

５６
．２

８２
．５

０．
５

６．
３

６．
０

４８
．１

１０
．４

３３
．３

５５
．９

４８
．３

０．
６

７．
７

２．
９

６．
１

卸
売
小
売
業

８．
５

１８
．２

１５
．８

１３
．１

４．
８

１１
．０

１４
．０

１５
．６

１．
８

１１
．１

２．
０

１２
．２

１８
．４

３０
．８

５３
．０

３８
．３

小
売
専
業

７２
．６

２３
．５

２２
．３

１．
８

８８
．３

６３
．８

７０
．０

２１
．６

８５
．９

４４
．４

４１
．２

３１
．６

６２
．５

３４
．６

３０
．９

４８
．０

小
売
卸
売
業

１０
．０

２０
．５

５．
６

２．
６

６．
４

１８
．９

１０
．１

１４
．６

２．
０

１１
．１

１．
０

７．
９

１８
．５

２６
．９

１３
．２

７．
５

兼
業
タ
イ
プ

１８
．５

３８
．７

２１
．５

１５
．７

１１
．２

２９
．９

２４
．１

３０
．２

３．
７

２２
．２

２．
９

２０
．１

３６
．９

５７
．７

６６
．２

４５
．８

酒
類
・
清
涼
飲
料

砂
糖

味
噌
，
醤
油
，
味
醂
，
ソ
ー
ス
等

木
材

件
数

金
額

件
数

金
額

件
数

金
額

件
数

金
額

個
人

法
人

個
人

法
人

個
人

法
人

個
人

法
人

個
人

法
人

個
人

法
人

個
人

法
人

個
人

法
人

総
数

１０
０．
０

１０
０．
０

１０
０．
０

１０
０．
０

１０
０．
０

１０
０．
０

１０
０．
０

１０
０．
０

１０
０．
０

１０
０．
０

１０
０．
０

１０
０．
０

１０
０．
０

１０
０．
０

１０
０．
０

１０
０．
０

卸
売
専
業

３．
９

２６
．３

４０
．５

８１
．２

１．
５

３０
．０

１０
．１

８３
．３

３．
３

２２
．１

２４
．８

８４
．９

２４
．１

５０
．６

６０
．９

８７
．８

卸
売
小
売
業

８．
８

２０
．１

２１
．８

１５
．１

１３
．５

２０
．０

６８
．３

１６
．６

８．
１

１９
．０

２５
．６

１０
．７

２３
．２

１７
．６

２２
．３

７．
４

小
売
専
業

７７
．０

３２
．８

２９
．８

１．
５

６３
．４

２５
．６

７．
８

０．
０

７６
．７

３５
．４

３８
．５

１．
８

２２
．３

１４
．７

１１
．４

３．
７

小
売
卸
売
業

１０
．２

２０
．８

８．
０

２．
２

２１
．５

２４
．４

１３
．７

０．
１

１１
．８

２３
．６

１１
．１

２．
７

２３
．０

１７
．１

５．
４

１．
１

兼
業
タ
イ
プ

１９
．０

４０
．９

２９
．８

１７
．３

３５
．０

４４
．４

８２
．１

１６
．７

１９
．９

４２
．６

３６
．７

１３
．４

４６
．２

３４
．７

２７
．７

８．
５

薪
炭
類

石
炭
，コ
ー
ク
ス
，練
炭

畳
，
畳
表
，
筵
，
荒
物
類

陶
磁
器
，
土
器

件
数

金
額

件
数

金
額

件
数

金
額

件
数

金
額

個
人

法
人

個
人

法
人

個
人

法
人

個
人

法
人

個
人

法
人

個
人

法
人

個
人

法
人

個
人

法
人

総
数

１０
０．
０

１０
０．
０

１０
０．
０

１０
０．
０

１０
０．
０

１０
０．
０

１０
０．
０

１０
０．
０

１０
０．
０

１０
０．
０

１０
０．
０

１０
０．
０

１０
０．
０

１０
０．
０

１０
０．
０

１０
０．
０

卸
売
専
業

１．
２

８．
７

２７
．５

５０
．８

３．
０

３３
．７

５７
．９

８４
．７

２０
．０

２６
．１

２２
．８

１１
．２

９．
８

２７
．７

３９
．４

７４
．３

卸
売
小
売
業

７．
０

１９
．６

１９
．２

３３
．３

１２
．７

２０
．９

１７
．５

１２
．４

２８
．０

３４
．８

６６
．３

８４
．８

１１
．９

２７
．７

２１
．０

１１
．７

小
売
専
業

８２
．１

４２
．４

４４
．２

６．
７

６８
．６

２２
．１

１８
．３

１．
０

２７
．２

４．
３

３．
１

０．
０

６４
．４

１７
．０

２７
．３

８．
６

小
売
卸
売
業

９．
７

２９
．３

９．
２

９．
１

１５
．８

２３
．３

６．
４

１．
９

２４
．８

３４
．８

７．
８

４．
１

１３
．８

２７
．７

１２
．２

５．
４

兼
業
タ
イ
プ

１６
．８

４８
．９

２８
．４

４２
．５

２８
．４

４４
．２

２３
．８

１４
．３

５２
．８

６９
．６

７４
．１

８８
．８

２５
．７

５５
．３

３３
．２

１７
．１

呉
服
，
太
物
，
半
襟
，
麻
織
物

綿
，真
綿

糸
類
，
編
物
，
組
物
，
レ
ー
ス

洋
品
類

件
数

金
額

件
数

金
額

件
数

金
額

件
数

金
額

個
人

法
人

個
人

法
人

個
人

法
人

個
人

法
人

個
人

法
人

個
人

法
人

個
人

法
人

個
人

法
人

総
数

１０
０．
０

１０
０．
０

１０
０．
０

１０
０．
０

１０
０．
０

１０
０．
０

１０
０．
０

１０
０．
０

１０
０．
０

１０
０．
０

１０
０．
０

１０
０．
０

１０
０．
０

１０
０．
０

１０
０．
０

１０
０．
０

卸
売
専
業

３５
．８

６３
．８

８９
．５

９６
．９

１．
７

３９
．５

４６
．７

８４
．９

１０
．０

５９
．３

６９
．３

９７
．６

１９
．８

５５
．０

７５
．７

９２
．５

卸
売
小
売
業

５．
７

４．
８

１．
５

０．
３

６．
９

１３
．２

１８
．２

１１
．８

１０
．８

１６
．３

１２
．６

２．
１

３．
９

３．
９

２．
９

０．
８

小
売
専
業

５３
．０

２６
．６

８．
２

２．
５

８２
．８

２６
．３

２６
．４

０．
５

６７
．２

８．
１

１２
．６

０．
１

７１
．７

３４
．１

２０
．３

６．
３

小
売
卸
売
業

５．
５

４．
８

０．
８

０．
４

８．
６

２１
．１

８．
７

２．
８

１１
．９

１６
．３

５．
５

０．
２

４．
６

７．
０

１．
１

０．
４

兼
業
タ
イ
プ

１１
．２

９．
６

２．
３

０．
７

１５
．５

３４
．２

２６
．９

１４
．６

２２
．８

３２
．６

１８
．１

２．
４

８．
５

１０
．９

４．
０

１．
２

（
注
）
１．
原
資
料
で
は
，
卸
売
小
売
業
は
「
小
売
を
兼
ね
た
卸
売
業
」，
小
売
卸
売
業
は
「
卸
売
を
兼
ね
た
小
売
業
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
。

２．
主
要
商
品
別
で
総
数
と
は
上
記
の
１５
商
品
の
ほ
か
１０
７
商
品
を
追
加
し
た
数
字
，
件
数
と
は
店
舗
数
（
す
な
わ
ち
軒
数
），
金
額
と
は
販
売
高
の
こ
と
で
あ
る
。

３．
兼
業
タ
イ
プ
と
は
，
卸
売
小
売
業
＋
小
売
卸
売
業
で
あ
る
。

（
資
料
）
『
東
京
市
商
業
調
査
書
』
の
４４
２―
４５
３
頁
よ
り
谷
沢
が
作
成
し
た
。
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たことになる（１３１）。どちらの解釈がより実態を反映しているか迷うところであるが，データの信

頼性を除いて考えると後者のほうが比較という点では優れている。もしそうだとすると，なぜ戦

前が戦後より多段階性が低かったのか疑問が出てくるが，その理由として東京への卸機能の一極

集中の程度が戦前は戦後よりも低かった，言い換えると大阪の卸機能が十分に機能していた（ま

たは現象面でみると，流通系企業を中心とした本社機能の東京移転が戦後ほど進んでいなかっ

た）ことがあげられるかもしれない。

田村正紀は，海外から批判の対象とされる日本型流通システムを，１９８６年時点で小売店舗の

過多性，卸売商の過多性・卸売段階の多段階性，日本型取引（取引形態・取引条件）の存在の３

つにあると要約しているが，まさにこれらの影響が戦前の比率の大きさにも反映されていると思

われる（１３２）。ただし卸売と小売が複雑に交じり合っている状態が，戦後も存在していたかどうか

は統計が入手できないため不明である。

ちなみに丸山雅祥が指摘しているように，Ｗ／Ｒ比率は１店舗当り販売額と人口当たり店舗密

度に関して，それぞれ卸売と小売の比率で分解することが可能である（１３３）。そこでこの分解をお

こなってみると，１店舗当り販売額の比率（販売額比率）が１８．９５，人口当たり店舗密度の比率

（店舗数比率）が０．２４となる。ちなみに丸山の数字から計算した１９８８年における数字は，販売

額比率は１２．８６，店舗数比率は０．２４であった（１３４）。以上より戦前期が今以上に高いＷ／Ｒ比率と

なった背景には，店舗の分布密度よりも１店当り販売額で大きな規模格差が発生していたことが

確認できる。戦前には，今では考えられないほど卸商（つまり問屋）の経営力が強かったことが

わかる。この結論は，丸山が他国と比べて日本のＷ／Ｒ比率が極めて高い根拠として挙げている

理由ともしているため，丸山の議論とも整合性が取れている。ただし店舗の分布密度が，過剰競

争をしていた戦前とそれほどに感じられない戦後で同一水準であったのは意外な感じを持つが，

いつの時代にも小売商には参入できるだけの店舗が参入しているということなのだろうか。この

点は事実の指摘として強調しておこう。

ただし以上の議論は全体の話にすぎないから，それを業種別に確認する必要がある。そこで図

４―５では，横軸に店舗数比率，縦軸に１店当り販売額比率をとって業種別の特徴を把握できるよ

うにした。これらのプロットは，左下の原点から遠ざかるほど，おおむねＷ／Ｒ比率が大きいこ

とを示している。わずか１５業種にすぎないが際立った特徴を示しており，おもにⅠ砂糖，糸類，

Ⅱ呉服，畳，木材，Ⅲその他の３グループに分類できることがわかる。このうちⅠは製糖会社，

紡績会社といった，いずれも近代製造業の関連業種であり，しかも両業種ともメーカーと問屋と

の間で特約店制度を採用している。また先物市場が設置されており，同市場で少数の問屋が短期

間に繰り返し投機的売買をおこなったことで，卸売販売額が大きくなったと推測される。これら

の理由から問屋の販売額が突出しており，販売額比率が高い（両業種の流通構造については，第

５・６節で詳述する）。Ⅱは，問屋数が小売商と比べて多い業種であり，商品の購入頻度がさほど

多くないなかで，問屋同士の競争が激しいことが特徴である。Ⅲは，主に日常生活で使用される
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店舗数比率（倍）
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消費財で購入頻度が高いものであり，特に食料品関連が多く集まっていることがわかる。

このように戦前期のＷ／Ｒ比率が大きかったとはいえ，①業種別にみると，高低さまざまな業

種が混在してこの特徴を形成していたほか，②Ｗ／Ｒ比率が高い場合には，１店当り販売額比率

か店舗比率のいずれか一方のみであること（換言すると，両方とも平均より高い図４―５の斜線方

向の事例はないこと）がわかる。これらの事実は，小売商問題が業種特性と切り離して論じられ

ないことを意味している。そこで，業種別のＷ／Ｒ比率がいかなる要因によって決定されている

のかを，図４―５で示した１５業種のデータを使って計量分析をおこなった。ここで被説明変数は

Ｗ／Ｒ比率，説明変数として以下の指標を想定した。①卸小売業者数（－），②小売専業者の１

店当り販売額（－），③兼業比率（＋），④生産地の遠隔地ダミー（－），⑤生鮮商品ダミー

（－），⑥特約店ダミー（＋）である。カッコ内の符合は想定される符合条件を示すが，その根拠

は以下のとおりである。

図４―５ １店当り販売額比率と店舗数比率の関係

（注） １．原点から出ている実線は，総数を通過する線上を示す。
２．業種名の右端カッコ内の数字は，Ｗ／Ｒ比率である。

（資料）『東京市商業調査書』の４４２―４５３頁より谷沢が作成した。
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①は参入者数を代理した数字であり，市場に成長性や活気があり参入者数が多いほどＷ／Ｒ比

率が低下する。②は，①と同様に小売業の市場成長性を代理したデータであり，小売商の１店舗

当り販売額が多いほど小売商として新規開業する可能性が高まるため，Ｗ／Ｒ比率が低下する。

③は，市場の急激な拡大が見込めない場合などに，卸売業者が小売も開始するようになりＷ／Ｒ

比率が上昇する。さらに④は，生産地が遠隔地であるほど輸送費・輸送に伴うリスク等が増大す

るため，そのリスクに耐えられる卸売業者が減る，⑤は生鮮商品であるほど商品在庫の減価が激

しいため，それに耐えられる卸売業者が減るため，いずれもＷ／Ｒ比率が低下する。⑥は特約店

制度を採用することで，卸売業者の販売額が確保されＷ／Ｒ比率が上昇する，と想定している。

計測結果は，表４―７に示されている。ｔ値がいずれの変数でも有意水準１０％以内でも収まっ

ておらず，しかも自由度修正済み決定係数もかなり低いなど，残念ながら多くの問題点を抱えて

いる。符合条件は想定したとおりとなっているが，ｔ値の低さから判断すると，かならずしも筆

者の想定した要因が確認されたとは言い難い。とりあえず議論のスタートとして示しておくが，

上記の業種特性に関する各仮説の成立する可能性は未だ存在しているから，なんらかの方法でサ

ンプル数を増やして再計測すべきである。

次に本題である資金調達の情報に移ろう。この関連では，調査票（表面）の「金融」という大

項目において，銀行，信託，倉庫，信用組合，問屋卸商，保険，無尽，質屋，個人金融業者，其

表４―７ Ｗ／Ｒ比率関数の計測結果

符合
条件 計測式（１） 計測式（２） 計測式（３）

定数項 ± １９．８４７ １８．６６２ １２．０３９
０．８０７ １．３５９ ０．８００

卸小売業者数（店） － －０．００２ ― ―
－０．２９４ ― ―

小売専業者１店当り販売額（円） － ― －０．００１ －０．００１
― －０．９６３ －０．８２９

兼業比率（％） ＋ ０．５０３ ０．６４７ ０．６０６
０．８０２ １．４２５ １．２００

遠隔地ダミー － －２４．４３１ －２３．８５９ －１６．２２０
－１．６０８ －１．７５０ －１．０８５

生鮮商品ダミー － －２５．４５４ －２４．９１３ ―
－１．３２４ －１．３４９ ―

特約店ダミー ＋ ― ― ４．２５０

― ― ０．１９９
自由度修正済決定係数 ０．０５０ ０．１２３ ０．２６３
サンプル・サイズ １５ １５ １５
（注） １．被説明変数はＷ／Ｒ比率である。詳細は本文を参照のこと。

２．説明変数のうち，小売専業１店当り販売額は個人・法人合わせた１店当たり
金額，兼業比率は個人・法人合わせた件数で計算した。

３．上段は計測結果，下段はｔ値を示す。
４．計測結果のｔ値は有意水準１０％水準（ｔ境界値は１．８１２）でも適合していな
い。

（資料） 谷沢が『東京市商業調査』の業種別データより計測した（データ出所の詳細は
表４―６を参照）。
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他の１０分類に分けて，それぞれ借入先，借入額，金利を記入させている（これらの金融機関の

概要については，本稿末尾の表４―補「各種貸付機関の概要」を参照のこと）。ちなみに借入金と

は，調査票において「一、昭
�

和
�

六
�

年
�

六
�

月
�

三
�

十
�

日
�

現
�

在
�

に於ける営業上の借入資金に関し御記入下さ

い。」（傍点は原文のまま）といった補足説明がなされている。この表のうち問屋卸商が問屋金融

に相当し，「其他」はおもに親族・友人からの借入とみなして差し支えなかろう。信用組合とは，

字義どおりに解釈すると１８９０年代に入って相次いで設立された共同組合が想定されるが，ここ

での信用組合とは都市部の中小商工業者に対する融資を目的とした市街地信用組合のことと考え

られる。

ただし問屋金融という視点でみると，当調査ではこの借入金以外にはみるべき科目はない。こ

れは問屋金融の分析にとって大きな問題点である。すなわち勘定科目ベースでは数字が調査され

ておらず，Ｂ／Ｓでは借入金以外で調査票（表面）の「資本」という大項目において，「固定資

本」「運転資本」「資本総額」のわずか３項目が調査されているにすぎない。ここで「固定資本」

とは固定資産，「運転資本」とは流動資産，「資本総額」は資産総額のことであるため，Ｂ／Ｓの

うち借方のほうしかわからない。しかも「運転資本」に，売掛金・受取手形といった売上債権が

考慮されていないため，総資産の金額も不完全である（１３５）。このほか問屋卸商に，買掛金を含め

ていないことも注意しなければならない。なぜなら回答者に対する説明文書で，「金融：借入額

中には単純なる延取引による未決済金額を計上せざること」（１３６）と記述しているからである。こ

の「単純なる延取引による未決済金額」がいかなる取引形態なのかを確定する必要があるが，お

そらく買掛金・支払手形・未払金等（以下，買掛金と略記）と考えられる。そしてこの買掛金

は，他の部分でも把握されていなかったため，問屋金融の分析にとっては大きな痛手であるほ

か，前節で説明したような運転資金の推計ができない。これらは我々の目的にとっても大きな欠

点である（１３７）。

以上のように当調査では，問屋金融に関わる金額情報が問屋からの借入金のみに限定される

が，問屋金融の関連ではいくつかの補足的な情報を入手することができる。すなわち調査票（表

面）にある「仕入高 平均手持商品高」の項目で，「仕入高，平均手持商品高を下記によつて御

記入下さい。」という注書きがなされている（以下では，原資料の縦書きを横書きで記述してい

る）。そしてこの関連では，

「仕入高 円」（一、昭
�

和
�

５
�

年
�

７
�

月
�

１
�

日
�

か
�

ら
�

昭
�

和
�

６
�

年
�

６
�

月
�

３
�

０
�

日
�

迄
�

の
�

１
�

年
�

間
�

の高を御記入

下さい。二、他の営業所の分を入れないで，此
�

の
�

営
�

業
�

所
�

の
�

分
�

だけを御記入下さい。三、法
�

人
�

は最
�

近
�

の
�

事
�

業
�

年
�

度
�

によつて下さい。）（傍点は原文のまま，以下同様）。

「材料及製品仕入 割 既製品仕入 割」（材
�

料
�

及
�

半
�

製
�

品
�

の
�

仕
�

入
�

高
�

と既
�

製
�

品
�

の
�

仕
�

入
�

高
�

との割合を御記入下さい。）

「平均手持商品高 円」（平
�

常
�

手
�

許
�

に
�

均
�

ら
�

し
�

寝
�

せ
�

て
�

お
�

く
�

高
�

を仕
�

入
�

時
�

価
�

で見積つて御記入下

さい。）

56 商 経 論 叢 第５２巻第４号（２０１７．６）



という個別項目が設定されている。

さらに「代金決済法」という項目では，「仕入又は販売に於ける代金の取扱をどうしてゐます

か下部によつて御答へ下さい。」との注書きのうえで，以下のような設問がある。これらの設問

は，あくまで手形の導入を無視しているという点で不完全なものである。

「現金仕入 割 掛仕入 割」（仕
�

入
�

に於ける現
�

金
�

買
�

，掛
�

買
�

の
�

割
�

合
�

を
�

左に御記入

下さい。）

「 日払」（掛
�

買
�

による場合の代
�

金
�

の
�

普
�

通
�

支
�

払
�

の
�

期
�

日
�

を御記入下さい。）

「現金売 割 掛売 割」（売
�

上
�

の金額に対して，現
�

金
�

売
�

と
�

掛
�

売
�

と
�

の
�

割
�

合
�

を御記入

下さい。）

＊

このような設問は，最初の商業調査であったわりに，きめこまかな情報収集を目指していたこ

とを示唆している。それでは最初に，借入金の調達先別の構成比を表４―８で示しておこう。個人

店の業種全体をみると，問屋卸商，銀行，其他，個人金融業者の４組織がいずれも２０％前後で

拮抗しており，他を大きく引き離している（なおこれら借入先の概要については，本稿末尾の表

４―補「各種貸付機関の概要（暫定版）」を参照のこと）。これら４組織が，個人小売商にとって主

要な資金調達先とみなすことができる。また業態別の構成比をみると，非金融機関が５８％を占

めており，資金調達が身内に依存せざるをえない厳しい状況がうかがえる。しかし法人店では，

だいぶ様相が異なっている。其他が７８％と突出し，次に銀行の１０％となるなど，個人店以上に

銀行が低く，親族等が高くなっている。この傾向は予想外のものでありその理由は判然としない

が，もしかしたら其他に不明分がかなりの割合で含まれている可能性があるため，法人店のデー

タの信頼性は低いかもしれない。

ここで問屋金融の割合の高い業種をみると，個人店では酒類調味料他４３％，緑茶３９％，陶磁

器，漆器他３５％，織物被服類３２％が高く，反対に肥料，氷，建具・家具，其他ノ飲食料品が１

割以下と低くなっている。そして業種別のバラつきを変動係数でみると，個人店では倉庫２．７２

が突出して大きく，次に信託１．１４，質屋０．８２，問屋卸商０．５８の順になる。倉庫業者が高いバラ

つきを示した理由として，商品の特性上から倉庫を使用せざるをえない場合とそうでない場合に

分かれ，使用する業種に対して集中的に貸付をしているためと推測される。他方，銀行は０．４５

にすぎず，問屋卸商と異なる特徴を有している。この事実は，問屋卸商が業種により資金面の支

援に対する考え方や経営体力の差が大きく反映しており，反対に銀行は業種ではなく店舗ごとに

与信判断を実態に合わせて実施しているためと推測される。

次に，仕入代金の特徴に移ろう。仕入代金を，現金と掛買いとの間でいかに配分するかをみた

のが表４―９である。個人に限ってみると，全体では現金仕入の割合が３割，つまり掛買いが７割

となっており，とくに全額を掛けで購入（つまり現金仕入０割）する店の割合は半数に達してい

た。この事実は，当時の小売商は日常的に問屋にかなり資金援助をうけていたことを示してい
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表
４―
８
借
入
金
の
借
入
先
別
構
成
比

（
単
位
：
％
）

個
別
機
関
別
分
類

（
参
考
）
業
態
別
分
類

銀
行
信
託
倉
庫

信
用
組
合

問
屋
卸
商

保
険
無
尽
質
屋
個
人
金

融
業
者
其

他
銀
行

（
続
）

中
小
企

業
向
金

融
機
関

非
金
融

機
関

＜
個

人
＞

総
数

２１
．４

１．
４

０．
１

９．
０

２１
．６

３．
２

６．
６

０．
４

１８
．１

１８
．２

２２
．８

１８
．８

５８
．４

１１
穀
類
粉
類

２１
．３

０．
７

０．
１

１４
．５

１５
．３

３．
１

１０
．３

０．
１

１７
．５

１７
．３

２２
．０

２７
．９

５０
．３

１２
蔬
菜
果
物
類

１８
．７

０．
３

０．
０

９．
２

２０
．３

４．
３

８．
６

１．
４

１６
．３

２０
．９

１９
．０

２２
．１

５８
．９

１３
豆
腐
類

７．
４

０．
７

０．
０

１１
．２

８．
３

３．
８

１８
．０

０．
４

２４
．５

２５
．７

８．
１

３３
．０

５８
．９

１４
魚
介
藻
類

１４
．２

０．
６

０．
０

７．
７

２８
．２

２．
８

６．
５

０．
４

２１
．３

１８
．３

１４
．８

１７
．０

６８
．２

１５
鳥
獣
肉
類

１３
．２

１．
２

０．
０

７．
５

１４
．３

１．
２

５．
４

０．
２

３０
．１

２６
．９

１４
．４

１４
．１

７１
．５

１６
酒
類
調
味
料
他

１８
．２

２．
０

０．
０

７．
３

４３
．２

１．
８

６．
２

０．
４

１１
．７

９．
０

２０
．２

１５
．３

６４
．３

１７
菓
子
麺
麭
類

３０
．８

２．
７

０．
０

８．
３

８．
４

４．
９

５．
９

０．
４

１７
．１

２１
．２

３３
．５

１９
．１

４７
．１

１８
緑

茶
７．
６

０．
７

０．
０

１０
．２

３９
．１

７．
０

８．
１

０．
１

１２
．０

１５
．０

８．
３

２５
．３

６６
．２

１９
其
他
ノ
飲
食
料
品

１９
．１

１．
１

０．
０

１３
．６

７．
９

３．
６

８．
１

０．
４

２３
．６

２２
．６

２０
．２

２５
．３

５４
．５

２１
氷

８．
７

０．
０

０．
０

１７
．８

５．
７

３．
４

４．
５

０．
０

４７
．３

１２
．６

８．
７

２５
．７

６５
．６

３１
肥

料
０．
０

０．
０

０．
０

０．
０

０．
０

０．
０

０．
０

０．
０

０．
０

０．
０

０．
０

０．
０

０．
０

４１
燃
料
及
ビ
工
業
用
油
脂

１７
．２

１．
１

０．
０

１６
．８

２１
．１

２．
７

６．
６

０．
２

１７
．３

１６
．５

１８
．３

２６
．１

５５
．１

４２
木
材
竹
材

１７
．７

０．
０

０．
０

１４
．５

２１
．４

１．
３

８．
７

０．
０

１４
．４

２２
．０

１７
．７

２４
．５

５７
．８

４３
石
材
，
煉
瓦
，
土
管
他

２１
．７

０．
２

０．
０

１４
．２

１７
．４

３．
６

８．
２

０．
５

１７
．１

１６
．９

２１
．９

２６
．０

５１
．９

４４
建
具
，
家
具
，
指
物
類

２４
．２

４．
９

０．
２

８．
７

７．
２

３．
８

６．
９

０．
５

２４
．４

１９
．１

２９
．１

１９
．４

５１
．４

４５
畳
，
畳
表
，
荒
物
類

１４
．４

１．
７

０．
０

１３
．８

１６
．３

２．
３

６．
４

０．
４

１８
．２

２６
．１

１６
．１

２２
．５

６１
．０

４６
陶
磁
器
，
漆
器
，
硝
子
品

８．
９

０．
８

０．
０

１２
．３

３５
．０

４．
４

６．
９

０．
４

１０
．１

２１
．２

９．
７

２３
．６

６６
．７

４７
金
属
材
料
，
金
属
器
具

１６
．８

３．
０

０．
２

７．
７

２２
．４

３．
６

５．
４

０．
２

２０
．２

２０
．４

１９
．８

１６
．７

６３
．４

５１
皮
革
，
擬
革
，
其
ノ
製
品

２９
．８

０．
０

０．
０

４．
３

２９
．８

０．
６

１．
２

０．
０

１６
．５

１７
．６

２９
．８

６．
１

６３
．９

５２
織
物
，
被
服
類

２６
．２

１．
３

０．
０

４．
６

３１
．８

２．
８

３．
７

０．
２

１４
．０

１５
．４

２７
．５

１１
．１

６１
．４

５３
綿
糸
編
物
，
組
物
類

１７
．０

０．
２

０．
０

１０
．７

１５
．１

３．
８

３．
６

０．
８

３１
．３

１７
．２

１７
．２

１８
．１

６４
．４

５４
紙
，
紙
製
品
，
文
房
具

２２
．６

１．
６

０．
０

９．
２

１６
．５

３．
２

６．
０

０．
４

２４
．１

１６
．３

２４
．２

１８
．４

５７
．３

５５
玩
具
運
動
用
具
，
遊
戯
品

１０
．０

４．
０

０．
５

４．
０

９．
９

３．
０

３．
４

０．
８

２９
．２

３５
．１

１４
．０

１０
．４

７５
．５

５６
小
間
物
用
品
類

２７
．１

０．
３

０．
０

５．
４

２９
．９

２．
５

４．
３

０．
２

１５
．５

１４
．８

２７
．４

１２
．２

６０
．４

５７
履
物
雨
具
類

１５
．６

１．
１

０．
４

８．
２

１９
．４

５．
３

１０
．６

０．
４

１８
．５

２０
．５

１６
．７

２４
．１

５９
．２

５８
薬
品
，
染
料
，
化
粧
品

２３
．９

５．
４

０．
０

２．
５

１８
．９

４．
３

９．
７

０．
２

１８
．０

１７
．１

２９
．３

１６
．５

５４
．２

６１
度
量
衡
，
科
学
的
機
械
他

１９
．９

０．
０

０．
０

１３
．８

２１
．１

３．
３

５．
４

０．
４

１２
．１

２４
．０

１９
．９

２２
．５

５７
．６

６２
電
気
，
瓦
斯
，
機
械
器
具

２２
．２

０．
８

０．
０

８．
６

１２
．６

５．
０

８．
８

０．
６

２０
．２

２１
．１

２３
．０

２２
．４

５４
．５

６３
機
械
，
車
輌
，
農
具
他

２９
．５

０．
６

０．
０

７．
０

２５
．０

１．
９

５．
５

０．
４

１６
．５

１３
．６

３０
．１

１４
．４

５５
．５

７１
古

物
１２
．６

０．
９

０．
０

３．
６

８．
７

５．
７

５．
０

１．
１

３５
．５

２６
．９

１３
．５

１４
．３

７２
．２

７２
新
聞
，
図
書
，
雑
誌
他

１１
．５

０．
６

０．
０

７．
１

１０
．６

２．
４

４．
６

０．
３

３４
．５

２８
．２

１２
．１

１４
．１

７３
．６

７３
其
ノ
他
物
品

２９
．９

０．
７

０．
０

７．
６

１０
．４

２．
８

６．
４

０．
８

２４
．７

１６
．６

３０
．６

１６
．８

５２
．５

８１
百
貨
店

０．
０

０．
０

０．
０

０．
０

０．
０

０．
０

０．
０

０．
０

０．
０

０．
０

０．
０

０．
０

０．
０

変
動
係
数

０．
４５
５

１．
１４
０

２．
７２
４

０．
５０
０

０．
５８
２

０．
４８
６

０．
５１
８

０．
８２
２

０．
４７
０

０．
３７
３

０．
４４
７

０．
４０
３

０．
２８
１
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＜
法

人
＞

総
数

１０
．３

４．
４

０．
０

０．
３

２．
２

２．
８

０．
２

０．
０

１．
９

７７
．８

１４
．７

３．
３

８１
．９

１１
穀
類
粉
類

２０
．９

０．
５

１．
０

３．
４

１１
．２

０．
１

５．
５

０．
０

４７
．５

９．
９

２１
．４

９．
０

６９
．６

１２
蔬
菜
果
物
類

９．
４

０．
０

０．
０

１２
．６

４０
．０

０．
０

６．
３

０．
０

１８
．５

１３
．２

９．
４

１８
．９

７１
．７

１３
豆
腐
類

０．
０

０．
０

０．
０

０．
０

０．
０

０．
０

０．
０

０．
０

０．
０

０．
０

０．
０

０．
０

０．
０

１４
魚
介
藻
類

２６
．３

０．
０

０．
０

１３
．２

０．
０

０．
０

０．
０

０．
０

５０
．０

１０
．５

２６
．３

１３
．２

６０
．５

１５
鳥
獣
肉
類

９１
．５

０．
０

０．
０

０．
０

３．
８

０．
０

０．
０

０．
０

０．
０

４．
６

９１
．５

０．
０

８．
４

１６
酒
類
調
味
料
他

１５
．７

１．
６

０．
０

３．
４

５５
．６

１．
２

３．
９

０．
２

４．
０

１４
．３

１７
．３

８．
５

７４
．１

１７
菓
子
麺
麭
類

６７
．２

０．
０

０．
０

１．
１

０．
２

９．
５

２．
３

０．
１

１５
．７

３．
６

６７
．２

１２
．９

１９
．６

１８
緑

茶
３．
１

０．
０

０．
０

０．
０

１１
．５

０．
０

０．
０

０．
０

７８
．７

６．
２

３．
１

０．
０

９６
．４

１９
其
他
ノ
飲
食
料
品

２３
．６

０．
０

０．
０

２．
８

１１
．８

０．
０

０．
７

０．
０

３０
．２

３０
．８

２３
．６

３．
５

７２
．８

２１
氷

０．
０

０．
０

０．
０

０．
０

０．
０

０．
０

０．
０

０．
０

０．
０

０．
０

０．
０

０．
０

０．
０

３１
肥

料
０．
０

０．
０

０．
０

０．
０

０．
０

０．
０

０．
０

０．
０

０．
０

０．
０

０．
０

０．
０

０．
０

４１
燃
料
及
ビ
工
業
用
油
脂

５０
．８

０．
０

０．
０

８．
５

６．
２

１．
６

３．
５

０．
１

７．
９

２１
．１

５０
．８

１３
．６

３５
．３

４２
木
材
竹
材

１０
．８

０．
０

０．
０

０．
０

２．
７

１．
４

０．
０

０．
０

２．
８

８２
．２

１０
．８

１．
４

８７
．７

４３
石
材
，
煉
瓦
，
土
管
他

０．
０

３９
．３

０．
０

０．
０

０．
０

０．
０

０．
０

１．
２

５８
．８

０．
５

３９
．３

０．
０

６０
．５

４４
建
具
，
家
具
，
指
物
類

１０
．５

０．
０

０．
０

０．
０

８．
７

０．
０

３．
０

０．
０

１０
．５

６７
．０

１０
．５

３．
０

８６
．２

４５
畳
，
畳
表
，
荒
物
類

０．
０

０．
０

０．
０

２２
．１

０．
７

０．
０

２．
４

０．
０

１．
７

７３
．０

０．
０

２４
．５

７５
．４

４６
陶
磁
器
，
漆
器
，
硝
子
品

１２
．８

２１
．３

０．
０

６．
５

４．
３

６．
４

１．
７

０．
６

２１
．３

２５
．１

３４
．１

１４
．６

５１
．３

４７
金
属
材
料
，
金
属
器
具

９４
．９

０．
０

０．
０

０．
８

０．
９

０．
０

０．
２

０．
０

１．
３

１．
９

９４
．９

１．
０

４．
１

５１
皮
革
，
擬
革
，
其
ノ
製
品

６２
．８

０．
０

０．
０

０．
０

０．
０

０．
０

０．
０

０．
０

３６
．８

０．
０

６２
．８

０．
０

３６
．８

５２
織
物
，
被
服
類

２５
．７

０．
２

０．
２

１．
０

３２
．２

１７
．５

０．
５

０．
１

５．
１

１７
．５

２５
．９

１９
．０

５５
．１

５３
綿
糸
編
物
，
組
物
類

１０
．７

０．
０

０．
０

０．
０

６．
１

０．
０

２．
７

０．
０

８０
．４

０．
０

１０
．７

２．
７

８６
．５

５４
紙
，
紙
製
品
，
文
房
具

１８
．９

０．
０

０．
０

０．
４

１．
５

０．
０

０．
１

０．
０

１．
６

７７
．５

１８
．９

０．
５

８０
．６

５５
玩
具
運
動
用
具
，
遊
戯
品

１５
．９

０．
０

０．
０

０．
０

１４
．８

０．
０

０．
０

０．
０

３４
．４

３４
．４

１５
．９

０．
０

８３
．６

５６
小
間
物
用
品
類

２．
６

０．
０

０．
０

９．
０

５２
．８

５．
３

１０
．３

０．
０

８．
５

１１
．４

２．
６

２４
．６

７２
．７

５７
履
物
雨
具
類

３３
．９

０．
０

０．
０

７．
４

１３
．８

２．
８

２．
３

０．
０

１９
．０

２０
．６

３３
．９

１２
．５

５３
．４

５８
薬
品
，
染
料
，
化
粧
品

３７
．８

０．
０

０．
０

０．
０

２４
．２

０．
０

７．
３

０．
０

１７
．１

１３
．６

３７
．８

７．
３

５４
．９

６１
度
量
衡
，
科
学
的
機
械
他

１９
．８

３２
．２

０．
０

１．
０

１１
．８

０．
５

０．
９

０．
０

６．
６

２７
．１

５２
．０

２．
４

４５
．５

６２
電
気
，
瓦
斯
，
機
械
器
具

２５
．７

０．
０

０．
０

０．
０

３．
１

０．
６

４．
１

０．
０

６３
．３

３．
０

２５
．７

４．
７

６９
．４

６３
機
械
，
車
輌
，
農
具
他

３７
．５

４８
．５

０．
０

０．
９

４．
６

０．
１

０．
５

０．
０

４．
３

３．
６

８６
．０

１．
５

１２
．５

７１
古

物
０．
０

０．
０

０．
０

０．
０

０．
０

０．
０

０．
０

０．
０

０．
０

０．
０

０．
０

０．
０

０．
０

７２
新
聞
，
図
書
，
雑
誌
他

３８
．９

０．
０

０．
０

０．
０

１２
．０

１．
６

０．
０

０．
０

２．
０

４５
．３

３８
．９

１．
６

５９
．３

７３
其
ノ
他
物
品

１５
．２

６４
．３

０．
０

０．
５

２．
８

０．
１

０．
１

０．
０

３．
２

１３
．８

７９
．５

０．
７

１９
．８

８１
百
貨
店

０．
７

０．
０

０．
０

０．
０

０．
０

２．
６

０．
０

０．
０

０．
０

９６
．７

０．
７

２．
６

９６
．７

変
動
係
数

１．
０４
７

２．
５０
４

４．
７７
８

１．
７５
６

１．
４２
３

２．
２６
６

１．
４２
１

３．
２６
６

１．
２３
２

１．
２１
６

０．
９３
９

１．
２０
５

０．
６０
２

（
注
）
１．
銀
行
は
，
普
通
銀
行
，
貯
蓄
銀
行
，
特
殊
銀
行
の
合
計
で
あ
る
。

２．
其
他
と
は
，
お
も
に
親
族
・
友
人
等
か
ら
の
借
り
入
れ
と
考
え
ら
れ
る
が
，
不
明
も
含
ま
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。

３．
（
参
考
）
の
う
ち
，
銀
行
（
続
）
は
銀
行
と
信
託
の
合
計
，
中
小
向
金
融
機
関
と
は
信
用
組
合
，
保
険
，
無
尽
の
合
計
，
非
金
融
機
関
は
銀
行
（
続
）
と
中
小
企
業

向
金
融
機
関
以
外
で
あ
る
。

４．
銀
行
と
問
屋
卸
商
に
お
け
る
網
掛
部
分
は
，
総
数
の
数
値
よ
り
１０
％
ポ
イ
ン
ト
以
上
高
い
も
の
を
示
す
。
個
人
店
の
銀
行
で
は
，１
業
種
も
網
掛
が
な
い
点
に
注
意

の
こ
と
。

５．
集
計
対
象
は
機
関
別
借
入
金
額
で
あ
る
が
，
原
資
料
で
は
そ
の
構
成
比
の
み
公
表
し
て
い
る
。
こ
の
構
成
比
に
若
干
，
計
算
誤
差
が
発
生
し
て
い
る
が
，
原
資
料
の

ま
ま
と
し
た
。

（
資
料
）
『
東
京
市
商
業
調
査
書
』
の
３９

―４
１
頁
。
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る。さらに業種別の大きさをみると，肥料５７％，木材竹材と其の他物品４４％，新聞図書雑誌他

４３％，酒類調味料他４２％，薬品染料他４１％が高く，反対に魚介藻類１５％，蔬菜果物類２０％な

どの日常飲食物が低くなっていた。日常飲食物で現金仕入の割合が低い背景には，いわゆる御用

聞き等によって販売していることが影響している。つまり販売代金の回収がなかなか進まず，営

業用現金が不足しがちとなるため，問屋からの仕入も現金の割合が低くならざるをえない。他

方，法人店では，全体で４４％となり，個人店よりも１割以上も現金仕入の割合が高かった。こ

れは，資金的にゆとりがあるほか，できるだけ現金仕入の割合を高めるように工夫しているのか

もしれない。とくに百貨店では８割弱が現金仕入となっており，仕入業者からみるとありがたい

取引先であった。

さらにこの仕入額の決済方法を表４―１０で整理してみよう。この表の情報源は，先述の「

表４―９ 仕入代金の決済方法の概要
（単位：店，％）

業種別

個 人 法 人

総 数 現金仕入
割合 総 数 現金仕入

割合現金仕入
０割

現金仕入
１０割

現金仕入
０割

現金仕入
１０割

総 数 ５７，５２０ ２８．９ ５１．８ １１．８ １，０８２ ４４．２ ２３．５ ２３．４
１１ 穀類粉類 ３，０９０ ２８．１ ５７．１ １２．１ ８５ ２９．９ ５２．９ １０．６
１２ 蔬菜果物類 ２，５７０ １９．８ ６５．６ ２．６ １０ １９．０ ５０．０ ０．０
１３ 豆腐類 ８２８ ２７．９ ６３．３ １８．５ ２ ４０．０ ５０．０ ０．０
１４ 魚介藻類 ２，１９６ １５．４ ７１．２ ０．０ １３ ２５．４ ４６．２ ０．０
１５ 鳥獣肉類 ８８３ ３１．４ ５０．７ １４．９ １０ ３４．０ ２０．０ １０．０
１６ 酒類調味料他 ３，１３７ ４２．３ ２０．８ １８．４ ９４ ３６．３ １８．１ １３．８
１７ 菓子麺麭類 ８，４３０ １６．８ ７１．４ ４．６ ３６ ３８．９ ２５．０ １９．４
１８ 緑 茶 ４４７ ２９．６ ４９．０ １２．３ ８ ３３．８ ３７．５ ０．０
１９ 其他ノ飲食料品 ６，４１３ ２５．４ ６５．５ １２．０ ３７ ６０．８ ２９．７ ５４．１
２１ 氷 １６０ ２９．８ ５８．１ １６．３ １ ５０．０ ０．０ ０．０
３１ 肥 料 ７ ５７．１ ４２．９ ５７．１ ０ ― ― ―
４１ 燃料及ビ工業用油脂 ２，０７８ ３９．５ ３４．８ ２１．０ ５３ ５３．０ １７．０ ３７．７
４２ 木材竹材 ４５３ ４３．９ ２８．０ ２６．７ ２４ ５２．１ １２．５ ２９．２
４３ 石材，煉瓦，土管他 ２４３ ３５．２ ３９．１ １５．６ １０ ６０．０ １０．０ ５０．０
４４ 建具，家具，指物類 １，００１ ２５．６ ５４．６ ６．１ ２６ ５６．２ １５．４ ２６．９
４５ 畳，畳表，荒物類 １，６３６ １８．８ ６２．７ ０．０ １２ ３０．０ ２５．０ ０．０
４６ 陶磁器，漆器，硝子品 ８６２ ３７．３ ３５．８ １４．８ １４ ４９．３ ３５．７ ３５．７
４７ 金属材料，金属器具 １，４５８ ３７．６ ３８．２ ２０．２ ５１ ５４．５ １９．６ ３７．３
５１ 皮革，擬革，其ノ製品 ２０２ ３３．４ ３４．２ ９．４ ５ １２．０ ６０．０ ０．０
５２ 織物，被服類 ２，６６５ ３９．２ ３５．２ ２０．３ １３６ ４７．６ １７．６ ２７．９
５３ 綿糸編物，組物類 ８７７ ２９．９ ４８．２ １２．０ ８ ３８．８ １２．５ ２５．０
５４ 紙，紙製品，文房具 １，４９７ ２７．５ ４５．０ ５．６ ３５ ６０．３ ５．７ ３１．４
５５ 玩具運動用具，遊戯品 ５８０ ３１．８ ４７．８ １４．５ ８ ４０．０ １２．５ ０．０
５６ 小間物用品類 １，８１８ ２５．０ ４３．８ ０．０ ４４ ４１．８ ２０．５ １３．６
５７ 履物雨具類 ４，０１０ ２９．７ ５０．４ ８．９ ３３ ３８．８ ３９．４ １２．１
５８ 薬品，染料，化粧品 １，９７５ ４１．０ ２６．６ ２３．１ ２６ ２１．９ ３４．６ ７．７
６１ 度量衡，科学的機械他 １，３１０ ３２．６ ４０．５ １１．８ ４９ ３４．１ ２６．５ ６．１
６２ 電気，瓦斯，機械器具 ９０５ ３４．１ ３７．９ １１．２ ４２ ４０．７ ２３．８ ２３．８
６３ 機械，車輌，農具他 １，９１３ ３８．４ ３４．９ １４．９ ９６ ４７．２ １４．６ ２５．０
７１ 古 物 ８０４ ９．５ ８３．５ ０．０ ５ ２２．０ ６０．０ ０．０
７２ 新聞，図書，雑誌他 ８８２ ４２．６ ３８．５ ３０．５ １８ ４２．２ １６．７ ２２．２
７３ 其ノ他物品 ２，１８７ ４３．６ ４５．２ ３３．４ ７３ ５２．３ ２０．５ ３４．２
８１ 百貨店 ０ ０ ０ ０ １８ ７８．３ ０．０ ６１．１
（注）現金仕入割合は加重平均値，現金仕入０割，１０割は構成比を示す。
（資料）『東京市商業調査書』の３５４―３５５頁より谷沢が作成。
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表４―１０ 仕入代金の決済方法の多様性（東京旧市域の個人小売商の場合）

決済期日 営業所数
（店） 組み替え方法

現金仕入 ３１，２３２ ―

１日 ２３４ ①上旬に分類 �
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��
�
�
��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

決済時点別分類

２日 ４７ ①
３日 ４８ ①
４日 ２５ ①
５日 ３，５４２ ①
６日 １２２ ①
７日 １５７ ①
８日 ２４ ①
９日 ２ ①
１０日 ２３６ ①
１１日 １５ ②中旬に分類
１２日 １０ ②
１３日 ４ ②
１４日 １０２ ②
１５日 ４８６ ②
１６日 ６ ②
１７日 ２ ②
１８日 ２ ②
１９日 ２ ②
２０日 ７１ ②
２１日 ８ ③下旬に分類
２２日 ③
２３日 ５ ③
２４日 １ ③
２５日 ５２ ③
２６日 ５ ③
２７日 １ ③
２８日 １８ ③
２９日 ５ ③
３０日 １３，１４４ ③
月１回不定期 １３２ ―
上旬ノ内ニ決済スルモノ １３６ ①
中旬ノ内ニ決済スルモノ ７６ ②
下旬ノ内ニ決済スルモノ ２２ ③
月末頃ヨリ翌月上旬ニカケテ決済
スルモノ

４４７ ④上旬と下旬に均等分配

月ノ中旬及末頃ニ２回ニ分チテ決
済スルモノ

２，３５６ ⑤中旬と下旬に均等分配

其他（１日，１５日）等 ３４４ ⑥上旬と中旬に均等分配
年１回決済スルモノ ４ ⑤６ヶ月以上 �

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

決済周期別分類

年２回決済スルモノ ９ ④６ヶ月以内
年３回決済スルモノ １ ④
年４回決済スルモノ ２ ③３ヶ月以内
年５回決済スルモノ ０ ③
年６回決済スルモノ ０ ②２ヶ月以内
仕入後５日以内ニ決済スルモノ ２１２ ①１ヶ月以内
仕入後１５日以内ニ決済スルモノ ７５ ①
仕入後１ヶ月以内ニ決済スルモノ ８７５ ①
仕入後２ヶ月以内ニ決済スルモノ １，８１７ ②
仕入後３ヶ月以内ニ決済スルモノ ３００ ③
仕入後６ヶ月以内ニ決済スルモノ ６１ ④
仕入後６ヶ月以上ニ決済スルモノ １８ ⑤
不定期ノモノ ４７８ ⑥その他
其 他 ５４７ ⑥

総 計 ５７，５２０ ―

（注） １．組み替え方法で，同一の番号は同一の方法を示す。
２．周期別分類では，１日～其他（１日，１５日）等までの第２グループを「仕入後１ヶ月
以内ニ決済スルモノ」に加えることも考えたが，２ヶ月以内の場合にもこれらの分類
が使用される可能性があるため，考慮しなかった。

（資料） 谷沢弘毅「戦前期東京の個人小売商世帯における業計複合体の形成メカニズム」の
２４３頁の表３―１０を一部修正した（なお原資料は『東京市商業調査書』の３７４―３７９頁）
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日払」（掛
�

買
�

による場合の代
�

金
�

の
�

普
�

通
�

支
�

払
�

の
�

期
�

日
�

を御記入下さい。）という部分の回答を，個人小

売商に限って集計したものである。この説明文を素直に解釈すると，掛買の場合のみ回答すれば

よく，手形支払いは対象外となるはずだが，実際には合計店舗数でチェックすると手形支払いも

含まれていた。このため掛け・手形支払いにかかわらず，販売時点と現金支払いをおこなった時

点との差を集計したものとみなすべきである。もちろん実際の店舗では，複数の商品を複数の問

屋から仕入れるのが一般的であろうから，主要な問屋との決済条件が調査されたのではなかろう

か。

しかし問題はこれ以外にあった。回収した調査票を見た担当者は，おそらく極めて困惑したの

ではなかろうか。なぜなら単純に，枠内に日数を記入してくれればよかったところ，「年□回決

済」や「仕入後□ヶ月以内に決済」といった，予想外の回答が多数あったからである。要する

に，実際の商売では多様な商慣習が混在しており，それを調査票の作成時では把握できなかっ

た。このため回収した調査票の情報にもとづき最終的に集計された表形式は，表４―１０の左端に

ある複雑な分類とせざるをえなかった。調査担当者は，この表が無意味であるとすることも可能

であったが，予期せぬ結果が得られた際にそれを安易に破棄せずに，記入された情報を集計表の

なかにできるだけ盛り込んだ姿勢は評価されてよいだろう。なによりもこの表を注意深く見る

と，点線に上側で接する位置に「其他」という項目が設けられているため，明らかに３つの集団

に分類することを前提として集計されていることがわかる。

ただし利用する側の我々は，このままでは分析に適していないため，これらの情報を何らかの

方法にしたがって加工しなければならない。その解決方法の具体例が，同表の右側部分で示され

ている。ここでは，仕入代金に関して現金仕入，□日仕入，その他（年□回決済か仕入後□ヶ月

以内ニ決済）の３つのグループに大別されている。このうち現金仕入は３．１万店となっている

が，この数字は表４―９の個人店総計のうち「現金仕入０割」を除外した店舗数２７，６９７店に近く

なっている。この事実から推測すると，表４―１０では少しでも現金決済が発生していた場合には

現金仕入に分類されていた。また後（表４―１７）で説明するように，当時の小売商はほとんどが

掛買いであり，手形支払いはせいぜい１割にすぎなかったから，手形支払いは無視しても差し支

えない。この事実をまず確認しておきたい。そのうえで第２グループの「□日決済」という特定

期日のグループのみを対象として，それを「上旬」「中旬」「下旬」の３旬別に集計し直した決済

時点別の表が表４―１１，第３グループの「□ヶ月以内」等の期間別に集計した決済周期別の表が

表４―１２である。

以上の考え方とほぼ同一の考え方にもとづく分析を，すでに筆者の先行研究のなかで実施した

が，今回はさらにそれを若干修正して精緻化している（１３８）。このような『東京市商業調査書』の

統計表の加工方法は，筆者が初めて実施するものであり，いまのところ他の研究者はまったく採

用していない点を付言しておきたい。この方法にしたがい，まず決済時点を表４―１１でみておこ

う。この表では，最も大きな割合に網掛を付けているが，個人店では全体の９割超が下旬の決済
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が最も多くなっている。この特徴は，第５節でも仕入代金の決済時点が月末であることが圧倒的

に多いことが確認される。この傾向は豆腐類，新聞・図書他，緑茶で高くなっているが，反対に

肥料，酒類調味料，電気・瓦斯他では上旬が最も多い。このうち酒類調味料で上旬決済が多かっ

た理由は，第５節で説明するが１９１３年時点で酒問屋が販売代金を数度に分けて回収する取り決

めを小売商としていたことが影響しているのかもしれない（ただし１９２０年代末には，この取り

決めが毎月末払いに変更されているが，これが順守されたかどうかは不明である）。

一方，法人店では，下旬決済が最も多い割合が７割弱に低下して，代わりに上旬決済の割合が

増える。ただし中旬決済が最も多い業種は，個人店と同様に存在しなかった。個人店より法人店

で下旬決済の割合が低下した理由として，少なくとも個人店は下旬に給与が支給される一般家庭

を顧客の中心に据えているのに対して，法人店はそれよりも企業向けの割合が多くなるほか，資

表４―１１ 仕入代金の決済時点別の割合
（単位：％）

業種別
個 人 法 人

上旬決済 中旬決済 下旬決済 上旬決済 中旬決済 下旬決済
総 数 ２２．８ ９．８ ６７．４ ４１．８ ６．８ ５１．４
１１ 穀類粉類 ２６．１ １７．６ ５６．３ ２１．９ １５．６ ６２．５
１２ 蔬菜果物類 ３３．２ ５．７ ６１．１ １００．０ ０．０ ０．０
１３ 豆腐類 ８．１ ９．２ ８２．７ ０．０ ０．０ １００．０
１４ 魚介藻類 ２６．４ １４．１ ５９．５ ２０．０ １０．０ ７０．０
１５ 鳥獣肉類 ２４．５ １２．７ ６２．７ ２０．０ １０．０ ７０．０
１６ 酒類調味料他 ５６．４ １０．８ ３２．７ ４２．６ ７．４ ５０．０
１７ 菓子麺麭類 １４．３ １７．２ ６８．５ ５２．２ １３．０ ３４．８
１８ 緑 茶 ８．７ １０．９ ８０．４ ０．０ ０．０ １００．０
１９ 其他ノ飲食料品 １８．２ １１．７ ７０．２ ４３．８ ６．３ ５０．０
２１ 氷 ３８．３ １０．０ ５１．７ ０．０ ０．０ １００．０
３１ 肥 料 １００．０ ０．０ ０．０ ― ― ―
４１ 燃料及ビ工業用油脂 １３．１ １０．０ ７６．９ ４０．５ １０．８ ４８．６
４２ 木材竹材 ２８．８ １．３ ６９．９ ５８．３ ５．６ ３６．１
４３ 石材，煉瓦，土管他 ２８．１ １１．７ ６０．２ ３３．３ ０．０ ６６．７
４４ 建具，家具，指物類 １７．９ １３．４ ６８．７ ５４．２ ８．３ ３７．５
４５ 畳，畳表，荒物類 １５．６ ６．１ ７８．３ ５０．０ １２．５ ３７．５
４６ 陶磁器，漆器，硝子品 ２０．２ ８．８ ７１．０ ０．０ １２．５ ８７．５
４７ 金属材料，金属器具 ２６．２ ２．８ ７０．９ ３８．５ １．９ ５９．６
５１ 皮革，擬革，其ノ製品 ２４．０ ６．６ ６９．４ ６６．７ ２５．０ ８．３
５２ 織物，被服類 １６．０ ８．９ ７５．１ ３３．１ ４．８ ６２．１
５３ 綿糸編物，組物類 ９．７ １０．９ ７９．５ １６．７ ８．３ ７５．０
５４ 紙，紙製品，文房具 ２６．８ ３．５ ６９．７ ５０．０ ２．４ ４７．６
５５ 玩具運動用具，遊戯品 １５．９ ７．７ ７６．４ ８５．７ ０．０ １４．３
５６ 小間物用品類 １０．７ １２．６ ７６．７ ７．９ １３．２ ７８．９
５７ 履物雨具類 １１．５ １２．９ ７５．６ ２０．０ ２３．３ ５６．７
５８ 薬品，染料，化粧品 ３３．２ ２．９ ６３．９ ６０．０ ６．７ ３３．３
６１ 度量衡，科学的機械他 ２５．０ ２．１ ７２．９ ３３．９ ４．８ ６１．３
６２ 電気，瓦斯，機械器具 ５５．０ １．９ ４３．０ ７２．４ ０．０ ２７．６
６３ 機械，車輌，農具他 ４０．５ ４．８ ５４．７ ５９．２ ３．５ ３７．３
７１ 古 物 １８．２ ７．５ ７４．３ ５０．０ ５０．０ ０．０
７２ 新聞，図書，雑誌他 １４．３ ５．２ ８０．６ ３４．６ ０．０ ６５．４
７３ 其ノ他物品 ２３．９ １５．２ ６０．９ ４０．６ ３．１ ５６．３
８１ 百貨店 ― ― ― ６．３ ０．０ ９３．８
（注） １．決済時点別の分類方法は表４―１０を参照のこと。

２．網掛部分は，もっとも大きな数字を示す。
（資料）『東京市商業調査書』の３７４―３８１頁より谷沢が作成。
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表
４―
１2

仕
入
代
金
の
決
済
周
期
別
の
割
合

（
単
位
：
％
）

個
人

法
人

１
ヶ
月

以
内

２
ヶ
月

以
内

３
ヶ
月

以
内

６
ヶ
月

以
内

６
ヶ
月

以
上

そ
の
他

１
ヶ
月

以
内

２
ヶ
月

以
内

３
ヶ
月

以
内

６
ヶ
月

以
内

６
ヶ
月

以
上

そ
の
他

総
数

２６
．４

４１
．３

６．
９

１．
６

０．
５

２３
．３

２３
．４

５１
．７

５．
７

１．
４

１．
０

１６
．７

１１
穀
類
粉
類

４２
．５

８．
４

０．
５

０．
０

０．
０

４８
．６

４２
．９

１４
．３

０．
０

０．
０

１４
．３

２８
．６

１２
蔬
菜
果
物
類

５２
．１

６．
３

０．
０

０．
０

０．
０

４１
．７

１０
０．
０

０．
０

０．
０

０．
０

０．
０

０．
０

１３
豆
腐
類

２６
．２

１６
．７

２．
４

０．
０

０．
０

５４
．８

―
―

―
―

―
―

１４
魚
介
藻
類

４３
．５

１３
．０

１．
１

０．
０

１．
１

４１
．３

１０
０．
０

０．
０

０．
０

０．
０

０．
０

０．
０

１５
鳥
獣
肉
類

３９
．５

１３
．２

０．
０

０．
０

０．
０

４７
．４

５０
．０

０．
０

０．
０

０．
０

０．
０

５０
．０

１６
酒
類
調
味
料
他

１７
．５

６４
．０

５．
０

０．
８

０．
０

１２
．７

１３
．３

７６
．７

６．
７

０．
０

０．
０

３．
３

１７
菓
子
麺
麭
類

４５
．０

１０
．９

０．
９

０．
０

０．
４

４２
．８

２０
．０

４０
．０

０．
０

０．
０

０．
０

４０
．０

１８
緑

茶
１１
．３

５０
．０

１６
．１

１．
６

０．
０

２１
．０

２５
．０

２５
．０

０．
０

０．
０

０．
０

５０
．０

１９
其
他
ノ
飲
食
料
品

４１
．７

１７
．２

１．
１

１．
７

０．
６

３７
．８

５０
．０

０．
０

０．
０

５０
．０

０．
０

０．
０

２１
氷

２５
．０

０．
０

０．
０

０．
０

０．
０

７５
．０

―
―

―
―

―
―

３１
肥

料
―

―
―

―
―

―
―

―
―

―
―

―
４１

燃
料
及
ビ
工
業
用
油
脂

３８
．５

３０
．８

２．
１

０．
０

０．
０

２８
．７

０．
０

１０
０．
０

０．
０

０．
０

０．
０

０．
０

４２
木
材
竹
材

３１
．０

４７
．６

７．
１

０．
０

０．
０

１４
．３

３３
．３

３３
．３

０．
０

０．
０

０．
０

３３
．３

４３
石
材
，
煉
瓦
，
土
管
他

２３
．８

２３
．８

４．
８

４．
８

０．
０

４２
．９

３３
．３

６６
．７

０．
０

０．
０

０．
０

０．
０

４４
建
具
，
家
具
，
指
物
類

３０
．０

２８
．３

６．
７

１．
７

１．
７

３１
．７

６０
．０

２０
．０

０．
０

０．
０

０．
０

２０
．０

４５
畳
，
畳
表
，
荒
物
類

４２
．０

１６
．０

４．
９

２．
５

０．
０

３４
．６

５０
．０

０．
０

０．
０

０．
０

０．
０

５０
．０

４６
陶
磁
器
，
漆
器
，
硝
子
品

１９
．４

５０
．０

７．
１

１．
０

０．
０

２２
．４

０．
０

５０
．０

０．
０

０．
０

０．
０

５０
．０

４７
金
属
材
料
，
金
属
器
具

４０
．０

２８
．４

６．
３

０．
０

０．
０

２５
．３

３３
．３

３３
．３

０．
０

０．
０

０．
０

３３
．３

５１
皮
革
，
擬
革
，
其
ノ
製
品

１５
．４

４６
．２

１１
．５

０．
０

０．
０

２６
．９

０．
０

０．
０

０．
０

０．
０

０．
０

１０
０．
０

５２
織
物
，
被
服
類

１１
．５

６６
．９

１０
．４

１．
４

０．
５

９．
５

１０
．９

７８
．３

４．
３

０．
０

０．
０

６．
５

５３
綿
糸
編
物
，
組
物
類

３．
１

３５
．４

２９
．２

６．
２

１．
５

２４
．６

０．
０

１０
０．
０

０．
０

０．
０

０．
０

０．
０

５４
紙
，
紙
製
品
，
文
房
具

３３
．９

４５
．５

０．
８

１．
７

１．
７

１６
．５

３６
．４

６３
．６

０．
０

０．
０

０．
０

０．
０

５５
玩
具
運
動
用
具
，
遊
戯
品

２１
．４

３９
．３

３．
６

７．
１

３．
６

２５
．０

０．
０

１０
０．
０

０．
０

０．
０

０．
０

０．
０

５６
小
間
物
用
品
類

１４
．９

５０
．８

１５
．２

３．
６

０．
３

１５
．２

１０
．５

４７
．４

２６
．３

５．
３

０．
０

１０
．５

５７
履
物
雨
具
類

２６
．３

３９
．９

８．
８

３．
０

０．
６

２１
．５

１０
０．
０

０．
０

０．
０

０．
０

０．
０

０．
０

５８
薬
品
，
染
料
，
化
粧
品

２７
．４

４７
．９

２．
１

３．
２

０．
５

１８
．９

１６
．７

５０
．０

０．
０

１６
．７

０．
０

１６
．７

６１
度
量
衡
，
科
学
的
機
械
他

１４
．２

５１
．４

２１
．１

３．
２

１．
６

８．
５

１６
．７

４１
．７

０．
０

０．
０

８．
３

３３
．３

６２
電
気
，
瓦
斯
，
機
械
器
具

４５
．７

３０
．４

０．
０

０．
０

０．
０

２３
．９

１０
０．
０

０．
０

０．
０

０．
０

０．
０

０．
０

６３
機
械
，
車
輌
，
農
具
他

３０
．４

３９
．１

５．
６

２．
５

０．
６

２１
．７

１２
．５

２５
．０

１２
．５

０．
０

０．
０

５０
．０

７１
古

物
１２
．５

３７
．５

０．
０

０．
０

０．
０

５０
．０

―
―

―
―

―
―

７２
新
聞
，
図
書
，
雑
誌
他

６２
．０

４．
０

６．
０

０．
０

０．
０

２８
．０

４０
．０

６０
．０

０．
０

０．
０

０．
０

０．
０

７３
其
ノ
他
物
品

２６
．３

３０
．３

３．
０

２．
０

３．
０

３５
．４

３０
．０

１０
．０

２０
．０

０．
０

０．
０

４０
．０

８１
百
貨
店

―
―

―
―

―
―

０．
０

１０
０．
０

０．
０

０．
０

０．
０

０．
０

（
注
）
１．
決
済
周
期
別
の
分
類
方
法
は
，
表
４―
１０
を
参
照
の
こ
と
。
な
お
「
そ
の
他
」
は
，
表
４―
１０
の
「
不
定
期
ノ
モ
ノ
」
と
「
其
他
」
を
合
わ
せ
た
も
の
で
あ
る
。

２．
網
掛
部
分
は
，
平
均
よ
り
１０
％
ポ
イ
ン
ト
以
上
高
い
場
合
を
示
す
。

（
資
料
）
『
東
京
市
商
業
調
査
書
』
の
３７
４―
３８
１
頁
よ
り
谷
沢
が
作
成
。
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金面で余裕があるため時期にこだわらない店が多いことが，上旬決済を可能としているからかも

しれない。業種別では，豆腐・緑茶では個人店と同様に高いが，蔬菜果物，古物は０％であるほ

か，玩具，皮革他も２割以下であるなど，下旬決済にこだわっていない業種がある。

次に，仕入代金の決済周期を確認するために表４―１２をみておく。この表によると，個人店で

は２ヶ月以内（正確にいうと，１ヶ月以上で２ヶ月以内のこと）が全体の４１％，１ヶ月以内が

２６％となり，両者計でほぼ６割となっている。業種別には，網掛をしている新聞・図書，蔬菜

果実，菓子麺類，魚介藻類，穀類粉類など，おもに食料品で決済期間が短いことが確認できる。

この理由としては，食料品は日持ちがしないなど，商品在庫の減価が激しいことが影響している

のかもしれない。この理由は，新聞・図書でも，おもに新聞が該当するから，大いに想定される

理由であろう。一方，法人店では，２ヶ月以内が５２％と個人店よりも大きいほか，これが影響

して２ヶ月以内（１ヶ月以内を含む）が全体の７５％になるため，個人店以上に代金決済が早く

おこなわれたことがわかる。業種別にみると，この傾向が蔬菜果実，魚介藻類，履物雨具，電

気・瓦斯・機械器具などで現れている。

なお「その他」は表４―１０の「不定期ノモノ」と「其他」を合わせた項目であるが，このうち

「其他」がなにを示しているのか不明である。もしかしたら「新たな仕入をおこなった際に前の

仕入金額を支払っていた」，「ある時払い」，「売上が発生したとき」などが考えられる。いずれに

しても比較的に緩やかな決済条件に分類される項目と推測されるが，これが２割前後もありけっ

して無視できない大きさであることは注目される。この理由は，当初は１ヶ月以内に支払うとい

う約束をしていたが，資金繰りがタイトとなったため約束を履行できなくなり，結果的に「ある

時払い」に変更せざるをえなくなったことを意味していると思われる。この項目を個人店につい

てみると，総数で２３％であるが，業種別では氷７５．０％，豆腐類５４．８％，古物５０．０％で５０％を

超える高水準にある。これらの業種では，資金繰りの厳しさが推測される。

もちろん同一の店でも商品ごとに異なる決済方法が採用されていたはずだが，それを表４―１１

と表４―１２の数字はどちらか一方に分けているから，かならずしも実態を正確に把握できている

とは限らない（とはいえこのような問題点があるとしても，両表の集計結果は相応の妥当性があ

るように思われる）。また表４―１２は，面白い情報を我々に提示してくれるが，残念ながら「その

他」があるために問屋金融の強さを反映した指標として使うことができない。このため問屋金融

を反映した指標として統計解析に使用するなら，表４―９の現金仕入割合のデータが勝っていると

いえよう。

４．２．『小売業経営調査』

次に東京商工会議所が実施した『東京市内ニ於ケル小売業経営並ニ金融調査』（以下，『小売業

経営調査』と略記）をあげよう（１３９）。すでに筆者の論文中では，繰り返し使用してきた調査であ

るが，とりあえず簡単に調査概要を説明しておく。同調査は，『商業調査書』と同様に商工省か
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らの依頼にもとづき，東商が東京市内の小売商を対象として１９３６年１月に，１９３５年（または同

年１２月末現在）を調査対象時期として実施した本格的な経営調査であった。当調査の正式名称

からわかるように，金融面にも力を入れていた調査である。ちなみに小売商を対象としているた

め，調査票（表面）の最初の部分で，本業 小売業，兼業 小売業，其の他

といった記入欄が作られている。おそらくこの記入欄をみた店主は，一部の商品で卸売業をおこ

なっていたとしても，それを除外して記帳していたと推測される。

当調査は，調査対象店数は９３９店であるため，『商業調査書』より大幅に少ないとはいえ，か

なりまとまった店舗数を集計した調査となっている。また当調査の直後には，後述の『実地調

査』にも調査形式が踏襲されている点で，当時から重要な調査と位置付けられていた。そして当

調査は，幸運なことにその調査票が１店の欠落もなくすべて保管されており，それらを使って場

合によっては新たに最終報告書にない集計表を作成することができる。この点では，当調査が３

つの調査のなかでもっとも魅力的なものであるといえよう。いまこれら３調査の店舗数について

その規模別分布を比較すると，表４―１３のようになる。この表によると，総資産が３，０００円未満

の零細規模が『東京市商業調査書』７１％＞『小売業経営調査』２６％・『金融実地調査』２７％と

なっているため，当調査は『東京市商業調査書』よりも相対的に小規模のデータが少ないが，そ

れでもまとまった分量であり，小売商に関する貴重な情報を提供してくれる。

以下では，資金（借入金）の調達内訳と問屋金融に関連した項目に絞って，調査票の形式から

話を始めよう。この関連では，調査票（裏面）の第一表と第二表が注目される。まず第一表で

は，事業資金関連の項目が調べられている。すなわち借入先別に，借入金額，借入形式，金利，

期限，償還方法，保証，担保，借入目的，備考（手数料，調査料，天引額，政府の低利資金か否

か等）を記入させている。もしこれらすべての項目を詳細に記入していれば，事業資金に関して

具体的な分析が可能となろう（１４０）。『商業調査書』と比べて，だいぶ記入する内容が詳細になっ

表４―１３ ３調査の調査店舗の総資産規模別分布
（単位：店，％）

総資産規模
『東京市商業調査書』 『小売業経営調査』 『金融実地調査』

実 数 構成比 実 数 構成比 実 数 構成比
１，０００円未満 ２２，０５９ ３７．６ ８８ ９．４ １８ ４．０
３，０００円未満 １９，８０７ ３３．８ １５１ １６．１ １０４ ２３．３
５，０００円未満 ７，３１０ １２．５ １３８ １４．７ ７５ １６．８
１万円未満 ６，０６７ １０．４ １９８ ２１．１ １１４ ２５．５
３万円未満 ２，４７２ ４．２ ２４３ ２５．９ ９３ ２０．８
５万円未満 ４４９ ０．８ ５９ ６．３ １９ ４．３
５万円以上 ４３８ ０．７ ６２ ６．６ ２４ ５．４
合 計 ５８，６０２ １００．０ ９３９ １００．０ ４４７ １００．０

３，０００円未満 ４１，８６６ ７１．４ ２３９ ２５．５ １２２ ２７．３
３，０００円以上 １６，７３６ ２８．６ ７００ ７４．５ ３２５ ７２．７

（注） １．階層区分は，個人小売商の資本総額（＝総資産額）による。
２．『中小商業実地調査』では，上記のほかに総資産額の不明２４店がある。

（資料）『東京市商業調査書』は２６０―２６１頁，『金融実地調査』は３７頁の第一表，
『小売業経営調査』は個票データより谷沢が集計した。
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た点は注目される。

まず借入先について『商業調査書』と比較すると，①「銀行」は３行分のスペース（３行）が

確保されたこと，②保険が「簡易保険」と「保険会社」に分離されたこと，③「商業組合」が新

たに追加されたこと，④「無尽会社」のほかに「頼母子講」が追加されたこと，⑤「生産者問屋

卸商其ノ他ノ取引先」（以下，問屋卸商と略記）では，「掛買金」と「其ノ他借入金」に分離され

たこと，⑥その他から「市町村」と「親族友人」が分離独立したこと，などがあげられる。この

うち①は，銀行からの借入が活発であったことを反映した修正と推測される。③の商業組合

は，１９３２年９月に公布された商業組合法にもとづく共同組合組織であり，おもに組合員の共同

事業，統制事業，調査事業等をおこなうなど，かならずしも金融事業を中心に据えていたわけで

はない（１４１）。そして１９３６年１月末当時では商業組合は９０７組合に上っていたが，「商業組合は未

だその歴史も浅く，金融を行ふものも亦少ないので金融を行ふ組合名も，その貸付金額も不

明」（１４２）であった。

⑤の「掛買金」とは，具体的な説明は見つけられないが，買掛金のことと推測される。この様

式は，先述のように『商業調査書』でたんに「問屋卸商」と括られただけで，そこに買掛金を含

めるべきか否かの判断が迷った問題点を改良したものであり，明らかに問屋金融の重要性を意識

して考案された新たな項目である。このような改良は，小売商の事業資金の把握という本稿の目

的にとって大変にありがたいことである。そしてこの「掛買金」は，第二表の貸借対照表の科目

では（１６）「掛借リ」として個別項目になっているため，第一表で他の借入金といっしょに調査

されていても，簿記原理上では適正に処理されており問題を生じない。

ただし買掛金を借入金と合わせて記入させたとしても，同じ買掛債務に分類される支払手形

は，当調査ではいかに処理されたのかを確認しておかなければならない。残念ながら具体的な説

明は見当たらないが，少なくとも調査票（表面）の調査項目のうち「一七」，「四八」などで，仕

入にあたって手形を使用していたことを想定した項目が掲げられているため，支払手形の存在は

想定していたはずである。それにもかかわらず調査票（裏面）の第二表では「営業上ノ負担ノ種

類」という，いわば負債部門に相当する場所に，（１５）「借入金」，（１６）「掛借リ」，（１７）「未払経

費」しかなく，支払手形を記入できる部分が見当たらない。しかも（１６）の注書きでは「買
�

掛
�

代
�

金
�

ノ未払額ヲ記入シテ下サイ」（傍点は筆者），（１７）の注書きでは「営業上ノ費用中未払ノ分ヲ

記入シテ下サイ。（例ヘバ広告料，印刷代，電灯料等ノ未払分）」となっているから，一見すると

調査票（表面）とは異なり支払手形を想定していないように考えられる（なお横道に逸れるが，

（１７）の費用項目はいずれも簿記上では未払金として処理されるものである）。

しかしそれはありえない話であるため，注書きをもとに強いて判断すると（１６）「買掛代金」

のなかに支払手形が含まれると考えるしかない（実は，このように掛けと手形支払いを合わせた

考え方は，先述のとおり『商業調査書』でも採用されていた）。また（１７）は，ほとんどが営業

上の未払金であるため，簿記上では買掛金とみなすべきである（１４３）。そうすると先述の第一表に
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おける問屋卸商の「掛買金」とは，問屋卸商とのあいだの買掛金＋支払手形を合わせた金額，借

入先「其ノ他」には問屋卸商以外の買掛金＋支払手形の合計を書くべきかもしれない。いずれに

しても本稿では，（１５）と（１６）の合計はたんなる借入金と分けて考える必要があるため，簿記

上では専門用語が付けられていないものの，便宜上「借入債務」と呼ぶことにする。『商業調査

書』と比べて，問屋金融を把握するにはだいぶ実態に近くなったといえよう。

次に「借入形式」の部分で，以下のような記入例が具体的に示されていることに注目してほし

い。

「 一．手形割引

二．当座貸越

三．手形貸付

四．証書貸付

五．或ハ其ノ他如何ナル貸付ニ属スルカヲ御記入下サイ」

この５つの項目のうち，手形割引と手形貸付が別個に掲げられているため，それぞれ現在と同

じ意味で使用できるはずだ。前節の手形取引に関する議論の部分で言及したように，手形割引と

手形貸付を混同する使用法があったことを考慮すると，この調査では実態を正確に把握できるよ

うになった。ただし手形割引は所有権が移転していることより，簿記上では負債とみなされてい

ないため，現在よりも拡大した借入金の定義といえよう（１４４）。この部分は注意すべき点である

が，そもそも手形を使用している小売商は多いとはいえないから，さほど神経質になる必要はな

いかもしれない。

このほか借入金を，長期・短期に分ける注書きや記述もおこなわれていない。この事実は，借

入先が事務上でこのような分類をおこなっていなかったことを示唆するのかもしれない。ただし

「期限」「借入目的」を読めば，自ずとそれが短期（＝運転）資金か，長期（＝設備）資金かの判

断はつくはずである。もちろんこれらの項目を丁寧に記述していれば，の話であるが。少なくと

も前節で，短期・長期に分けて資金繰分析をおこなう必要性を強調したが，この点に即してなん

らかの処理が必要になろう。

なお第一表の関連では，同表の下半分に興味深い記入項目が設置されている。このうち注目す

べき項目のみ以下にあげておく。

「（前略）

借入金ノ最モ必要ナル時期ハ如何ナル場合デスカ

（ ）

（中略）

近年借入条件ニ変更ガアリマシタカ（期限ガ短クナリマシタ，又ハ担保ヲ入レル

様ニナリマシタ等）

（ ）
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金融上ノ希望

１．現在金融ヲ受ケル上ニハドンナ困難ガアリマスカ

（ ここは自由記述欄。以下，各項目とも同様につき省略。 ）

２．営業上最低如何程ノ借入金ヲ必要トシマスカ

３．借入金ハ何処ガ一番便利デスカ

４．営業上苦痛デナイ金利ハドレ位デスカ

５．借入ニハ何ンナ担保ガ一番便利デスカ

６．保証人ヲ頼ムニハ（団体ヲ含ム）一番便利デスカ

７．借入形式ノ期限，償還方法，保証人，金融機関其ノ他ニ付希望ガアレバ

何デモ買イテ下サイ 」

以上の各質問項目は，きわめて興味深いものであり，当時の小売商がおかれていた金融環境の

実態を生き生きと描き出すことのできる情報といえよう。

次に第二表では，Ｂ／Ｓに該当する上半分のデータのうち，「営業上ノ負担ノ種類」のうち

「（１５）借入金」，「（１６）掛借リ」，「（１７）未払経費」が，小売商の事業資金関連の項目である。こ

のうち「掛借リ」は問屋金融の対象項目とみて差し支えなかろう。一方，下半分のＰ／Ｌに関連

した費用項目では，直接的に問屋金融に関するものはないが，「（２０）売上商品原価」は以下の滞

留月数を計算する際に利用する，きわめて重要な指標である。この点は以下の資金繰分析の関連

で，強調しておきたい。

このほか問屋金融に関連した調査項目が，調査票（表面）でも確認することができる。すなわ

ち「第二、仕入ニ関スル事項」のなかに，以下の項目があげられる。ここで は枠内に該

当する数字を記入し，その他は該当する項目に×印をつけるように運用されていた（以下の設問

はいずれも縦書きであるが，位置関係を維持したまま横書きとしている）。

一

「

七、仕入代金ハ

�
�
�
�
�
�
�

現金又ハ小切手引換払 �
�
�
�
�
�
�

月 回現金又ハ小切手払

商品ト引換ニ 日期限ノ手形払
デス

月 回 日期限ノ手形払
�
�
�
�
�
�
�

仕入数量ニ応ジテ 歩引

一八、代金ノ支払ニ 割戻

�
�
�
�
�

ガアリマス

当ッテハ 其ノ他ノ奨励法

現金又ハ小切手引換払ニ対シテ歩引ガアリマス
�
�
�
�
�

保証金ヲ出シテ

一九、仕入先ニ

�
�
�
�
�

ヰマス

担保ヲ入レテ 」

このうち「一七」の４列の情報は，それぞれどのように関連しているのかが説明されていない
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が，前２列と後ろ２列が独立した質問と考えるべきかもしれない。実際に記入された内容から推

測すると，少なくとも店主側は１行目で現金支払いの有無を，２行目でその頻度を，それぞれ回

答しているようである。また３行目と４行目はそれぞれ類似の設問であるため，合計して分析せ

ざるをえないだろう。いずれにしてもこの設問は，きわめて中途半端なものであり，店主側は大

いに困惑したのではなかろうか。
ぶ びき

同様に「一八」も回答しづらい設問であるが，歩引とは「買手が売手に，実際の取引高の１～

２％を上乗せした仕切書を作成させ，上乗せ分を一定の期間にわたり，売手に預託しておくこ
わりもどし

と」，割戻とは「一定期間の取引高にもとづいて，期末に取引代金の一定の割合を得意先に対し

て払戻すこと」である（１４５）。いずれもかなり以前から行われていた商慣習であり，とくに後者は

現在「リベート」と呼ばれている。これらは小売商と卸商（問屋）との力関係の結果として発生

し，資金繰りにも影響する事項である。ちなみに商習慣を示すこれらの項目は，他の調査では

まったく調べられていないため，当調査は貴重な情報を提供してくれる。ただし問屋との関係で

は，すでに口銭といった形で手数料を支払うことが知られていたが，この口銭と歩引・割戻がい

かなる関係にあるのかを説明した資料類は，いまのところまったく入手できていない。

「一九」も当時の商慣習を把握できる点で興味深い設問である。すなわち問屋からすると，と

にかく自分の商品を小売商の店先に置いてもらわないかぎり，自らの売上を達成することはでき

ない。その反面，経営体力のない小売商に商品を買い取らせるか，委託販売させることはリスク

がともなうものである。このリスクを低減させるために，保証金または担保を徴求することが考

えられる。特にここでの担保とは，借入をする際の担保とは異なるものであるが，これらの債権

を徴求できるためには，「一八」と同様に小売商と卸商（問屋）との力関係を反映して決められ

る項目であろう。

ところで担保について若干，注意点を述べておきたい。それは当調査では担保を上記の借入金

ごとに詳しく調べており，特にその種類などが明らかになったことである。『商業調査書』では

まったく調べられていなかったから，これは大きな進歩である。ちなみに金融機関側が現行の融

資手続き上で担保を徴求する際には，次のような多様な形態の担保が想定される。①仕入商品・

原材料を占有すること（いわゆる質権の設定），②銀行などで預貯金をおこなわせること（歩積

両建），③土地・建物等に抵当権を設定すること，④工場財団などの財団を組成させそれに抵当

権を設定すること。このうち①は，荷為替手形の実施にあたって，銀行側が指定の倉庫に商品を

保管しておき，しかるべき支払いがおこなわれない場合にはそれで債権を回収することを想定し

ていた。ただし商工審議会の「中小工業ニ対する金融改善方策要綱」（１９２７年１０月答申）で

「二、原料買入資金―（中略）此ノ買入原料ヲ担保トシテ資金ヲ貸付クルモノトス，但シ実際ニ

於テ資金ハ原料ヲ買入ルル為ニ必要ナルヲ以テ，先ツ之レカ融通ヲ図ルニ非サレハ担保物件タル

原料ノ購入ハ不可能ナル状況ナリ」（１４６）と指摘しているように，必ずしも容易なことではない。

③，④の抵当権は，普通抵当権と根抵当権の２種類が想定されるほか，④の財団組成の事例と
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「

しては加工・製造部門を併設した小売商等が該当する。ただし④については，一般的な商品仕

入・販売を中心とした小売商では，財団を組成していないため適用できない手法であろう。ちな

みに東京商工会議所の作成した「中小商工業資金特別融通案」（１９２９年７月発表）では，以下の

ような担保が例示されている。この答申は，あくまで工業者の場合を想定しているが，当時の金

融機関でいかなる担保が使用されていたのか，その実態を明らかにできるため，小売商でも参考

となる内容である。

「乙、担保附貸付

（中略）

ホ 安全保証

（Ａ）保証人 確実ナル保証人一人以上ヲ要ス

（Ｂ）担保ハ左ニ列記スルモノヲ以テ之ニ充ツ

１ 工場財団

２ 土地建物及機械器具

建物ノ場合ハ借地権ヲ考慮シテ寛大ニ評価スルコト

３ 船舶

４ 有価証券（国債地方債，各種債券，株券，社債券，保険証券，倉庫証券等

５ 原料及商品

６ 預金債券

７ 電話加入権

８ 家具什器 」（１４７）

実務上からみて，すでに工場財団や電話加入権が担保として使用されていたほか，地価の評価

では借地権を考慮していた点も興味深い。以上のように，一口に担保といっても実に多種多様で

あり，それを確定しないとこの項目は中途半端なものとなろう。当調査では「金融調査」と命名

されていることもあり，ある程度の具体的な記述が求められていた。

このほか調査票（表面）の「第四、財務ニ関スル事項」のなかにも，以下のような掛けや手形

に関する情報を入手できる項目が設けられている。『商業調査書』と比べて，手形の項目を追加

した点では改良されているが，そのサイトが記入できない点で依然として不完全なものである。

現金 円
�
�
�
�
�

最近一ヶ年金 円 内

�
�
�
�
�

掛 円

四八、仕入代金ハ（製造ヲ 手形 円

兼ヌルモノハ原料 （以下，省略）

ノ仕入高ヲモ含メ

テ下サイ） 」

もっともこの項目は極めて重要であると思われるが，それにもかかわらず最終報告書では「最
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近一ヶ年金 円」の関連数字のみ集計され，その内訳である現金，掛，手形の各金額が集

計されていない（１４８）。残念なことであるが，これは利用することができない。

最後に，以上のデータにもとづく統計表の概要についても言及しておきたい。実は，当調査で

は調査結果の集計表に相当する最終報告書『東京市内ニ於ケル小売業経営並ニ金融調査』（商工

調査第７０号）が公表されているほか，調査事務局のあった東京商工会議所が保管していた調査

票の個票データ，およびそれを見やすいように再集計した中間集計表も入手できるなど，合計３

種類のデータが揃っている（１４９）。これほど充実した調査は珍しいが，本稿の目的がおもに事業資

金の全体像を把握することに主眼が置かれているため，本稿では基本的に最終報告書の集計デー

タにもとづき議論を進めていきたい。もちろん個票データでしか入手できない貴重な情報も多い

が，これらのデータを使った本格的な分析は別稿に譲ることとしたい。

なお最終報告書の構成は，調査票（表面）の「Ａ 報告店ノ営業組織」から「七十三 店員ニ

対スル福利施設」までを対象とした「本編」，調査票（裏面）の「第一表 Ⅰ 金融機関別借入

金（各業種別及総計）」から「第三表 Ⅷ 公租公課ノ構成割合」までの「附表」，他地区（大阪

など１２都市）でおこなわれた同種調査の概要を記した「附録」（わずか１頁のみ）の３部となっ

ている。このうち２番目の「附表」が調査名の一部「金融調査」に該当することからわかるよう

に，金融調査部分は経営調査部分よりも明らかに扱いが軽くなっている。この事実に対する具体

的な理由は明らかになっていないが，おそらく調査票（裏面）の第一表（借入金の内訳表）の回

答状況がかならずしも思わしくなかったため，積極的に集計することを控えたためと推測され

る。この推測は，１店当り金融機関別の借入金内訳が実数で公表されていないことでも裏付けら

れよう。このような事実は，以下のデータ分析にあたっても考慮しておく必要があるかもしれな

い。初めに付言しておきたい。

＊

以上の主要調査項目のうち，まず借入金の借入目的を表４―１４（左側）でみてみる。この表で

は，店別の借入目的を「事業創設」，「事業拡張又ハ改良資金」，「損失補填ノ為」，「旧債借換ノ

為」，「通常ハ運転資金調達ノ為」，「其ノ他」，「不詳」の７つに分類してその店舗数の構成比を示

しているが，これは自由記述によって様々な目的が書かれた回答を，集計にあたって７項目に集

約化したものであり，初めからこれらの選択肢が提示されていたわけではない。

まずこの分類は，我々が通常使用する借入目的の分類と異なっていることに注目しておきた

い。すなわち現在は，運転資金・設備資金という二分法が使用されるが，この分類にしたがう

と，この表では設備資金に関連した分類名が含まれていない。この理由として，大半の小売商で

は貸店舗で開業した後にも事業拡張のための商品仕入（つまり在庫投資）が資金需要の大半を占

める，換言すると不動産を保有する設備投資があまり生じないという業種特性を反映しているか

らと推測される。さらに開業後数年で経営破綻する確率が高いという事情も影響しよう。その代

わりこの表で，「事業拡張又ハ改良資金」は意図した在庫投資と取り揃え商品の入れ替えの資金，
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表４―１４ 借入金の借入目的・形式（機関内構成比）（１）
（単位：％）

借入目的 借入形式

項 目 構成比 項 目 構成比
銀 行 事業創設

事業拡張又ハ改良資金
損失補填ノ為
旧債借換ノ為

通常ハ運転資金調達ノ為
其ノ他
不 詳

２．８
１０．３
１０．３
４．８
５２．４
０．７
１８．６

手形割引
当座貸越
手形貸付
証書貸付
其の他
不 詳

８．３
１０．３
６．９
５１．０
０．０
２３．４

保険会社 事業創設
事業拡張又ハ改良資金

損失補填ノ為
旧債借換ノ為

通常ハ運転資金調達ノ為
其ノ他
不 詳

１．２
７．１
１０．７
２．４
３６．９
１．２
４０．５

手形割引
当座貸越
手形貸付
証書貸付
其の他
不 詳

２．４
０．０
１．２
４９．４
６．０
４１．０

簡易保険 事業創設
事業拡張又ハ改良資金

損失補填ノ為
旧債借換ノ為

通常ハ運転資金調達ノ為
其ノ他
不 詳

１．９
０．０
１７．０
１．９
３２．１
０．０
４７．２

手形割引
当座貸越
手形貸付
証書貸付
其の他
不 詳

０．０
０．０
１．９
３９．６
１．９
５６．６

信用組合 事業創設
事業拡張又ハ改良資金

損失補填ノ為
旧債借換ノ為

通常ハ運転資金調達ノ為
其ノ他
不 詳

３．２
１２．７
５．６
０．８
５４．８
１．６
２１．４

手形割引
当座貸越
手形貸付
証書貸付
其の他
不 詳

１２．７
０．８
７．１
３４．１
４．０
４１．３

商業組合 事業創設
事業拡張又ハ改良資金

損失補填ノ為
旧債借換ノ為

通常ハ運転資金調達ノ為
其ノ他
不 詳

０．０
０．０
０．０
０．０
２０．０
０．０
８０．０

手形割引
当座貸越
手形貸付
証書貸付
其の他
不 詳

０．０
０．０
０．０
６０．０
０．０
４０．０

金貸業者 事業創設
事業拡張又ハ改良資金

損失補填ノ為
旧債借換ノ為

通常ハ運転資金調達ノ為
其ノ他
不 詳

０．０
８．３
４．２
８．３
１６．７
４．２
５８．３

手形割引
当座貸越
手形貸付
証書貸付
其の他
不 詳

１２．５
０．０
４．２
４１．７
０．０
４１．７

無尽会社 事業創設
事業拡張又ハ改良資金

損失補填ノ為
旧債借換ノ為

通常ハ運転資金調達ノ為
其ノ他
不 詳

１．２
４．９
１２．２
０．０
２５．６
２．４
５３．７

手形割引
当座貸越
手形貸付
証書貸付
其の他
不 詳

１．２
０．０
１．２
２９．３
１．２
６７．１

頼母子講 事業創設
事業拡張又ハ改良資金

損失補填ノ為
旧債借換ノ為

通常ハ運転資金調達ノ為
其ノ他
不 詳

０．０
４．７
４．７
２．３
２７．９
０．０
６０．５

手形割引
当座貸越
手形貸付
証書貸付
其の他
不 詳

４．７
０．０
０．０
２５．６
０．０
６９．８

問屋（掛買金） 事業創設
事業拡張又ハ改良資金

損失補填ノ為
旧債借換ノ為

通常ハ運転資金調達ノ為
其ノ他
不 詳

１．２
２．１
１．７
０．８
２６．４
０．８
６６．９

手形割引
当座貸越
手形貸付
証書貸付
其の他
不 詳

１．７
０．０
２．９
０．８
０．０
９４．６
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問屋（その他借入金） 事業創設
事業拡張又ハ改良資金

損失補填ノ為
旧債借換ノ為

通常ハ運転資金調達ノ為
其ノ他
不 詳

―
―
―
―
―
―
―

手形割引
当座貸越
手形貸付
証書貸付
其の他
不 詳

―
―
―
―
―
―
―

市町村 事業創設
事業拡張又ハ改良資金

損失補填ノ為
旧債借換ノ為

通常ハ運転資金調達ノ為
其ノ他
不 詳

０．０
０．０
０．０
０．０
０．０
０．０

１００．０

手形割引
当座貸越
手形貸付
証書貸付
其の他
不 詳

０．０
０．０
０．０
０．０
０．０

１００．０

質 屋 事業創設
事業拡張又ハ改良資金

損失補填ノ為
旧債借換ノ為

通常ハ運転資金調達ノ為
其ノ他
不 詳

０．０
０．０
０．０
０．０
０．０
０．０

１００．０

手形割引
当座貸越
手形貸付
証書貸付
其の他
不 詳

０．０
０．０
０．０
０．０
０．０

１００．０

親戚友人 事業創設
事業拡張又ハ改良資金

損失補填ノ為
旧債借換ノ為

通常ハ運転資金調達ノ為
其ノ他
不 詳

２．７
１０．０
１０．５
１．８
３７．４
０．９
３６．５

手形割引
当座貸越
手形貸付
証書貸付
其の他
不 詳

２．３
０．０
０．９
５７．１
２．７
３７．０

其の他 事業創設
事業拡張又ハ改良資金

損失補填ノ為
旧債借換ノ為

通常ハ運転資金調達ノ為
其ノ他
不 詳

０．０
９．５
０．０
０．０
４．８
０．０
８５．７

手形割引
当座貸越
手形貸付
証書貸付
其の他
不 詳

０．０
０．０
４．８
９．５
４．８
８１．０

合 計 事業創設
事業拡張又ハ改良資金

損失補填ノ為
旧債借換ノ為

通常ハ運転資金調達ノ為
其ノ他
不 詳

１．９
７．０
７．６
１．９
３５．８
１．０
４４．８

手形割引
当座貸越
手形貸付
証書貸付
其の他
不 詳

４．３
１．５
３．１
３３．７
１．８
５５．５

（参考） 業態別分類（注：銀行は上記を参照）

中小企業向金融機関 事業創設
事業拡張又ハ改良資金

損失補填ノ為
旧債借換ノ為

通常ハ運転資金調達ノ為
其ノ他
不 詳

２．０
７．５
１０．１
１．２
４０．０
１．４
３７．７

手形割引
当座貸越
手形貸付
証書貸付
其の他
不 詳

５．５
０．３
３．５
３７．５
３．５
４９．７

非金融機関 事業創設
事業拡張又ハ改良資金

損失補填ノ為
旧債借換ノ為

通常ハ運転資金調達ノ為
其ノ他
不 詳

１．６
５．８
５．３
１．６
２９．０
０．９
５５．８

手形割引
当座貸越
手形貸付
証書貸付
其の他
不 詳

２．５
０．０
１．９
２７．０
１．２
６７．３

（注） １．銀行とは，普通銀行，貯蓄銀行，特殊銀行，信託会社の合計である。
２．中小企業向金融機関とは保険会社，簡易保険，信用組合，無尽会社であり，
非金融機関とは全体より銀行と中小企業向金融機関を除いた機関である。

（資料） 東京商工会議所編『東京市内ニ於ケル小売業経営並ニ金融調査』（商工調査
第７０号）のうち，借入目的は５１頁，借入形式は同４８頁より谷沢が加工し
た。
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「通常ハ運転資金調達ノ為」は日常的な決済資金の不足が生じたときに一時的に調達した資金と

いった程度ではなかろうか。さらに「事業創設」はもちろん開業時の創業資金であり，その大半

は商品仕入代であろう。他方，「損失補填ノ為」と「旧債借換ノ為」はわかりづらいが，前者は

突発的な赤字の発生にともなう資金，後者は債務返済のために別の金融機関等から借り入れた借

換資金と推測される。いずれにしても借入目的の選択肢としてみた場合に，実態をこれらに正確

にあてはめることができるかやや疑問を持つ内容であろう。

はじめに合計をみると，不詳が４５％もあるためかなり精度が悪いが，とりあえず運転資金の

調達のためが３６％と一番多くなっている。この数字はかなり抑えた水準であろうが，これが一

番多いという事実は妥当なものであろう。これを金融機関別にみると，問屋（掛買金）で運転資

金の調達が多いほか，銀行でも同項目が一番多かった。もっとも問屋（掛買金）で不詳が６７％

に達しているため，これらの数字の信頼性はかなり低いと言わざるを得ない。しかしこれを考慮

しても，運転資金の多くを問屋に依存していたことは，問屋金融との関係上で妥当なものであ

る。また市町村からの貸付が２店しかなかったことは意外であった。その内訳は，蔬菜果実１店

（蔬菜２８号で１５円）と薪炭１店（薪炭３６号で３，５００円）であった。両店ともその使用している

制度名が判別できなかったが，このうち薪炭店は売上高８，０００円の小規模経営であり，不動産を

担保として年６％の金利で年賦償還をしていた。９３９店中でわずか２店しか制度資金を利用して

いなかったから，ほとんど制度資金は有効に機能していなかったというべきだろう。

借入形式でも，表４―１４（右側）のように調査項目に大きな差が発生している。すなわち当調

査では，手形割引，当座貸越，手形貸付，証書貸付，其の他の４種である。周知のように，買掛

金に処理されることの多い商品の仕入代金が実質的に信用貸となるから，この項目は除外されて

いる。合計では，不詳が５６％に達するためさほど数字の信頼性は高いとはいえないが，それで

も判明するうちでは証書貸付が３４％で最も高くなっている。銀行に限ってみると，５１％に達し

ている。しかし運転資金にもかかわらず証書貸付をおこなうというイメージは，零細経営の多い

なかではどうしても違和感があろう。また問屋（掛買金）では不詳が９５％に達しており，手形

貸付が３％程度にすぎなかった。これは不詳に信用貸が含まれているためと推測される。

借入期間・償還方法・担保の有無では，表４―１５のように合計で不詳がかなり多くなっている

など，借入形式以上に良質なデータとはいいがたい。当調査は，全般的に極めて詳細な情報を入

手できるが，いずれの項目でも不詳がかなり多くなっているため，この表の情報を利用する際に

は注意しなければならない。まず左側の借入期間は，借換を繰り返している場合に，最初の借入

時からの経過年数として把握しているか否かによって期間が大きく変わってくる。つまり経営が

悪化して当初の条件で返済がおこなえなくなると，条件変更がおこなわれるはずであり，その手

続き等で当初からの期間を計算するか，それとも条件変更後の期間とするかで大きく期間が変

わってくる。もちろん記憶が錯綜する可能性も捨てきれないから，これが不詳の多くなった理由

かもしれない。
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表４―１５ 借入金の借入条件の概要（機関内構成比）（２）
（単位：％）

借入期間 償還方法 担保の有無

項 目 構成比 項 目 構成比 項 目 構成比
銀 行 ３ヶ月未満

６ヶ月未満
１ヶ年未満
３ヶ年未満
５ヶ年未満
１０ヶ年未満
１０ヶ年以上
不 詳

７．６
２．１
０．７
１５．２
２５．５
１０．３
１０．３
２８．３

定 期
年 賦
半年賦
月 賦
日 掛
不 詳

１９．３
２０．７
３．４
２３．４
０．０
３３．１

不動産担保
有価証券担保

商品其ノ他動産担保
債権担保
其ノ他ノ担保
不 詳

２３．４
１９．３
６．９
８．３
４．１
３７．９

保険会社 ３ヶ月未満
６ヶ月未満
１ヶ年未満
３ヶ年未満
５ヶ年未満
１０ヶ年未満
１０ヶ年以上
不 詳

１．２
０．０
８．３
２１．４
４．８
１．２
８．３
５４．８

定 期
年 賦
半年賦
月 賦
日 掛
不 詳

２１．４
１０．７
２．４
２．４
０．０
６３．１

不動産担保
有価証券担保

商品其ノ他動産担保
債権担保
其ノ他ノ担保
不 詳

３．６
４８．８
２．４
４．８
０．０
４０．５

簡易保険 ３ヶ月未満
６ヶ月未満
１ヶ年未満
３ヶ年未満
５ヶ年未満
１０ヶ年未満
１０ヶ年以上
不 詳

０．０
０．０
０．０
５４．７
０．０
１．９
０．０
４３．４

定 期
年 賦
半年賦
月 賦
日 掛
不 詳

５．７
１１．３
０．０
１．９
０．０
８１．１

不動産担保
有価証券担保

商品其ノ他動産担保
債権担保
其ノ他ノ担保
不 詳

０．０
３５．８
０．０
０．０
０．０
６４．２

信用組合 ３ヶ月未満
６ヶ月未満
１ヶ年未満
３ヶ年未満
５ヶ年未満
１０ヶ年未満
１０ヶ年以上
不 詳

２．４
１１．９
０．０
１４．３
８．７
１６．７
１１．９
３４．１

定 期
年 賦
半年賦
月 賦
日 掛
不 詳

２２．２
１１．９
１．６
２７．０
０．０
３７．３

不動産担保
有価証券担保

商品其ノ他動産担保
債権担保
其ノ他ノ担保
不 詳

３８．１
４．８
２．４
３．２
１．６
５０．０

商業組合 ３ヶ月未満
６ヶ月未満
１ヶ年未満
３ヶ年未満
５ヶ年未満
１０ヶ年未満
１０ヶ年以上
不 詳

０．０
０．０
２０．０
２０．０
２０．０
０．０
０．０
４０．０

定 期
年 賦
半年賦
月 賦
日 掛
不 詳

０．０
２０．０
０．０
６０．０
０．０
２０．０

不動産担保
有価証券担保

商品其ノ他動産担保
債権担保
其ノ他ノ担保
不 詳

２０．０
０．０
０．０
０．０
２０．０
６０．０

金貸業者 ３ヶ月未満
６ヶ月未満
１ヶ年未満
３ヶ年未満
５ヶ年未満
１０ヶ年未満
１０ヶ年以上
不 詳

８．３
４．２
４．２
８．３
０．０
８．３
４．２
６２．５

定 期
年 賦
半年賦
月 賦
日 掛
不 詳

２５．０
４．２
０．０
４．２
０．０
６６．７

不動産担保
有価証券担保

商品其ノ他動産担保
債権担保
其ノ他ノ担保
不 詳

１２．５
０．０
４．２
０．０
０．０
８３．３

無尽会社 ３ヶ月未満
６ヶ月未満
１ヶ年未満
３ヶ年未満
５ヶ年未満
１０ヶ年未満
１０ヶ年以上
不 詳

１．２
０．０
０．０
１１．０
１３．４
１３．４
２．４
５８．５

定 期
年 賦
半年賦
月 賦
日 掛
不 詳

６．１
１５．９
０．０
３１．７
２．４
４３．９

不動産担保
有価証券担保

商品其ノ他動産担保
債権担保
其ノ他ノ担保
不 詳

１０．８
１．２
１．２
３．６
２．４
８０．７
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頼母子講 ３ヶ月未満
６ヶ月未満
１ヶ年未満
３ヶ年未満
５ヶ年未満
１０ヶ年未満
１０ヶ年以上
不 詳

０．０
０．０
４．７
２７．９
４．７
０．０
７．０
５５．８

定 期
年 賦
半年賦
月 賦
日 掛
不 詳

２．３
１６．３
０．０
２５．６
４．７
５１．２

不動産担保
有価証券担保

商品其ノ他動産担保
債権担保
其ノ他ノ担保
不 詳

０．０
２．３
０．０
２．３
０．０
９５．３

問屋（買掛金） ３ヶ月未満
６ヶ月未満
１ヶ年未満
３ヶ年未満
５ヶ年未満
１０ヶ年未満
１０ヶ年以上
不 詳

１８．２
０．０
０．０
０．０
０．４
０．０
０．０
８１．４

定 期
年 賦
半年賦
月 賦
日 掛
不 詳

１．２
０．８
０．４
２．９
０．０
９４．６

不動産担保
有価証券担保

商品其ノ他動産担保
債権担保
其ノ他ノ担保
不 詳

０．４
０．０
０．０
０．０
０．０
９９．６

問屋（その他借入金） ３ヶ月未満
６ヶ月未満
１ヶ年未満
３ヶ年未満
５ヶ年未満
１０ヶ年未満
１０ヶ年以上
不 詳

―
―
―
―
―
―
―
―

定 期
年 賦
半年賦
月 賦
日 掛
不 詳

―
―
―
―
―
―

不動産担保
有価証券担保

商品其ノ他動産担保
債権担保
其ノ他ノ担保
不 詳

―
―
―
―
―
―

市町村 ３ヶ月未満
６ヶ月未満
１ヶ年未満
３ヶ年未満
５ヶ年未満
１０ヶ年未満
１０ヶ年以上
不 詳

０．０
０．０
０．０
０．０
０．０
０．０
０．０

１００．０

定 期
年 賦
半年賦
月 賦
日 掛
不 詳

０．０
０．０
０．０
０．０
０．０

１００．０

不動産担保
有価証券担保

商品其ノ他動産担保
債権担保
其ノ他ノ担保
不 詳

０．０
０．０
０．０
０．０
０．０

１００．０

質 屋 ３ヶ月未満
６ヶ月未満
１ヶ年未満
３ヶ年未満
５ヶ年未満
１０ヶ年未満
１０ヶ年以上
不 詳

０．０
０．０
０．０
０．０
０．０
０．０
０．０

１００．０

定 期
年 賦
半年賦
月 賦
日 掛
不 詳

０．０
０．０
０．０
０．０
０．０

１００．０

不動産担保
有価証券担保

商品其ノ他動産担保
債権担保
其ノ他ノ担保
不 詳

０．０
０．０
０．０
０．０
０．０

１００．０

親戚友人 ３ヶ月未満
６ヶ月未満
１ヶ年未満
３ヶ年未満
５ヶ年未満
１０ヶ年未満
１０ヶ年以上
不 詳

１．４
０．５
０．９
１７．８
８．２
６．４
８．２
５６．６

定 期
年 賦
半年賦
月 賦
日 掛
不 詳

２０．５
１１．９
１．４
３．７
０．５
６２．１

不動産担保
有価証券担保

商品其ノ他動産担保
債権担保
其ノ他ノ担保
不 詳

５．５
０．５
０．９
０．０
０．９
９２．２

其の他 ３ヶ月未満
６ヶ月未満
１ヶ年未満
３ヶ年未満
５ヶ年未満
１０ヶ年未満
１０ヶ年以上
不 詳

４．８
０．０
０．０
０．０
４．８
９．５
０．０
８１．０

定 期
年 賦
半年賦
月 賦
日 掛
不 詳

４．８
０．０
０．０
４．８
０．０
９０．５

不動産担保
有価証券担保

商品其ノ他動産担保
債権担保
其ノ他ノ担保
不 詳

４．５
４．５
０．０
０．０
９．１
８１．８

合 計 ３ヶ月未満
６ヶ月未満
１ヶ年未満
３ヶ年未満
５ヶ年未満
１０ヶ年未満
１０ヶ年以上
不 詳

６．３
１．９
１．３
１４．２
８．１
６．３
５．８
５６．１

定 期
年 賦
半年賦
月 賦
日 掛
不 詳

１３．１
１０．４
１．２
１２．１
０．５
６２．７

不動産担保
有価証券担保

商品其ノ他動産担保
債権担保
其ノ他ノ担保
不 詳

１０．６
９．３
１．８
２．３
１．４
７４．６
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まず合計をみると，１年未満の短期資金が９．５％にすぎないことは驚くべき事実である。表４―

１４の借入目的で確認したように，純粋な運転資金である「通常ハ運転資金調達ノ為」が３５．８％

であるから，どうみても運転資金を長期借入金で調達していることになる。現行の金融常識では

考えられない事態が発生している。やはりこれは，上記のように返済が困難となり条件変更をお

こなった案件がかなりの割合を占めていたことの傍証であるように思われる。特に銀行で３年以

上が４６％に上るのは，注目すべき事実である。この背景には，やはり運転資金の延滞が発生し

ていた可能性を推測させよう。これでは銀行側が小売商の貸付に慎重になるのは，もっともなこ

とである。

中間部分の償還方法では，合計でみると定期・年賦・月賦がほぼ等しくなっており，多様な方

法が採用されている。金融機関別では，月賦の割合が商業組合６０％，無尽会社３２％，信用組合

２７％，頼母子講２６％，銀行２３％で高くなっている。さらに右側にある担保の有無でも，様々な

方法が採用されている。合計では，不動産担保と有価証券が多くなっている。機関別では，保険

会社と簡易保険では有価証券の担保が多く，反対に信用組合，銀行では不動産担保が多い。ちな

みに調査票（裏面）の第一表の下半分にある「金融上ノ希望」のうち「借入ニハ何ンナ担保ガ一

番便利デスカ」という質問の回答をみると，全回答数２８７店のうち不動産１２３店（４３％），有価

証券８４店（２９％）となり，不動産が担保として魅力的と感じている割合が一番高かった（１５０）。

この事実は，「便利ナ借入先」として銀行が３分の１で一番高かったことを反映している内容で

ある。なお筆者による先行研究で，当時の小売商が担保として活用するために積極的に不動産投

資を行っていた，という仮説とも整合的な話である（１５１）。

ところで問屋（掛買金）と密接に関係する仕入代金の決済方法等については，すでに説明した

ように細かな設問をおこなっているため，それに関連した集計表を作らなければならない。まず

（参考） 業態別分類（注：銀行は上記を参照）
中小企業向金融機関 ３ヶ月未満

６ヶ月未満
１ヶ年未満
３ヶ年未満
５ヶ年未満
１０ヶ年未満
１０ヶ年以上
不 詳

１．４
４．３
２．０
２１．４
７．５
９．９
７．０
４６．４

定 期
年 賦
半年賦
月 賦
日 掛
不 詳

１５．７
１２．５
１．２
１８．３
０．６
５１．９

不動産担保
有価証券担保

商品其ノ他動産担保
債権担保
其ノ他ノ担保
不 詳

１７．３
１９．４
１．７
３．２
１．２
５７．２

非金融機関 ３ヶ月未満
６ヶ月未満
１ヶ年未満
３ヶ年未満
５ヶ年未満
１０ヶ年未満
１０ヶ年以上
不 詳

８．８
０．４
１．１
９．５
４．１
３．２
３．９
６９．１

定 期
年 賦
半年賦
月 賦
日 掛
不 詳

９．９
６．５
０．７
５．５
０．５
７６．９

不動産担保
有価証券担保

商品其ノ他動産担保
債権担保
其ノ他ノ担保
不 詳

３．２
０．５
０．５
０．２
０．９
９４．７

（注） １．銀行とは，普通銀行，貯蓄銀行，特殊銀行，信託会社の合計である。
２．中小企業向金融機関とは保険会社，簡易保険，信用組合，無尽会社であり，非金融機関とは銀行
と中小企業向金融機関を除いた機関である。

（資料） 東京商工会議所編『東京市内ニ於ケル小売業経営並ニ金融調査』（商工調査第７０号）のうち，借
入期間は４９頁，償還方法は５０頁，担保の有無は５１頁より谷沢が加工した。
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先述の調査票（表面）「一七」の前半２項目に関連した表４―１６によって現金・小切手決済の割合

をみてみる。この表によると，「現金又ハ小切手引換払」が全体の６２％を占めており，規模別に

みると小規模経営（売上高１万円未満）が６７％，大経営（同３万円以上）が５２％となり，規模

が大きいほど現金・小切手決済が少なくなっていた。ちなみに表４―９の『商業調査書』では，個

人店で現金仕入の割合が３割弱であったから，数年を経て急速に小売商に厳しくなっていた。

次に月当りの支払い回数をみると，１回が４４％でもっとも多く，次に２回となり，この２つ

で６５％を占めていた。規模別にみてさほど大きな変化はなさそうである（１５２）。ただし回数のな

かに「回数ヲ報告セザルモノ」が３０％前後含まれている点は，注目すべきことかもしれない。

なぜならこのなかには，資金繰りが厳しいため１ヶ月以
�

上
�

を経て現金等で支払う場合も含まれて

いたと想定することも可能であるからだ。つまり月当り０回に相当する状況である。この場合を

想定すると，１ヶ月以内に現金支払いをする割合は少なくとも４割程度（＝６２％×０．７）に落ち

着くかもしれない。このように考えると，『商業調査書』で現金仕入の割合が３割弱にすぎな

かったという数字との差は縮まり，同数字が必ずしも信用性が低いともいえないことになろう。

一方，手形支払いは，表４―１７で示されている。この表では手形の発行形式が２種類に分類さ

れているが，これは前述のとおり調査票（表面）の「一七」に沿った集計をおこなったためであ

る。とりあえず２種類を合計した割合は１２％程度にすぎず，昭和戦前期の東京でも中小規模の

小売商には手形が普及していなかったことが確認できる。次に「商品ト引換ニ何日期限ノ手形

払」の形式では，全体の７％がこの方式を選択している。このうち手形の期限を報告していない

ものが４％で約半分となっているが，期限にはバラつきがあるものの，おおむね１ヶ月以内と

なっている。他方，「月何回何日期限ノ手形払」という形式では，（参考）月２回以内で示される

ように，ほぼ半数が月２回以内に収まっている。このような２種類の設問から判断すると，現在

表４―１６ 仕入代金の支払方法（現金払いの場合）
（単位：店，％）

小規模経営 中経営 大経営 合 計

報告店舗数（店） ４３１ ３２１ １８７ ９３９
現金又ハ小切手引換払（％） ６７．３ ６０．４ ５２．４ ６２．０
月何回払い １００．０ １００．０ １００．０ １００．０

回数ヲ報告セザルモノ ３２．１ ２９．８ ３３．１ ３１．６
１ 回 ４５．２ ４０．８ ４５．６ ４３．８
２ 回 １８．１ ２５．７ １９．１ ２１．０
３ 回 ２．３ １．６ ２．２ ２．０
４ 回 ０．０ ０．５ ０．０ ０．２
５ 回 １．８ １．０ ０．０ １．１
６ 回 ０．０ ０．５ ０．０ ０．２
１０ 回 ０．５ ０．０ ０．０ ０．２

（注） １．月何回払いは，当設問に回答した人数に占める割合を示す。
２．「回数ヲ報告セザルモノ」のなかには，１ヶ月以上を経て仕入代金を支払
う事例が含まれていると推測される。

３．小規模経営は，原資料では「小経営」と表示されている。
（資料）『小売業経営調査』（商工調査第７０号）の１６頁より谷沢が作成。
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のように数ヶ月先に現金支払いを延期するというよりも，ほんの２～４週間程度で現金を蓄えて

支払いにあてるという，気忙しいものであった。もちろん手形払いを無視するわけではないが，

手形を使いこなしていた店は，一部の手広く事業展開していた店であろう。

次に「一八」と「一九」に関連した表として，表４―１８を掲げておく。この表でまず歩引・割

戻はそれぞれ１割超の店でおこなわれていたが，（仕入をおこなう際の）保証金・担保は保証金

の場合に２％程度にすぎなかった。このうち割戻について，総店舗数に占める割戻をおこなった

店舗の割合を業種別に計算すると，酒類７０％，蔬菜果実４１％，薬品化粧品２７％が高くなってお

り，業種別に偏りがあった。酒類は，第５節，６節で紹介するように当時は激しい販売競争がお

こっていたため納得できるほか，蔬菜果実は，生鮮食品ゆえに問屋・卸商が仕入れた商品を残さ

ずに販売したいためであろう。ただし薬品は，製薬会社との結び付きが想定されるが，この割合

は予想外に低いものである。ちなみに蔬菜に関して『商取引調査（蔬菜及果実）』では，「問屋ハ

入荷過剰ニ際シ一部商品ノ販売ヲ仲買ニ強要シテ在荷ノ処分ヲ急グコトアリテ此場合問屋ハ仲買

表４―１７ 仕入代金の支払方法（手形払いの場合）
（単位：店，％）

小規模経営 中経営 大経営 合 計

報告店舗数（店） ４３１ ３２１ １８７ ９３９
手形払（％） １０．２ １４．３ １０．７ １１．７
商品ト引換ニ何日期限ノ手形払 ６．０ ７．５ ８．６ ７．０

手形期限ヲ報告セザルモノ ５．３ ２．８ ４．３ ４．３
１５ 日 ０．０ ０．０ ０．５ ０．１
３０ 日 ０．２ ２．２ １．１ １．１
３３ 日 ０．０ ０．０ ０．５ ０．１
３５ 日 ０．０ １．９ １．６ １．０
４０ 日 ０．２ ０．０ ０．０ ０．１
６０ 日 ０．２ ０．６ ０．５ ０．４

月何回何日期限ノ手形払 ４．２ ６．９ ２．１ ４．７
回数及期限ヲ報告セザルモノ １．４ １．９ １．６ １．６

＊ １回２５日 ０．０ ０．３ ０．０ ０．１
＊ １回３０日 ０．９ ０．６ ０．０ ０．６
＊ １回３５日 ０．０ １．６ ０．０ ０．５
＊ １回４０日 ０．２ ０．３ ０．０ ０．２
＊ ２回３５日 ０．０ ０．３ ０．０ ０．１
＊ ２回４０日 ０．５ ０．０ ０．０ ０．２

５回３５日 ０．０ ０．３ ０．０ ０．１
２０回５日 ０．２ ０．０ ０．０ ０．１

＊ 回数のみ報告：１回 ０．５ ０．３ ０．０ ０．３
＊ 回数のみ報告：２回 ０．２ ０．０ ０．０ ０．１

回数のみ報告：１５回 ０．０ ０．３ ０．０ ０．１
日数のみ報告：３０日 ０．２ ０．３ ０．０ ０．２
日数のみ報告：３５日 ０．０ ０．６ ０．５ ０．３

（参考） 月２回以内（＊の合計） ２．３ ３．４ ０．０ ２．２
同構成比 ５５．６ ５０．０ ０．０ ４７．７

（注） １．いずれの数字も，報告店数に占める割合を示す。ただし（参考）の同構成比
は，「月何回何日期限ノ手形払」に占める月２回以内の割合である。

２．手形払の数字は，「商品ト引換ニ何日期限ノ手形払」と「月何回何日期限ノ手
形払」の合計である。

３．小規模経営は，原資料では「小経営」と表示されている。
（資料）『小売業経営調査』（商工調査第７０号）の１６―１７頁より谷沢が作成。
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ニ対スル仕切高ノ五分内外ノ歩
�

戻
�

ヲ為ス。」（１５３）（傍点は筆者）と指摘している。「歩戻」がいか

なる内容か不明であるが，おそらくこの引用文は割戻の存在を裏付けているのだろう。

なお『小売業経営調査』の蔬菜における調査票をみてみると，歩引として「百分二ノ奨励金」

（３３号，５５号，５９号，６０号，６８号），歩引・割戻の「両方に回答」（１１号，３４号，４２号），割戻

として「支払ノ ２
１００」（３７号）や「二分」（４０号）といった回答が確認できた

（１５４）。これらの事

実から，①およそこれらの営業促進策は売上高の２％程度であった，②歩引と割戻の多様な組み

合わせがあること，があげられる。ただし②の点は，例えば「奨励金」として歩引が発生する可

能性は低いから，店主が両概念を正確に理解しないで回答している可能性もあろう。さらに③こ

れらの営業促進策が発生しているにもかかわらず，調査票（裏面）の第二表の（１９）「其ノ他ノ

営業収入」では「割戻」等が記入されておらず，その記帳があったのはわずかに１店（酒類６６

号）にすぎなかった（１５５）。この事実から判断すると，第二表の（２０）「売上商品原価」では大半

の店舗で割戻を控除した金額を記入したことになるが，実際にはそこまで熟慮したうえで売上商

品原価を記入したと考えることは難しいと推測されるため，当該データの信頼性は低い可能性が

ある。

次に保証金・担保の徴求をみると，無保証無担保が９７％に達しており，予想外に商品（＝債

権）の管理をおこなっていなかった。小売商が経営破綻したらそれまでである。これがいかなる

理由によるものか，明確な理由はわからないが，少なくとも後述のように問屋では仕入代金の信

用貸（つまり掛売り）が過半を占めていたため，いまさら保証金・担保を徴求することは煩雑さ

以外の何物でもなかった，というべきかもしれない。あるいは小売商側の「ない袖は振れぬ」状

態に，問屋側が諦めていたと考えたほうが良いかもしれない。当時の問屋と小売商の力関係を表

していた実態と言っておこう。

ところで筆者は，『小売業経営調査』の個票データより損益・財政関連のデータを入力した

データベースを作成しているため，これを利用して資金繰りに関する具体的分析が可能であ

表４―１８ 歩引・割戻，保証金・担保の徴求の割合
（単位：店，％）

小規模経営 中経営 大経営 合 計

報告店舗数（店） ４３１ ３２１ １８７ ９３９
歩引・ 歩引有リ １１．８ １３．４ １１．８ １２．４
割戻 割戻有リ １２．１ １４．６ １１．８ １２．９

其ノ他ノ奨励法有リ ３．５ ３．４ ３．７ ３．５
現金又ハ小切手払イニ
対スル歩引キ有リ

４．６ ７．２ ３．２ ５．２

保証金 保証金有リ ２．３ １．９ １．６ ２．０
・担保 担保有リ ０．９ ０．０ ０．５ ０．５
（注） １．「歩引・割戻」の定義は，本文を参照のこと。

２．いずれの割合も，報告店舗数に占める該当店舗数の割合を示す。
３．小規模経営は，原資料では「小経営」と表示されている。

（資料）『小売業経営調査』（商工調査第７０号）の１８頁より谷沢が作成。
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る（１５６）。ただしこのデータベースが１年分のデータ（つまり横断面データ）で作成されているた

め，長期資金の分析はこのままでは実施できない。このため本稿ではとりあえず運転資金との関

連で借入金の大きさを把握し，長期資金収支は別稿で実施することとしたい（１５７）。

まず前節の（１）式で求めた運転資金を規模別・業種別にみると，表４―１９（Ａ）の左側のよう

になる。この表によると，全体では運転資金が４，０００円を若干超えた程度であるが，規模別では

零細経営で４００円なのに，大経営では４，７１７円に達しており，この大経営の影響が全体の水準に

大きく影響していることがわかる。筆者の先行研究では，『商業調査書』のデータより総資産額

５，０００円以上の小売商（平均売上高：１４，６６２円）では運転資金を２，２９０円と推計していたが，表

４―１９（Ａ）の中経営（同：１６，０４５円）では運転資金を２，７９３円と推計している（１５８）。両者の売上

規模と運転資金の関係は，ほぼ一致しているため，筆者の推計値は妥当な水準であったことが確

認できる。また筆者の推計で，売上債権＜買掛債務となりサイト・ギャップがマイナスとなった

が，これも表４―１９（Ａ）で確認することができる。このように，筆者の推計は驚くほど正確で

あった。次に業種別の運転資金をみると，呉服が２万円を超えているほか洋雑貨も７，４３８円と

なっているが，反対に蔬菜果実，魚介藻類，履物では１，０００円に達していない。日常の見回り品

を販売する小規模店舗で運転資金が少額となっているのは，おおむね納得できる計算結果であ

る。

この運転資金は，一般的には手持ち現預金ですべて賄う余裕はないため，銀行等で手当をする

ことになるが，もし貸付を断られた場合には自己資本（保有金融資産のほか一時的な家計部門か

らの投入資金等を含む）の取り崩しで対応しなければならない。そこで運転資金から借入金を引

いた残額を計算し，それを１ヶ月当りの売上高で割ることにより，自己資本の持ち出しの程度

（自己資本投入率）を計算してみた。この指標は，家業における資金余裕の程度を示している。

規模別では，零細経営では持ち出しがないが，中経営・大経営では１ヶ月以上の持ち出しとな

り，規模が大きくなるほど家計部門の負担が大きくなっている。業種別には，洋雑貨，呉服，家

具が２ヶ月を超えており，反対に菓子パン，魚介藻類，蔬菜果実では運転資金を借入金で賄って

も余りある状況（すなわち余剰分を他の目的に利用できる状況）であった。以上のように，概し

て経営規模が大きくなるにしたがって資金繰りが厳しくなる事実は，すでに筆者の先行研究でも

『商業調査書』を使用して予測していたが，この仮説が当調査によって確認できた（１５９）。

ここで運転資金の業種別特徴を明らかにするために，（２）式によって計算した運転資金回転期

間のデータ（表４―１９（Ａ）の右側）をもとに，横軸に売上高，縦軸に運転資金回転期間を取っ

た図４―６を作成してみた。この図をみると，売上高３万円辺りで大きな断層があり，３万円以上

の業種が呉服のみとなっていた。また３万円未満でも，運転資金回転期間＝２．５ヶ月の水準を断

層として，回転期間の高い集団（Ⅱ）と低い集団（Ⅲ）の２つに分離されているため，全部で３

つの集団に分けられる。

このような分布状況から判断すると，呉服店は売上高・運転資金とも大きく，極めてリスクの
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表４―１９ 規模別・業種別の１店当り運転資金の推計

（Ａ） １店当り実額と回転期間

１店当り
売上高
（円）

店舗数
（軒）

１店当り実額（円） 回転期間（ヶ月）
（修正）
回転期間

(ヶ月)

運転資金
（参考）
自己資本
投入率
（ヶ月）

運転資金
①＋②－
③

棚卸
資産

買掛
債務借入金 自己資本

投入額

売上
債権
①

棚卸
資産
②

買掛
債務
③

サイト・
ギャップ
（①－③）

総平均 ２１，７３４ ９３９ ４，０６０ １，６６４ ２，３９６ １．３ ２．２ ０．５ ２．５ ０．７ －０．２ ３．４ ０．９
規模別
零細経営 １，８４７ ８４ ４００ ５３８ －１３８ －０．９ ３．２ ０．４ ３．７ ０．９ －０．５ ５．６ １．１
小経営 ５，７６７ ３４４ ９６２ ８３１ １３１ ０．３ ２．１ ０．４ ２．５ ０．８ －０．４ ３．３ １．０
中経営 １６，０４５ ３２４ ２，７９３ １，０７７ １，７１６ １．３ ２．１ ０．５ ２．３ ０．７ －０．２ ３．０ ０．９
大経営 ６９，８９８ １８７ １３，５９８ ４，７１７ ８，８８１ １．５ ２．３ ０．５ ２．４ ０．６ －０．１ ３．５ ０．８

業種別
雑 穀 １９，７０３ ４２ ２，２６１ ８５４ １，４０７ ０．９ １．７ ０．３ １．８ ０．３ ０．０ ２．２ ０．４
白 米 ３０，５５０ １０１ ２，６４８ １，４４４ １，２０４ ０．５ １．０ ０．８ ０．４ ０．３ ０．６ ０．５ ０．３
呉 服 ６９，４０４ ８１ ２０，９４８ ７，０２５ １３，９２３ ２．４ ４．８ ０．４ ５．２ ０．９ －０．５ ７．７ １．２
魚介藻類 １２，４５８ ５９ ４６３ ８１１ －３４８ －０．３ ０．３ ０．４ ０．１ ０．２ ０．２ ０．１ ０．３
蔬菜果実 ８，９６６ ６６ ２７６ ３６６ －９０ －０．１ ０．４ ０．２ ０．４ ０．３ ０．０ ０．５ ０．３
酒 類 １９，９５１ ８１ １，３６０ ５２３ ８３７ ０．５ ０．１ １．３ １．３ ２．６ －１．２ １．６ ３．１
菓子パン １８，１７１ ９１ ８９４ １，６４９ －７５５ －０．５ １．１ ０．１ １．２ ０．２ －０．１ １．９ ０．３
薬品化粧品 １３，５３６ ８３ ３，６７５ １，５１３ ２，１６２ １．９ ４．４ ０．５ ４．９ １．０ －０．５ ６．６ １．３
家 具 ２１，５３１ ８６ ４，８０８ １，１１０ ３，６９８ ２．１ ３．１ ０．１ ３．３ ０．３ －０．２ ４．５ ０．４
履 物 ７，９３０ ７５ １，９１６ １，３４０ ５７６ ０．９ ４．１ ０．１ ４．６ ０．６ －０．５ ６．９ ０．８
薪 炭 ８，１０５ １００ １，０３４ ９０１ １３３ ０．２ １．３ ０．９ １．１ ０．７ ０．２ １．４ ０．９
洋雑貨 ２５，６３２ ７４ ７，４３８ １，８２９ ５，６０９ ２．６ ４．２ ０．０ ５．６ １．４ －１．３ ７．３ １．８

（注） １．規模別区分は，零細経営（売上高３，０００円未満），小経営（同３，０００円以上１万円未満），中経営（同１万円以上
３万円未満），大経営（同３万円以上）である。

２．売上債権は調査票の（８）「掛貸シ」，棚卸資産は同（６）「商品」，買掛債務は同（１６）「掛借リ」＋（１７）「未払経費」で
ある。

３．自己資本投入額＝運転資金－借入金，自己資本投入率＝自己資本投入額÷１ヶ月当り売上高である。
４．運転資金回転期間＝売上債権回転期間＋棚卸資産回転期間－買掛債務回転期間である。
５．運転資金の回転期間は，個別店舗の回転期間の単純平均であるため，個別店舗の運転資金額より求めた１店当り運
転資金額の特徴とは厳密には一致していないことに注意されたい。

（資料）『小売業経営調査』の個票データより谷沢が集計。

（Ｂ） 小売商世帯における資金繰りの推計

１店当り
売上高
（円）

店舗数
（軒）

１世帯当り資金内訳（円） 対売上高比率（％）

①運転資金
のうち自己
資本投入額

②商業所
得

商業資金
収支②－
①

③商外所
得他

商家資金
収支②＋
③－①

商業資金
収支

商家資金
収支

総平均 ２１，７３４ ９３９ ２，３９６ １，０９１ －１，３０５ ７７３ －５３２ －６．０ －２．４
規模別
零細経営 １，８４７ ８４ －１３８ －１４７ －９ ３５５ ３４６ －０．５ １８．７
小経営 ５，７６７ ３４４ １３１ １８６ ５５ ３７７ ４３２ １．０ ７．５
中経営 １６，０４５ ３２４ １，７１６ ８６５ －８５１ ８４８ －３ －５．３ ０．０
大経営 ６９，８９８ １８７ ８，８８１ ３，７０２ －５，１７９ １，５５９ －３，６２０ －７．４ －５．２

（注） １．商業所得は家業部門から得られた事業所得，商外所得他は家族員が家業以外から稼得した各種所得の
合計額を示す。

２．商家資金収支は，第三種所得税を控除する前の数字である。
（資料） 商業所得・商外所得他は谷沢弘毅「『小売業経営調査』のデータベース作成上の留意点」神奈川大学経

済学会編『商経論叢』第５２巻第１・２号合併号，２０１７年の表３―７を使用（ただし一部の数字を修正）。
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蔬菜藻類

魚介藻類 酒  類
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Ⅲ

Ⅰ

呉  服

大経営

高い業種であったことがわかる。ただし読者は，この図で呉服（Ⅰ）と大経営がほぼ同じ売上高

であることから，大経営が呉服の特性に大きく影響されていると思ったかもしれない。しかし大

経営１８７店のうち呉服は６１店（３３％）にすぎないほか，両者の運転資金回転期間では大きな差

が発生している。このため大経営は，呉服が中心的に構成されているわけではなく，むしろ他業

種がかなり含まれている点に注意してほしい。なお呉服に関して，「呉服五層倍」（呉服商は原価

の何倍も高く売りつける）という諺があるが，このような諺が流布した背景には呉服商の資金繰

りが厳しかったことも影響していたのかもしれない（１６０）。また表４―１９（Ａ）の左側で，呉服の自

己資本投入率が２．４ヶ月と高水準である点も追加しておこう。これらより呉服商は，華やかな商

売とは対照的に気苦労の多い業態といえる。呉服店でこのような特徴となった背景には，表４―

図４―６ 売上高と運転資金回転期間の関係

（注） １．規模別区分は，零細経営（売上高３，０００円未満），小経営（同３，０００円以上１万円未満），
中経営（同１万円以上３万円未満），大経営（同３万円以上）である。

（資料）『小売業経営調査』の個票データより谷沢が作成。
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１９（Ａ）の右側で確認できるように棚卸資産の回転期間が５．２ヶ月，（修正）回転期間が７．７ヶ

月にも及び一番高くなっており，高額商品の品揃え（つまり商品在庫の積み上げ）が経営を圧迫

していたことがわかる。

次に，Ⅲは日常の見回り品として頻繁に購入する商品群，ⅡはⅢより購入回数が減る商品群と

色分けできることも指摘しておきたい。ちなみにⅢに所属する酒類は，売上高・運転資金とも小

さく，特に運転資金回転期間は１２業種中で最小（具体的には運転資金が売上高３日分）になっ

ていた。酒類（特に日本酒）は，後述のように激しい乱売合戦を繰り広げていたことが知られて

いるが，それにもかかわらず運転資金を圧縮した経営をおこなっていたのは予想外の事実であ

る。この背景には，買掛債務の回転期間が２．６ヶ月（修正回転期間では３．１ヶ月）と高く，これ

が他業種より圧倒的に資金繰りを有利に進めることができた理由である。この買掛債務の大きさ

は，後述のとおり手形導入が進んでいたものの，酒造家からの信用供与（問屋金融）が資金繰り

にプラスに働いた証拠であろう。

なお前節で示したように，運転資金回転期間はサイト・ギャップと棚卸資産回転期間の合計で

示すことができるから，いわば決済効果と品揃効果に分解することが可能である。この考え方に

もとづき総平均をみると，運転資金回転期間の水準は基本的に品揃効果が決定しており，決済効

果はまったく影響を与えていないことがわかる。正確に言うと，サイト・ギャップがマイナスの

値をとった（換言すると，手持ち資金の余剰を発生させた）ことが象徴しているように，資金繰

りの改善努力を可能な限りおこなっていた。しかも以上の特徴は，規模別・業種別にもほぼ当て

はまるものであった。それゆえ小売商の資金繰りは，決済方法の修正によって精一杯の改善をお

こなっていたが，店舗数過多のもとで自らの店舗に客を引き込むために，豊富な品揃え（＝意図

的・積極的な在庫投資）で勝負するしか売上を増やす方法がなかった。このような事情が，結果

的に小売商の資金繰り逼迫をもたらしていたといえよう。豊富な品揃えという戦略は，呉服に

限った話ではなかった。ちなみに２０１４年における全国の中小企業非製造業の運転資金回転期間

は１．１ヶ月，サイト・ギャップは０．３ヶ月，棚卸資産回転期間は０．８ヶ月であるから，戦前東京

の小売商では運転資金回転期間がほぼ２０１４年の２倍超であったが，その理由は圧倒的に品揃え

の多さにあったことがわかる（１６１）。

ところで以上の議論は，借入金を限度額いっぱい借りており，もはや新たな借入をおこなうこ

とができないため，その部分は自己資金で繰り回さなければならないことを想定していた。そこ

で表４―１９（Ｂ）では，このように新たな借入金を調達できなかった場合に，商業所得のみなら

ず商外所得他といった多様な収入源によってどこまで補填できるのかを規模別に計算した，小売

商世
�

帯
�

における資金収支を計算している。つまり小売商世帯では，さまざまな収入源をもってい

るため，これらの収入を加味して最終的に“世帯としての資金繰り”がつくのか否かに注目して

いく必要がある。それゆえこの表は，筆者がしばしば指摘しているように小売商家世帯がいわば

業計複合体を形成しており，家業部門の資金不足を家計部門が補填する形態であること，に着想
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を得て作成したものである（１６２）。

この表によると，規模が大きくなるほど資金繰り（商家資金収支）の悪化が目立っている。商

家資金収支を売上高で割った比率（対売上高比率）でみても，零細経営の負担が最も軽い反面，

大経営ではあらゆる手段を講じても資金不足が生じている（ただし保有資産の取り崩しの可能性

は残っている）。これより小売商世帯という世帯組織でみても，金融機関からの資金援助が得ら

れない最悪の場合には，規模拡大がかならずしも資金的に余裕ができるとはいえないことが確認

できる。つまり小売業では，規模拡大のインセンティブが働きづらいことを示唆している。商外

所得他がある程度の経営下支えをしてくれるとはいえ，それが不十分であることに注目しておか

なければならない。もちろんこの表はあくまで特定の事例を想定したにすぎないが，１つの目安

として当時の小売業の事業特性を示したものである。

４．３．『中小商業金融実地調査』

最後に，国政研究会の実施した『東京市に於ける中小商業金融実地調査』（以下，『金融実地調

査』と略記）を説明する。ちなみに国政研究会とは，中島飛行機創業者・中島知久平（１８８４～

１９４９年）が，１９３１年に政治家としての識見を高めるため設立した私的研究会であり，１９４０年に

時局の要請で廃止されるまでの間，国内外から多くの資料を収集したり独自調査を実施したりし

た（１６３）。当時はこの種の政策志向の強い私的研究会がいくつか設立され，その代表的なものは昭

和研究会であったが，国政研究会もその１つと考えて差し支えなかろう。
い たに

当調査は，同研究会の調査活動の一環として猪谷善一（東京商大），荒木光太郎・東畑精一

（いずれも東大農学部）とその研究室に所属した学生らによって，１９３６年３月に東京市３５区内

の個人商店４６５店を対象に実施された（１６４）。これらの大学関係者がいかなる経緯で国政研究会の

活動に参加したのかは不明であるが，少なくとも実施時期が『小売業経営調査』よりも２ヶ月遅

かったにすぎない。この調査報告書の本文「説明」で，「東京市に於ける中小商工業金融調査の

一部として，商業者中の小売業に関する金融事情を明らかにし，以て現在の中小商業金融問題に

一の研究資料を提供せんとするに在る。」（１６５）と記述しているように，もともと工業部門の調査も

実施する予定であったようだ。しかし工業部門が別途，調査・集計されたという情報は，筆者と

してはいまのところ入手していない。

調査店舗の内訳は，小売専業３８１店（全体の８２％）と卸売り兼業の小売業８４店（１８％）であ

り，調査数では先行調査よりかなり少ない（１６６）。それでも「実地調査」という名称が付けられた

背景には，すでに政府では１９２４年の『労働統計実地調査』より使用していたが，当調査はこれ

ら公的調査と同様に，現場の小売商情報を収集する趣旨を強く意識して使われたと推測され

る（１６７）。また使用された調査票は，図４―７を参照してほしい。この調査票は，「中小商工業金融

調査用紙」という名称が付けられているが，基本的な調査フォームは『小売業経営調査』の金融

部分を踏襲しているため，同調査の結果と比較するには都合がよい。すなわち調査項目は，店舗
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概要，収入及支出，公租及公課，代金決済方法，借入金，最近の金融傾向，金融上の希望の７ブ

ロックで構成されている。

ところで我々は，すでに『小売業経営調査』の調査結果を検討して，そこでは「金融調査」と

いう名称が付随していたにもかかわらず，不詳部分が大きな割合を占める統計表が多数あったこ

とを確認した。この事実から推測すると，『小売業経営調査』の金融部分については調査担当者

の間で不十分であり，それを別の調査で再検討する必要性があるという認識があったのではなか

ろうか。そのために調査対象数を抑えても，とにかく早く『小売業経営調査』と同様の統計様式

の調査を実施する必要があった。そのような状況のなかなんらかの事情のもとで，国政調査会が

当調査を実施することになった。しかしまったく同一の統計様式で実施すると，記入の不完全な

調査票が多数発生する危険性があるため，今回は思い切って金融関連に限定し，調査店舗数も抑

制した調査にせざるをえなかった。当調査が実施された背景には，おそらく以上のような事情が

あったものと推測される。

調査票の内容を検討していこう。まず資金調達内訳である「１０．現在借入金」をみると，集計

対象は『小売業経営調査』と同じ借入債務となっている。ただし『小売業経営調査』の調査票

（裏面）第一表と比較すると，①信託会社，工業組合が追加されたこと，②質屋に関して『小売

業経営調査』では補足説明がなかったが，当調査では「公益質屋ノ場合ハソノコトヲ書イテ置イ

テ下サイ」という注書きが追加されたこと，が異なっている。このうち①の工業組合は，１９３１

年４月に重要輸出品工業組合法の改正法として公布された工業組合法にもとづく共同組合組織で

あり，従来の輸出向けの重要工産品業者のみならず，国内向けの重要品業者も含めていた。そし

て同組合の事業に金融業務を加えていたが，統計表では小売商のみを対象としているためまった

く登場していない。このほか『小売業経営調査』の市町村は，市に変更された。いずれにしても

実態に合わせて，引き続き『小売業経営調査』の項目を修正していた。

ただしこの調査は２つの大きな問題を抱えている。それは，①問屋との買掛金・借入金以外の

問屋金融に関連した項目が集計されていないこと，②財務諸表に関する個別データが調査されて

いないことである。つまり資金調達以外の項目はほとんど調査されていない。さらに①の関連で

は，買掛金の決済条件，手形の支払い内容等が「９．代金決済方法」という項目で以下のとおり

調査されているにもかかわらず，集計されていない（原資料では，図４―７のようにいずれも縦書

きであるが，位置関係を維持したまま横書きにしている。以下同様）。

「
現金支払�全体ノ 割，手形支払

�
�
�

割，
掛 払

�
�
�

割

日， 日」

もっともこの設問は，『小売業経営調査』よりも洗練された形式となったにもかかわらず，最

終報告書では集計されなかった。残念なことであるが，この理由として回答者が少なかったこと

が予想される。また②について，『小売業経営調査』ではその名称が示すように経営に関連した

財務諸表数字，具体的には家業部門におけるＰ／Ｌ，Ｂ／Ｓの各データを記入させているが，
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『金融実地調査』ではそれらの大半が調査されていない。わずかに「７．総収入及支出」という大

項目で，以下のような収支項目が設定されているにすぎない。

「
総収入

�
�
�

約 円
総支出

�
�
�

約 円

（内営業収入 約 円） （内家計費 約 円）」

これでは，家業部門と家計部門を内訳まで遡って厳密に分析することができないほか，Ｂ／Ｓ

の項目を利用する運転資金も計算不能である。これらの問題点があるために，我々の分析では場

合によっては『小売業経営調査』の個別情報を重視せざるをえないことになる。これらの事情ゆ

えに，戦前から戦後に至るまで研究者のみならず政策担当者にさえ，当調査は注目されることが

なかったのだろう。

その代わり当調査の長所は，その調査名から明らかなように，最終報告書に多数の集計表が掲

図４―７ 「中小商工業金融調査用紙」の概要

（資料） 国政研究会編『昭和十一年 東京市に於ける中小商業金融実地調査』１９３７年４月の末尾。
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載されていることである。調査項目数でみると『小売業経営調査』より大幅に減少しているもの

の，集計を担当したゼミ生の人力に依存しつつ，金融部分に限ってみると『小売業経営調査』よ

りも多くの集計表が，場合によっては実数（金額）ベースで公表されているため，我々の議論に

とって重要な情報を提供してくれる。例えば，事業資金の総額に占める，銀行，問屋等の構成比

といった基本的な数字は，この調査によって初めて入手できた。むしろ『小売業経営調査』で

データの欠落した項目であっても，この調査の数字で代用することが可能なこともある。もちろ

ん『小売業経営調査』のような調査票が残っているわけではないが，多様な集計データの多さは

それを補完する情報である。

さらに当調査の集計にあたって，事業規模を資
�

本
�

金
�

規模別に７分類（１，０００円未満，３，０００円

未満，５，０００円未満，１万円未満，３万円未満，５万円未満，５万円以上）している点も，分析に
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あたって便利である。ただし個人商店を対象としているにもかかわらず，資本金という用語が使

われていることに奇異に感じるかもしれない。しかし調査票の「６ 資本金」という項目では，

「営業上ニ投ジタモノゝ中デ昭和十一年三月末ニ於テ資本トシテ現存スルモノニ付キ御記入下サ

イ。」という注書きがあるほか，その具体的な記入項目として固定資本，運転資本，資本総額と

いう３項目がある。この「資本トシテ現存スルモノ」という表現から判断すれば，ここでいう資

本金とは現在の用語でいう総資産のことである。ちなみに『商業調査書』でも，まったく同一の

表現の注記があるため，同調査の概念が踏襲されたことがわかる。

このような資産規模別の詳細な集計は，『小売業経営調査』ではおこなわれていないため，同

一の調査項目であったとしても当調査のほうがさらに詳しく分析することができる。ちなみに両

調査における総資産額別の店舗分布を比べると，表４―１３のように『商業調査書』で全体の４割

弱を占める１，０００円未満が，当調査ではわずかに４％（１３店）にすぎないため，同階層を抜き出

して議論することはやや無理がある。そこで本稿では３，０００円を基準として，それ未満の「零細

規模」１２８店とそれ以上の「中小規模」３８７店の２階層に分けて集計することにした。この階層

区分であれば，零細規模が全体の３割弱を占めており，規模間格差を比較しても問題がなかろ

う。ただし細かな話をすると，１３店で総資産額が不詳であるため，この分類では除外されてお

り，それゆえ合計の数字と規模別の数字の整合性がとれない場合があることに注意してほし

い（１６８）。

＊

まず借入債務の内訳を，表４―２０でみてみる。当調査はもともと『小売業経営調査』と同様に

具体的な情報を収集しているが，『小売業経営調査』では残念ながら実数・口数とも公表されな

かった。このため調査で，ようやく事業資金の調達状況（特に問屋金融）を実額ベースで正確に

把握できるようになった。

この表によると，１店当り借入金の口数は２件程度であり，（参考１）の２階層別でもさほど大

きな差はない。ただし７階層別にみると，５万円未満が３．３件でピークであるが，５万円以上は

１．８件に大きく減少している。そして機関別にみると，銀行は規模が大きくなるほど構成比が大

きくなっており，問屋（掛買金）も５万円以上を除いてその傾向がある。反対に，親戚友人は

（やはり５万円以上を除いて）規模が大きくなるほど小さくなっている。ただし口数とは，「借入

一口毎ニ別々ニ御記入下サイ」という注書きがあるため，厳密に考えれば問屋では同時期に取引

された商品群の支払代金を１件と考えるべきであろうが，実際に問屋では店ごとに１件とみなし

ているのかもしれない。この口数の多さは，取扱商品が増えることにより，取引している問屋も

増えていることを示唆している。

１店当り借入債務は，平均で４，６５２円であったが，銀行１，５８２円，問屋（掛買金）１，１６７円の

２つが他を大きく引き離していた。金額の構成比でみると，銀行が３４％，問屋（掛買金）が

２５％を占めている。なお『小売業経営調査』の個票データのうち，第二表の（１５）「借入金」と
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表
４―
２０

総
資
産
規
模
別
の
借
入
債
務
の
内
訳

７
階
層
別
分
類

合
計
（
参
考
１）
２
階
層
別
分
類

１，
００
０
円

未
満

３，
００
０
円

未
満

５，
００
０
円

未
満

１
万
円

未
満

３
万
円

未
満

５
万
円

未
満

５
万
円

以
上

不
詳

３，
００
０
円

未
満

３，
００
０
円

以
上

店
舗
数
（
店
）

１１
５８

５０
５６

５１
１６

９
１３

２６
４

６９
１８
２

総
借
入
口
数
（
件
）

２３
１０
５

１０
４

１２
７

８８
５２

１６
１６

５３
１

１２
８

３８
７

総
借
入
債
務
（
円
）

１１
，７
５０

８３
，３
９７

１１
１，
８６
０

１７
６，
０２
０

２７
９，
５０
０

１９
９，
８０
０

１９
５，
８４
０

１６
９，
８４
０
１，
２２
８，
００
７

９５
，１
４７

９６
３，
０２
０

＜
１
店
当
り
口
数
：
件
＞

銀
行

０．
０

０．
２

０．
３

０．
４

０．
４

０．
６

０．
９

０．
２

０．
３

０．
２

０．
４

信
託
会
社

０．
０

０．
０

０．
０

０．
０

０．
０

０．
１

０．
０

０．
０

０．
０

０．
０

０．
０

保
険
会
社

０．
２

０．
１

０．
２

０．
１

０．
０

０．
１

０．
１

０．
０

０．
１

０．
１

０．
１

簡
易
保
険

０．
３

０．
１

０．
１

０．
１

０．
１

０．
０

０．
０

０．
１

０．
１

０．
１

０．
１

市
０．
０

０．
０

０．
０

０．
０

０．
０

０．
０

０．
０

０．
０

０．
０

０．
０

０．
０

信
用
組
合

０．
３

０．
１

０．
１

０．
１

０．
２

０．
３

０．
０

０．
０

０．
１

０．
１

０．
１

商
業
組
合

０．
０

０．
０

０．
０

０．
０

０．
０

０．
１

０．
０

０．
０

０．
０

０．
０

０．
０

無
尽
会
社

０．
２

０．
１

０．
２

０．
３

０．
２

０．
１

０．
０

０．
２

０．
２

０．
１

０．
２

頼
母
子
講

０．
０

０．
１

０．
１

０．
１

０．
１

０．
０

０．
０

０．
０

０．
１

０．
１

０．
１

問
屋
（
掛
買
金
）

０．
５

０．
５

０．
６

０．
５

０．
５

１．
５

０．
１

０．
５

０．
５

０．
５

０．
６

問
屋
（
そ
の
他
借
入
金
）

０．
１

０．
０

０．
０

０．
１

０．
１

０．
１

０．
０

０．
０

０．
０

０．
０

０．
０

金
貸
業

０．
１

０．
０

０．
１

０．
１

０．
０

０．
０

０．
０

０．
１

０．
０

０．
０

０．
０

質
屋

０．
１

０．
０

０．
０

０．
０

０．
０

０．
０

０．
０

０．
０

０．
０

０．
０

０．
０

親
戚
友
人

０．
５

０．
４

０．
３

０．
５

０．
２

０．
４

０．
４

０．
２

０．
４

０．
４

０．
３

そ
の
他

０．
０

０．
０

０．
０

０．
１

０．
０

０．
１

０．
２

０．
０

０．
０

０．
０

０．
１

合
計

２．
１

１．
８

２．
１

２．
３

１．
７

３．
３

１．
８

１．
２

２．
０

１．
９

２．
１

＜
口
数
の
構
成
比
：
％
＞

銀
行

０．
０

１２
．４

１５
．４

１８
．１

２２
．７

１７
．３

５０
．０

１８
．８

１７
．３

１０
．２

１９
．６

信
託
会
社

０．
０

１．
０

０．
０

０．
０

０．
０

１．
９

０．
０

０．
０

０．
４

０．
８

０．
３

保
険
会
社

８．
７

４．
８

９．
６

４．
７

２．
３

３．
８

６．
３

０．
０

５．
３

５．
５

５．
４

簡
易
保
険

１３
．０

６．
７

６．
７

２．
４

３．
４

０．
０

０．
０

６．
３

４．
５

７．
８

３．
４

市
０．
０

０．
０

１．
０

０．
０

０．
０

０．
０

０．
０

０．
０

０．
２

０．
０

０．
３

信
用
組
合

１３
．０

６．
７

３．
８

６．
３

１１
．４

７．
７

０．
０

０．
０

６．
８

７．
８

６．
７

商
業
組
合

０．
０

１．
０

１．
９

０．
０

０．
０

１．
９

０．
０

０．
０

０．
８

０．
８

０．
８

無
尽
会
社

８．
７

６．
７

１０
．６

１１
．０

９．
１

３．
８

０．
０

１２
．５

８．
７

７．
０

９．
０

頼
母
子
講

０．
０

４．
８

３．
８

４．
７

３．
４

０．
０

０．
０

０．
０

３．
４

３．
９

３．
４

問
屋
（
掛
買
金
）

２１
．７

２６
．７

２７
．９

２１
．３

２８
．４

４６
．２

６．
３

３７
．５

２７
．３

２５
．８

２７
．４

問
屋
（
そ
の
他
借
入
金
）

４．
３

１．
９

１．
０

２．
４

４．
５

１．
９

０．
０

０．
０

２．
３

２．
３

２．
３

金
貸
業

４．
３

１．
９

２．
９

２．
４

０．
０

０．
０

０．
０

６．
３

１．
９

２．
３

１．
６

質
屋

４．
３

１．
９

０．
０

１．
６

０．
０

０．
０

０．
０

０．
０

０．
９

２．
３

０．
５

親
戚
友
人

２１
．７

２２
．９

１４
．４

２０
．５

１３
．６

１１
．５

２５
．０

１８
．８

１７
．９

２２
．７

１６
．３

そ
の
他

０．
０

１．
０

１．
０

４．
７

１．
１

３．
８

１２
．５

０．
０

２．
４

０．
８

３．
１
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＜
１
店
当
り
借
入
債
務
：
円
＞

銀
行

０
１４
８

３５
８

９０
５

１，
７２
８

２，
２６
３

７，
３３
３

１１
，５
３８

１，
５８
２

１２
４

１，
４２
３

信
託
会
社

０
１７

０
０

０
１，
２５
０

０
０

８０
１４

１１
０

保
険
会
社

３２
３３

８６
３７

３１
２７
５

６６
７

０
７８

３３
１０
１

簡
易
保
険

３５
２６

２８
１７

１０
０

０
２１

１９
２８

１６
市

０
０

２６
０

０
０

０
０

５
０

７
信
用
組
合

５８
１１
１

５４
１４
１

４１
６

６８
８

０
０

１８
９

１０
２

２３
５

商
業
組
合

０
９

２４
０

０
７５
０

０
０

５２
７

７３
無
尽
会
社

１８
１２
３

１９
９

２７
１

２２
１

１８
８

０
１５
４

１８
４

１０
７

２１
６

頼
母
子
講

０
１４

２８
６５

２４
０

０
０

２７
１２

３４
問
屋
（
掛
買
金
）

６９
７

７４
４

９９
５

５２
４

２，
２９
２

２，
７６
３

４４
４

１，
００
５

１，
１６
７

７３
６

１，
３４
２

問
屋
（
そ
の
他
借
入
金
）

４４
２１

６
３９

１０
６

６３
０

０
４０

２４
４９

金
貸
業

９
１０

１４
４

３４
０

０
０

２３
３８

１０
５０

質
屋

７
３

０
３

０
０

０
０

１
３

１
親
戚
友
人

１６
８

１７
２

２８
３

６２
７

６１
４

１，
３７
５

４，
６６
７

３２
３

６０
８

１７
１

７９
４

そ
の
他

０
７

６
４８
１

３９
２，
８７
５

８，
６４
４

０
５８
１

６
８４
１

合
計

１，
０６
８

１，
４３
８

２，
２３
７

３，
１４
３

５，
４８
０

１２
，４
８８

２１
，７
６０

１３
，０
６５

４，
６５
２

１，
３７
９

５，
２９
１

＜
借
入
債
務
の
構
成
比
：
％
＞

銀
行

０．
０

１０
．３

１６
．０

２８
．８

３１
．５

１８
．１

３３
．７

８８
．３

３４
．０

９．
０

２６
．９

信
託
会
社

０．
０

１．
２

０．
０

０．
０

０．
０

１０
．０

０．
０

０．
０

１．
７

１．
１

２．
１

保
険
会
社

３．
０

２．
３

３．
８

１．
２

０．
６

２．
２

３．
１

０．
０

１．
７

２．
４

１．
９

簡
易
保
険

３．
２

１．
８

１．
３

０．
５

０．
２

０．
０

０．
０

０．
２

０．
４

２．
０

０．
３

市
０．
０

０．
０

１．
２

０．
０

０．
０

０．
０

０．
０

０．
０

０．
１

０．
０

０．
１

信
用
組
合

５．
４

７．
７

２．
４

４．
５

７．
６

５．
５

０．
０

０．
０

４．
１

７．
４

４．
４

商
業
組
合

０．
０

０．
６

１．
１

０．
０

０．
０

６．
０

０．
０

０．
０

１．
１

０．
５

１．
４

無
尽
会
社

１．
７

８．
６

８．
９

８．
６

４．
０

１．
５

０．
０

１．
２

４．
０

７．
７

４．
１

頼
母
子
講

０．
０

１．
０

１．
３

２．
１

０．
４

０．
０

０．
０

０．
０

０．
６

０．
９

０．
６

問
屋
（
掛
買
金
）

６５
．３

５１
．７

４４
．５

１６
．７

４１
．８

２２
．１

２．
０

７．
７

２５
．１

５３
．４

２５
．４

問
屋
（
そ
の
他
借
入
金
）

４．
１

１．
４

０．
３

１．
２

１．
９

０．
５

０．
０

０．
０

０．
９

１．
８

０．
９

金
貸
業

０．
９

０．
７

６．
４

１．
１

０．
０

０．
０

０．
０

０．
２

０．
８

０．
７

０．
９

質
屋

０．
７

０．
２

０．
０

０．
１

０．
０

０．
０

０．
０

０．
０

０．
０

０．
２

０．
０

親
戚
友
人

１５
．７

１２
．０

１２
．６

１９
．９

１１
．２

１１
．０

２１
．４

２．
５

１３
．１

１２
．４

１５
．０

そ
の
他

０．
０

０．
５

０．
３

１５
．３

０．
７

２３
．０

３９
．７

０．
０

１２
．５

０．
４

１５
．９

＜
１
口
当
り
借
入
債
務
：
円
＞

銀
行

６６
１

１，
１１
９

２，
２０
４

４，
４０
８

４，
０２
２

８，
２５
０

５０
，０
００

４，
５３
８

６６
１

３，
４０
７

信
託
会
社

１，
００
０

２０
，０
００

１０
，５
００

１，
００
０

２０
，０
００

保
険
会
社

１７
５

３８
０

４３
０

３４
２

８０
０

２，
２０
０

６，
００
０

７３
６

３２
１

８７
４

簡
易
保
険

１２
７

２１
７

２０
１

３１
０

１６
７

２７
０

２０
９

１９
０

２１
８

市
１，
３１
０

１，
３１
０

１，
３１
０

信
用
組
合

２１
３

９１
９

６７
５

９９
０

２，
１２
０

２，
７５
０

１，
３８
６

７０
７

１，
６４
７

商
業
組
合

５０
０

６０
０

１２
，０
００

３，
４２
５

５０
０

４，
４０
０

無
尽
会
社

１０
０

１，
０２
１

９０
４

１，
０８
３

１，
４０
６

１，
５０
０

１，
００
０

１，
０５
９

８１
７

１，
１２
４

頼
母
子
講

１６
８

３５
０

６０
３

４０
０

３９
２

１６
８

４７
８
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問
屋
（
掛
買
金
）

１，
５３
４

１，
５４
１

１，
７１
６

１，
０８
８

４，
６７
６

１，
８４
２

４，
００
０

２，
１７
８

２，
１２
５

１，
５４
０

２，
３０
４

問
屋
（
そ
の
他
借
入
金
）

４８
０

６０
０

３０
０

７３
３

１，
３５
０

１，
００
０

８８
２

５６
０

９８
９

金
貸
業

１０
０

３０
０

２，
４０
０

６３
３

３０
０

１，
０１
０

２３
３

１，
５１
７

質
屋

８０
７５

７５
７６

７７
７５

親
戚
友
人

３７
０

４１
５

９４
３

１，
３５
０

２，
６０
８

３，
６６
７

１０
，５
００

１，
４０
０

１，
６９
０

４０
８

２，
２９
４

そ
の
他

４０
０

３０
０

４，
４９
２

２，
００
０

２３
，０
００

３８
，９
００

１１
，８
０４

４０
０

１２
，７
５４

合
計

５１
１

７９
４

１，
０７
６

１，
３８
６

３，
１７
６

３，
８４
２

１２
，２
４０

１０
，６
１５

２，
３１
３

７４
３

２，
４８
８

（
参
考
２）
業
態
別
分
類

＜
１
店
当
り
口
数
：
件
＞

２．
１

１．
８

２．
１

２．
３

１．
７

３．
３

１．
８

１．
２

２．
０

１．
９

２．
１

銀
行
（
続
）

０．
０

０．
２

０．
３

０．
４

０．
４

０．
６

０．
９

０．
２

０．
４

０．
２

０．
４

中
小
企
業
向
金
融
機
関

０．
９

０．
４

０．
６

０．
６

０．
５

０．
５

０．
１

０．
２

０．
５

０．
５

０．
５

非
金
融
機
関

１．
２

１．
１

１．
１

１．
３

０．
９

２．
１

０．
８

０．
８

１．
１

１．
１

１．
２

（
非
金
融
機
関
の
構
成
比
）

５６
．５

６１
．９

５３
．８

５７
．５

５１
．１

６５
．４

４３
．８

６２
．５

５７
．１

６０
．９

５５
．６

＜
１
店
当
り
借
入
債
務
：
円
＞

１，
０６
８

１，
４３
８

２，
２３
７

３，
１４
３

５，
４８
０

１２
，４
８８

２１
，７
６０

１３
，０
６５

４，
６５
２

１，
３７
９

５，
２９
１

銀
行
（
続
）

０
１６
５

３５
８

９０
５

１，
７２
８

３，
５１
３

７，
３３
３

１１
，５
３８

１，
６６
１

１３
９

１，
５３
３

中
小
企
業
向
金
融
機
関

１４
３

２９
３

３６
７

４６
５

６７
７

１，
１５
０

６６
７

１７
５

４７
０

２６
９

５６
８

非
金
融
機
関

９２
５

９７
９

１，
５１
２

１，
７７
３

３，
０７
５

７，
８２
５

１３
，７
６０

１，
３５
２

２，
５２
０

９７
１

３，
１９
１

（
非
金
融
機
関
の
構
成
比
）

８６
．６

６８
．１

６７
．６

５６
．４

５６
．１

６２
．７

６３
．２

１０
．３

５４
．２

７０
．４

６０
．３

（
注
）
１．
総
資
産
額
の
こ
と
を
，
原
資
料
で
は
資
本
金
と
呼
ん
で
い
る
の
で
注
意
さ
れ
た
い
。
以
下
の
表
も
同
様
。

２．
店
舗
数
の
合
計
は
，
原
資
料
で
は
２７
６
で
あ
っ
た
が
，
総
資
産
規
模
別
店
舗
数
を
合
算
す
る
２６
４
で
あ
る
た
め
，
２６
４
に
修
正
し
た
。

３．
借
入
債
務
と
は
，
借
入
金
＋
問
屋
（
掛
買
金
）
で
あ
る
。
ま
た
問
屋
（
掛
買
金
）
と
は
，
問
屋
か
ら
の
「
買
掛
金
」
の
こ
と
で
あ
る
。

４．
銀
行
と
は
普
通
銀
行
，
貯
蓄
銀
行
，
特
殊
銀
行
の
こ
と
で
あ
り
，（
参
考
２）
の
銀
行
（
続
）
は
銀
行
に
信
託
会
社
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。

５．
（
参
考
２）
の
中
小
企
業
向
金
融
機
関
と
は
，
保
険
会
社
，
簡
易
保
険
，
信
用
組
合
，
無
尽
会
社
で
あ
り
，
非
金
融
機
関
と
は
全
体
か
ら
銀
行
と
中
小
企
業
向
金
融
機
関

を
除
い
た
組
織
で
あ
る
。

（
資
料
）
国
政
研
究
会
編
『
中
小
商
業
金
融
実
地
調
査
』
の
４４

―４
７
頁
の
第
五
表
よ
り
谷
沢
が
作
成
。
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（１６）「掛借リ」から借入債務を計算すると，１店当り２，７２０円（借入金１，６６４円，掛借リ１，０５６

円）となり，構成比では借入金６１％，掛借リ３９％となる。これを『金融実地調査』と比較する

と，１店当り借入債務は『金融実地調査』のほうが６割以上大きいが，問屋（掛買金）では１５％

ポイント低くなっている。どちらが実態に近いかは判断が付きかねるが，せいぜい小売商の借入

債務の４０％以内が問屋金融であったといえよう。

さらに表４―８の『商業調査書』によると，個人商店では銀行が２１％，問屋卸商（借入金のみ）

が２２％であったが，これと同じように『金融実地調査』の借
�

入
�

金
�

に限ってみると，（参考２）よ

り計算して銀行４５％となるが，問屋卸商（借入金）は１％にすぎなかった。いずれも大きな差

があるが，とくに問屋卸商で大きな差が発生した理由として，①問屋の経営体力が急速に低下し

たこと，②銀行からの借入が短期間に急増したこと，③買掛金概念が急速に普及していったこ

と，④『商業調査書』の「問屋卸商」の中に買掛金が混入していたこと（例えば，店主が支払期

限の過ぎた買掛金を，実質的に「借入金」とみなしたこと。そのため支払期限内の買掛金は買掛

金と認識していたことになる），などが想定される。

ちなみに井関孝雄が『中小商工金融論』のなかで，問屋からの借入は１９３０年代後半にはだい

ぶ困難になっていたと指摘していたが，それを裏付ける数値であった。また個人金融業者の割合

が，『商業調査書』では１８％であったのに対して，『金融実地調査』では金貸業の０．８％に激減

している事実から推測すると，②のように１９３０年代には問屋や金貸業といった旧来型の金融か

ら近代的な銀行へと，急激な借入先の変更が進んだ可能性が否定できない。さらに③のように，

従来は問屋からの資金支援を漠然と認識していたが，それが借入金ではなく買掛金であるという

意識が，問屋や小売商に急激に広がっていった可能性も高い。とにかく小売商を取り巻く金融環

境が，この時期に大きく変化していったことが考えられる。両調査の乖離を確定することは困難

であるが，いずれにしても上記の複数の原因が影響している可能性がある。

（参考１）の２階層別では，零細規模が全体の半分で問屋（掛買金）であるのに対して，中小

規模では銀行が問屋（掛買金）をやや上回っており，この大小関係がいわゆる典型的な小売商の

規模格差であったと考えられる。とにかく当時は，小売商の金融難が大きな経済問題となってい

たが，銀行・信託会社・保険会社・信用組合といった近代的金融機関から，無尽会社・頼母子

講・金貸業・質屋といった在来型金融機関，市（制度資金），簡易保険などの公的資金，問屋・

親戚友人などの非金融機関など，現在以上にきわめて多様な資金調達先があった。ただし金額の

構成比でみると，親戚友人が銀行・問屋（掛買金）に次ぎ第３位に入っているため，上記の多様

な金融機関がそれぞれの持ち味を生かしながら補完的に機能していなかったのかもしれない。ち

なみに「便利ナル金融機関」として，各階層とも銀行・保険会社が概ね４割前後の割合で最高で

あるが，「差当リ希望スル借入金額」は５，０００円未満１，０００円以上が５２％に達している（１６９）。い

ま，１口当り借入債務でそれを優に超えている機関をみると，銀行・信託会社・商業組合があげ

られ，保険会社・簡易保険・頼母子講・質屋ではその要求に応えられていない。
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この点に関連して借入債務の供給先は，金融機関のほかに非金融機関もあるため，その差を分

析する必要もある。そこで表４―２０の下部に（参考２）として，銀行と信託会社を併せた銀行

（続），中小企業向金融機関，非金融機関という業態別分類で，１店当り借入金の口数と１店当り

借入金の大きさを規模別に比較してみた。そうすると１店当り口数は，規模が大きくなるにした

がい，非金融機関・中小企業向金融機関が低下し，銀行（続）は増加していた。１店当り借入金

では，非金融機関の構成比はさほど規模との関連が薄く，むしろ低い階層は１万円未満と３万円

未満の中間層であり，最大・最高階層は隣接階層よりも高くなっていた。この背景には，規模が

大きくなるほど銀行が融資に積極的になるものの，返済能力を考慮しつつすべての資金需要に応

じているわけではなく，それを非金融機関がカバーしているためと考えられる。いわば銀行から

の借入制約のもとで，非金融機関が資金供給の重要な役割を担っている。このような非金融機関

の重要性は，『商業調査書』による表４―８の場合でも確認できた事実である。他方，中小企業向

金融機関は，名前のとおりに小規模階層を中心に資金供給を積極的におこなっている点を付記し

ておきたい。

次に借入用途の関連に移ろう。まず表４―２１（左側）では，①借入目的として「経営上」，「経

営兼家計上」，「家計上」に３分類している（１７０）。すでに確認したように『小売業経営調査』の選

択肢は，家業用の目的のみを細かく分類していたが，当表では家業用である「経営用」のほかに

家計用も含めて分類されており，我々の考え方に近くなった。すなわち筆者の谷沢「業計複合体

論文」等で繰り返し指摘したように，当時の小売商世帯では家業部門が赤字である場合が多いた

め，当然ながら家計部門も赤字になり借入金が発生していた可能性がある。そのため店として借

入金がある場合には，それを部門別に分類する必要が生じる。この点で当表は，従来の調査より

も実態に合わせて改良されたと評価できる。いままでの調査では考慮されていなかった重要項目

であり，本稿の目的にとっても力強い情報となろう。

ただしここで問題も含んでいる。まず３分類のうち，「経営兼家計上」という分類があるが，

これはいかなる状態を指すのかが不明である。具体的な説明はなかったが，①（担保の大きさ等

の関係で）経営上のほか家計上で使用する借入分も一括して１口としたこと，②経営上で必要と

なる借入額が明確に確定できなかったため，とりあえず多めに借りたこと（もし余った場合には

家計用に充当），の２つの解釈が考えられる。いずれの場合でも，分析にあたっては家計用が含

まれている事実を考慮すべきだろう。さらに既述のとおり，家業部門のＰ／Ｌ，Ｂ／Ｓが入手で

きないため，借入金の発生理由を明らかにできないこともあげられる。これらの問題はあるが，

とりあえず店主側が想定している赤字の発生部門を明確にできるという意味では，有意義な情報

を入手できよう。

合計をみると，「経営上」７４％，「経営兼家計上」８％，「家計上」６％となり，家計部門より発

生した目的でおこなわれた借入がかなり少ないことがわかる。もっともこの数字から，借入先と

してどの機関を想定しているか，家計部門からの借入がもれなく調査されたのか，といった疑問
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表４―２１ 借入金の総資産額規模別の借入目的（機関内構成比）
（単位：％）

①借入目的
総資産規模別 ②借入目的

（「経営上」
の内訳）

総資産規模別

合 計 ３，０００円
未満

３，０００円
以上 合 計 ３，０００円

未満
３，０００円
以上

総借入口数（件） ５３１ １２８ ３８７ ３９１ ８３ ２９９
銀 行 経営上 ７６．１ ９２．３ ７２．４ 創業資金 ３７．１ ０．０ ４７．３

経営兼家計上 １５．２ ７．７ １７．１ 運転資金 ４０．０ ５８．３ ３２．７
家計上 ４．３ ０．０ ５．３ 損失補填資金 １０．０ ４１．７ ３．６
不 詳 ４．３ ０．０ ５．３ 不 詳 １２．９ ０．０ １６．４

信託会社 経営上 １００．０ １００．０ １００．０ 創業資金 １００．０ １００．０ １００．０
経営兼家計上 ０．０ ０．０ ０．０ 運転資金 ０．０ ０．０ ０．０
家計上 ０．０ ０．０ ０．０ 損失補填資金 ０．０ ０．０ ０．０
不 詳 ０．０ ０．０ ０．０ 不 詳 ０．０ ０．０ ０．０

保険会社 経営上 ５０．０ ５７．１ ４７．４ 創業資金 １５．４ ０．０ ２２．２
経営兼家計上 １５．４ ０．０ ２１．１ 運転資金 ４６．２ ５０．０ ４４．４
家計上 １１．５ １４．３ １０．５ 損失補填資金 ３０．８ ２５．０ ３３．３
不 詳 ３０．８ ２８．６ ３１．６ 不 詳 ７．７ ２５．０ ０．０

簡易保険 経営上 ４１．７ ３０．０ ５３．８ 創業資金 ３０．０ ０．０ ４２．９
経営兼家計上 ０．０ ０．０ ０．０ 運転資金 ５０．０ ６６．７ ４２．９
家計上 １６．７ １０．０ ２３．１ 損失補填資金 ０．０ ０．０ ０．０
不 詳 ４１．７ ６０．０ ２３．１ 不 詳 ２０．０ ３３．３ １４．３

市 経営上 １００．０ ― １００．０ 創業資金 １００．０ ― １００．０
経営兼家計上 ０．０ ― ０．０ 運転資金 ０．０ ― ０．０
家計上 ０．０ ― ０．０ 損失補填資金 ０．０ ― ０．０
不 詳 ０．０ ― ０．０ 不 詳 ０．０ ― ０．０

信用組合 経営上 ６９．４ ７０．０ ６９．２ 創業資金 ２０．０ １４．３ ２２．２
経営兼家計上 ５．６ １０．０ ３．８ 運転資金 ４８．０ ７１．４ ３８．９
家計上 ８．３ １０．０ ７．７ 損失補填資金 １６．０ ０．０ ２２．２
不 詳 １６．７ １０．０ １９．２ 不詳 １６．０ １４．３ １６．７

商業組合 経営上 ２５．０ ０．０ ３３．３ 創業資金 １００．０ ― １００．０
経営兼家計上 ２５．０ ０．０ ３３．３ 運転資金 ０．０ ― ０．０
家計上 ０．０ ０．０ ０．０ 損失補填資金 ０．０ ― ０．０
不 詳 ５０．０ １００．０ ３３．３ 不 詳 ０．０ ― ０．０

無尽会社 経営上 ６９．６ ５５．６ ７７．１ 創業資金 ３４．４ ４０．０ ３３．３
経営兼家計上 ８．７ ２２．２ ５．７ 運転資金 ３４．４ ４０．０ ３３．３
家計上 ２．２ １１．１ ０．０ 損失補填資金 ２１．９ ２０．０ ２２．２
不 詳 １５．２ １１．１ １７．１ 不 詳 ９．４ ０．０ １１．１

頼母子講 経営上 ６６．７ ４０．０ ７６．９ 創業資金 ８．３ ０．０ １０．０
経営兼家計上 ０．０ ０．０ ０．０ 運転資金 ５０．０ １００．０ ４０．０
家計上 ０．０ ０．０ ０．０ 損失補填資金 １６．７ ０．０ ２０．０
不 詳 ３３．３ ６０．０ ２３．１ 不 詳 ２５．０ ０．０ ３０．０

問屋（掛買金） 経営上 ９７．９ ９０．９ １００．０ 創業資金 ０．７ ３．３ ０．０
経営兼家計上 １．４ ６．１ ０．０ 運転資金 ９６．５ ９０．０ ９８．１
家計上 ０．７ ３．０ ０．０ 損失補填資金 １．４ ３．３ ０．９
不 詳 ０．０ ０．０ ０．０ 不 詳 １．４ ３．３ ０．９

問屋（その他 経営上 ４１．７ ０．０ ５５．６ 創業資金 ４０．０ ― ４０．０
借入金） 経営兼家計上 ０．０ ０．０ ０．０ 運転資金 ２０．０ ― ２０．０

家計上 ８．３ ３３．３ ０．０ 損失補填資金 ２０．０ ― ２０．０
不 詳 ５０．０ ６６．７ ４４．４ 不 詳 ２０．０ ― ２０．０

金貸業 経営上 ７０．０ １００．０ ６６．７ 創業資金 ２８．６ ３３．３ ２５．０
経営兼家計上 １０．０ ０．０ １６．７ 運転資金 ０．０ ０．０ ０．０
家計上 １０．０ ０．０ ０．０ 損失補填資金 ４２．９ ６６．７ ２５．０
不 詳 １０．０ ０．０ １６．７ 不 詳 ２８．６ ０．０ ５０．０

質 屋 経営上 ４０．０ ３３．３ ５０．０ 創業資金 ０．０ ０．０ ０．０
経営兼家計上 ０．０ ０．０ ０．０ 運転資金 ５０．０ １００．０ ０．０
家計上 ４０．０ ３３．３ ５０．０ 損失補填資金 ０．０ ０．０ ０．０
不 詳 ２０．０ ３３．３ ０．０ 不 詳 ５０．０ ０．０ １００．０

親戚友人 経営上 ６４．２ ５１．７ ７３．０ 創業資金 ３１．１ ２０．０ ３４．８
経営兼家計上 １４．７ １３．８ １５．９ 運転資金 ２７．９ ４６．７ ２１．７
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が出てくるため，あくまで参考程度の数字と認識しておくべきかもしれない。ただし通常は赤字

主体になることのない家計部門が，その１割超で資金ショートしている事実は，やはり当時の小

売商世帯がきわめて低い所得水準を強いられていたことの傍証であろう。なにげない数字である

が，決して無視できない数字といえる。

さらに表４―２１（右側）では，「経営上」の借入金に限定して，その借入目的を「創業資金」

「運転資金」「損失補填金」に分けている。この②借入目的のうち「創業資金」とは，「事業創設

のみならず，事業拡張改良を目的とするものを含み，且つ過半が後者によって占められているも

の」（１７１）を指している。このため『小売業経営調査』と同様に，設備投資の資金を想定していな

かった可能性が高い。これに対して「損失補填金」は具体的な説明がないが，調査票で「損失補

填ノ為」「旧債借換ノ為」という記入例が確認できるため，事業不振による突発的な資金不足や

借換資金の発生が該当すると考えられる（１７２）。そして『小売業経営調査』の同様の項目であった

表４―１４の場合と比較して，２回目の調査であるがゆえに前者のわかりづらさを減らすように再

設計されている。

合計では運転資金が５７％を占めており，損失補填資金も１０％であるため，事業悪化にともな

い資金需要が繁忙であったことは『小売業経営調査』の場合と変わらない。また問屋（掛買金）

家計上 ９．５ １３．８ ４．８ 損失補填資金 １４．８ ０．０ １９．６
不 詳 １１．６ ２０．７ ６．３ 不 詳 ２６．２ ３３．３ ２３．９

その他 経営上 ６１．５ ０．０ ６６．７ 創業資金 ７５．０ ― ７５．０
経営兼家計上 １５．４ １００．０ ８．３ 運転資金 ０．０ ― ０．０
家計上 １５．４ ０．０ １６．７ 損失補填資金 ０．０ ― ０．０
不 詳 ７．７ ０．０ ８．３ 不 詳 ２５．０ ― ２５．０

合 計 経営上 ７３．６ ６４．８ ７７．３ 創業資金 ２１．０ １０．８ ２４．４
経営兼家計上 ８．３ ８．６ ８．５ 運転資金 ５７．３ ６６．３ ５３．５
家計上 ５．８ ８．６ ４．４ 損失補填資金 １０．０ １２．０ ９．７
不 詳 １２．２ １８．０ ９．８ 不 詳 １１．５ １０．８ １２．０

（参考）業態別分類 経営上 ７６．６ ９２．９ ７２．７ 創業資金 ３８．９ ７．７ ４８．２
銀行（続） 経営兼家計上 １４．９ ７．１ １６．９ 運転資金 ３８．９ ５３．８ ３２．１

家計上 ４．３ ０．０ ５．２ 損失補填資金 ９．７ ３８．５ ３．６
不 詳 ４．３ ０．０ ５．２ 不 詳 １２．５ ０．０ １６．１

中小企業向金融 経営上 ６０．６ ５２．８ ６５．６ 創業資金 ２６．３ １５．８ ２９．５
機関 経営兼家計上 ７．６ ８．３ ７．５ 運転資金 ４２．５ ５７．９ ３７．７

家計上 ８．３ １１．１ ７．５ 損失補填資金 １８．８ １０．５ ２１．３
不 詳 ２３．５ ２７．８ ２１．５ 不 詳 １２．５ １５．８ １１．５

非金融機関 経営上 ７８．４ ６５．４ ８３．９ 創業資金 ２３．２ ９．１ ２７．９
経営兼家計上 ６．６ ９．０ ６．０ 運転資金 ５６．９ ６６．２ ５２．７
家計上 ５．２ ９．０ ２．８ 損失補填資金 ８．１ １６．９ ６．１
不 詳 ９．８ １６．７ ６．５ 不 詳 １１．５ ７．８ １２．９

（注） １．借入件数で集計している。以下の表も同様。
２．①借入目的は全店舗が対象，②同（経営上のみ）は「経営上」と回答した店舗のみを対象としている。
３．創業資金とは，「事業創設のみならず，事業拡張改良を目的とするものを含み，且つ過半が後者によっ
て占められているもの」としている（『中小商業金融実地調査』の２３頁）。

４．銀行とは普通銀行，貯蓄銀行，特殊銀行，貯蓄銀行の合計，（参考）の銀行（続）は銀行と信託会社の
合計である。

５．（参考）の中小企業向金融機関とは保険会社，簡易保険，信用組合，無尽会社であり，非金融機関とは
銀行（続）と中小企業向金融機関を除いた機関である。

（資料）①借入目的別は国政研究会編『中小商業金融実地調査』の１０６―１０９頁の第十四表（Ⅰ）（借入目的其一），
②借入目的別は同１１０―１１３頁の第十四表（Ⅱ）（借入目的表其二）より，それぞれ谷沢が作成。
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では，その９割以上が運転資金であったのは当然であるが，銀行も４０％を占めていた。また

（参考）によると，とくに運転資金の割合で非金融機関＞中小企業向金融機関＞銀行（続）とな

り，日常の突発的な資金需要にとって問屋・質屋などで重要性が高かったことが確認できる。次

に規模別では，零細規模において銀行から調達している借入金のうち６割弱が運転資金であるほ

か，４割が損失補填資金であるのが目立っている。小売商にとって，すでに銀行が資金調達先と

して必要不可欠の状況にあったことがわかる。

次に，借入条件の特徴を借入形式，借入期間，償還方法，担保有無の４点で確認してみる。ま

ず借入形式では，手形割引，当座貸越，手形貸付，証書貸付，信用貸，其ノ他の６種類に分類し

ている。昭和初期には，先述のように手形割引と手形貸付がたびたび混同して使用されていた

が，大学の研究室が実施した調査であるだけに正確に分類されている。また『小売業経営調査』

では，手形割引，当座貸越，手形貸付，証書貸付，其ノ他の５種類であったから，信用貸を加え

たことは大きな改良点であった。ただし調査票では，「一．手形割引，二．当座貸越，三．手形

貸付，四．証書貸付，五．其ノ他ノ別ヲ記入シテ下サイ」としているため，報告書の「信用貸」

という項目は，集計段階で新たに追加されたことになる。このため「其ノ他」のなかに「信用

貸」が含まれている可能性があり，「信用貸」の信頼性はやや低いかもしれない。それでもあえ

て「信用貸」を統計表で明示したのは，大きな変化であることに変わりはない。

表４―２２（左側）によると，合計では不詳が５割超となりかならずしも正確な情報が取れてい

ないが，これは表４―１４（右側）で確認した『小売業経営調査』の場合と同水準であった。ただ

し表４―１４では信用貸が不詳５６％に含まれていたと思われるため，表４―２２の信用貸＋不詳を計

算すると６５％となるなど，統計の精度はけっして上がっていない。むしろ信用貸が１３％もあっ

た点に注目すべきであろう。組織別にみると，商業組合，信用組合，金貸業者では証書貸付のほ

か手形貸付がおこなわれ，反対に問屋（掛買金）ではほぼ信用貸しかなかった。信用貸が１割を

超えていた理由は，問屋（掛買金）で信用貸をしていたことが大きく影響している。また信用組

合では，とくに零細規模で手形貸付が証書貸付を上回っており，庶民金融機関として運転資金の

不足時に機動的な対応をしていたことが予想される。

さらに銀行では，合計と比較して証書貸付の割合が高い反面，手形貸付の割合が低くなってい

る。特に手形貸付がわずか１％にすぎず，この低さは表４―１４でも７％程度であったため，無碍

に否定することはできない。しかしどう考えても異質な数字である。なぜなら現在は，資金の出

入りが頻繁になる短期資金（運転資金）では手形貸付・手形割引，数年に一度しか発生しない長

期資金（設備資金等）では証書貸付といった分け方をしているが，この表より当時は運転資金で

も個別に金銭消費貸借証書を作成するなど，現在以上に煩雑な諸手続きをおこなっていたことに

なる。ちなみに全国銀行協会の調査によると，同協会正会員（東京地区）の２０１６年３月末にお

ける主要勘定をみると，貸出金の借入形式別割合は証書貸付８２％，当座貸越１６％，手形貸付

２％，手形割引０％近くとなる（１７３）。しかし，①この数字はあくまで残高から計算しているが，
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表４―２２ 借入金の総資産規模別の借入条件（機関内構成比）（１）
（単位：％）

借入形式別
総資産規模別

借入期間別
総資産規模別

合 計 ３，０００円
未満

３，０００円
以上 合 計 ３，０００円

未満
３，０００円
以上

総借入口数（件） ５３１ １２８ ３８７ ５３１ １２８ ３８７
銀 行 手形割引 ８．７ ７．７ ９．２ 不 定 １０．９ ２３．１ ９．２

当座貸越 １６．３ ７．７ １８．４ ６ヶ月未満 １６．３ １５．４ １３．２
手形貸付 １．１ ７．７ ０．０ １年未満 ６．５ ７．７ ６．６
証書貸付 ３３．７ ３０．８ ３１．６ ５年未満 ４１．３ ４６．２ ４２．１
信用貸 ０．０ ０．０ ０．０ １０年未満 ３．３ ０．０ ３．９
其ノ他 ０．０ ０．０ ０．０ １０年以上 ９．８ ７．７ １０．５
不 詳 ４０．２ ４６．２ ４０．８ 不 詳 １２．０ ０．０ １４．５

信託会社 手形割引 ０．０ ０．０ ０．０ 不 定 ０．０ ０．０ ０．０
当座貸越 ０．０ ０．０ ０．０ ６ヶ月未満 ０．０ ０．０ ０．０
手形貸付 ０．０ ０．０ ０．０ １年未満 ０．０ ０．０ ０．０
証書貸付 ０．０ ０．０ ０．０ ５年未満 ０．０ ０．０ ０．０
信用貸 ０．０ ０．０ ０．０ １０年未満 ０．０ ０．０ ０．０
其ノ他 ０．０ ０．０ ０．０ １０年以上 ０．０ ０．０ ０．０
不 詳 １００．０ １００．０ １００．０ 不 詳 １００．０ １００．０ １００．０

保険会社 手形割引 ０．０ ０．０ ０．０ 不 定 ２１．４ ２８．６ １９．０
当座貸越 ０．０ ０．０ ０．０ ６ヶ月未満 ３．６ １４．３ ０．０
手形貸付 ３．６ １４．３ ０．０ １年未満 １０．７ ０．０ １４．３
証書貸付 ３２．１ ２８．６ ３３．３ ５年未満 １７．９ ２８．６ １４．３
信用貸 ０．０ ０．０ ０．０ １０年未満 ３．６ ０．０ ４．８
其ノ他 ０．０ ０．０ ０．０ １０年以上 ３．６ ０．０ ４．８
不 詳 ６４．３ ５７．１ ６６．７ 不 詳 ３９．３ ２８．６ ４２．９

簡易保険 手形割引 ０．０ ０．０ ０．０ 不 定 ８．３ １０．０ ７．７
当座貸越 ０．０ ０．０ ０．０ ６ヶ月未満 ０．０ ０．０ ０．０
手形貸付 ０．０ ０．０ ０．０ １年未満 ０．０ ０．０ ０．０
証書貸付 ４１．７ ３０．０ ５３．８ ５年未満 ２９．２ １０．０ ４６．２
信用貸 ０．０ ０．０ ０．０ １０年未満 ４．２ ０．０ ７．７
其ノ他 ０．０ ０．０ ０．０ １０年以上 ４．２ １０．０ ０．０
不 詳 ５８．３ ７０．０ ４６．２ 不 詳 ５４．２ ７０．０ ３８．５

市 手形割引 ０．０ ― ０．０ 不 定 ０．０ ― ０．０
当座貸越 ０．０ ― ０．０ ６ヶ月未満 ０．０ ― ０．０
手形貸付 ０．０ ― ０．０ １年未満 ０．０ ― ０．０
証書貸付 １００．０ ― １００．０ ５年未満 ０．０ ― ０．０
信用貸 ０．０ ― ０．０ １０年未満 ０．０ ― ０．０
其ノ他 ０．０ ― ０．０ １０年以上 １００．０ ― １００．０
不 詳 ０．０ ― ０．０ 不 詳 ０．０ ― ０．０

信用組合 手形割引 ０．０ ０．０ ０．０ 不 定 ８．３ １０．０ ７．７
当座貸越 ０．０ ０．０ ０．０ ６ヶ月未満 １１．１ ２０．０ ７．７
手形貸付 ２２．２ ４０．０ １５．４ １年未満 ０．０ ０．０ ０．０
証書貸付 ３６．１ ３０．０ ３８．５ ５年未満 ３８．９ ３０．０ ４２．３
信用貸 ０．０ ０．０ ０．０ １０年未満 ２５．０ ３０．０ ２３．１
其ノ他 ２．８ ０．０ ３．８ １０年以上 ０．０ ０．０ ０．０
不 詳 ３８．９ ３０．０ ４２．３ 不 詳 １６．７ １０．０ １９．２

商業組合 手形割引 ０．０ ０．０ ０．０ 不 定 ０．０ ０．０ ０．０
当座貸越 ０．０ ０．０ ０．０ ６ヶ月未満 ２５．０ ０．０ ３３．３
手形貸付 ２５．０ ０．０ ３３．３ １年未満 ０．０ ０．０ ０．０
証書貸付 ２５．０ ０．０ ３３．３ ５年未満 ２５．０ ０．０ ３３．３
信用貸 ０．０ ０．０ ０．０ １０年未満 ０．０ ０．０ ０．０
其ノ他 ０．０ ０．０ ０．０ １０年以上 ０．０ ０．０ ０．０
不 詳 ５０．０ １００．０ ３３．３ 不 詳 ５０．０ １００．０ ３３．３

無尽会社 手形割引 ０．０ ０．０ ０．０ 不 定 ０．０ ０．０ ０．０
当座貸越 ０．０ ０．０ ０．０ ６ヶ月未満 ４．３ １１．１ ２．９
手形貸付 ０．０ ０．０ ０．０ １年未満 ０．０ ０．０ ０．０
証書貸付 ３０．４ ４４．４ ２８．６ ５年未満 ５０．０ ５５．６ ５１．４
信用貸 ０．０ ０．０ ０．０ １０年未満 ２１．７ １１．１ ２０．０
其ノ他 ４．３ １１．１ ２．９ １０年以上 ０．０ ０．０ ０．０
不 詳 ６５．２ ４４．４ ６８．６ 不 詳 ２３．９ ２２．２ ２５．７
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頼母子講 手形割引 ０．０ ０．０ ０．０ 不 定 ０．０ ０．０ ０．０
当座貸越 ０．０ ０．０ ０．０ ６ヶ月未満 ０．０ ０．０ ０．０
手形貸付 ０．０ ０．０ ０．０ １年未満 ５．６ ０．０ ７．７
証書貸付 ３８．９ ２０．０ ４６．２ ５年未満 ４４．４ ４０．０ ４６．２
信用貸 ０．０ ０．０ ０．０ １０年未満 ０．０ ０．０ ０．０
其ノ他 １１．１ ０．０ １５．４ １０年以上 ０．０ ０．０ ０．０
不 詳 ５０．０ ８０．０ ３８．５ 不 詳 ５０．０ ６０．０ ４６．２

問屋（掛買金） 手形割引 ０．０ ０．０ ０．０ 不 定 ９．７ １８．２ ５．７
当座貸越 ０．０ ０．０ ０．０ ６ヶ月未満 ４８．３ ４２．４ ５２．８
手形貸付 ０．０ ０．０ ０．０ １年未満 ０．７ ０．０ ０．９
証書貸付 ２．１ ３．０ １．９ ５年未満 １．４ ３．０ ０．９
信用貸 ３７．２ ４５．５ ３６．８ １０年未満 ０．０ ０．０ ０．０
其ノ他 ２．１ ０．０ ２．８ １０年以上 ０．０ ０．０ ０．０
不 詳 ５８．６ ５１．５ ５８．５ 不 詳 ４０．０ ３６．４ ３９．６

問屋（その他借入金） 手形割引 ０．０ ０．０ ０．０ 不 定 ８．３ ０．０ １１．１
当座貸越 ０．０ ０．０ ０．０ ６ヶ月未満 ８．３ ３３．３ ０．０
手形貸付 ０．０ ０．０ ０．０ １年未満 ８．３ ０．０ １１．１
証書貸付 ３３．３ ０．０ ４４．４ ５年未満 ２５．０ ０．０ ３３．３
信用貸 ８．３ ３３．３ ０．０ １０年未満 ０．０ ０．０ ０．０
其ノ他 ８．３ ０．０ １１．１ １０年以上 ０．０ ０．０ ０．０
不 詳 ５０．０ ６６．７ ４４．４ 不 詳 ５０．０ ６６．７ ４４．４

金貸業 手形割引 ０．０ ０．０ ０．０ 不 定 １０．０ ０．０ １６．７
当座貸越 ０．０ ０．０ ０．０ ６ヶ月未満 ２０．０ ６６．７ ０．０
手形貸付 １１．１ ３３．３ ０．０ １年未満 １０．０ ３３．３ ０．０
証書貸付 ４４．４ ０．０ ５０．０ ５年未満 ５０．０ ０．０ ６６．７
信用貸 ０．０ ０．０ ０．０ １０年未満 ０．０ ０．０ ０．０
其ノ他 ０．０ ０．０ ０．０ １０年以上 ０．０ ０．０ ０．０
不 詳 ５５．６ ６６．７ ５０．０ 不 詳 １０．０ ０．０ １６．７

質 屋 手形割引 ０．０ ０．０ ０．０ 不 定 ０．０ ０．０ ０．０
当座貸越 ０．０ ０．０ ０．０ ６ヶ月未満 ４０．０ ６６．７ ０．０
手形貸付 ０．０ ０．０ ０．０ １年未満 ０．０ ０．０ ０．０
証書貸付 ２０．０ ３３．３ ０．０ ５年未満 ０．０ ０．０ ０．０
信用貸 ０．０ ０．０ ０．０ １０年未満 ０．０ ０．０ ０．０
其ノ他 ２０．０ ０．０ ５０．０ １０年以上 ０．０ ０．０ ０．０
不 詳 ６０．０ ６６．７ ５０．０ 不 詳 ６０．０ ３３．３ １００．０

親戚友人 手形割引 １．１ ０．０ １．６ 不 定 ４６．３ ４１．４ ４７．６
当座貸越 ０．０ ０．０ ０．０ ６ヶ月未満 ３．２ ３．４ ３．２
手形貸付 ２．１ ３．４ １．６ １年未満 １．１ ０．０ １．６
証書貸付 ３７．９ ３７．９ ３８．１ ５年未満 ２３．２ ３１．０ ２０．６
信用貸 １２．６ ２０．７ ９．５ １０年未満 ８．４ ０．０ １２．７
其ノ他 １．１ ３．４ ０．０ １０年以上 ２．１ ３．４ １．６
不 詳 ４５．３ ３４．５ ４９．２ 不 詳 １５．８ ２０．７ １２．７

その他 手形割引 ０．０ ０．０ ０．０ 不 定 ７．７ ０．０ ８．３
当座貸越 ０．０ ０．０ ０．０ ６ヶ月未満 ０．０ ０．０ ０．０
手形貸付 ０．０ ０．０ ０．０ １年未満 ０．０ ０．０ ０．０
証書貸付 ２３．１ ０．０ ２５．０ ５年未満 １５．４ １００．０ ８．３
信用貸 ０．０ ０．０ ０．０ １０年未満 ７．７ ０．０ ８．３
其ノ他 ７．７ ０．０ ８．３ １０年以上 ５３．８ ０．０ ５８．３
不 詳 ６９．２ １００．０ ６６．７ 不 詳 １５．４ ０．０ １６．７

合 計 手形割引 １．７ ０．８ ２．１ 不 定 １５．４ １９．５ １３．７
当座貸越 ２．８ ０．８ ３．６ ６ヶ月未満 １９．２ ２０．３ １８．９
手形貸付 ２．６ ６．３ １．６ １年未満 ２．６ １．６ ３．１
証書貸付 ２５．８ ２３．４ ２６．４ ５年未満 ２４．３ ２３．４ ２５．６
信用貸 １２．６ １７．２ １１．６ １０年未満 ６．２ ３．１ ７．０
其ノ他 ２．３ １．６ ２．６ １０年以上 ４．０ ２．３ ４．７
不 詳 ５２．２ ５０．０ ５２．２ 不 詳 ２８．２ ２９．７ ２７．１

（参考）業態別分類 手形割引 ０．０ ０．０ ０．０ 不 定 １０．６ ２１．４ ９．１
銀行（続） 当座貸越 ０．０ ０．０ ０．０ ６ヶ月未満 １６．０ １４．３ １３．０

手形貸付 ０．０ ０．０ ０．０ １年未満 ６．４ ７．１ ６．５
証書貸付 ０．０ ０．０ ０．０ ５年未満 ４０．４ ４２．９ ４１．６
信用貸 ０．０ ０．０ ０．０ １０年未満 ３．２ ０．０ ３．９
其ノ他 ０．０ ０．０ ０．０ １０年以上 ９．６ ７．１ １０．４
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表４―２２は件数から計算していること，②この数字は企業のほか政府・家計を含んでいるが，表

４―２２は小売商に限定されていること，等のため単純に両数字を比較することはできない。この

ほか日銀等の調査では，そもそも公表された統計上でこの種の表章形式が適用されていな

い（１７４）。

このためデータで明確には示せないが，常識的に考えると現在では貸付金の大半を占める運転

資金では，手形貸付・割引がおこなわれている。一方，当時の銀行で実質的に運転資金でも証書

貸付が多かった背景には，当初は手形貸付であったが，返済が滞ってきたため条件変更をして証

書貸付に変わったのかもしれない。この可能性は十分に高いと思われる。あるいは当時の銀行業

務では，現在のような運転資金＝短期貸付，設備資金＝長期貸付という明確な分類が使用され

ず，収益性（返済能力）に応じて，個別に貸付方法を決定していたのかもしれない。ちなみに信

用組合では，損益財政状況のほか，経営者の性格，家庭環境，個人資産の保有状況等を詳細に調

査し，それにもとづき貸付を決定していたことが知られている（１７５）。もしかしたら信用組合の手

法は銀行の手法を踏襲していた可能性があるため，銀行はこのような慎重な判断にもとづき厳格

な手続きをおこなうことで，債権の保全をはかっていたのかもしれない（ただし信用組合は，貸

付資格として「組合員となって一定の期間を経た人」という縛りがある点で銀行と大きく異な

る。これについては，本稿末尾の補論「各種貸付機関の概要」を参照）。

借入期間は，表４―２２（右側）のように全体で不詳が２８％あったが，表４―１５（左側）の『商業

調査書』の不詳は５６％であったため，だいぶ低くなった。ただしこれを素直に喜ぶわけにはい

かない。なぜなら表４―１５では不定がないからだ。不定とは，借入期間を定めていないことと解

不 詳 １００．０ １００．０ １００．０ 不 詳 １３．８ ７．１ １５．６
中小企業向金融機関 手形割引 ０．０ ０．０ ０．０ 不 定 ８．２ １１．１ ７．４

当座貸越 ０．０ ０．０ ０．０ ６ヶ月未満 ５．２ １１．１ ３．２
手形貸付 ６．７ １３．９ ４．２ １年未満 ２．２ ０．０ ３．２
証書貸付 ３４．３ ３３．３ ３５．８ ５年未満 ３６．６ ３０．６ ４０．０
信用貸 ０．０ ０．０ ０．０ １０年未満 １５．７ １１．１ １５．８
其ノ他 ２．２ ２．８ ２．１ １０年以上 １．５ ２．８ １．１
不 詳 ５６．７ ５０．０ ５７．９ 不 詳 ３０．６ ３３．３ ２９．５

非金融機関 手形割引 ２．３ １．１ ２．７ 不 定 ２０．１ ２３．１ １８．１
当座貸越 ３．８ １．１ ４．８ ６ヶ月未満 ２６．４ ２５．６ ２７．９
手形貸付 １．３ ３．３ ０．７ １年未満 １．７ １．３ １．９
証書貸付 ２３．０ １９．８ ２３．４ ５年未満 １３．９ １６．７ １３．５
信用貸 １７．０ ２４．２ １５．５ １０年未満 ３．０ ０．０ ４．２
其ノ他 ２．３ １．１ ２．７ １０年以上 ３．３ １．３ ４．２
不 詳 ５０．４ ４９．５ ５０．２ 不 詳 ３１．７ ３２．１ ３０．２

（注） １．借入件数で集計している。以下の表も同様。
２．①借入目的は全店舗が対象，②同（経営上のみ）は「経営上」と回答した店舗のみを対象としてい
る。

３．創業資金とは，「事業創設のみならず，事業拡張改良を目的とするものを含み，且つ過半が後者に
よって占められているもの」としている（『中小商業金融実地調査』の２３頁）。

４．銀行とは普通銀行，貯蓄銀行，特殊銀行，貯蓄銀行の合計，（参考）の銀行（続）は銀行と信託会
社の合計である。

５．（参考）の中小企業向金融機関とは保険会社，簡易保険，信用組合，無尽会社であり，非金融機関
とは銀行（続）と中小企業向金融機関を除いた機関である。

（資料）借入形式別は国政研究会編『中小商業金融実地調査』の５６―６１頁の第八表（借入条件表其一），借入
期間別は同７３―７７頁の第十表（借入条件表其三）より，それぞれ谷沢が作成。
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釈できるが，『小売業経営調査』の調査時にもこのような事例はあったはずであり，それを回答

者・集計者とも不詳に加えていた可能性がある。そこで表４―２２で不定と不詳を合計する

と，４４％となり表４―１５の５６％にだいぶ近づいてきた。これを考慮すると，両表の精度は意外

に近似した水準なのかもしれない。また金融機関では，当初の約定でかならず借入期間を設定し

ているはずであるから，この不定とは当初の約定ではなく延滞して条件変更を実施した後の債務

を意味している可能性がある。もしこれを前提とすると，機関全体（ただし親族友人を除く）で

１割程度の債権焦げ付きが発生していた可能性があろう。

合計では５年未満（正確に言うと１年以上５年未満）が２４％で一番多く，次に６ヶ月未満が

１９％，不定が１５％と続いている。表４―１５で『小売業経営調査』の事例をみると，５年未満

２２％，６ヶ月未満８％であるから，５年未満の割合は大差がないが，６ヶ月未満の短期ではかな

り増えたことがわかる。先に，借入の過半が日常的な運転資金であったから，本来は５年といっ

た中期の資金借り入れは発生しないはずである。それにもかかわらず１年以上の借入期間が多

かった理由は，おそらく先述のとおり品揃えのために多額の運転資金が必要となったが、低迷す

る売上高のもとで約定どおりの返済がおこなわれずに延滞や借換が発生し、結
�

果
�

として５年間に

条件変更されたのかもしれない。または返済原資が少額であるため、金融機関側が初
�

め
�

から短期

資金ではなく５年間の長期資金を貸し付けていた可能性も捨てきれない。いずれにしても金融機

関からすれば、融資先が地域内で店舗を構えて営業している以上、夜逃げ等で債権を踏み倒す可

能性は低いほか、経営内容に関する情報も入手しやすかったから、貸付期間の長期化は収益増に

結び付くとして、むしろ積極的に同意したのかもしれない。

機関別には，銀行，無尽会社，金貸業で５年未満の割合が高いが，反対に問屋（掛買金）では

商品仕入に関連して６ヶ月未満の短期が約半分を占めている。ただし銀行で不定が１１％あり，

特に零細規模で２３％に達している。この数字は親戚友人の割合に次ぐ高さである。これをいか

に解釈すればよいか，難しい話である。なぜなら一般的に銀行業務では，借入期間を定めずに貸

付けることはありえないからである。そうするとこの事例は延滞債務であった可能性がでてく

る。もし延滞債務と仮定すると，銀行では零細規模の小売商への貸付額の２割程度が焦げ付いて

いたことを示している。これはあまりに大きな割合であるため，一概に納得しづらいものである

が，とにかく銀行で不定が１１％もあったという事実は，当時の小売商過多問題を象徴した話で

あると考えられるかもしれない。

償還方法では，最終報告書の集計表において表４―２３（左側）のように不定期，定期，日掛，

月賦等に６分類されているが，同書の本文ではこれらを「不定期」，「定期」，「割賦」に大別でき

るという（１７６）。我々の感覚からすると，日掛以降は定期であるからあえて定期という項目を別に

設ける必要性はないと考えるが，それにもかかわらず定期が含まれている。ちなみに調査票の記

入事例にある「一，定期，一，年賦，半年賦，月賦，（以下省略）」といった書き方は，『小売業

経営調査』を踏襲したことが同調査の調査票より確認できるから，割賦とは別に定期という償還
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表４―２３ 借入金の総資産規模別の借入条件（機関内構成比）（２）
（単位：％）

償還方法別
総資産規模別

担保有無別
総資産規模別

合 計 ３，０００円
未満

３，０００円
以上 合 計 ３，０００円

未満
３，０００円
以上

総借入口数（件） ５３１ １２８ ３８７ ５３１ １２８ ３８７
銀 行 不定期 ３．３ ０．０ ３．９ 有 り ６３．０ ７６．９ ６３．２

定 期 ２６．１ ３８．５ ２１．１ 不動産 ２３．９ ７．７ ２７．６
日 掛 ０．０ ０．０ ０．０ 動産及商品 ３．３ ７．７ ２．６
月 賦 ３３．７ ３０．８ ３５．５ 有価証券 １４．１ １５．４ １４．５
半年賦 ７．６ ７．７ ７．９ 債 権 ２１．７ ４６．２ １８．４
年 賦 ７．６ ７．７ ７．９ 無 し ８．７ ０．０ ６．６
不 詳 ２１．７ １５．４ ２３．７ 不 詳 ２８．３ ２３．１ ３０．３

信託会社 不定期 ０．０ ０．０ ０．０ 有 り １００．０ １００．０ １００．０
定 期 ０．０ ０．０ ０．０ 不動産 ５０．０ ０．０ １００．０
日 掛 ０．０ ０．０ ０．０ 動産及商品 ０．０ ０．０ ０．０
月 賦 ５０．０ ０．０ １００．０ 有価証券 ５０．０ １００．０ ０．０
半年賦 ０．０ ０．０ ０．０ 債 権 ０．０ ０．０ ０．０
年 賦 ０．０ ０．０ ０．０ 無 し ０．０ ０．０ ０．０
不 詳 ５０．０ １００．０ ０．０ 不 詳 ０．０ ０．０ ０．０

保険会社 不定期 ７．１ ０．０ ９．５ 有 り ５７．１ ５７．１ ５７．１
定 期 ２１．４ １４．３ ２３．８ 不動産 ０．０ ０．０ ０．０
日 掛 ０．０ ０．０ ０．０ 動産及商品 ０．０ ０．０ ０．０
月 賦 ３．６ １４．３ ０．０ 有価証券 ０．０ ０．０ ０．０
半年賦 ７．１ ０．０ ９．５ 債 権 ５３．６ ５７．１ ５２．４
年 賦 ３．６ ０．０ ４．８ 無 し ０．０ ０．０ ０．０
不 詳 ５７．１ ７１．４ ５２．４ 不 詳 ４２．９ ４２．９ ４２．９

簡易保険 不定期 ４．３ ０．０ ７．７ 有 り ２５．０ ０．０ ４６．２
定 期 １７．４ ０．０ ３０．８ 不動産 ０．０ ０．０ ０．０
日 掛 ０．０ ０．０ ０．０ 動産及商品 ０．０ ０．０ ０．０
月 賦 １３．０ ２０．０ ７．７ 有価証券 ４．２ ０．０ ７．７
半年賦 ０．０ ０．０ ０．０ 債 権 ２０．８ ０．０ ３８．５
年 賦 ８．７ １０．０ ７．７ 無 し ８．３ １０．０ ７．７
不 詳 ５６．５ ７０．０ ４６．２ 不 詳 ６２．５ ９０．０ ４６．２

市 不定期 ０．０ ― ０．０ 有 り １００．０ ― １００．０
定 期 ０．０ ― ０．０ 不動産 １００．０ ― １００．０
日 掛 ０．０ ― ０．０ 動産及商品 ０．０ ― ０．０
月 賦 ０．０ ― ０．０ 有価証券 ０．０ ― ０．０
半年賦 ０．０ ― ０．０ 債 権 ０．０ ― ０．０
年 賦 １００．０ ― １００．０ 無 し ０．０ ― ０．０
不 詳 ０．０ ― ０．０ 不 詳 ０．０ ― ０．０

信用組合 不定期 ５．６ ０．０ ７．７ 有 り ５５．６ ７０．０ ５０．０
定 期 １９．４ ２０．０ １９．２ 不動産 ３６．１ ３０．０ ３８．５
日 掛 ２．８ ０．０ ３．８ 動産及商品 ２．８ １０．０ ０．０
月 賦 ３３．３ ６０．０ ２３．１ 有価証券 １１．１ ２０．０ ７．７
半年賦 ０．０ ０．０ ０．０ 債 権 ５．６ １０．０ ３．８
年 賦 １６．７ １０．０ １９．２ 無 し １３．９ ２０．０ １１．５
不 詳 １３．９ １０．０ １５．４ 不 詳 ３０．６ １０．０ ３８．５

商業組合 不定期 ０．０ ０．０ ０．０ 有 り ２５．０ ０．０ ３３．３
定 期 ５０．０ ０．０ ６６．７ 不動産 ０．０ ０．０ ０．０
日 掛 ０．０ ０．０ ０．０ 動産及商品 ０．０ ０．０ ０．０
月 賦 ０．０ ０．０ ０．０ 有価証券 ０．０ ０．０ ０．０
半年賦 ０．０ ０．０ ０．０ 債 権 ２５．０ ０．０ ３３．３
年 賦 ０．０ ０．０ ０．０ 無 し ２５．０ ０．０ ３３．３
不 詳 ５０．０ １００．０ ３３．３ 不 詳 ５０．０ １００．０ ３３．３

無尽会社 不定期 ０．０ ０．０ ０．０ 有 り ２８．３ ２２．２ ２８．６
定 期 ０．０ ０．０ ０．０ 不動産 １０．９ １１．１ ８．６
日 掛 ６．５ ０．０ ５．７ 動産及商品 ４．３ ０．０ ５．７
月 賦 ７８．３ ７７．８ ８０．０ 有価証券 ２．２ ０．０ ２．９
半年賦 ０．０ ０．０ ０．０ 債 権 １０．９ １１．１ １１．４
年 賦 ０．０ ０．０ ０．０ 無 し ２１．７ ２２．２ ２２．９
不 詳 １５．２ ２２．２ １４．３ 不 詳 ４７．８ ５５．６ ４８．６
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頼母子講 不定期 ０．０ ０．０ ０．０ 有 り ５．６ ０．０ ７．７
定 期 ０．０ ０．０ ０．０ 不動産 ０．０ ０．０ ０．０
日 掛 １１．１ ２０．０ ７．７ 動産及商品 ０．０ ０．０ ０．０
月 賦 ６６．７ ６０．０ ６９．２ 有価証券 ５．６ ０．０ ７．７
半年賦 ０．０ ０．０ ０．０ 債 権 ０．０ ０．０ ０．０
年 賦 ０．０ ０．０ ０．０ 無 し ３３．３ ０．０ ４６．２
不 詳 ２２．２ ２０．０ ２３．１ 不 詳 ６１．１ １００．０ ４６．２

問屋（掛買金） 不定期 ６．２ ９．１ ３．８ 有 り ２．８ ９．１ ０．９
定 期 ４４．１ ３０．３ ５０．９ 不動産 ０．０ ０．０ ０．０
日 掛 ０．０ ０．０ ０．０ 動産及商品 ０．７ ３．０ ０．０
月 賦 ４．１ ９．１ ２．８ 有価証券 ０．０ ０．０ ０．０
半年賦 ０．０ ０．０ ０．０ 債 権 ２．１ ６．１ ０．９
年 賦 ０．０ ０．０ ０．０ 無 し ４４．１ ４８．５ ４５．３
不 詳 ４５．５ ５１．５ ４２．５ 不 詳 ５３．１ ４２．４ ５３．８

問屋（その他借入金） 不定期 １６．７ ０．０ ２２．２ 有 り ８．３ ０．０ １１．１
定 期 ８．３ ０．０ １１．１ 不動産 ８．３ ０．０ １１．１
日 掛 ０．０ ０．０ ０．０ 動産及商品 ０．０ ０．０ ０．０
月 賦 ８．３ ０．０ １１．１ 有価証券 ０．０ ０．０ ０．０
半年賦 ０．０ ０．０ ０．０ 債 権 ０．０ ０．０ ０．０
年 賦 １６．７ ０．０ ２２．２ 無 し ３３．３ ０．０ ４４．４
不 詳 ５０．０ １００．０ ３３．３ 不 詳 ５８．３ １００．０ ４４．４

金貸業 不定期 ０．０ ０．０ ０．０ 有 り ６０．０ ３３．３ ８３．３
定 期 ４０．０ ３３．３ ３３．３ 不動産 ３０．０ ０．０ ５０．０
日 掛 ３０．０ ６６．７ １６．７ 動産及商品 ２０．０ ０．０ ３３．３
月 賦 ０．０ ０．０ ０．０ 有価証券 １０．０ ３３．３ ０．０
半年賦 ０．０ ０．０ ０．０ 債 権 ０．０ ０．０ ０．０
年 賦 １０．０ ０．０ １６．７ 無 し ３０．０ ３３．３ １６．７
不 詳 ２０．０ ０．０ ３３．３ 不 詳 １０．０ ３３．３ ０．０

質 屋 不定期 ０．０ ０．０ ０．０ 有 り ６０．０ ６６．７ ５０．０
定 期 ６０．０ ６６．７ ５０．０ 不動産 ０．０ ０．０ ０．０
日 掛 ０．０ ０．０ ０．０ 動産及商品 ４０．０ ６６．７ ０．０
月 賦 ０．０ ０．０ ０．０ 有価証券 ２０．０ ０．０ ５０．０
半年賦 ０．０ ０．０ ０．０ 債 権 ０．０ ０．０ ０．０
年 賦 ０．０ ０．０ ０．０ 無 し ０．０ ０．０ ０．０
不 詳 ４０．０ ３３．３ ５０．０ 不 詳 ４０．０ ３３．３ ５０．０

親戚友人 不定期 ２０．０ ６．９ ２３．８ 有 り １２．６ ６．９ １５．９
定 期 １６．８ １７．２ １７．５ 不動産 １１．６ ３．４ １５．９
日 掛 ０．０ ０．０ ０．０ 動産及商品 １．１ ３．４ ０．０
月 賦 １３．７ ２４．１ ９．５ 有価証券 ０．０ ０．０ ０．０
半年賦 ２．１ ０．０ ３．２ 債 権 ０．０ ０．０ ０．０
年 賦 ２．１ ３．４ １．６ 無 し ４９．５ ４８．３ ５０．８
不 詳 ３８．９ ４８．３ ３４．９ 不 詳 ３７．９ ４４．８ ３３．３

その他 不定期 ７．７ ０．０ ８．３ 有 り ６１．５ ０．０ ６６．７
定 期 ０．０ ０．０ ０．０ 不動産 ６１．５ ０．０ ６６．７
日 掛 ７．７ ０．０ ８．３ 動産及商品 ０．０ ０．０ ０．０
月 賦 ４６．２ ０．０ ５０．０ 有価証券 ０．０ ０．０ ０．０
半年賦 ７．７ ０．０ ８．３ 債 権 ０．０ ０．０ ０．０
年 賦 ２３．１ １００．０ １６．７ 無 し ２３．１ １００．０ １６．７
不 詳 ７．７ ０．０ ８．３ 不 詳 １５．４ ０．０ １６．７

合 計 不定期 ７．３ ３．９ ７．８ 有 り ２８．６ ２５．０ ３０．７
定 期 ２４．７ ２０．３ ２６．１ 不動産 １２．４ ４．７ １５．２
日 掛 １．９ ２．３ １．６ 動産及商品 ２．３ ４．７ １．６
月 賦 ２３．５ ２５．８ ２３．５ 有価証券 ４．３ ４．７ ４．４
半年賦 ２．３ ０．８ ２．８ 債 権 ９．６ １０．９ ９．６
年 賦 ５．８ ３．９ ６．７ 無 し ２８．８ ２８．９ ２８．７
不 詳 ３４．５ ４３．０ ３１．５ 不 詳 ４２．６ ４６．１ ４０．６

（参考）業態別分類 不定期 ３．２ ０．０ ３．９ 有 り ６３．８ ７８．６ ６３．６
銀行（続） 定 期 ２５．５ ３５．７ ２０．８ 不動産 ２４．５ ７．１ ２８．６

日 掛 ０．０ ０．０ ０．０ 動産及商品 ３．２ ７．１ ２．６
月 賦 ３４．０ ２８．６ ３６．４ 有価証券 １４．９ ２１．４ １４．３
半年賦 ７．４ ７．１ ７．８ 債 権 ２１．３ ４２．９ １８．２
年 賦 ７．４ ７．１ ７．８ 無 し ８．５ ０．０ ６．５
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方法があったはずである。おそらく「割賦」とは返済時期と返済額が決められているが，「定期」

は返済時期のみ定められ，返済額はかならずしも確定していないのかもしれない（１７７）。

さらに不定期という分類にも注意を要するだろう。すなわち『小売業経営調査』の償還方法を

示した表４―１５（中間部）では不定期がなかったが，『金融実地調査』で初めて登場している。そ

して不定期の説明として，「支払期日の定めなく，随時償還し得る」（１７８）償還方法を指していると

いう。このような事例は，親戚友人からの借入や銀行等の延滞債務が想定され，とくに後者は借

入期間の分類上で不定に対応した償還方法と考えられる。また『小売業経営調査』の不詳に，不

定期が含まれていた可能性があるから，『金融実地調査』の合計における不定期と不詳を合算す

ると４２％となる。これに対して『小売業経営調査』の不詳は６３％であるから，これらの数字を

比較すると『金融実地調査』のほうがデータの信頼性が高いといえるかもしれない。

定期の数字の解釈には注意を要するが，とりあえず集計結果を素直に紹介しておく。合計とし

ては，定期が２５％，月賦が２４％となり，この２方法で約半分を占めている。このうち定期は，

質屋６０％，商業組合５０％，問屋（掛買金）４４％など，在来型の中小金融機関できわめて高く

なっている。これは，これらの機関では返済額を明記することの多い証書貸付の割合の低いこと

と関連しているかもしれない。なお銀行は，月賦が３４％にすぎず半年賦，年賦が合計１５％ある

など，他の組織よりも返済間隔が長くなっている。いずれにしても合計では，先の借入期間で５

年未満以上（つまり１年以上）の長期借入がおよそ３５％を占めるなど高リスク債務があるが，

償還方法では日掛と月賦を合わせても２５％程度にすぎなかった。小売商は本来，商品を毎月仕

不 詳 ２２．３ ２１．４ ２３．４ 不 詳 ２７．７ ２１．４ ２９．９
中小企業向金融機関 不定期 ３．８ ０．０ ５．３ 有 り ４１．０ ３６．１ ４３．２

定 期 １２．８ ８．３ １４．７ 不動産 １３．４ １１．１ １３．７
日 掛 ３．０ ０．０ ３．２ 動産及商品 ２．２ ２．８ ２．１
月 賦 ３９．１ ４４．４ ３６．８ 有価証券 ４．５ ５．６ ４．２
半年賦 １．５ ０．０ ２．１ 債 権 ２０．１ １６．７ ２２．１
年 賦 ６．８ ５．６ ７．４ 無 し １２．７ １３．９ １２．６
不 詳 ３０．８ ４１．７ ２７．４ 不 詳 ４４．８ ５０．０ ４４．２

非金融機関 不定期 １０．２ ６．４ １０．２ 有 り １２．２ １０．３ １３．５
定 期 ２９．６ ２３．１ ３３．０ 不動産 ８．３ １．３ １１．２
日 掛 ２．０ ３．８ １．４ 動産及商品 ２．０ ５．１ ０．９
月 賦 １３．５ １６．７ １３．０ 有価証券 １．０ １．３ ０．９
半年賦 １．０ ０．０ １．４ 債 権 １．３ ２．６ ０．９
年 賦 ４．９ ２．６ ６．０ 無 し ４２．２ ４１．０ ４３．７
不 詳 ３９．８ ４７．４ ３６．３ 不 詳 ４６．２ ４８．７ ４２．８

（注） １．借入件数で集計している。以下の表も同様。
２．①借入目的は全店舗が対象，②同（経営上のみ）は「経営上」と回答した店舗のみを対象としている。
３．創業資金とは，「事業創設のみならず，事業拡張改良を目的とするものを含み，且つ過半が後者に
よって占められているもの」としている（『中小商業金融実地調査』の２３頁）。

４．銀行とは普通銀行，貯蓄銀行，特殊銀行，貯蓄銀行の合計，（参考）の銀行（続）は銀行と信託会社
の合計である。

５．（参考）の中小企業向金融機関とは保険会社，簡易保険，信用組合，無尽会社であり，非金融機関と
は銀行（続）と中小企業向金融機関を除いた機関である。

（資料）償還方法別は国政研究会編『中小商業金融実地調査』の７８―８３頁の第十二表（Ⅰ）（借入条件表其五），
担保有無別は，同８４―８７頁の第十二表（借入条件表其四）と同８８―９１頁の第十二表（Ⅱ）（借入条件表
其五）の２つの表を谷沢が１つに集約化した。
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入れることが多く，月ごとに資金計画を立てられるから，金融機関からすると資金回収のために

月賦を中心とした償還方法を立てたかったはずだ。しかし小売商側で思うように収益が上がらな

かったため，このような償還方法に落ち着かざるを得なかったのではなかろうか。

さらに不定期に注目してみると，親族友人が２０％，問屋（その他借入金）が１７％を占め，こ

の２つが他の場合よりも圧倒的に高かった。これは納得できる数字であろう。また銀行の不定期

が３％あったことも注目される。先述のとおり銀行における不定期とは，経営不振にともない当

初の約定とおりに返済できなくなった不良貸付先の可能性が高いから，それが３％とはいえ存在

していたことは，金融業としてはやむを得ない話である。もっとも保険会社７％，信用組合６％，

簡易保険４％より低い事実は，債権管理がこれら金融機関よりもしっかりしていたことを反映し

ているのかもしれない。

貸付に際しては，担保をとって債権の保全を図る必要がある。そこで表４―２３（右側）で示し

た担保の有無をみてみる。この表の不詳は，合計では４３％に達しており，いままでの質問項目

中でもかなり高い数字となっていた。回答者にとってみると，「ここまで調べる必要があるのか」

と思いつつ，記入する気持ちが萎えたのかもしれない。ただし『小売業経営調査』を集計した表

４―１５（右側）と比べると，集計表の分類が一段と整備されたことも事実である。すなわち表４―

１５では担保有りと不詳に大別されるが，表４―２３では担保有り，同無し，不詳の３分類となっ

た。そこで合計に関して，表４―２３の不詳と担保無しを合算すると７１％となり，表４―１５の７５％

にかなり近い数字となった。この事実より，両調査は担保の有無の精度に関してはさほど大差が

ないと考えられる。しかも調査票で無回答（＝不詳）であったとしても，そのなかに担保を徴求

されなかった場合が相当含まれていたと推測される。

合計では，担保有りが３割弱にすぎなかった。ただし不詳が４３％とかなり大きいため，実態

としてはこの一定割合が担保有りに加わるはずであり，早急な判断はおこなうべきではない。そ

の一方で，担保無しが同じく３割弱はあったから，なかなか債権の保全が思うようにいかなかっ

た事例もあったはずだ。これらの数字を総合的に勘案すると，担保有りはせいぜい４割程度にす

ぎなかったのではなかろうか。現在からすると，やはり低いように思われる。次に担保の中身を

みると，合計で不動産が１２％にすぎなかった。『小売業経営調査』を集計した表４―１５でも，合

計で不動産担保が１１％であったほか，銀行でも２３％とほぼ同水準であるなど，これらの数字は

極めて近似している。機関別にみると，銀行・信託会社・市・金貸業・質屋では担保有りが６割

を超えていたが，反対に問屋では買掛金やその他借入金のいずれも担保無しが一番多く，親戚友

人でも同様の状態にあった。この点では，担保無しでも金融支援をする問屋は小売商にとってあ

りがたい組織であり，いわゆる問屋金融が重要な機能を有していた理由といえよう。

ちなみに担保に関して，谷沢「多収入ポケット論文」では「小売商にとっての資産（特に賃貸

家屋）は，賃貸収入源と担保物件という２つの性格を備えていた」（１７９）と指摘したが，この指摘

にしたがうと不動産担保の割合が低いようにも思われる。もっともこの議論は，あくまで理想論
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であり，表４―２３（右側）の数値は実態であるから，これを混同することはできないだろう。こ

の推論は，当調査の「金融上最大ノ欠陥」において，「担保ヲ得難シトセルモノ，又ハ担保過重

乃至手続煩雑トセルモノ」が全体の２６％となり，一位の「保証人ヲ得難シトセルモノ，多数ヲ

要スルモノ，又ハ条件苛酷トセルモノ」の２７％に僅差で２位となっていることからも納得でき

るはずである（１８０）。また『小売業経営調査』では，第一表の「現在金融ヲ受ケル上ニハドンナ困

難ガアリマスカ」という自由記述欄の集計において，「担保物ナシ」が全体の７２％を占めていた

ことも追加しておきたい（１８１）。このように低収益を強いられた小売商にとって，不動産を取得し

ておくことは経営上の安定性を確保するうえで，極めて重要な経営戦略であったことを考慮する

必要がある。

（５）問屋取引の実態
５．１．日銀編『問屋取引調査』

ところで当時の問屋金融を具体的に分析するためには，小売商と卸商との取引関係（以下，問

屋取引という）がいかなる状況にあったのかを把握しなければならない。また我が国は，現在で

も他国と比べてＷ／Ｒ比率が突出して高いことに象徴されるように，流通経路が長くその間に多

様な問屋（卸商）が介在しているほか，そこでは独自の取引形態・取引コストが設定されてい

る。このため当時の小売商の資金需給を把握するためには，これらの問屋取引を個別に分析する

必要がある（１８２）。

近代初期にすでに問屋金融は，横浜の生糸売込問屋などの形態で存在していたが，２０世紀前

半には近代産業の拡大にともないその機能が低下していったことが知られている。とはいえ中小

事業者との関連では，問屋金融が依然として無視できない重要性を有していたため，問屋取引に

関するさまざまな調査報告書や実務書が発表されてきた。政策当局に限っても，日本銀行調査局

編『問屋取引ニ関スル調査』１９１４年１０月（以下，『問屋取引調査』と略記）と，商工省商務局

編『商取引組織系統ニ関スル調査』１９２６～３２年（以下，『商取引調査』）などの詳細な報告書が

発表されている（１８３）。このうち前者は日銀編『日本金融史資料』に，後者は第２節で紹介した山

口編『近代日本商品流通史資料』に，それぞれ収録されている代表的な報告書であるものの，管

見の限り前者のみが攝津斉彦の研究で若干言及されているにすぎないなど，いまだ本格的な検討

はおこなわれていない。

もちろんこれらの調査で取り上げられた商品は，流通経路や価格動向等になんらかの問題を抱

えたものに限定され，いままで検討してきた消費財の一部にすぎない。しかしこれらの商品の特

徴を検討することにより，当時の小売商の抱える問題の一端を把握する手掛かりが具体的に把握

できる。また２つの調査の間には，第１次大戦後の反動恐慌，関東大震災，金融恐慌などが発生

しているため，これらの比較によって問屋取引がいかに変化したかを確認することもできる。そ

こで以下では，２つの調査のほかに他の情報も追加して，当時の取引慣行の変化を紹介していこ
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う。

まず日銀編『問屋取引調査』は，調査実施概要が書かれていないため実態は不明である

が，１９１４年１０月付けで日銀調査局が発表しているため，１９１０年代前半の都市圏（おそらく東京

市内）の問屋を調査した結果であろう（１８４）。実は，筆者はこの資料を原本ではなく，日本銀行調

査局が編集した『日本金融史資料 明治大正編』第２５巻，１９６１年で閲覧したが，同書で土屋喬

雄が執筆した解題（正式名称：『銀行以外の金融機関に関する調査』解題）をみると，掲載され

ている資料のなかでもっとも少ない文章量であり，調査目的等がまったく触れられていな

い（１８５）。このためいかなる理由で作成されたのか知る由もないが，１９１０年３月に当時の政府が生

産調査会を設置して，１９１２年１１月までに多くの諮問事項を調査・審議したため，もしかしたら

この関連で作成された可能性もあろう（１８６）。

同資料の「第１章 緒論」では，「一、問屋ノ意義」，「二、問屋ノ種別」が論じられ，作成目

的が一言も触れられていないが，末尾の「第五章 結論」では「（三）改良私見」という箇所が

あることから，当時は物価上昇のなか問屋に対する各種の批判が社会で発生していたものと推察

される。この時期は少なくとも産業革命後に発生した流通インフラ（鉄道・電信・電話）の普及

にともなって問屋の位置づけが変質してきたことと無関係ではなかろう（１８７）。それゆえ同調査の

概要は，あくまで明治後半以降に形成された１時期の話と限定して考えるべきかもしれない。ま

た同時期には激しい物価上昇があったから，問屋批判が盛り上がった背景には，おそらく需要家

側からの影響があるが，そのほか旧来型の問屋制度に対する小売商側からの批判が盛り上がった

ことが予想される（１８８）。以下，主要な論点を示していこう（ただし個別商品の支払・決済方法に

ついては，次項の商工省編『商取引調査』で比較しつつ論じていく予定である）。

第１章では，問屋を商法３１３条で「自己ノ名ヲ以テ他人ノタメニ物品ノ販売又ハ買入ヲナスヲ

業トスル者ヲイフ」としているが，実際にはこの定義と異なる場合もあるため，「主トシテ卸売

ヲ営ム大商人ヲイフ」と，最も概括的な定義を採用している。この問屋＝卸売商という定義は，

現在の我々からすると当然のように思われるが，この卸売商という概念は流通経路を想定しない

かぎり，導き出すことができない概念である。この卸売の用語は，同報告書中ではすでに営業税

法の規定で「卸売商人トハ商人ヘ売却スルモノヲイフ」として使用されていたことが指摘されて

いるが，統計調査中では未だ使われていなかった。ちなみに１９０８年１０月に実施された『東京市

勢調査』（原表）では，職業分類（＝産業分類）において「第三款 商業及交通業」のなかの

「第２２項 物品販売業」では，「第１５６目 家畜及家禽販売」から「第１９６目 其他ノ物品販売

業」まで製品別に４１分類が収容されているが，そこでは卸売という用語は見当たらない（１８９）。

ただし同調査の「第２３項 売買ノ媒介及人事其他ノ周旋業」では，「第１９７目 米穀売買ノ媒

介」，「１９８目 有価証券売買ノ媒介」，「第１９９目 其他ノ売買ノ媒介」，「第２００目 雇人周旋

業」，「第２０１目 其他ノ人事周旋業」，「第２０２目 其他ノ周旋業」という細分類が設定されてい

る。このうち第１９７目，第１９９目は，もしかしたら卸売業と直接関連するのかもしれない。物品
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販売業でなく，ここにあえて分類する商業がどの程度あるのかは確認できないが，おそらく問屋

の一部にすぎないだろう。とにかく以上の分類は，１９２０年１０月に実施された第１回『国勢調

査』でも，物品販売業が「物品販売業」のまま，売買ノ媒介及人事其他ノ周旋業が「媒介周旋

業」に修正されたにすぎず，基本的に変更されなかった（１９０）。このような当時の統計制度の下で

は，日銀による卸・小売分類はかなり斬新なものであったといえよう。

そのうえで問屋を，仕入関係を基準として委託販売問屋，固有販売問屋，加工販売問屋の３形

態（以下，日銀分類と略記）に分類している（１９１）。委託販売問屋とは，「生産者其他ノ委託ヲ受

ケテ商品ノ販売ヲナスモノ」であり，代表例は魚河岸や青物市場等における市場問屋があげられ

る。固有販売問屋は，「生産者其他ヨリ物品ヲ購入シ相当ノ利益ヲ付シテ之ヲ販売スルモノニシ

テ，自己ノ名ヲ以テ且自己ノ為ニ物品ヲ販売スルモノ」である。そして加工販売問屋は，「生産

者其他ヨリ原料ヲ購入シテ，之ニ加工ヲナシタル上販売スルモノ」であり，「加之自己ニ於テ原

料ヲ購入スルコトナク，初メヨリ小手工業者ヲシテ原料ヲ購入加工セシメタル上，其製品ヲ買取

リ之ヲ販売スルモノヲモ，加工販売問屋ノ中ニ加ヘル」という。当調査では，各問屋の関係を図

４―８のように示している。このうち委託販売問屋と加工販売問屋に関して，商法で規定している

委託を受けているか否かや，自主的に製品を購入しているか否かは簡単に分類できないように思

われるほか，固有販売問屋と加工販売問屋においても，いずれも自らが製品を購入するという点

では大差はない。

しかし現状の研究者にとって，この日銀分類が全く採用されていないことはすでに第２節で説

明したとおりである。すなわち研究史上では，問屋制家内工業論の視点から流通過程に関連し

て，問屋を買継商，産地問屋，集散地問屋に分類するのが一般的であり，日銀分類はまったく採

用されてこなかった。この背景には，従来は研究上で産地での織物業などが注目され，その生産

面を中心に分析が進められたが，本格的な小売商研究は進んでいなかったことが大きく影響して

いる。一方で『問屋取引調査』は，小売商との関係を重視して東京市内の問屋を中心に聞き取り

調査を実施したため，産地問屋との関係をさほど重視していなかったことが考えられる。

ただしこれらの理由は日銀分類が分析にあたって利用できないことを意味するのではない。な

ぜなら従来の上記の買継商等の分類は，重層的な流通構造を把握するには適しているが，委託・

加工等の有無を捨象する問題を抱えているほか，まして小売商との関係はきわめて希薄であるか

らだ。このためこれらの視点を取り入れた日銀分類（特に固有販売問屋）は個性的な特徴を備え

ており，同分類をさらに流通過程の視点から分類することで重層的な市場分析に結び付けること

ができよう。このほか幸野保典のように，当時の問屋を問屋取引の決済方法にもとづき，「貸売

問屋」と「現金問屋」に区分する考え方を提起している者もいる（１９２）。前者は決済を旧来どおり

掛売りでおこなう問屋であり，後者は現金取引でおこなう問屋のことである。しかしこの分類

は，当時使用された事実を確認できないほか，現行の研究者も使用している事例が確認できない

など，かならずしも普及しているとはいいがたい。
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とにかく日銀分類にもとづき，第２章の「問屋ノ仕入」では問屋の仕入取引について解説して

いる。まず委託販売問屋は，もっとも問屋の本質を示しているが，もともと数が多くなかったほ

か，しかも純粋な委託販売ではなく「着荷後直ニ其（商品の）評価ヲナシ相当ノ価格ヲ以テ」即

刻代金を送付する，通称「見込仕切」という形態が多いという。その代金の決定は，多くの場合

は成り行き売りで問屋に一任されており，指値は絶対的な力を持っているためほとんどおこなわ

れないなど，問屋側が絶対的な力を持っている。代金の送付方法は，例えば日本酒問屋では醸造

家から着荷後に見込価格の７～８割を内金として送付するが，薪炭・材木問屋も同様である。委

託販売では本来，商品売却後に仕入代金を送金するため，この内金に対して問屋は利子を請求す

べきであるが，現状ではおこなっていない。また送付にあたっては，銀行為替を利用することが

多く，従来のような荷為替を使用することは特殊の事例を除いておこなわれていない。問屋の利

益は口銭に限られるが，運賃の立替金の先払い等が煩雑であるため，委託販売は次第にすたれて

きたという。

図４―８ 日銀編『問屋取引調査』における問屋の種類

（注） 上図の委託問屋，固有問屋，加工問屋は，それぞれ委託
販売問屋，固有販売問屋，加工販売問屋のことである。

（資料） 日銀編『問屋取引調査』（本稿は，日本銀行調査局編
『日本金融史資料 明治大正編』第２５巻を使用）の
５０８頁の図による。
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次に固有販売問屋は，生産者より物資を購入する方式であり，問屋のなかでは最も数が多い。

これを仕入先で分類すると，外国商館又は直輸入するタイプ（外国商館型），内地大工業等より

購入するタイプ（大工業型），地方小農工業者等より購入するタイプ（地方型）の３つあるとい

う。外国商館型では，代金支払いが現金払いか荷為替によるのが一般的であり，おおむね荷物到

着と代金支払いは同時である。大工業型では，他と比べ保有資産額がかなり多く店舗数も固定さ

れており，例えば東京近郊の紡績会社は東京綿糸商組合員以外には販売しない。代金支払い（取

立て）は，出荷の翌日に代金領収証書を取引銀行に送付して同行が綿糸商より取り立てる方式を

とっている。さらに地方型では，生産者の経営体力が脆弱な場合が多いため，価格の決定等を問

屋に一任している。例えば日本紙（和紙）では，産地から期限１５～３０日の為替手形を地方銀行

を経由して東京の銀行に送付し，同行がそれを問屋に呈示して引受（つまり支払い）をする。鶏

卵では，問屋は地方の仲買人から商品を購入し，着荷後数日で支払いをおこなっていた。

加工販売問屋では，①原料を購入して，それを加工して小売商に販売する場合，②（委託して

いた）手工業者の製品を購入して，それを小売商に販売する場合の２つの事例が想定される。こ

こで注目すべきは問屋と職人との関係であるが，原料を問屋側が調達して職人に提供する場合の

職人は「手間師」，原料を職人自らが調達する場合の職人は「仕上師」と呼ばれる。通常は，職

人の資力が乏しいため，手間師となる傾向があり，足袋職などは典型的な手間師である。この場

合には，出来高に応じて賃金を決め，完成の都度その金額を支払っているが，なかには賃金の先

払いを要求する職人がいるという。

一方，本稿で問題としている小売商との販売取引については，第３章において全部で１６商品

を対象として，販売先を東京市内向けと地方向けに分けて解説している。ただしここでは，問屋

の３分類については言及されていないことから，分類ごとの差異は確認できない。いま，問屋が

東京市内の小売商に販売する際の代金取立方法を製品ごとにみると，表４―２４のようにまとめら

れる。一般に，販売方法は出売と座売の２種類があるが，当時は出売が主であった。この背景に

は，問屋と小売商の間に介在する仲買人を排除して，問屋の店員が直接に小売商に出向く傾向が

強くなっていることがあげられる。このためこの表でも，出売を前提としている。また問屋と小

売商との間で取り決めた決済方法と，実際におこなわれていた決済方法（実態）を対比させて記

述しているため，この表ではこれを反映するように２列組みとした。この対比がすべての商品で

正確に記述されているわけではないが，大正初期におけるおおよその取引状況を把握できよう。

まずこの表の代金取立方法の項目をみると，ほとんどの商品で集金人を派遣して代金を回収し

ていることがわかる。同人が集金のみを担当する専門家なのか，それとも店員に一時期に集金を

おこなわせていたのかは不明確であるが，書き方からするとおそらく後者であったと思われる。

また代金の支払いが現金なのか，それとも手形なのかは明記されていないが，集金人を派遣して

いるということは，おそらく現金（又は小切手）であったと思われる。そして手形は，「若シ期

日ニ支払ヲナサザルトキハ三十日期限ノ約束手形ヲ振出サシム」（洋紙）としており，債務の回
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表４―２４ 日銀編『問屋取引調査』における問屋の代金取立方法の概要（１９１４年）

品 目 問屋の
タイプ 代金取立方法 実 態

砂 糖 固有 ・毎月末集金人ヲ派遣ス。 ・常ニ多クノ滞貨ヲ存ス。例ハ初回ニ３０００円ノ
商品ヲ貸シ，月末ニ１０００円の回収アルト共
ニ，１０００円ノ商品ヲ貸スヲ以テ，滞貨ハ依然
３０００円トナルナリ。以後此割合ヲ以テ進ミ常
ニ３０００円ノ滞貨ヲ存スルナリ。

・製品販売ノ口銭ハ以下ノ通リ。 ・同左
白糖１俵（原価２０銭）ハ５銭
赤糖１俵（原価１５銭）ハ１５銭
黒糖１俵（原価１１銭）ハ２０～３０銭

塩 固有 ・毎月末集金人ヲ派ス。 ―
・製品別ノ利潤ハ以下ノ通リ。
２等品（８０斤入）９２．６厘
３等品（４０斤入）３１．９厘

醤 油 ？ ・毎月末ニ通帳ヲ集メ来リ。 ・代金支払ハ，其月末ニ完了スルモノ少ク，大抵
２ヶ月乃至３ヵ月ヲ要ス。

・之ニ該月２５日迄ノ売込品ノ数量並ニ価格ヲ記
載シ，月末ニ小売商ニ送リ同時に代金ノ支払ヲ
請求ス。

―

日本酒 委託 ・支払日ハ月４回（７・８日，１３・１４日，２０・２１
日，３０・３１日）トシ，集金人ヲ派遣ス。

・代金回収ハ大抵３・４ヶ月ヲ要ス。

・問屋口銭ハ委託販売価格ノ７歩。 ・同左

鶏 卵 固有 ・現金払ナキニ非ルモ，大抵ハ１４日及月末ノ２
回払トス。但し信用篤キ向ニ対シテハ１月又ハ
２月払トス。

―

・問屋口銭ハ以下ノ通リ。 ・同左
委託販売デハ売上代金ノ３～５歩。
固有販売デハ１０貫ニ付キ３～５円。

京都織物 ？ ・毎月２０日ニ其売上ヲ〆切リ，月末ニ集金人ヲ
派シ代金ヲ取立テル。

・但該月末ニ支払アルハ寧ロ稀ニシテ，普通ハ翌
月末ニ支払ハルルモノトス。

（地方ヘ販売の場合） （地方ヘ販売の場合）
・毎月末ニ請求書ヲ送付ス。地方卸売商人ハ大抵
ハ為替手形ヲ以テ送金シ来タル。

・多少延滞ノ向モコレナキ二非ルヲ以テ年４・５
回ハ店員ヲ各地二派シ集金セシム。

木 綿
（＝綿布）

？ ・毎月１４日並ニ月末ニ集金人ヲ派ス。 ・商品引渡後１ヶ月以内ニ代金ノ完済ヲ見ルコト
多シ。

綿 糸 固有 ・大体綿問屋に同ジ。但約束手形稀ニ用ヰラル。 ―

日本紙 固有 ・毎月末ニ集金人ヲ派シ集金セシム。 ・但実際完済マデニハ２ヶ月乃至３ヶ月ヲ要ス。

漆 ？ ・毎月末ニ集金人ヲ派ス。 ―
・月末に支払ヲナサザルトキハ，１円ニツキ５厘
ノ日歩ヲ請求ス。

畳 ？ ・毎月１４日並ニ月末ニ集金人ヲ派ス。
・期日ニ支払ヲナサザルトキハ，信用アル商人ニ
対シテハ次回ニ延期スルモ然ラザル際ニハ，約
束手形若クハ公正借用証書ヲ作ラシム。

・但日歩ヲ徴スルコト稀ナリ。

薪 炭 委託 ・畳問屋ニ同ジ。但手形若クハ証書ヲ用ユルコト
ナシ。

―

・問屋口銭ハ以下ノ通リ。 ・実際ハ５分位。
伊豆産（天城炭？）デ売上代金ノ１割
紀州産（備長炭？）デ売上代金ノ８分

油 ？ ・商品引渡ノ翌日代金ヲ受取ル（但油問屋ハ常ニ
仲買人ト取引シ，直接小売商人ト取引スルコト
ナシ）。

―

洋 紙 固有 ・毎月末集金人ヲ派ス。 ―
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収を促進させる際に利用しているにすぎない。つまり通常は，信用貸にもとづく買掛金で処理さ

れている。ただしほぼ２０年後に実施された『小売業経営調査』の酒類６６号では，仕入代金の支

払いがビールと醤油で手形取引となっているなど，徐々に手形が普及していったことがわか

る（１９３）。

このほか醤油では，「毎月末ニ通帳ヲ集メ来リ」としており，独自の通帳が債務の確定にあ

たって活用されている。この通帳は「該月二十五日迄ノ売込品ノ数量並ニ価格ヲ記載シ月末ニ小

売商ニ送リ同時ニ代金ノ支払ヲ請求ス」というから，発注伝票と支払伝票を兼ねた書類であると

思われる。ちなみに野田醤油では，「明治２０年頃には，（中略）取引は出張員が通帳で取引をな

し内金を貰ってくる習慣があった。」（１９４）としている。

ただしこのような通帳の使用は，かならずしも醤油のみに限ったことではなかったようだ。す

なわち問屋側では通常，「其売込代金ヲ合計シ其仕切状（「書き出し」トモイフ）ヲ買主［＝小売

商］ニ送付シ代金ノ支払ヲ請求スル」（角カッコ内は筆者）が，仕切状の代わりに通帳を用いる

ことが少なくなかったという。この通帳は問屋が作成し，「其名義ハ買主ヨリ問屋ニ宛テタルモ

ノ多ク，荷物送付ノ際ハ問屋ハ常ニ其代金数量等ヲ記載シテ之ヲ買主ニ交附シ置キ，決算期数日

前ニ之ヲ取集メ其金額ヲ合計シ仕切書ニ代ヘテ之ヲ買主ニ送ルモノトス」としている。なお『小

売業経営調査』においても，王子区に所在していた売上高３，５００円の餅菓子店（菓子５８号）で，

仕入代金の決済用として月１回３０日期限の「通帖」を使用していた，という店主による書き込

みが確認できる（１９５）。このため通帳は，少なくとも明治２０年代から昭和初期までかなり長期間

にわたって，広範に使用されていたことがわかる。

次に代金取立の実態をみると，「代金回収ハ大抵三四ヶ月ヲ要ス」（日本酒），「代金支払ハ其月

末ニ完了スルモノ少ク大抵二ヶ月乃至三ヶ月ヲ要ス」（醤油）といった場合が多い。同様の記述

は，京都呉服，綿糸，日本紙，畳，鉄材でも見られ，代金回収が取り決めよりもずれ込んでい

る。なかには砂糖のように，「初回ニ３，０００円ノ商品ヲ貸シ月末ニ１，０００円ノ回収アルト共ニ

１，０００円ノ商品ヲ貸スヲ以テ滞貨ハ依然３，０００円トナルナリ，以後此割合ヲ以テ進ミ常ニ３，０００

・若シ期日ニ支払ヲナサザルトキハ，３０日期限
ノ約束手形ヲ振出サシム。而シテ之ニ対シテハ
日歩ヲ徴セザレドモ，其期日ニ至リテ仍其支払
ヲナサズ，手形ノ書換ヲナストキハ相当（３銭
位）ノ日歩ヲ徴ス。

―

鉄 材 固有 ・毎月２７・２８日ニ〆切リ，月末ニ集金人ヲ派ス。 ・但月末ニ完済スルモノナシ。

石 材 ？ ・石細工商ニ対シテハ２ヶ月限リトシテ月末ニ集
金人ヲ派ス。

―

・建築業者ニ対シテハ注文ノ際又ハ商品引渡ノ際
ニ半金ヲ受ケ，建築完成後残半金ヲ受ク。

―

（注） １．原文のニュアンスを保つため原資料のまま漢字カタカナ混じり文としたが，句読点を適宜ふったほか漢数字は算
用数字に替えた。

２．ゴシック文字の品目は，商工省篇『商取引組織及系統ニ関スル調査』にも掲載された品目である。
３．問屋のタイプは，委託＝委託販売問屋，固有＝固有販売問屋，？＝原資料に記載なしを示す。

（資料）日銀編『問屋取引ニ関スル調査』（日銀『日本金融史資料 明治大正編』第２５巻の５１７―５１８頁）より谷沢が作成。

小売商は事業資金をいかに調達したのか？ 113



円ノ滞貨ヲ存スルナリ」（漢数字を算用数字に変更）というように，事業立ち上がり時の商品代

金が底溜的な借入金となっている商品もある。このほか薪炭のように，支払いがおこなわれたと

しても資金繰りが逼迫しているために，問屋口銭が約束していた金額から大幅に減少した事例も

多い。もちろん鶏卵のように，約束通りに回収がおこなわれる事例もあるが，そのような事例は

きわめて少数であった。

ところで固有販売問屋のところで述べたように，鶏卵のように問屋と小売商との間に仲買人が

介在する場合が一部で確認できる。それらはいずれも本来は問屋間の売買に媒介する業者であ

り，「単ニ仲継仲買人ノ残存変形セルモノニ外ナラズシテ其勢力極メテ微々タルモノトス」とい

う。ここでは，砂糖，綿糸，木綿（すなわち綿織物のこと），毛織物の４商品について，その仲

買人の行動を具体的に説明している。まず砂糖では，「砂糖問屋間ノ売買ヲ媒介スル者トシ契約

成立マデハ双方ノ名義ヲ明示セズ，而シテ契約成立後ハ問屋直接ノ取引トシテ仲買人ハ其関係ヨ

リ脱退ス」る。また「仲買人ハ砂糖問屋組合ニ保証金ヲ納付スル義務アリ」という。綿糸では砂

糖と同じ機能を有するほか，「其定員ハ（東京綿糸商）組合定款ニ由リ四名ニ限定」（カッコ内は

筆者の補足）されている。木綿では２種類の業者に分かれていた。すなわち１つは縞物飛白等の

小物取引で問屋から買い取ったうえで，他の問屋や小売商に販売する業者であり，もう１つは無

地物・晒物等を大量に取り扱う取引にあたり，単に問屋間の売買を媒介する者である。最後に毛

織物は，問屋より毛織物を買い取っておき，小洋服店から注文があるときに，１ヤール（ヤード

のことで，約９１センチ）につき何銭，１反につき何銭として小洋服店に販売するという。

最後に，第五章の「結論」部分で「（一）問屋ト物価」～「（三）改良私見」等として実に興味

深い意見が記述されているので，あわせて紹介しておきたい。まず「（一）物価ト物価」の関連

では，「問屋ノ介存ハ物価騰貴ノ原因ナリトイフモノアリ，論者ノ言誠ニ然リ，然リト雖問屋ノ

利益（問屋口銭）ハ決シテ過大ナルニアラズ吾人ノ見ル所ニ由レバ其利潤ハ其労務ニ比シ寧ロ少

ナルモノナリ」としている。日銀自体が，問屋の存在を物価元凶論とみなさないことは注目して

おきたい。その根拠として「其利益ハ其労務ニ比シ寧ロ少ナル」と指摘している事実は，そもそ

も当時の流通過程の長さからすると，問屋を排除することは困難であると認識していたことを示

唆しているのかもしれない。

さらに続く「（二）問屋ト金融」では，「問屋ノ最
�

主
�

要
�

ナ
�

ル
�

効
�

果
�

ハ其金融機関タル点ニ存ス，

（中略）更ニ小売商人（又ハ卸商人）等ニ対シテハ殆ド凡テ延取引ニシテ小売商人ノ店頭ニアル

商品ノ幾割カハ問屋ノ資力ニヨリテ支ヘラレツゝアルナリ（中略）生産者ニ対シテ内金ヲ送ルカ

若クハ稍短期ニ其代金ヲ支払フ必要アルニ拘ラズ小売商人等ニ対スル資金ノ回収ハ比較的長期ニ

亘リ，タメニ問屋ノ資金ノ固定ヲ来スコト頗ル多シトス，之ヲ小売商人ノ立場ヨリ考フルトキハ

彼等ハ問屋掛売制度ニヨリテ（其営業ノ基礎ニシテ鞏固ナル限リ），多クノ流動資本ヲ要セズシ

テ其営業ヲ継続シ得ルノ利アリ，コレ問屋現金制度ノ言フベクシテ行フベカラザル一大原因ト

ス」（傍点は筆者）。ここで「小売商人ノ店頭ニアル商品ノ幾割カハ問屋ノ資力ニヨリテ支ヘラ
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レ」ていることや，小売商が「多クノ流動資本（＝営業資金）ヲ要セズシテ其営業ヲ継続」して

いることから，問屋が小売商にとって金融機関であると指摘している点は，問屋金融の実態を適

切に表現している。

以上を受けた「（三）改良私見」として，著者は問屋掛売制度に関して「第一 掛売期限ヲ短

クスルコト，第二 手形ノ使用ヲ盛ナラシムルコト，第三 掛売ニ対シ相当ノ利子ヲ徴スルコ

ト」の３点を提言して，「急激ノ変革ヲ避ケ次ノ改正ヲ行ヒ以テ問屋ト小売商人トノ利益ノ調和

ヲ計ラント欲スルナリ」という。

第一の掛売期限については，「交通機関未ダ開ケズ商品運送及代金取立共ニ不便ナル往時ニ於

テハイザ知ラズ」，現在の都市部で常に１・２ヶ月の固定貸がある必要はないとして，「市内ハ一

ヶ月以内地方ハ二ヶ月以内ニ短縮シ其取立ヲ確実ニナスノ要アリ」という。このような掛売期間

の短縮化は，すでに表４―１６で確認したように相応に達成されたのではないかと思われる。第二

の手形は，「問屋ハ其手形（＝小売商が切った手形）ヲ裏書シテ銀行ニ割引ヲ乞フコトヲ得」る

ことができるほか，「集金人ヲ一々派遣スルノ不便ヲ免ルゝ」ことも可能である。たしかにこの

ような長所もあるが，その反面では手形の煩雑な管理が発生するほか，経営不良の小売商の振り

出した手形はそもそも銀行で割引できないほか，割引ができたとしても新たな債務を発生させる

ことになるため，慎重に対応する必要があった。本稿ではすでに表４―１７で確認したように，昭

和初期には手形はせいぜい小売商の１割で使用されていたにすぎないから，かならずしもこの提

言が成功したわけではない。

さらに第三の掛売に対する利子の徴収は，掛売で利子を徴収しないのは不合理であるほか，現

金払いの商人との間で不公平が生じるため，「掛売ノ場合ニハ相当ノ割増ヲナシ且代金延滞ノ際

ニハ必ズ延滞日歩ヲ徴スル」慣習を定着させるべきという。この点が昭和初期に達成されたかど

うかは，『小売業経営調査』，『金融実地調査』とも調査項目となっていなかったため確認するこ

とはできない。ただし第３節で紹介した楠見一正による大阪市の調査では，借入金でさえその一

部で導入されていたにすぎない。このため導入は困難であったと考えるべきであろうし，もし明

文化されたルールを作るべきという主張なら，それはおそらくおこなわれていなかっただろう。

これらの指摘は，それを実現するのは戦後であるため，日銀当局はかなり早い時期から問屋金

融の問題点を把握していたといえよう。

５．２．商工省編『商取引調査』

次に商工省商務局による『商取引調査』の情報に移ろう。この調査は，商工省商務局が木炭，

麻織物，棉花及綿糸，人造絹糸，石油等の主要２７商品に関して，１９２６年６月から数年間で実施

した，商取引組織，同系統に関する個別調査の報告書（総冊数は２０冊）である。商品別の調査

実施時期や公表時期は表４―２５を参照してほしい。ここで注意してほしいのは，この表のうち最

初に掲げられた「内地重要商品取引事情（其ノ一）」は『商取引調査』とは異なる調査であるこ
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とだ。しかし同じ商工省商務局員によってほぼ同時期に調査され，記述形式も類似した調査であ

るため，一緒に取り上げることとした（以下では，「内地重要商品取引事情（其ノ一）」も『商取

引調査（商品名）』として表記していく）。

当調査の解説文を記した伊牟田敏充によると，この調査を「物価抑制策と関連した流通改善政

策樹立のための準備調査」としたうえで，具体的には１９２７年５月に設置された商工審議会にお

いて，極小の販売組織を改善する方策を検討することになったため，その情報を提供するために

実施されたと推測する（１９６）。このほかに日銀の調査から１０年以上経過して，その間に第１次大

戦，関東大震災，金融恐慌が含まれているため，中小商工業者の金融難・経営難のもとで問屋と

小売商との関係も大きく変質したことが推測され，新たな情報が必要であったことも実施目的と

思われる。各調査とも，調査項目として生産状況，取引系統，取引方法，代金決済，運送方法，

運送費用，価格変動，商人の利益，倉庫，金融機関，商業組合，取引の欠陥と改善策などが取り

上げられており，日銀『問屋取引調査』よりも格段に詳細になった。先の伊弁田が，「この調査

表４―２５ 商工省編『商取引調査』の調査概要

品 目 調査時期 刊行時期
① 内地重要商品取引事情（其ノ一） １９２６年６～７月 １９２６年９月
１―１．伊予絣 ― ―
１―２．秩父銘仙 ― ―
１―３．モスリン ― ―
１―４．着尺「セル」 ― ―
１―５．莫大小 ― ―
１―６．琺瑯鉄器 ― ―
１―７．畳 表 ― ―
１―８．醤 油 ― ―

② 木 炭 不 明 １９２７年１２月
③ 麻織物 不 明 同 上
④ 棉花及綿糸 不 明 １９２８年８月
⑤ 人造絹糸 不 明 同 上
⑥ 石 油 不 明 同 上
⑦ 生 糸 不 明 １９２８年９月
⑧ 毛 糸 不 明 １９２８年１２月
⑨ 石 炭 不 明 １９２９年６月
⑩ 漆 器 不 明 １９３０年３月
⑪ 蔬菜及果実 １９２７年９月 同 上
⑫ 輸入肉及豚肉（第１篇 輸入肉） １９２７年７月 同 上

（第２編 豚 肉） １９２８年７月
⑬ 砂 糖 １９２８年１２月 同 上
⑭ 内地向綿織物 １９２８年９月 同 上
⑮ 木 材 １９２９年３月 同 上
⑯ 陶磁器 １９２８年３月 同 上
⑰ 内地向絹，人絹及交織物 １９２８年７月～

１９２９年６月
同 上

⑱ 清 酒 １９２９年９月 １９３１年１月
⑲ 化粧品 １９２９年７月 １９３１年３月
⑳ 米 １９２９年６～１０月 １９３２年２月
（注） １．ゴシック体の品目は本稿で取り上げたものである。

２．調査時期の空欄は，未記載を示す。
３．内地重要商品取引事情（其ノ一）の続編は見当たらない。

（資料）商工省編『商取引組織及系統ニ関スル調査』（本稿では商品流通
史研究会編『近代日本商品流通史資料』第１３巻を利用）より谷
沢が作成。
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表４―２６ 商工省編『商取引調査』等における問屋の代金取立方法の概要（１９２０年代後半）

品 目 代金取立方法 実 態 その他
１―７．畳 表 ・毎月２５日締めとし，同月末を

決済期日とする。
・決済無い場合は，翌月５日まで
に最長１５日間の約束手形を発
行する。

・代金決済は５０～６０日を要する。 ・配達運賃は小売商側が負担す
る。
・小売商は，商品を畳屋に押しつ
け，相互信用に頼っている。代
金回収の困難な場合がある。

１―８．醤 油 ・問屋は卸価格の８分の口銭を取
る約束を製造業者とおこなって
いる。

・代金は月末払いで，遅くとも翌
月５日までに支払う。

・問屋間の競争が激しいため，口
銭は３～４分である。

・亀甲万，山サ，ヒゲ田等の最上
級製品は，問屋によって相場が
支えられている。
・物品は問屋の蔵渡しで，小売商
までの運賃は小売商の負担とす
る。

② 木 炭 ・問屋は１俵当たり１５～２０銭の
口銭をとって小売商に卸す。

・信用取引がなされ，代金は月末
払いと定められる。

・月末払いは小売商の３分の１に
過ぎず，他は翌月末に延期して
いる。

・支払い延期分は金利を付けてい
ない。

・百貨店，公設市場では現金払い
である。
・銀行と取引ある店は絶無で，も
し資金が必要なら無尽・問屋か
ら借入たり，個人貸借としてい
る。

③ 麻織物（麻着尺
地）

・取引は現物又は見本取引で，問
屋の建値を標準とする。

・商品到着の都度３０日又は６０日
の手形で支払う。

・６０日以上の手形に対しては，
相応の日歩を支払っている。

・販売期間が６・７月に限定され
るため，他織物との兼営が大半
である。

④ 綿 糸 ・綿糸商と機業家は相対売買で，
買方の店頭へ出張員を派遣して
銘柄取引をする。

・代金の決済は仕向地別に期日を
制定した為替手形・荷為替手形
による。

・染糸問屋と機業家との取引は信
用貸であり，１ヶ月後に回収す
る。

・染糸問屋と糸錦小売商との取引
も信用貸であり，毎月１４日と
３０日に支払う。

・代金遅延の場合には，綿糸商は
組合に不払申告書を提出し，そ
れが続くようなら，警告のうえ
取引停止とする。

・実際には２～３ヶ月後にようや
く回収できる。

・３０日支払が多かった。

・取引価格は取引所の当限相場が
基準となる。

―

―

⑥ 石 油 ・月の１５日と月末の２度締切る
場合と月末に１度締切る場合の
２種ある。
・店員を派して現金で取立る。

・貸倒の危険率は，地方よりも東
京市内が高い。

・特約店と小売商との取引は，ほ
とんど「鞘取」である。

⑧ 毛 糸 ・取引は問屋が作成した見本によ
る相対売買で小口の取引が多
い。

・代金の決済は現金が中心だが，
関係が深い場合には信用貸もあ
る。

― ・毛糸の小売は，糸物商，雑貨
商，化粧品商等の兼営である。

⑨ 石 炭 ・様々な取引（現金，掛買等）が
あるが，前金取引が多い。

・代金決済に手形を使うことはな
く，もし使っても銀行は割引に
応じない。

・たまたま割引をしても，日歩２
銭７・８厘の割引料を取る。

・小売商のみの専業は少なく，問
屋と小売の兼業や薪炭との兼業
が多い。

⑩ 漆 器（会津
漆器）

・掛売をして，おおむね月２回勘
定（代金決済）と定めている。

・ほとんど不定期の決済である。 ・消費地問屋の経営力が弱いた
め，生産地問屋→消費地小売商
または消費者に短縮されつつあ
る。

⑪ 蔬菜及果実
（蔬菜）

・代金の決済は，月末清算（締
め）で現金取引と掛取引の２種
ある。市場出入りの多い信用あ
る者は掛売りで年２回の清算で
ある。

・一部には，繰越々を重ねて年末
に貸倒となるものが，１問屋平
均で２０００円内外ある。

・店舗を持つ小売商は上中等品質
で現金売りが多いが，露天商等
は中下等品で掛売りが多い。
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は，日本に特有な複雑かつ重層的な流通機構を本格的に調査しようとしたものとして注目され

る」（１９７）と指摘しているのは，まんざら誇張とはいえない。しかし現在までのところ，当資料を

使用した本格的な取引・流通史研究はおこなわれていないようである。

そこで表４―２６では，『商取引調査』で調査対象となった主要１７品目について，その代金支払

い方法をまとめている。以下では，この表のうち日銀『問屋取引調査』でも掲載されていた９品

目（ゴシック体）について，現在までの研究成果や他の資料の情報も加味しつつ，昭和初期にお

ける小売商の取引方法，決済方法等の特徴を概観してみたい。これらの品目は，かならずしも商

品特性にしたがって適切に選定されたわけではないが，情報量が比較的多いという意味では当時

⑫ 輸入肉及豚肉
（豚肉）

・代金決済は，毎月２回（１４日
と３０日）である。

・この決済方法は極めて不揃であ
る。

・問屋への注文は，予め電話注文
をするか出前による注文取りに
よる。

⑬ 砂 糖 ・二三流問屋―小売商，同―菓子
商は随時，問屋の店頭で受渡，
いずれも現金取引である。

― ・１９２８年３月に「砂糖供給組合」
が設立され，精糖市価が維持さ
れたが，いまだ他業兼営でどう
にか維持できる状況である。

⑭ 内地向綿織物 ・取引はすべて相対取引であり，
代金の決済は主として掛売で月
１・２回取立をする。

・回収はなかなか困難で，平均
４０～５０日の延払いである。

・問屋は驚くべき乱売振りで，市
価は人為的に乱されている。

⑮ 木 材 ・問屋と仲買（小売商のこと）は
相対取引であり，代金の決済は
２０日締切で月末に現金払いを
原則とする。

・遅延がちであり，翌月月初の支
払いも相当ある。

・仲買は大工等に相対取引で販売
するが，決済は現金引換と２５
日締切月末現金支払いがある。
その割合は，３：７である。

⑯ 陶磁器 ・小売店が問屋の店頭で注文した
り，問屋が派遣した番頭が注文
をとったりする。

・代金の支払いは，すべ信用取引
であり，６０日の後払い。現金
取引は異例である。

― ・物品は荷渡のため，運賃は小売
店の負担となる。

⑰ 内地向絹織物
（西陣織）

・京都に行き，仲買と相対取引で
仕入商品を決める。

・代金決済方法は，手形による場
合と信用貸の場合がある。いず
れでも支払期日は商品到着後
６０日が最多である。

・期日までに全額支払いが終わら
ず，７０～１００日かかるのも多
い。

・支払延滞に対して，仲買は２銭
～２銭５厘の延滞日歩を徴収す
る。

・丹後縮緬でも，手形・掛売にか
かわらず支払期日は６０～９０日
である。

内地向絹織物
（両毛地域）

・買継商から集散地問屋へは，２８
～３０日サイトの自己宛為替手
形で決済する。

・集散地問屋から小売商へは，か
ならずしも確定していない。

・問屋への信用は，原則３０日だ
が，なかには４０～５０日の場合
もある。

・機業家と問屋との間には，一部
で歩引または反引の慣習がある

⑱ 清 酒 ・代金決済の方法は，原則として
毎月２０日締切月末の現金払い
である。手形は使われない。

・これが厳守されることは稀であ
る。

・問屋に対する買掛金の支払いが
遅延しがちで，問屋に苦痛を与
えている。

・従来は問屋が小売商に営業資金
を援助していたが，当時はその
傾向が減少してきた。

（注） １．品目の左端の数字は，表４―２５の番号を示す。
２．ゴシック文字の品目は，日銀『問屋取引調査』に掲載された品目を示す。
３．上記の品目は『商取引調査』のうち主要品目を選択したにすぎない。
４．『商取引調査』は漢字カタカナ混じり文であるが，他の資料の情報も追加したため内容を変更しないように現代文に
書き換えた。

（資料）商工省編『商取引組織及系統ニ関スル調査』，その他資料より谷沢が作成した。
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から注目されていたものであろう。この記述にあたっては，業界全体の特徴を把握するために，

たんに小売商のみならずそれより川上の問屋，生産者等の取引方法等についても，あわせて説明

していく。

＜畳表＞

まず畳表から始めるが，日銀『問屋取引調査』では「畳問屋」，商工省『商取引調査』では

「畳表」が調査されており，扱う商品が異なるように思われるかもしれない。しかし畳の表面に

張られているのが畳表であり，実態は同一の問屋で扱われているため，以下では畳表という中間

商品の名称で分析を進めていく。この畳表は，原料の藺草がおもに広島県と岡山県（旧備後の周

辺）で農家副業として生産されてきた。その流通経路は，おもに図４―９のように農家（副業）→

仲買業者→産地問屋→消費地問屋→小売商→消費者となっている。ここで図４―５で示したよう

に，畳表では卸売商（＝問屋）と小売商の店舗数比率（１．００倍）が平均（０．２４倍）と比べてか

なり高い，すなわち卸売商の店舗数が相対的に多いことが確認されることも付記しておきたい。

はじめに農家側は，１９１７年ごろより販売団体としての産業組合を組織して，毎月３～９回の販

売日を決めて組合事務所等において「市」を開き，そこで入札方式により仲買業者に共同販売し

図４―９ 畳表の取引系統図

（資料） 商工省編『内地重要商品取引事情』の１６４頁。
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ている。ちなみに産業組合の数は岡山県内では６０余に上り，全生産額に占める共同販売の割合

は６・７割に達していた。このほか生産時期になると，仲買業者が車で各農家を巡回することも

あるが，このように農家が個人で販売すると価格を値切られることがある。また産業組合と消費

地の産業組合が直接に取引することも若干あった。

次に仲買業者は，農家より買い付けた製品に各種ごとの等級を付けて選別・貯蔵してこれを産

地問屋に販売する。産地問屋は，仲買業者の店舗に出向き，その在庫品を点検しつつ各種等級ご

との買付金額を控え，諸経費を加えて双方の交渉によって取引価格を決定する。さらに産地問屋

は，買い付けた製品を再び店員によって種別等級ごとに選別して貯蔵し，それを消費地の市況に

合わせて消費地問屋に販売する。東京市内における消費地問屋の大手は３店であるが，ここでは

注文取引（信用取引）と荷為替取引が使用されている（１９８）。このうち注文取引は，従来は全取引

の７割で使用されてきたが，徐々に減少してきている。反対に荷為替取引は，信用力の弱い二流

店との取引で使用されてきたが，「取引改善」のもとで徐々に増加しつつある。最後に，消費地

問屋が小売商に販売する場合には，注文取引でありその販売金額は問屋側の決めた販売金額に

従っている。

代金支払方法は，組合と仲買業者の間では入札当日より５日以内に現金で決済される。代金の

不払いはほとんどない。また農家個人と仲買業者では，業者側が原料藺草の相場や農家工賃等か

ら取引価格を決定し，販売決定時には現金により買い取っている。このほか組合同士の販売で

は，共同販売会において入札がおこなわれ，その販売価格に手数料（１束につき３銭）を加えた

金額を徴収する。この場合に，荷造費，運送費等は荷受けする組合の負担とするほか，代金支払

は産地駅で荷受け渡しをする荷為替取引としている。

次に仲買業者が産地問屋に販売する場合は，取引金額は問屋の買付価格に運賃・口銭を加えて

仲買業者と協議しつつ問屋の庭着値段として決定する。このとき仲買業者の受ける口銭は，市況

により変動するが一般的には２～３歩としている。問屋による代金支払いは，契約成立時に７～８

割，残りは荷受後１０数日以内に支払っており，１ヶ月以上遅延することは少ないという。さら

に産地問屋から消費地問屋に販売する際には，一般的には３歩としているが，好況時には７～８

歩になることもある。産地問屋と消費地問屋の取引金額は，産地大問屋の発行する商況報告・成

行報告にもとづいたり，消費地問屋からの電報報告等にもとづいたりして双方で決める。取引の

７割を占める信用取引では，完済までに通常は２・３ヶ月を要しているが，市況が低迷した場合

には６ヶ月となることも珍しくない。

消費地問屋から小売商への取り引きでは，口銭を３歩と決めているが，もちろんこの割合は市

況や需給状況によって変動している（１９９）（以下では，原資料にしたがい口銭の割合を歩，分，％

のいずれかで表記するが，いずれも同じ大きさを示す）。代金支払方法では，東京問屋組合が

「毎月２５日締切，月末支払いとしているが，もし支払いがおこなえない場合には，翌月５日まで

に最長１５日サイトの約束手形を発行することができる。その際には「日歩２銭５厘（年利：
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９．１２５％）の延滞利息を支払う」と決めているが，実態は代金決済に５０～６０日を要していた。ち

なみに日銀『問屋取引調査』では，毎月１４日と月末の２回，現金で回収しており，回収困難な

場合には約束手形や公正借用証書（つまり金銭消費貸借証）に切り替える措置をおこなってい

た（２００）。このため支払回数は半減しているが，その代わり延滞利息を徴収するようになるなど，

債権回収に厳しくなったことが確認できる。

最後に，小売商から畳職に原料の供給をおこなう場合には，４０日ぐらいの延取引（掛売）と

している（２０１）。

＜醤油＞

１９２０年代半ばには，東京市内に供給している醤油メーカー（蔵元）として２０業者があげられ

ており，これらのメーカーが図４―１０のように１９軒の東京問屋（特約問屋）に商品を供給してお

り，これらの問屋から小売商は商品を仕入れている（２０２）。メーカーのなかでは，亀甲万，ヤマ

サ，ヒゲタの三大メーカーが最上等品を生産して，圧倒的に優位な立場にあった。問屋側は，毎

月３日，１６日の２回総会を開いて，三大メーカーと協定を結んで同一価格を保持し，他メー

カーの標準品とつねに一定の値開きをして三大メーカーから仕入れたほか，代金決済は２ヶ月ご

とに清算していた。

図４―１０ 醤油の取引系統図

（資料） 商工省編『内地重要商品取引事情』の１９３頁。
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次に問屋は，この協定価格で小売商に卸し，小売商から８分の口銭をとる約束をしている。し

かし問屋間で乱売競争が激しかったため，実際には３～４分しか取れていない。また代金は月末

払いであり，遅くとも翌月５日までに支払うこととしている。さらに小売商は，亀甲万会社の商

品を問屋から１樽（９升）５円で仕入れ，消費者に対して１樽５円５０銭で販売しているため，１

樽５０銭の利益となる。ちなみに小売商の仕入価格は問屋の蔵渡しであり，小売商の店舗までの

運賃は小売商側が負担していた。以上のような少数の問屋側による乱売競争の一方，小売商側に

よる運賃負担の併存をいかに考えるべきであろうか。これは先述の図４―５で示したように，店舗

数比率の小ささ（０．１５倍）と１店当り販売額比率の平均並み水準（２５．８２倍）で把握できよう。

業界全体としてみると，卸小売商とも過剰競争の下で低収益構造が固く形成されていたと表現す

べきである。

乱売競争に対して，三大メーカーは１９２６年末に価格維持のために，東京醤油問屋組合の販売

区域に限り問屋との間で出荷制限と価格協定の導入を目的として，三蔵協定を締結して乱売防止

に努めようと試みた（２０３）。この協定では，①東京市場向け出荷額比率を亀甲万５０％，ヤマサ

３２％，ヒゲタ１８％と定め，②三蔵の「共同荷扱所」を設置して問屋への配送窓口にし，③委託

販売をやめて，問屋との仕切価格を事前に協議して三蔵側が価格決定をする「値極取引」をおこ

ない，④問屋に乱売行為があった場合には共同荷扱所から当該問屋に警告を発して，場合によっ

ては三蔵が出荷停止をおこなう，というものであった。この協定とともに，問屋の代金決済は

２０日締切，翌月１０日支払に変わった（２０４）。また表４―２６のように，問屋はメーカーに対して卸価

格の８分の口銭を取る約束をしていたが，問屋間の競争が激しかったため実態は３～４分にすぎ

なかった。

しかしメーカー側が問屋に対して累進的なリベート（割戻制＋特別割戻包金等）を導入したた

め，かえって競争が激化した。このためメーカー側は，問屋が安易な乱売をおこなっていた原因

は代金支払いを長期間猶予されたいためであるとして，１９３０年３月より問屋側に対して３５日サ

イトの手形が導入された（２０５）。しかしこの効果も一時的にすぎず，１９３３年からはヒゲタが三蔵協

定から脱退したことにより東京市場で激しい乱売が発生し，その動きは翌年には全国各地に波及

していった。また問屋による代金決済は，同年３月より月末締切，翌月２０日支払いに，その後

問屋側の要望により１ヶ月２回締切（具体的には１５日締切・２８日支払いと３０日締切・翌月１３

日支払い）に変更されている（２０６）。『問屋取引調査』では，「該月２５日締め，月末払い」で決済

サイトは５日にすぎなかったから，それが１３日へと大幅に延長されたことになる（２０７）。このよ

うにほぼ２０年間に，問屋側の資金繰りの厳しさを考慮した代金決済の変更が，メーカー側との

間でしばしばおこなわれた。

さらに小売商では，１９２７年にメーカーが東京市内で直接販売するようになったため，これに

対抗するために，従来は仲買を経て醤油を購入していたのを変更し，問屋と直接取引する者が多

くなった（２０８）。また問屋が仲買を兼ねたり，仲買で小売商を兼ねたりするもの（現金屋）などが
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現れ，流通構造が大きく変わってきた。そして代金取立方法も，表４―２６のように月末払い，遅

くとも翌月５日までに現金で支払うこととしていたが，野田醤油の系列では１９３０年３月より，

問屋と同様に期日３５日の手形取引（いわゆる３５日目手形）を一斉に実施するようになった。他

の商品と比べ流通経路が単純化された醤油であったがゆえにこれが可能になったのかもしれない

が，その後は手形が醤油における決済方法として定着した。すくなくとも手形導入は，小売商の

資金繰り手続において極めて大きな事件であったといえよう。

このような動きに触発されて，翌年にはビールが３３日目手形の支払いでないと商品を売らな

いことになった点も補足しておきたい。このような俊敏な導入の背景には，町場の酒屋では「酒

類のみを商つて居りませんで，御承知の通り或は食料品味噌とか醤油とか，色々な物を商つて居

り（中略）現在は酒屋と申しましても，山の手方面の酒屋では売上金額の中の約一割五分か二割

しか当つて居らぬ。下町の方に於きましても漸く四割程度酒類の売上があれば極く上等だとふや

うな状態」（２０９）であるためである。小売商内に一度特定の商品で手形が導入され始めると，瞬く

間に他商品にも導入される状況にあった。多商品を取り扱い酒屋という形態では，１９３０年代初

頭には手形導入の機が熟していたというべきかもしれない。

＜木炭＞

木炭は，薪とともに生活用の燃料源として使用されており，その主要産地は全国に広がってい

た。ただし東京圏に限った『問屋取引調査』では，産地として伊豆産（天城炭）や紀州産（備長

炭）の問屋口銭が示されているものの，おもに東北地方（とくに岩手県）の木炭を中心に解説し

ている。ちなみに柳敦によると，岩手産の木炭は鉄道輸送の活発化にともない，大正期に至って

長野産とともに全国でも上位の生産量を誇るようになったという（２１０）。

まず流通経路では，生産者は小規模であるが，図４―１１のように専業者のほかに農閑期を利用

した副業者がいる。その炭山は，おもに他人の所有であるが，自己所有の場合（「手山」）もある

ほか，官行製炭と呼ばれる官有地でおこなう製炭もある。販売にあたっては，生産者と特定の関

係にある産地移出商が自らか又はブローカーを使って買い集め，それを消費地問屋に売り渡し，

この問屋が小売を兼営するか，他の小売商に卸している。ここで岩手県内に限ってみても，ブ

ローカーは平時で２０人，産地移出商は５５０人いる。ただし岩手県の場合には，産地移出商から

消費地問屋の間に集散地移出商を経由する取引が多い。このため集散地問屋は，岩手県に近接し

た交通要衝の八戸，湊（ＪＲ八戸線湊駅），塩釜等に所在する。

取引方法は以下のとおり。まず産地移出商が生産者から購入する際には，生産者が現物を倉

庫・店舗等に搬出し，実見のうえで価格を決定し現物売買をするほか，代金は現物の引渡時に現

金で支払われる（２１１）。原木の買入代金を前貸した場合には，それを代金支払い時に清算するほ

か，需要最盛期には１ヶ月程度の先物契約をすることもある。集散地移出商が産地移出商から購

入する場合には，取引すべてが銘柄ごとに売買し，取引価格は集散地で決められるため産地移出
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商側が負担することになる。代金の決済方法は，ほとんど信用取引であり，月２回又は月末１回

支払いである。消費地問屋が集散地問屋から購入するには，注文を受けたら駅着レール渡し価格

を決めるため，運賃は集散地問屋が負担する。またほとんどの取引は，銘柄ごとの現物取引であ

り，最盛期には先物売買をおこなうこともある。代金の決済方法は，ほとんどが荷為替を使用し

ている。かつては信用取引（掛売）による月末決済がおこなわれることがあったが，商品の欠損

や遅延等によって決済が円滑に進まなかったことがあったため，現在では荷為替に変更された。

さらに小売商が消費地問屋から購入する際には，問屋口銭を１俵当り１５～２０銭としているほ

か，小売商の店舗までの運賃は取引価格に含められている。代金の決済方法は，ほとんど信用取

引（掛売り）で月末１回支払いであるが，この通りに支払っている小売商は３分の１にすぎず，

他は翌月末まで延期している（２１２）。『問屋取引調査』でも信用取引が実施されていたが，その支

払いは毎月１４日と月末の２回であったから，当期には支払回数が半減している（２１３）。支払いが

延期されている実態では，これも仕方のないことであろう。ちなみにこのような決済方法が成立

図４―１１ 木炭の取引系統図

（資料） 商工省編『商取引調査（木炭）』の３２頁。
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していたがゆえに，先述の図４―６で示したように，運転資金回転期間は１．４ヶ月にすぎず平均

（３．０ヶ月）より抑えることができていた。産地が遠隔地かつ販売の季節性が存在する商品にも

かかわらず運転資金を抑制できた背景には，図４―５で確認できるように①小売店舗数の多さと②

卸売商の資本力の低さ（＝１店当り販売額比率の低水準）が同時に成立していた業界構造に大き

く影響していたと推測される。またこのような業界構造ゆえ，表４―１９でわかるように棚卸資産

回転期間が平均より抑えられたことも指摘しておくべきであろう。

なお信用取引が継続された背景には，小売商は銀行と取引のあるものがなく，手形取引に代え

ることが事実上難しかったことも反映していると考えられる。この理由として，各種商品のなか

でもかなり経営規模が小さく，しかも販売量の季節変動が激しいことから，返済能力が低いとみ

なされていたと推測される。ちなみに当調査によると，薪炭と兼業の可能性のある石炭では，問

屋・小売商等の取引でたとえ手形を使用しても銀行側が割引に応じないと指摘するなど，手形普

及にとって銀行側のハードルは高かった（２１４）。

＜綿糸＞

綿糸の取引では，まず図４―１２のように紡績会社が大都市に所在する綿糸商や綿糸輸出商に販

図４―１２ 綿糸の取引系統図

（資料） 商工省編『商取引調査（綿糸）』の５７頁。
ただし，谷沢が一部を修正した。
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売する。綿糸商・輸出綿糸商と紡績会社は長年の付き合いがあるため，紡績会社は両綿糸商以外

には販売しない。ただし紡績会社の供給量のうち，自家織布として自家使用する分が３０％ある

ため，残りの分を輸出綿糸商へ７％，（組合に所属する）綿糸商へ６７％と供給している。この後

は，綿糸商→機業家であるか，綿糸商→染糸問屋→機業家または綿糸商→染糸問屋→糸物商→機

業家となるが，いずれにしても最終的には綿糸需要の大半は地方に所在する機業家であった。こ

のほか綿糸商同士の仲間取引があるほか，染物問屋→糸綿小売商→消費者という家庭の裁縫用も

あるが，この割合はかなり小さい。以上のように綿糸商は，おもに紡績会社と機業家をつなぐ卸

売商であり，町場の小売商である糸物商との比較では圧倒的な規模にあったため，すでに示した

図４―５でも糸類（２４９．８７倍）が砂糖とともに平均（１８．９３倍）を大きく上回っていた。

取引条件は，以下のとおり。まず紡績会社から綿糸商へ販売する場合には，毎日，紡績会社か

ら綿糸商の店舗に販売員を派遣し，店内で取引所の相場を標準としつつ銘柄別に相対の商談をす

る。この取引は，通常は２～５ヶ月先の先物取引だが，場合によっては１年先もある。（期間中

の）代金の支払方法は，現金払いを原則としているが，東京渡しの場合には受渡翌日に小切手で

支払っている。また紡績会社側は，一定期間で取引高に応じて「日歩戻し」という一種の割戻金

制度を採用している。この制度は，平均して１００円につき４０銭～１円となり，これが綿糸商の

重要な収入となっていた。ちなみに『問屋取引調査』では，綿糸商は荷為替手形を使用してお

り，実質的には現金取引に近いものであった（２１５）。このように以前より一部の大手業者同士の取

引であったがゆえに，両調査では取引条件はほとんど変化していない。

綿糸商同士の仲間取引では，おもに先物取引において組合公認の仲立人のもとで行われる。仲
だ

立人は当時６人おり，その手数料は番手により異なっており，例えば６０番手以上では１駄につ

き５０銭としており，それを受渡日の翌日に現金で支払っている（「駄」とは，重量に関する単位

であり，３６貫［１３５kg］である）。ちなみに『問屋取引調査』では，この仲立人のことを「仲買

人」と呼び４人いたが，その口銭は１駄１０銭であったから，この職種が引き続き活発に機能し

ていたことが確認できる（２１６）。さらに大都市に所在する染糸問屋が綿糸商と取引するときは，綿

糸商と直接取引する場合とブローカーを介在させる場合の２つがある。いずれの場合も，２ヶ月

までの先物取引であり，店頭渡しで当日現金払いを原則としていたが，実際は荷物配達の翌日に

支払うことが一般的であった。

最後に，綿糸商が機業家と取引するときは，表４―２６のように販売員を派遣して機業家と相対

取引をしているが，現物取引のほかに１・２ヶ月迄の先物取引もある。代金の決済は，従来は２

～３ヶ月の信用貸であったが，１９２３年より仕向地別に期日を制定した為替手形・荷為替手形に変

更された。代金が遅延するときは，綿糸商は組合に不払申告書を提出し，それが続くようなら警

告のうえ取引を停止する場合もあった。染糸問屋が機業家と取引するときは，その代金を信用貸

で通常は１ヶ月後に回収する予定であるものの，実際には２～３ヶ月後と回収が遅延している。

このほか市内の糸綿小売商が染糸問屋と取引するときは，毎月１４日と３０日に支払いをする約束
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をしているが，実際には３０日支払が多いという。

なお『問屋取引調査』では，機業家が綿糸問屋に対する代金支払方法として，「大体綿問屋ニ

同ジ」すなわち「毎月十四日並ニ月末ニ集金人ヲ派（遣して現金で回収する）」（２１７）（丸カッコ内

は筆者）としていたため，当調査の時期にも決済方法が変化していなかったと思われる。また同

調査では，続けて「約束手形稀ニ用ヰラル」と指摘していたが，当調査でも手形決済が比較的に

少ないため，手形の普及はなかなか進まなかった。

＜漆器＞

漆器に関しても，日銀『問屋取引調査』では「漆問屋」，商工省『商取引調査』では「漆器」

が調査されているため，畳表と同様に商品が異なるように思われるかもしれない。しかし漆（＝

塗料）の需要の大半は民生用の漆器であるから，以下では漆＝漆器とみなして論じていきたい。

漆器の二大産地は，福島県（会津若松）と石川県（山中・輪島）であるため，東京市に近い会津

若松の漆器について説明していく。会津漆器の特徴は堅牢にして価格が低廉であるため，おもに
ばこ

花壷，コーヒーセット，小凾など，一般・日常用として使用される。販売エリアは，関東が５

割，北海道が３割を占めている。

流通経路は，図４―１３のように一般商品では従来，生産地問屋→消費地問屋→消費地小売商→

図４―１３ 漆器（会津）の取引系統図

（資料） 商工省編『商取引調査（漆器）』の１４頁。
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消費者（ただし百貨店は生産地問屋→百貨店）となっていたが，消費地問屋の経営力が弱いた

め，徐々に生産地問屋→消費地小売商または消費者に経路が短縮されつつある。このうち生産地

問屋（若松漆器同業組合の組合員は６５店）は，年に数回ほど東京市内の主要問屋や有力小売商，

料亭等を訪れて見本を見せて注文を取ることが大半である。また消費地問屋と同小売商との間で

も，見本を見せて注文を取っているが，生産地問屋に同一商品を大量に注文することができるの

は，資本力のある一部の問屋に限られ，他の問屋は当問屋からの仲間取引によって製品を分けて

もらっている。

代金決済方法は，生産地問屋と消費地問屋の取引では掛売（信用取引）をおこなっており，そ

の期限は決められていないが，平均すると３ヶ月程度である。回収にあたっては，生産地問屋が

消費地に出張して現金支払いとしているが，まれには小切手払いもある。小切手払いの際には，
さき ひ づけ

サイトが１ヶ月であるものが多い（つまりこの小切手は，現在の「先日付小切手」であるため，

実質的には約束手形と同質である）。さらに消費地問屋と小売商との取引では，掛売をして月２

回の決済を原則としているが，この原則はほとんど守られておらず，その回収は不定期となって

いる。このほか製造業者（木地挽，丸物師，下地師，惣輪師，板物師等）間の決済は，売買と同

時に現金払いとなっている。

なお『問屋取引調査』では，消費地問屋が月末に集金人を使って小売商から代金回収をおこ

なっていたが，それが当調査では表４―２６のようにおおむね月２回に増えている（２１８）。もちろん

実態としてはほとんど不定期の決済にすぎなかったが，他の製品では一般的に回収回数が減少す

る傾向にあるため，漆器の場合には逆に債権回収に慎重になっている点が注目される。そもそも

問屋との取引で同一種類の製品を多数注文するなど，転職者が小売商へ気安く参入できる業種で

はないため，これが回数を増やすことができた理由かもしれない。つまり商品が特殊な性格を有

しているだけに，問屋側が小売商側に対して他業種より若干は交渉力があったのかもしれない。

＜砂糖＞

砂糖は，もともと種類の多さ，用途の多様性（家庭用・菓子用等の直消糖，砂糖用原料糖な

ど），流通経路の複雑さ，投機的性格などにより，さまざまな糖商（大は三井物産，安部幸など

の代理店や，高津，福谷，和田木などの特約店），製糖会社（大日本製糖，明治製糖，台湾製糖，

塩水港製糖など）などが複雑に絡み合って市場を形成していた。とくに少数の糖商が市場を動か

していたことは，すでに図４―５で砂糖の１店当り販売額に関して，卸売商（＝糖商等）に対する

小売商の比率が極端に高かったことでも示すことができよう。そして砂糖は，第１次大戦を経る

と国内消費量を大きく増加させ，その種類も赤糖（赤褐色の塊を含む粗粉糖）が減った代わり

に，精白糖（または精製糖，精糖とも呼ばれる）・分密糖が増えてきた（２１９）。ちなみに１９２０年代

半ばでは，精白糖５５０万ピコル（＝３３万トン），分密糖３５０万ピコル（＝２１万トン）で，ほぼ拮

抗した数量が出回っていた（２２０）。そこで以下では，精白糖と分密糖に分けて説明していこう。
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まず精白糖についてみると，世界的な生産過剰のなかで製糖会社間の協調体制が整ってい

き，１９２８年１２月には図４―１４のように共同販売制度としての砂糖供給組合が設立された。これ

は一種のトラストであり，この組合を通じて従来の代理店４店（三井物産，明治商店，大日本製

糖商務部，安部幸）を委託販売人とし，その下に特約店としての二三流問屋１１７店が指定販売人

として販売を委託され，そこから小売商が商品を仕入れていた（２２１）。特に東京市場では，委託販

売人４店による市価の維持が図られたが，製糖会社間競争が激しくなったため同組合が弱体化

し，代わりに特約店側の活動力が強まった。このため当調査の後には，１９３４年３月に供給組合

は実質的に解散することとなり，代理店組織である東京火曜会が価格支配力を強めたことで，

１９３０年代は糖価の引き上げが達成されていった。

一方，分密糖は，直接に消費される場合（直消糖）と精白糖の原料として使用される場合（原

料糖）の２つの使われ方がある。その流通経路は，図４―１５のように一方で製糖会社→代理店→

図４―１４ 精白糖の取引系統図

（注） 上記の７製糖会社とは，大日本，明治，台湾，
塩水港，新高，北海道，中央の７社である。

（資料） 商工省編『商取引調査（砂糖）』の４７頁。
ただし，谷沢が一部を修正した。
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大問屋（消費地）→二三流問屋→小売商と進む場合と，他方では製糖会社→砂糖取引所→大問屋

（消費地）→二三流問屋→小売商と進む場合などがある（２２２）。このうち代理店とは，製糖会社ご

とに販売特約店契約を結んでいる問屋のことであり，台湾製糖に対する三井物産といった形で

あった。また砂糖取引所は，１９２５年に大阪で，１９２９年に東京で開場しているが，ここでの取引

は会員に限っていた。その取引は主に投機で利用することが多かったため，糖業連合会（１９２０

年設立の製糖業のカルテル）による価格調整等によって不振となり，当調査後の３０・３１年には

両取引所の業績が低迷して廃止論まで現れた。

なお問屋間の取引（仲間取引）では，いわゆる「ブローカー」が介在し，各問屋に備え付けの

「ブローカー手帳」に数量，売手，買手，商号，商品種類，単価，限月等を記入して取引を確定

するという。このブローカーは，『問屋取引調査』でも「砂糖仲買人」と呼ばれていたが，当時

は「ブローカー手帳」があったかどうかは判然としない。ただし『問屋取引調査』では「契約成

立マデハ双方ノ名義ヲ明示セズ」（２２３）としていたため，おそらくその機能は，当調査と若干異

図４―１５ 分密糖（中双糖）の取引系統図

（資料） 商工省編『商取引調査（砂糖）』の２３頁。
ただし，谷沢が一部修正をした。
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なったものであった可能性があろう。

取引条件は，精白糖では二三流問屋→小売商，小売商→消費者とも，表４―２６のようにおおむ

ね現金取引であり，『問屋取引調査』と大きな変化はない模様である。ただし大問屋→二三流問

屋の取引では，現物引渡と同時か翌日に現金決済をするが，まれには手形取引の場合もあるとい

う。その場合には，支払い期日までの日歩を事前に徴収しておくことが多い。なお二三流問屋→

小売商との受渡にあたっては，問屋の店頭でおこなうか，小売商まで問屋が送荷している。

＜内地向綿織物＞

関東地方では，埼玉南部（所沢，入間等）や両毛地域（伊勢崎，桐生，足利）が代表的な綿織

物産地となっており，とくに埼玉南部は絹織物産地の八王子，青梅等とともに「近在織物」と呼

ばれていた。そして埼玉南部地域には，織物関係の同業組合が１１に達しており，このうち綿織

物関連は５組合ある。また埼玉県内の綿織物は小幅縞木綿が最も多く，これらが東京の問屋を経

て東北地方に販売されている。

その流通経路は産地ごとに異なるが，平均的には図４―１６のように機業家→買継商→集散地問

屋→消費地卸商（問屋）→小売商→消費者といった形で形成されている。このうち集散地問屋以

図４―１６ 綿織物の取引系統図

（注） １．点線は数量の少ない取引を示す。
２．白木綿は，買継商と集散地問屋との間にブローカーが
介在することが多い。

（資料） 商工省編『商取引調査（内地向綿織物）』の３１頁。
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降は，東京市内に所在している。このほか機業家→仲買→買継商→（以下省略）と仲買が入った

り，買継商→消費地卸商（問屋）→小売商→消費者と，買継商が直接に消費地へ販売したりする

経路も確認されているが，これらの扱い量は少ない。しかも集散地問屋が直接に小売商に販売し

つつあるほか，この問屋自体が小売を兼営するようになっている。なお仲買に関して，『問屋取

引調査』では実際に売買をおこなう業者と，たんに売買の媒介をするだけの業者の２通りがある

としていた（２２４）。そして前者は主として縞物飛白等の小物取引（５～１０反程度）をおこなう場合

であり，後者は無地物や晒物等を多量に取り扱う場合であるというから，上記の仲買はおそらく

前者であろう。もしかしたら後者の口利き役は廃れていったのかもしれない。

取引方法としては，織物産地で１ヶ月のうち特定の２日に買継商の店頭で「市」が開かれる。

このため買継商は，市に先立ち生産者と見込み生産品の生産状況を確認し，市日にはその情報を

もとに，生産者，買継商，問屋が集まって取引をおこなう（なお，この市日や買継商［または同

制度］は内地向絹織物でも同様におこなわれているが，その内容は内地向絹織物と微妙に異なっ

ている。このため同項目も合わせて参照のこと）。具体的な業務として，「（機業家と買継商）相

互間に仲介して売買を斡旋し商品の荷造り発送及代金の支払等に関し便益を図る」（２２５）（丸カッ

コ内は筆者）ことをおこない，「（その）報酬として（集散地）問屋より買継商に対し取引高」の

一定割合に当たる口銭を支払っている。

このうち機業家と買継商との取引は，現物または見本による相対取引であり，代金の決済方法

は現金か６０日サイトの手形が使われるが，現金でおこなう場合には６０日間の日歩を差し引く慣

習（いわゆる「円三」という）がある。ただし機業家が買継商より金融支援を受けるなどのため

その関係は強固であり，機業家は特定の買継商とのみ取引をおこなっている。なお県内５組合の

買継商は，１６７店にのぼっている。次に，買継商と集散地問屋との取引は，市日に集散地問屋の

販売員を派遣して，店頭で決められる。売買品は，市日の翌日にトラックで東京に発送し，買継

商はその翌日に代金取立に行く。代金の決済方法は，普通，６０日サイトの手形であるが，現金

払いのときもある。現金払いには，約３０日後の支払いと「円三」の場合の２通りがある。これ

らの支払い方法は，まったく機業家の場合と同一である。また遠方の問屋に鉄道便で商品を送付

するときは，代金到着後にただちに現金を送付するのが普通であり，荷為替を使うことはまれで

あった。

さらに集散地問屋と小売商との取引は，表４―２６のようにすべて相対取引であり，代金の決済

方法は主として掛売で，月に１～２回取立てにいく。しかし月末に支払うものは少なく，平均す

ると４０～５０日の延払いである。このため問屋のなかには，瀧富商店，稲村商店のように，いわ

ゆる「現金屋」と言い現金取引のみを標榜するものもあるが，それらの店では一現客が多くなっ

ている。ちなみに『問屋取引調査』では，「毎月１４日と月末」に集金人が代金を回収して，「商

品引渡後１ヶ月以内には代金の完済」（２２６）がおこなわれていたが，当調査ではそれが４０～５０日に

延長されている。小売商の資金繰りが悪化していたことが推測される。
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最後に，同じ衣料品の既製服（洋服）でも似たような状況にあったことを指摘しておきたい。

すなわち東京羅紗既製品卸商組合は，１９３０年９月に声明を発表し，「一、当組合ノ取引ハ総テ現

金ヲ以テ原則トス 二、当事者間ノ契約ニヨル延取引ハ期日四十五日以内ノ手形ヲ申受クルモノ

トス」（２２７）とした。東京婦人子供服製造卸商組合でも，同月に『取引による品代金決済に関する

件』，『納品期日及び返品に関する件』，『添書』において，①取引はすべて原則として現金取引と

する，②当事者間の契約による信用取引は，期日４５日以内の手形を申し受けるものとする，③

売方の責に帰さない返品を受け付けない，等の声明を出している（２２８）。これらの声明は，綿織物

の４０～５０日期日の手形が当たり前であったことを納得させる情報であろう。

＜内地向絹織物＞

内地向絹織物として，ここでは代表的な絹織物である西陣織と両毛地域の絹織物の２つを取り

上げよう。まず高級織物の代名詞である西陣織は，その流通経路が図４―１７のように機業家→仲

買（産地商人）→前売業者（市内・地方の百貨店や小売商）→消費者となっていた。このうち仲

買は，上京区に居る「上仲買」と下京区に居る「下仲買」があるが，前者はすべて機業家から仕

入れて百貨店や大手問屋等に卸すが，後者は機業家のほか一部は上仲買から仕入れ地方の卸小売

商に卸している。人数でみると上仲買３０人，下仲買８０人であるが，西陣では関東の機業地のよ

うな市場制度がないため，これらの仲買が価格決定権を有していた。

図４―１7 西陣織の取引系統図

（資料） 商工省編『商取引調査（内地向絹織物，人絹及交織物）』の２５頁。
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取引条件は，まず機業家がその製品を仲買に持ち込む取引では，振機と伏機という２つの方法

がある（２２９）。振機とは，機業家が自由に原糸を仕入れて誰にでも自由に振り売りする方法であ

り，伏機とは機業家と仲買が一定期間，一定の機台数の製品に一手売買契約を結ぶ方法である。

当時は，全生産額の約２割が伏機契約を結んでいたにすぎず，大半は振機であった。製品価格の

決定方法は，以前は値入取引と言い，取引時に価格を決定しないまま一定時期になって値入・清

算をおこなう不確定方法が多かったが，１９２０年代末には取引ごとに商談で価格を決める確定取

引が多くなった。確定取引における代金支払方法は，種々の方法があるが，一般的には毎月２０

日締切，月末に６０日サイトの手形とする。この場合の金額はあくまで概算額にすぎず，毎年

６・１２月に清算するという。

次に，仲買と京都市内の前売業者との取引は，前売業者が仲買の店舗に赴き相対で商談をし

て，商談成立時には３日以内に仲買より前売業者に現品を発送する。その代金支払方法は，確定

していないが，百貨店や小売商で最も一般的な方法は，毎月２０日締切，翌月末払いの方法であ

る。ただし小売商のうちには，経営状態に応じて現金を要求する場合や手形でもらうものなど，

判断が分かれることもある。『問屋取引調査』では，２０日締切，月末払いであったから，小売商

側の支払い遅延により実質的に決済期間が長期化したと推測される（２３０）。

さらに地方の消費地の商人との取引は，季節別の需要に応じて商人が京都の仲買店舗に出向い

て相対取引をする。ただし徐々に仲買側より店員を地方に派遣させて，売込みと代金回収に当た

らせるようになった。代金決済は，表４―２６のように手形による場合が一般的であるが，それ以

外に純然たる信用貸もあった。いずれの場合も，支払期日は商品到着後６０日が最も多かった。

ただし６０日間で支払いが完了する場合は少なく，完済までには少なくとも７０日，長いものでは

１００日を要する場合があった。このような支払い延滞に対しては，仲買は延滞利息として日歩２

銭～２銭５厘（年利：７．３～９．１２５％）を徴していた。なお『問屋取引調査』では，すでに地方の

小売商が為替手形で支払いをおこなっていたため，手形の導入は他の商品と比べて早かったとい

えよう（２３１）。ただし支払いの延滞が発生した際に，延滞利息を徴収していた事実は確認できない

ため，『問屋取引調査』の実施以降にこのルールが整えられていったと推測される。

一方，両毛地域の流通過程を図４―１８でみると，基本的には機業家→買継商（産地商人）→集

散地問屋（東京・大阪・京都・名古屋）→小売商→消費者となっている（なお図の「来客問屋」

とは集散地問屋のことである）。そして各産地とも，買継制度にもとづく市場取引組織が存在す

ることが特徴であった。買継制度とは，産地において①買継商が存在すること，②一定の取引場

所（市場）があること，③市日を定めていること，の３条件を満たす制度である。このうち①の

買継商とは，機業家と集散地問屋の間に立って，売買の仲介をおこない口銭を収受する地元商人

であり，③の市日は１週につき２回とし，１回は本市，１回を準市としている。本市とは，専門

の土地建物のなかで取引・現品の受渡に加え代金決済をおこない，準市とは買継商の店舗のなか

で取引・現品の受渡のみをおこなうことを指すが，いずれの産地でも準市が中心であり，本市は
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極めて少ないという。

市日に取引の成立した商品は，買継商の店舗に持ち込まれ荷造・仕切書等の手続をおこない，

翌日の列車で集散地に輸送される。この列車に遅延した場合には，買継商が責任を負うこととな

る。このように買継制度では，実質的には機業家と問屋の取引にすぎないものを，形式的には

「買継商が機業家より商品をいったん買入れ，それを問屋に販売するもの」とみなしているため，

取引にともなう責任・決済はこれらの各取引に応じて処理される。なお機業家と問屋との間に

は，一部で歩引または反引の慣習があるほか，問屋側が図案を示して機業家に発注することもあ

る。これらは，おもに両者に特別の関係がある場合におこなわれることが多い。

代金決済方法は，機業家が市日に買継商の店舗に取引の成立した商品を持ち込んだ時点で買継

商が手形で支払っている。手形の期限は２８日（＝４市分）を原則とし，手形金額は取引価額よ

り買継口銭を差し引いた金額とし，口銭は機業家の負担とする。そして買継商は，仕切書と自己

宛為替手形を同封して問屋に送付する。この為替手形の期限は，２８日または３０日を原則とする

が，なかには４０～５０日の信用を問屋に与える場合もある。最後に，問屋と小売商との取引は，

図４―１８のようにかならずしも定まったものはなく，返済能力に応じて現金や掛け取引が選択さ

れた。そして両者の間の決済条件は，おそらく３０日を超える期間を要し，場合によっては４０・

図４―１８ 両毛絹織物の取引系統図

（資料） 商工省編『商取引調査（内地向絹織物、人絹及交織物）』の１３２頁。
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５０日になったと思われる。これは，表４―１９の呉服における買掛債務回転期間が１．２ヶ月（≒３６

日）であることから推測できよう。また同表で，呉服の棚卸資産回転期間が７．７ヶ月にも及ぶ事

実は，商品が店内で長期間滞留していることを意味しているが，このような商品特性も上記のよ

うな流通過程で長い決済条件を引き起こす理由であった。以上の結果として，図４―６のように呉

服の運転資金回転期間が６．９ヶ月にも達することとなったのである。

＜清酒＞

清酒も砂糖と同様に取引が複雑であるが，図４―１９のように流通経路の大半は，灘・堺の酒造

家の直営支店等で構成された甲東会８店と旧来の新川酒問屋灘酒取扱問屋（東京酒問屋組合組合

員）１５店を経由して，小売商（一般小売商のほか市場関係業者，百貨店を含む）に卸されてい

た。この２ルート以外に，灘酒以外を中心に扱っている東京酒類問屋組合組合員１３店，更新会

１１店，仲次人を経て小売商に卸されるルートもあるが，その扱い量は少ない。ここで更新会と

は，灘以外の酒造地（滋賀，東京，愛知，埼玉，広島等）の酒造家の直営店によって設立された

図４―１９ 清酒の取引系統図

（注） 実線は灘酒の取引系統，点線は灘酒以外の取引系統を示す。
（資料） 商工省編『商取引調査（清酒）』の１３頁。
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組織であり，仲次人とは酒造家より桶買いしてそれを中央市場で販売する商人のことである。

ただしこれらの『商取引調査』の説明は，かならずしも実態を正確に反映してものではない点

に中止すべきだ。なぜなら酒問屋組合と酒類問屋組合は，震災手形の処理等のために１９２３年３

月に合併して中央酒類問屋連盟会が設立されており，両組織は存在していないからだ（２３２）。しか

しこの新団体によっても，取引改善が進まないまま従来の流通経路が維持されたため，この理由

から図４―１９にもとづき説明されたと推測される。なおこれらの問屋組合のほか，小売商に関し

ては１９１７年１１月に東京酒類仲買小売商同業組合が結成されたが，それが１９２６年４月には東京

酒類商同業組合に名称を変更している事実もあげておこう。これら小売商団体も本来は重視すべ

きかもしれないが，ここでは煩雑となるためあえて言及しない。

取引方法は，酒造家と問屋との場合には問屋から酒造家に対して電報または書面で注文し，１

週間以内に送荷する。その仕切方法は，酒造家が指値（指定値段）を決めて，その値段で問屋が

小売商に販売することで，酒造家が問屋に一定の口銭（７分）を支払う場合と，酒造家がだいた

いの成行値段で問屋に販売する場合の２通りがある。前者の方法は酒類問屋組合員との取引に多

く，後者の方法は酒問屋組合員との取引に多いため，全体としては成行値段での取引が大半を占

めている。受渡方法は，成行値段のときは問屋の庭先渡としている。一方，問屋と小売商との取
ききざけ

引では，問屋が小売商に対する売掛金の集金の際に注文を受けるほか，問屋で唎酒したうえで注

文することがある。その受渡方法は，おおむね小売商の希望する時期に問屋側が配達する。

代金決済方法は，問屋が酒造家に対して着荷の翌々月に決済金額の８割を送致し，残額２割は

翌年の５月までに支払うことを平均としている。ただし経済低迷や関東大震災の影響により，着

荷３・４ヶ月後に６・７割，残額は翌年６・７月に支払う場合があったほか，その決済手段も現金

以外に手形の場合があるなど，統一されていない。なお『問屋取引調査』では，「日本酒問屋ニ

於テハ商慣習トシテ醸造家ヨリ着荷後直ニ送金ノ請求ヲ受クルヲ常トシ，其割合ハ見込価格ノ七

割乃至八割ニ該当スル」が，「（酒問屋は酒の）入荷毎ニ内金ヲ送付スルハ之（＝薪炭問屋）ト同

様ナルモ其仕切書ハ一々之ヲ作ラズシテ年二回ニ取纏メ送付スルヲ例トスルナリ，東京酒問屋組

合定款ニハ，残金ノ仕切ハ「毎年四月一日ヨリ九月三十日迄ニ輸入ノ分ハ翌年三月三十一日限リ

トシ十月一日ヨリ翌年三月卅一日迄ニ輸入ノ分ハ同年九月卅日限リ完結スベキモノトス」ト規定

セリ」（２３３）と記述している（丸カッコ内は筆者の補足）。

これらの内容から判断すると，問屋は引き続き委託販売を実施していたものの，内金を入荷直

後から翌々月に支払うように変更されているため，問屋の資金繰りを緩和するように変更され

た。ただしその一方で，残金を支払うのが翌年９月末から同年５月に繰り上がっているため，こ

の点ではむしろ支払いが早まり資金繰りをタイトにさせている。このため酒造家が問屋に対して

いかなる影響を与えたのか一概に判断が付きにくいが，後者の東京酒問屋組合の定款による早ま

りはあくまで努力目標の可能性もあるから，やはり前者のような内金の支払いが翌々月に繰り下

がった点に注目すべきであろう。
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次に小売商が問屋に対して支払う際は，表４―２６のように原則として毎月２０日締め月末現金支

払いであるが，実際にはこれが守られることはまれである。ただし現金支払いのみであり，手形

支払いはない。ちなみに『問屋取引調査』での決済方法をみておくと，「酒問屋ガ毎月七八，十

三十四，廿廿一，及月末二日ニ（集金人を派遣して）集金スル」（２３４）としていたため，当調査の

時期にはだいぶ緩やかになったことがわかる。このため１９２０年代半ばまでは，酒類商は「年に

二回か三回の勘定だ，少くとも酒なんといふものは年四回に亘って（酒造家が）酒造税を納めま

すが，此の税金の度に（酒類商が）酒屋（＝酒造家）に勘定を払へばいゝのだといふやうな非常

に漫然たる取引が行はれて居つたのであります。」（２３５）（丸カッコ内は筆者）という状態であっ

た。それゆえ消費者が酒類商に対して支払う際にも，月末までの掛売が多くなっていた。

ただし１９３０年代半ばからは，先行して醤油・ビールで手形取引が浸透したことにともない，

清酒でもこれらと同様に手形で支払うことを強いられるようになった。ちなみに『商取引調査』

と同時期に実施された『小売業経営調査』によると，仕入に関して酒類では小経営（売上高１万

円未満）でさえ「商品ト引換ニ何日期限手
�

形
�

払
�

」と回答した店が２２店あり，小経営の総店舗数

２５店の９割弱に達していたから，統計上からも酒類で手形導入がかなり進んでいたことが確認

できる。そしてこのような傾向は，他業種では白米・雑穀・薪炭で各１店，呉服（大経営）で５

店，家具・洋品で２店，その他は０店にすぎないため，酒類がきわめて突出した状況であったこ

とがわかる。そしてこのような手形の導入が進められたことと引き換えに，表４―１９の回転期間

で確認したように運転資金がほとんど発生しない状況を獲得できた。しかも表４―１９によると，

買掛債務回転期間が他業種よりかなり高いから，他業種の買掛金よりもかなり長期の手形サイト

であった。経営戦略上では，買掛債務に限ってみると問屋との間で有利な交渉を進めていたのか

もしれない。

なお第３節で扱った鳥取県旧赤碕町の事例では，経営の苦しい中小酒造家でも支払いにあたっ

て手形が普及していたため，そのような川上での動きがのちに都市部の小売商に波及する先行事

例であった，と位置付けることができるかもしれない。もちろん地域，流通過程，対象時期がい

ずれも異なっているため，このような関係性を持ち出すことには慎重であるべきだが，同一商品

に限ってみるとその傾向を把握することができよう。

もっとも手形導入にともなって，以下のような話が伝わっている。「漫然と取引をして居つた

時代には（中略）年の三回四回の決算時には，必ず無尽会社とか或は貯蓄会社などのカネの融通

を受けまして，支払を済まして参つたのでありますが，此の凡ゆる商品が手形取引になりまして

からそれまで借りのありました無尽なり銀行なりの借りは返さなければならぬ。それから新規に

もう取引は出来なくなつたといふことで，酒屋（＝酒造家）以外から金融を受けることは困難に

なつて来た」（２３６）。手形の導入で金融取引に関する規律が厳しくなってきた事実が指摘されてい

る。

この背景には，小売商・酒造家の自覚，通信交通機関の整備等が影響して事業環境が厳しくな
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り，これによって問屋間の販売競争が激烈となったことがあげられる。当調査では，「現在経済

界ニ於テ（中略）酒類ノ販売競争ノ如ク甚ダシキモノハ稀ナルベシ」（２３７）と，その状況を指摘し

ている。表４―２４のように『問屋取引調査』の日本酒では口銭が７歩（分）であったが（２３８），昭

和初期にはこれを受け取ることができず，まれには４分程度にとどまることもあり，それらが実

質的に価格割引の原資となっていた。販売競争の激化によって，問屋の経営がかなり厳しくなっ

ていたことがわかる。小売商の販売競争を具体的にみると，すでに『問屋取引調査』において

「或ハ割引販売ヲナスモノ，景品付販売ヲマスモノ，或ハ囮商策（中略）等ヲ生ズ」（２３９）といった

方法が記述されている。そして昭和初期には，ブランド化した樽詰清酒が小売商にとって恰好の

囮商品になっていた（２４０）。

＊

以上のように，１９２０年代末でも問屋・小売商間の取引の実態は業種によって大きく異なって

いた。いま，１９１０年代半ばと１９３０年代初頭の決済条件を，『問屋取引調査』，『商取引調査』及

び他の情報を加味して比べると，①畳表では基本的に掛け取引。支払回数が月２回から１回に減

少したが，延滞利息を徴収する方針に変更，②醤油では野田醤油の系列で，１９３０年より期限３５

日の手形取引を導入，③木炭では零細経営で銀行側が手形導入を認めない。支払回数は月２回か

ら１回に減っている，④綿糸では（綿糸商と機業家を除き）現金払いを原則とし，支払期間は実

質的に変更がない，⑤漆器では掛け取引である。支払いは月１回から２回に支払回数を増やして

いるが，実際には不定期である，⑥砂糖（精白糖）は概ね現金取引で取引条件に変化はない，⑦

綿織物は掛け取引。支払いはかつて１ヶ月以内に代金の完済がおこなわれていたが，それが４０

～５０日に延長された，⑧絹織物は現金や掛け取引が中心。支払いは完済まで相変わらず１ヶ月

を超えている，⑨清酒はかつて現金支払いが中心であったが，１９３０年代半ばから手形支払に変

更。支払期間は年３・４回で変わらず。

これらの変化から，おおむね小売商過多にともなう競争激化の影響で，小売商の決済回数が減

少しているほか，掛けのサイトが長期化しているといえよう。あるいは問屋側の抵抗によって，

漆器のように１回から２回に回数を増やしている場合もあるが，その場合でもこの原則がほとん

ど守られず実質は不定期であるなど，やはり小売商の業況悪化が全般的に進み，問屋側もその状

況を勘案せざるをえなかった。しかしこの状況に対して問屋側のなかには，畳表のように延滞利

息を徴収するようになった事例も若干確認される。この事実の背後では，おそらく各業種とも従

来型の買掛金に代表される問屋金融が縮小していったことがあるのではなかろうか。あるいは表

４―３で示した２次処理が従来以上に強力に実施されるようになったことも考えられよう。

さらに手形導入に限ってみると，１９３０年代半ばでも（問屋までは多用されていたが）小売商

では導入済みは一部の業種に限られていた。そして導入の有無は，産業と商品の特性によって以

下の３種類に分類できる。：（a）在来型大量商品（醤油・清酒）では手形導入が進む，（b）近代

型大量商品（綿糸・砂糖）では少数の大規模問屋（代理店・特約店）を経たうえの信用取引で手
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形導入は進まず（ただし綿糸商と産地機業家の間では手形取引が定着），（c）在来型少量商品

（綿・絹織物，畳表，漆器，木炭）では経営体力の弱さから手形導入が進まず，である。ここで

在来・近代型という分類は，産業特性として在来産業か近代産業かという意味であり，大量商

品・小規模商品という分類は，商品１種類当りの生産量が大量に製造できるか否かで分類してい

る。なお（a）の両商品は，酒類商で同時に販売するのが一般的であったため，醤油・ビールの手

形取引が清酒の手形取引を誘引するなど，同一の流通経路にあったことが大きく影響している。

反対に（b）で手形導入が進まない背景には，そもそも綿糸商・糖商等のように問屋数が少なく，

しかも各自の経営体力がある程度あった反面，小売商・需要家側は小規模な事業所が多かったこ

とが影響している（これらの事実は図４―５で確認されたい）。

以上のように，手形導入は業種別の特性によって進捗度が分かれていた。日銀は『問屋取引調

査』で，「問屋ハ其手形（＝小売商が切った手形）ヲ裏書シテ銀行ニ割引ヲ乞フコトヲ得ベク且

集金人ヲ一々派遣スルノ不便ヲ免ルゝコトヲ得ル」ため，「其利便少ナカラザルナリ」（２４１）と指摘

したが，現実にはかならずしもこの通りにはならない。そもそも零細商店が降り出した手形な

ど，たんなる一片の紙にすぎず，誰も有難がるわけはないのである。しかも都市部の小売商で

は，銀行側が与信判断を適切におこなうことに限界があるため，第３節で提示した鳥取県旧赤碕

町のような地方圏の事例とは異なった手形の利用状況であったと推測される。手形導入が小売商

レベルまで到達するのは，小売商である程度の経済水準が達成された戦後に至ってからであっ

た。手形導入は，一国レベルでみると金融経済が一定の発展を遂げてから普及する，といえるの

かもしれない。

（６）新聞等の業種動向
６．１．中小小売業の対策

なかなか小売商の取引・資金繰りに関する実態が明らかにならないが，我々の入手できる情報

ツールは極めて限定されている。先述のとおりたとえ業界団体として同業組合等が設立されてい

ても，そこでは専従職員数の不足等から，各種の情報が日常的に正確に記録されていたことは稀

である。このような状況のなか新聞記事は，商品価格の動向，取引条件の変更のほか，商品市場

の変化，企業間トラブルなど多様な事業情報を比較的容易に入手することができるため，いまま

での取引条件等に関する議論を補強・整理することができる。また前節で扱った３つの調査の前

後の情報も収集しておくことが可能である。

以下では，圧倒的な情報量を持つ東京朝日新聞を中心としつつ，東京日日（現毎日）・中外商

業（現日経）・読売・報知・国民など，在京大手新聞に掲載された主要商品別の記事をもとに，

前節までの『問屋取引調査』から『金融実地調査』に対応した１９１０～３０年代（ただし第２次大

戦前の準戦時期を除く）の年表を作成し，関連資料と組み合わせて流通過程の各段階における取

引内容等の変化を抽出していく（２４２）（なお文章末尾のカッコ内は，対象記事の掲載時期を示す）。
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その前に，まず商品価格等の中小小売業全般に関わる政府・東京府市の対策について検討して

おこう。この関連では，第１次大戦によって大幅に上昇した物価が，戦後もさほど低下しないこ

とに対する憤りが数年間続いている。このため生活必需品の安定供給を目的として，公設小売市

場が１９１８年に大阪，１９１９年には東京で設置されたほか，１９２１年４月には米穀法を公布してい

る。表４―２７によると，当時は「小売商過多」が繰り返し指摘されていたものの，価格が低下し

ない原因として，むしろ同業組合，準則組合，任意組合などが価格を釣り上げているため，との

主張がしばしばおこなわれている（１８年３月２２日，２２年９月３０日）。さらに問屋のほか製造業

者が，小売商よりも物価を吊り上げている元凶という指摘も多い（２１年９月３０日）。

これに対して政府は，内務省救済調査委員会特別委員会が小売市場設置を奨励する各種政策を

講じたほか（１８年１０月２０日），農商務省が東京府とともに物価引上げをおこなっている小売

商・問屋・製造業者の取り締まりをおこなったり（２１年９月３０日），「商工懇話会」の席上で同

業組合の連合体である東京実業組合連合会に対して，自発的に協定価格を廃止するように要請し

たりした（２２年８月２４日）。また東京実業組合連合会も，物価調節に関する委員会（物価調節

委員会）を開催し，小売市場の建設や日用品の物価調査等を実施することとした（２２年８月２４

日）。さらに１９２２年９月には，東京府が中心となり東京市・東京商業会議所・警視庁・実業連合

会とともに，物価調査会を設立した。同会では，「（一）公正なる価格を定むる為主として日用必

需品の値段及び小売卸値段を調査す。（二）消費節約の宣伝，（三）物資の供給を豊富ならしむる

こと，（四）其他物価調節上必要なる調査。」（２２年９月２日）としていたが，実態は（一），

（四）の調査業務が中心となっていた。

このような物価高止まりの対策に加えて，１９２３年９月に発生した関東大震災で，都市圏への

物資輸送に大きな滞留が生じる「鉄道滞貨問題」が発生した。これが日用品を中心として，物資

不足と物価高騰を加速させた。当時，鉄道省配車課長であった中山隆吉によると，１９２３年１２月

上旬の滞貨総量は１２６万トンに達しており，従来最も多かった９７万トン弱（１９１９年３月上旬）

を大きく上回っていた。この鉄道滞貨問題は，小規模な運送店により担われていたこと（小運送

問題）も原因となっていたため，かならずしも震災の影響のみとはいえない（２４３）。しかし震災が

流通過程に大きな影響を与えたことは事実であり，被災地行滞貨にかぎるとその総量は５０．２万

トンで全体の４割を占め，その内訳は建築材料１５．６万トン，薪炭（除石炭）７．６万トン，食糧

品５．６万トン，織物衣類寝具０．７万トンであったという（２３年１２月８日）。

この震災によって，米問屋は倉庫が全滅したためどうにか食べる分しか米を販売できたにすぎ

ず，木炭，木材，綿糸，綿布等も倉庫が全滅したため製品が産地に滞留していたほか，資金の融

通もつかない状況になっていた（２３年１２月９日）。これを契機として，消費者向けの購買組合

が全国的に設置されたほか（２５年８月１８日），小売商の商品仕入先も製造業者３０％，卸商

４７％，仲買１６％となり，製造業者から直接仕入れる動きが出てきた（３０年１２月１９日）。

以上の小売商の動きとは反対に，問屋が直接小売りに進出する動きが活発化している事実も報
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表４―２７ 中小小売業に関する各種対策の主要動向（１９１０～１９３８年）

年月日 見出しと主要内容 新聞名 神戸大
新聞記事

掲載面
（頁）

１９１８年２月２４日 ●生活難緩和策 報 知 ●
・物価騰貴対策として，東京府では３月上旬より府庁内に臨時野菜市場を設け
て廉価販売を開始した。東京市も，日用品全般を生産者と特約して区役所，
購買組合又は小売商を通じて廉価販売する予定。

・博文館印刷工場では，工場内に供給部を設け市中小売相場より２割前後廉価
で販売している。

１９１８年１０月２０日 ●小売市場要綱 救済調査会決定 東京朝日 ４
・内務省救済調査委員会特別委員会は，小売市場設置奨励に関する要綱を決定
した。以下のとおり。

・①小売市場は公共団体のほか私人の経営も認める，②市場監督のため吏員を
置く，③売場は使用料をとって使用させる，④売場は生産者のほか問屋，商
人も使用可能，⑤売場の使用料は最小限の金額にとどめる，⑥販売金額には
租税を免除する，⑦私人が経営する場合には取締規定を設ける，⑧販売品目
は日常の食料品を中心とする，⑨販売金額は品目ごとに公示する，⑩品質や
販価が不適切な場合は販売禁止を指示できる。

１９２１年３月２２日 ●小売商人が多過る 報 知 ●
●東京で九軒に一軒の割 内六割は菓子屋を始め食料品屋 食道楽の東京市民
よ 小売商の数に現れた各区の特色

・一般物価が下落しないのは人口の割に小売商が多過ぎるためである。
・小売商の多い業種は，食料品，呉服小間物雑貨，足袋傘下駄類，文房具玩
具，建築材料及び家具，金物，薬材売薬，陶磁器硝子，電灯瓦斯器の順番。
食料品のなかでは，貸家，白米商，酒醤油商等となる。

１９２１年９月３０日 ●問屋と製造元が馴合で物価吊上 取締の手を拡げる，小売の暴利より恐ろし
い

東京朝日 ５

・農商務省・東京府は，物価引き上げをおこなっている小売同業組合のほか問
屋，製造業組合も取締をする予定。

・代表例は，東京醤油同業組合が亀甲万の販売権を１９軒の問屋で壟断し価格
協定を結んでいたことである。

・この事例は，小売同業組合よりも弊害が強い。
１９２２年８月２４日 ●小売業者の協定価廃止を慫慂 東京朝日 ４

・近年，小売業者が，利益を増加するために同業組合，準則組合，任意組合を
設置して価格を協定することが多い。

・農商務省は最近，「商工懇話会」で市内の小売同業組合１２０を含んだ東京実
業連合会の幹部に対して，自発的に協定価格を廃止するように懇談した。

●実業組合の物価対策 東京朝日 ４
・東京実業組合連合会は２３日，物価調節に関する委員会を開催し，以下の６
案を決定した。

・①日用品物価の調査，②一大市場の建設，③販売方法の改善，④鉄道運賃引
き下げ並びに小運送機関の改善，⑤表装を統一し正味を表示すること，⑥労
働賃金の引き下げ。

・この案は，来月４日の理事会で決定する予定である。
１９２２年９月２日 ●東京府市の物価調節調査 東京朝日 ２

・物価調節を徹底させるため，東京府が中心となり東京市，東京商業会議所，
警視庁，実業連合会等で物価調査会を設立した。

・その目的は，主として日用必需品の値段を調査するほか，物資の供給を豊富
にさせることであった。

１９２２年９月２１日 ●小売攻撃から進んで問屋征伐が始まる 調節会の調査の手拡がる。 国 民 ●
・東京足袋同業組合では組合値段を値下する案があり，小間物同業組合では３
石鹸会社が値下を断行したが，大半の組合は高価格を問屋，仲買のせいにし
ている。

・物価調節会では，問屋・仲買にも調査を進める予定である。
１９２２年９月２２日 ●荷受人もきまって三駅から市場へ 最高値段を指定し１割から３-４割も安く 東京朝日 ５

・東京府は，物価引き下げのため産地との直接取引を計画中である。
・中央市場ができるまで，とりあえず市場協会を荷受人として，北海道，会津
若松，信州，駿州，泉州，青森，千葉，埼玉等から，両国，汐留，秋葉ヶ原
の３駅を到着駅として，その後は貨物自動車で府下４５箇所の公設市場に分
配する予定。

・販売価格は，公設市場の価格の３－４割安となっている。
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１９２３年１１月５日 ●再割手形の利子半減要求 東京朝日 ４
・東京実業組合連合会は，日銀が再割引をおこなう手形の利子を半減してほし
いと，当局に要求していくこととした。

・従来，商工業者は原材料・商品仕入の手形は，その商品の製作・販売に従い
順次償還していたが，今回の震災では原材料や商品が焼失して手形のみが
残ったためためである。

１９２３年１２月８日 ●「財界昨今の問題」鉄道滞貨問題に就て（上）二．鉄道在貨の内容 東京朝日 ４
・１２月当時の震災地行滞貨の総トン数は５０．２万トンだが，そのうち食糧品が
建築材料１５．９万トン，薪炭７．６万トン，食糧品５．６万トンである。

１９２３年１２月９日 ●「財界昨今の問題」鉄道滞貨問題に就て（中）三．鉄道在貨と金融 東京朝日 ４
・米問屋は大打撃を受けてその日の取引のみで生き延び，人々は米を毎日食べ
る分だけ購入する状態。

・米のほか，木炭，木材，綿糸，綿布等で倉庫が全滅したため，在貨は地方に
停滞しているほか資金融通の途を失った。

１９２５年８月１８日 ●「経営百態」購買組合 日本では振はぬ。 東京朝日 ４
・都市部では，消費者向けに購買組合が設置されている。１９２４年夏の調査に
よると，全国に１９８の市街地購買組合があり，内訳は俸給生活者の組合
７９，一般住民の組合７８，労働者の組合１１等である。

（夕）

・これらの経営で良好なものは，わずか４７にすぎない。
・欧米では，ロッヂデール式と呼ばれ組合の中心事務所にデパートが併設され
た方式があるが，その場合には出資金に見合い利益配当をするため，組合員
はその恩恵を受けることができる。

１９２９年１２月２２日 ●小売制度改善 答申案成る 商審委員会案要綱 東京朝日 ４
・小売制度に関する答申案が完成したため，商工当局より公表された。
・小売商が，①営業上の無駄を排除，②商品の安値仕入，③販売の合理化（顧
客吸収，在庫の圧縮，現金売り等），④金融難の緩和（信用力の向上，専門
金融機関の整備（市街地信用組合等），財団抵当の設定等をおこない，経営
を合理化すること。

・小売商が，①現物出資による百貨店の設立，②問屋，製造業と連携した連鎖
店の組織，③商店街の形成，④組合による共同仕入・販売，⑤連帯保証によ
る金融の疎通，によって利益を増やすこと。

１９３０年５月２２日 ●商工審議会いよいよ 店仕舞ひに決定 二十一日の総会を名残に 開設三年
の成績

東京朝日 ４

・１９２７年５月に設置された商工審議会は，５月２１日に貿易振興，燃料政策，
小売制度改善案の３諮問事項の答申を完成したため，解散することとなっ
た。

・小売制度はの改善は，①営業上の無駄を省き営業費の低減を計ること，②商
品の安値仕入を計ること，③販売の合理化を計ること，④小売商の金融難を
緩和することを提言した。

・このうち金融難の原因は，中小小売商の信用能力の薄弱，小売商に対する金
融機関の不整備，融通方法の不完備である。

１９３０年８月５日 ●中小商工業の救済と発展策 実業組合連合会の意見 東京朝日 ４
・東京実業組合連合会は４日，「中小業救済発展策」を公表した。
・その概要は，①同業者の組合員等による金融組合を組織し，金融緩和を計る
こと，②生産・販売統制をおこなうため必要な法規（価格協定の許可，組合
の強制加入等）を制定すること，③輸出価格の統制等による輸出貿易の振
興，④生産費・営業費の低減を図るため，鉄道運賃・電話・電灯・ガス・火
災保険の引き下げ，営業収益税の免税点の引き上げ，税率の軽減をおこな
う，などである。

１９３０年８月９日 ●中小商工業救済に 金融組合設立計画 東京実業組合連合会から近く 大蔵
省に認可申請

東京朝日 ４

・従来の中小金融機関では金融逼迫を打開できないため，新たな特殊機関の設
置を提言し，その設置許可を大蔵省に申請する予定である。

・具体的内容は，①連合会所属組合員の出資で設立する，②組合内に設けた信
用調査機関で審査後に金融組合が融資する，③貸付資金はおもに政府の低利
資金を年５分以内で借り受け，これを年１割で貸し付ける。

１９３０年９月２８日 ●市街地信用組合 近く成立の運び 預金部の融資方針 場合により中小資金
増額

東京朝日 ４

・すでに中小商工資金として預金部資金２０００万円の融資方針が決定しており，
機関の割当は産業組合中央金庫が１３００万円，勧銀・興銀・農銀・北海道拓
殖が７００万円である。

・しかしすでに中央金庫の融資余力は３００万円ほどのため，同行へ追加融資す
る予定。
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道されている（３１年１２月８日）。この原因として，小売商の問屋に対する支払いが遅延してい

ること，小売商が問屋との取引を中断したこと，問屋が抱える滞貨を自ら一掃できることやそれ

によって資金にゆとりをもたらしたこと，問屋側では高い利潤を確保できしかも資金回収が確実

であること等を指摘している。すでに百貨店が小売商に大きな脅威となっているが，さらに問屋

が小売市場に参入することで，ますます小売商の逼迫が強まっていたことが確認される。

さらに当局による物価対策のなかで注目されるのは，１９３３年１１月に通達された価格協定に関

する商工次官通牒である（３３年１１月７日）。すなわち全国の同業組合では，１９３０年代に入って

小売商過多にともなう値崩れを防止するために，さかんに価格協定を締結する動きが活発化して

いた。しかしこの動きは，１９１６年に公表された「農商務次官通牒」によって禁止されていた。

すなわち同通牒では，重要物産同業組合が商品の価格協定をおこなうことを禁止していたた

め，１９３３年に東京府に認可された東京酒類商同業組合や東京砂糖商同業組合の価格協定のよう

に，それを破棄する行政措置がとられていた。これに対して，東京実業組合連合会等が積極的に

同通牒の改廃運動をおこなった結果，商工省側は組合側の窮状を勘案して，この方針を変更した

のである。

新たな商工次官通牒では，①価格協定に関する大綱は定款中に記載すること，②同条項の変更

１９３０年１２月１９日 ●商品の仕入方法著しく変る 市商工課の調査 東京朝日 ４
・東京市商工課は，市内１．３万人の商工業者を対象とした実情調査を実施し，
仕入先は製造元から３０％，卸商から４７％，仲買から１６％であった。

（夕）

・近年の特徴として，小売商が中間業者を排除して直接取引する事例が増えて
いる。

・小売商の仕入方法では，掛仕入１８．４％，現金仕入２６．１％，両形態の競合仕
入５５．５％となり，商品別では主に現金仕入が貴金属，宝石（６７％），味噌，
醤油（６６％），製本，魚介，野菜等であり，主に掛仕入は染料，顔塗料
（１００％），茶，酒，土木建築材料，夜具等である。

１９３１年７月４日 ●小商業救済の基本調査を行う 商工省の計画 時事新報 ●
・商工省は，中小商業者の根本的逼迫対策を確定するため，本年度より３ヶ年
継続事業として総費用６０万円をかけて基礎資料調査の計画を立てた。
・７都市（東京，大阪，神戸，広島，札幌，佐賀，福井）で，商工会議所と同
業組合が担当する。

１９３１年１２月８日 ●小売商，踏んだり蹴たり 百貨店の重圧に加えて今度は問屋が直接小売進出 読 売 ３
・地方では最近，小売商が問屋の小売業類似行為によって迫害されている。
・この原因として，①小売業の問屋に対する支払いが悪化，②小売商が問屋と
の取引を中断，③問屋の滞荷を一掃すること，④これで金融の途を得る，⑤
利潤が高く支払いが確実，⑥百貨店の割引売込にも対抗できること，があげ
られる。

１９３２年７月２４日 ●苦難の奈落に沈む地方の中小商工業（１６） 東京朝日 ４
●商標崇拝の消費者心理 とても百貨店に対抗は出来ず 余儀なく猿真似の苦
肉策案出

・中小商人の債権者である問屋のなかには，貸金の回収不能の果てに小売商と
合資会社を組織するといった，苦肉策を案出した者が相当いる。

１９３３年１１月７日 ●売崩し防止に限り 価格協定を許す 新次官通牒きのふ示達 東京朝日 ４
・商工省は，同業組合の価格協定禁止に関する１９１６年「農商務次官通牒」を
緩和して，新たに「商工次官通牒」を発することにした。

・同通牒では，「同業組合の価格協定は売崩の弊を防ぐため必要なものに限っ
て認める」というもの。

（注） １．●は見出し，・は内容の要約を示す。
２．神戸大新聞記事は神戸大学附属図書館新聞記事文庫の略称である。

（資料）朝日新聞『聞蔵Ⅱビジュアル』，神戸大学附属図書館『新聞記事文庫』等より谷沢が作成。
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の際は本省と打ち合わせること，③価格協定に関する重要事項は学識経験者等で構成された委員

会に付議すること，④価格協定の有効期間を定款中に規定すること等を定めた。このように商工

次官通牒は，小売商による価格カルテルを禁止するという従来の政策を基本的に転換するという

点で，きわめて大きな影響を与えるものであった。このような政策転換は，来るべき統制経済に

とって他の分野でも導入されていくが，それを認めたとしても，いかに当時の小売商が苦境に

立っていたかを示すものであるほか，政策運営の難しさを示す事例でもあろう。

ところで商工省では，小売制度の改善についても本格的な検討がおこなわれた（２４４）。すなわち

１９２７年５月に商工審議会を設置して，そのなかで貿易振興，燃料政策とともに小売制度改善を３

諮問事項として検討させた。小売制度改善については，１９２９年１２月に最終答申案が商工省より

公表された（２９年１２月２２日）。その案では，中小小売商の経営を合理化させる対策と小売商の

経営力等を融合・提携して利益を創出する対策の２つの考え方を提言している。前者について

は，小売商が①営業上の無駄を排除，②商品の安値仕入，③販売の合理化（顧客吸収，在庫の圧

縮，現金売りの励行等），④金融難の緩和（信用力の向上，専門金融機関の整備［市街地信用組

合等］，財団抵当の設定等）をおこなうことで，経営を合理化すべきとしている。他方，後者に

ついては，小売商が①現物出資による百貨店の設立，②問屋，製造業と連携した連鎖店の組織，

③商店街の形成，④組合による共同仕入・販売，⑤連帯保証による金融の疎通，によって利益を

増やすべきであると提言した。これらの提言のうち，市街地信用組合による資金提供は，既述の

とおり小売商の資金調達にとって重要なものに育っていった。また商店街の形成は，その後の小

売商政策として各地で実施されていったことは周知のとおりである。

以上のような政府の動きに対応するように，民間の各種経済団体においても同様に提言の動き

が活発化していた（２４５）。とくに金融改善に関してみると，東京商工会議所が１９２９年７月に「中

小商工業資金特別融資案」を，大阪商工会議所が１９３１年５月に「中小商工業資金貸出ニ関スル

建議」を，東京実業組合連合会が１９２９年６月に「中小商工業金融改善に関スル建議」を，１９３０

年８月に「中小商工業金融案及特殊銀行設置案」を，工政会が１９３０年４月に「中小商工業金融

ニ関スル建議」を，それぞれ答申している。ほぼ同時期に主要な経済団体が相次いで答申を提出

した状況から，当時の小売商における金融逼迫の状況を理解することができよう。なお工政会と

は，１９１８年４月に大河内正敏，斯波忠三郎（いずれも東京帝大教授）などが先頭にたって，危

機感を抱く技術エリートたちが日本工業力の振興を推進すべく創立した，技術者運動団体であ

る（２４６）。これらの各種提言は，その後に商工中金（１９３６年）や恩給金庫（１９３８年）の設立に発

展していく流れに位置付けられる（２４７）。

このうち実業組合連合会の答申は，「円滑なる中小商工金融の（中略）事態漸く急を告げ」る

なか，「従来の中小金融機関を以てしては（中略）今日の窮境を打開する手段とするに足らざる

がゆえに（中略）特殊機関の設置」をはかろうとした，積極的な内容となっていた（３０年８月９

日）。すなわち中小商工業者に対しては，すでに１９１７年７月に設立された信用組合が融資事業を
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実施していたほか，関東大震災後には大蔵省預金部資金による貸付制度や東京市による中小商工

業金融保証制度が開始されたが，いずれも金融逼迫を解消するまでには至らなかった（２４８）。ここ

での特殊機関の具体的な内容は，①連合会所属組合員の出資で設立する，②組合内に設けた信用

調査機関で審査後に金融組合が融資する，③貸付資金はおもに政府の低利資金を年５分以内で借

り受け，これを年１割で貸し付ける，④貸付は長期無担保，保証人２名を原則とする，⑤この金

融機関は存続期間を１３年とする，といった内容であった。この答申は，その後大蔵省に設立許

可の申請をする予定としていたが，この構想がそのまま実現されることはなかった。

ちなみにこの数日前には，同じく実業組合連合会が「中小業救済発展策」を公表しているた

め，参考のために併せて紹介しておこう（３０年８月５日）。同対策の概要は，①同業者の組合員

等による金融組合を組織して金融緩和を計ること，②生産・販売統制をおこなうため必要な法規

（価格協定の許可，組合の強制加入等）を制定すること，③輸出価格の統制等によって輸出貿易

を振興すること，④生産費・営業費の低減を図るため，鉄道運賃・電話・電灯・ガス・火災保険

の引き下げや，営業収益税の免税点の引き上げ，同税率の軽減をおこなう，など多方面にわたっ

ていた。このうち②の法規制のうち，価格協定の許可は１９１６年に公表された農商務次官通牒に

よって物価上昇の抑制のため組合による価格協定を禁止していたものを，商工次官通牒で協定を

許可した話に通じる。

これら一連の提言にもとづき，１９３０年１０月には中小商工業者向けの金融機関である市街地信

用組合が設立された（３０年９月２８日）。その設立に向けて従来の産業組合を所管していた農林

省，設立を主導していた商工省，資金を融通する大蔵省の３省間で長らく議論が続いたが，最終

的には預金部資金２，０００万円を充当することで設立が認められた。同金額の割当は，産業組合中

央金庫が１，３００万円，勧銀・興銀・農銀・北海道拓殖が７００万円を予定していたが，すでに９月

時点で中央金庫の融資余力が３００万円程度にすぎなかったため，急遽，同行に追加融資をするこ

とに決まった。また実業組合側は当初，大規模な組合を予定していたが，農林省が同組合は小規

模のものに限ると条件を付けたため，小規模な組合として設立されることとなった。このような

経緯はあるが，設立がおこなえたことは実業組合連合会が強い政治力を持っていたことを示唆し

ている。

なお１９３１年７月４日の記事で，商工省が「小商業救済の基本調査」を計画していると報じて

いる事実も，金融改善等に向けた情報収集の一環として位置づけられるため注目しておきたい。

時期的にみると，同調査は『商業調査書』のことと推測される。同調査の最終報告書を入手して

いる我々からすると，これはあくまで東京府内の商業の実態を把握するための統計調査にすぎな

いと考えてしまうが，調査の実施主体では当初の目的が「小商業の救済」まで含めていたことが

わかる。この小商業救済に向けて，東京商工会議所では小売制度改善案を建議する動きが現れ，

これを受けて既述のとおり商工省は１９３２年９月に商業組合法を公布した。商業組合が登場した

背景には，問屋が同業組合を足掛かりに流通支配をおこなう弊害を阻止し，中小商業者を主体と
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した組織でその経営を安定化しようとする目的があった（２４９）。このほか東京市では，１９３５年に中

小商工業振興調査会という組織を設置し，１９３５年の第１から１９４１年の第２３輯まで中小商工業

に関する多数の調査資料を作成している点も見落とすことができない（２５０）。

引き続き商工省の動きをみると，同省は１９３４年には小売業改善調査委員会を設置して，第一

特別委員会（組織部門），第二特別委員会（経営部門），第三特別員会（金融部門）の３つの特別

委員会に分かれて小売商問題を検討した。ちなみに同委員会の第三特別委員会は，金融部門と位

置付けられ，①小売金融の重要性，②各種金融機関および損失補償制度などの現状および欠陥，

③金融に関する諸方策，などを検討している。同委員会は，翌３５年１０月に各特別委員会が答申

をおこない，それを受けた形で先述のとおり１９３６年１月に『小売業経営調査』が実施され

た（２５１）。同調査は，以上の経過のなかでおこなわれたものであり，目的遂行のために５年を要し

たのである。そして廣田内閣のもとで，１９３６年５月に商工組合中央金庫法が公布され，同年１２

月から商工中金は業務を開始している。このほか市街地信組がその後，小売商に資金供給をおこ

なっていった事実は，すでに第４節の数量分析で説明したとおりである。

６．２．個別業種の動向

＜畳表＞

以下では，『問屋取引調査』と『商取引調査』の両方に掲載されていた９商品に限って，個別

の記事をみていく。

まず畳表に関連した記事は，新聞紙上でほとんど取り上げられることはない。表４―２８による

と，１９１０～３８年まででわずかに６点の記事が集められたにすぎない。１９１９年９月には物価高騰

に影響されて，畳表の価格も前年比で２割も増えていたが（１９年９月２８日），関東大震災後に

は各地から大量の商品が供給され軟調となったため，大問屋でも例年の４分の１程度しか出荷さ

れていない（２３年１１月２４日）。さらに不況が加わり，当業界でも価格カルテルの動きが現れて

きた。また震災前には注目されなかった静岡産の畳表が，震災後には品薄のなか安物を中心に注

文が殺到するという現象もおこっている。このため同県産の畳表は，普通物の価格も７０～８０銭

から１円近くに高騰した（２３年１１月１３日）が，震災特需は一時的なものであり各地から急激

に供給されたため，同年１１月末には震災前７月の値段に下がっている（２３年１１月２４日）。

その後も需要の低迷が続いているため，価格維持のため価格協定の締結も議論されている。一

般的に価格協定の作成のためには，以下の６条件を備えていることが望ましいという記事も現れ

た（３４年３月３日）。この記事は，基本的には先述の１９３３年１１月に発せられた商工次官通牒を

受けて作成されたものと推測される。①原価算定が容易であること（つまり商品の質がほぼ均等

であること），②一般的な需要が確保できること（日常生活で直接使用される生活必需品である

こと），③価格変動が緩やかであること（朝夕で価格の変動する野菜や鮮魚のような生物でない

こと），④規格の統一された大量生産品であること（砂糖や有名化粧品，売薬等のようなもの），
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⑤協定違反者に対する送荷停止ができること（製造業者や卸商との間に諒解が成立して，いざと

いう場合に違反者に罰則を課しえること），⑥市設小売市場で価格を協定できること（市設小売

市場に準拠しているといった監督当局として価格の目安が容易であること），の６条件が整って

いることを挙げている。

このうち⑥の条件は，絶対というわけではなく，市設小売市場で扱われていない畳は業者のま

とまりもよく，同業組合を作っていればすぐにでも価格協定が締結できる。ただし実態は，なか

なか協定締結に踏み切れないなど，価格協定を実行することは容易ではないという，興味深い記

事である。

このほか不況が続くなか，粗製乱造が増えて商品の品質が低下していたため，神田区神保町畳

製造同業組合では１９３５年４月より，厳重な商品検査を実施することを計画していた（３５年１月

５日）。粗製乱造問題は，明治期の糸・布・織物業界の話のように考えがちだが，昭和初期の日

用品でもいまだ発生していたことに驚かされる。手工業品ゆえに価格動向にともない，いつの時

代でも発生する問題なのかもしれない。

表４―２８ 畳表問屋・小売商関連の主要動向（１９１０～１９３８年）

年月日 見出しと主要内容 新聞名 神戸大
新聞記事

掲載面
（頁）

１９１７年１０月１１日 ●物価旧に復す 物によりては二三割 高ければ奸商と見よ 法外なのは労力
だけ＝東京府の物価しらべ

東京朝日 ５

・畳表は，組合が義侠的に結束して市価よりもむしろ下げた位。しかし畳の心
（藁）がないので到底，罹災家屋すべてには行き渡らず。

１９１９年９月２８日 ●障子紙と畳表 美濃でも土佐でも昨冬より二割方も騰貴してゐる 畳は工賃
だけでも大変

東京朝日 ７

・本場物では，並みで縁付が１円１０銭から１円３０銭へ上がる。
・最近の工賃は１枚５０銭内外。

１９２３年１１月１３日 ●畳表註文殺到 安物旺盛 読 売 ３
・震災前には注目されなかった静岡県産の畳表が，震災後は安物の注文が殺到
している。

・このため価格は２０～３０銭方騰貴しており，上物は１円１０銭が１円３４０銭，
普通物は７０～８０銭が９０銭乃至１円となった。

１９２３年１１月２４日 ●「けふのお値段」畳表下がる 東京朝日 ３
・畳表は８・９月が張り替え時だが，震災で消失した分が各地から集められた。
・このため品物が豊富になった処に売行き不振が加わり，大問屋でも４分の１
しか出ない。

・現在の小売価格は，７月ごろの値段に下がった。
１９３４年３月３ 日 ●価格協定 実施出来る商品は 商人の生命線 中外商業 ●

・価格協定ができるためには，以下の６条件が必要。①原価算定が容易である
こと，②一般的需要があること，③価格変動が緩やかであること，④規格の
統一された大量生産品であること，⑤協定違反者に対して送荷停止ができる
こと，⑥市設小売市場で価格を指定できるもの。

・畳表は，市設小売市場で扱っていないため，価格協定が容易である。
１９３５年１月５ 日 ●四つの問合せ（一） 中外商業 ●

・神田区神保町畳製造同業組合の事業計画：近年の不況で粗製乱造がふえ製品
の信用が低下しているため，４月より厳重な検査を開始した。

（注） １．●は見出し，・は内容の要約を示す。
２．神戸大新聞記事は神戸大学附属図書館新聞記事文庫の略称である。

（資料）朝日新聞『聞蔵Ⅱビジュアル』，神戸大学附属図書館『新聞記事文庫』等より谷沢が作成。
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＜醤油＞

醤油は日常で欠かせない調味料であるが，当時は防腐剤がなく腐敗しやすかったほか，店頭で

の小分け販売であったため，庶民はその動向に敏感に反応し，しばしば新聞で取り上げられた。

そこでは，物価動向のほか業界内のトラブル，労働争議等も紙面を賑わしている。表４―２９のよ

うに全部で３２この主要記事を収集したが，このうち価格と何らかの関連がある記事が１８こと過

半を占めている。

価格関連の大半は価格騰貴に絡んだ話だが，唯一，１９２０年恐慌時には醤油の大暴落が発生し

た。すなわち同年４月に１樽１２円程度であったが，５月には７円台に大幅下落したため，生産

調整を実施したことが目を引く（２０年５月７日）。その他は，いずれも価格騰貴に関するものだ

が，このうち１９２１年１０月に東京市商工課が日常品に関して消費者が購入する際の目安とすべ

く，個別に標準価格を設定してそれを公表した対策があげられる（２１年１０月５日）。これに合

わせて東京府は，同月に同業組合が定款にもとづき標準価格を設定している場合には，それを撤

去するように指導した（２１年１０月８日）。もちろん同業組合による標準価格とはカルテル価格

のことであり，上記の商工課による価格のことではない。

この政策対象として槍玉にあがった商品は，醤油のほか，白米，酒，売肉（精肉？），洋服等，

広範囲の日常品に及んた。この件では，組合の役職に就いている大手商店が，高止まりのカルテ

ル価格を撤去することにより，むしろ低く販売できて売上を伸ばせると喜んでいたことも注目さ

れる（２１年１０月１２日）。同一商品でも，店舗の事業規模によってカルテル行動の影響が異なる

ことを示唆しており，興味深い話である。同様の対策として，東京市と東京酒類仲買小売商同業

組合が，優良な醤油の審査をおこなった。そのなかに亀甲万商品が入っていなかったことから

「銘柄や値段の高いものが必ず優良とは限らない」という文書を掲示したため，市中で大いに話

題となったという（２３年７月？日）。

翌２２年９月には，東京府・市・警視庁・東京商業会議所・東京実業連合会が物価調査会を結

成し，とりあえず米・味噌・醤油・砂糖・蕎麦の５品の卸値と小売値をそれぞれ調査したほか，

後で家賃も追加するとした。持ち帰った価格から“適当な”標準価格を決定して，各組合に対し

て同価格に修正するように指導するという。しかしこの価格指導に対して，味噌醤油の問屋は値

下げの余地はまったくないと主張し，むしろ醤油１樽８円にすべきところ７円に抑えているとい

う（２２年９月２２日）。また同会は，中堅企業に対して価格の引き下げを要請したが，組合所属

の各社は「問屋側が横暴を極めているため，値下げで万が一（商品仕入を）ボイコットでもされ

たら我々の営業が立ち行かなくなる」（丸カッコ内は筆者）と主張した（２２年１１月３日）。この

ように同業組合の目的は本来，製品検査，粗製乱造の防止等であるはずだが，醤油・白米・砂糖

等の組合では価格協定を結び，安売りをした店に対して種々の制裁を加えることが中心となって

いた（２３年３月４日）。

このような組合による価格の下支えも，１９２０年代後半になると事情が異なってきた。すなわ
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表４―２９ 醤油問屋・小売商関連の主要動向（１９１０～１９３８年）

年月日 見出しと主要内容 新聞名 神戸大
新聞記事

掲載面
（頁）

１９１０年１月１６ 日 ●日本醤油の破産申請 東京朝日 ２
・第百十銀と鴻池銀は，東京地裁に日本醤油の破産申請をおこなった。
・同社は，資本金１０００万円（払込３５０万円）のうち，ほぼ全額を建物，器械
等に流用して，原料の買入資金は鴻池銀等から借入ていた。

１９１０年２月５日 ●醤油販売悶着 東京朝日 ４
・茨城県澤山村の小林商店が，特約販売の関係のない水戸市の臼井醸造の醤油
を１割以上割引いて売りだすとの広告をおこなった。
・このため目下，悶着中。

１９１７年８月５日 ●醤油と米―何故高い ＝醤油は未だ未だ騰る 米の方は天候が順調に行けば
六升ぐらゐに成かも知れない

東京朝日 ５

・醤油が暴騰して１樽４円半まで達しているが，原料の小麦が以前の１斗分が
現在は５升８合になり，大豆は以前の１斗２升分が現在の６升３合になり，
石炭は１万斤で３３円であったが，今は１３０円に暴騰している。

・また満洲から輸入した大豆が来なくなったことも暴騰の原因だ。
１９１８年２月２日 ●［衣食住］醤油の値段が又騰る ＝小売店の不正手段 東京朝日 ５

・現在，亀甲万１樽が４円７０・８０銭であるが，いずれ５円になるだろう。
・小売店のなかには，亀甲万１樽を２つに分けてそれらに二流三流の粗品を加
えて販売するものがいる。酒でも同様のことが行われている。

１９１８年４月２３日 ●米国醤油制限 東京朝日 ３
・醤油は，米国輸入制限品目第７７・野菜類中に含まれている。

１９１８年５月１４日 ●米国醤油関税値上 東京朝日 ４
・日本醤油の関税を，従来の従価１割５分から２割５分へ引き上げることにす
る。

１９１９年４月２９日 ●鉄道貨物運賃割引 東京朝日 ４
・鉄道院は，６月１日より貨物運賃として石炭，塩，肥料，新聞用紙，野菜，
味噌醤油，国定教科書等の運賃を１割引きにすることを決定した。

１９２０年５月７日 ●大暴落で醤油の醸造休止 東京出荷を見合せて 復旧を待つ野田銚子 東京朝日 ５
・先月１樽１１円７０銭～１２円であったが，現在は７円５０・６０銭に低下してい
るため，野田銚子の工場では１５００余名に醸造作業を休止するように指示し
た。・気温が上昇すれば，品物が腐敗して新たな需要も出てくるから，製造中止の
下で値段が上昇してこよう。

１９２１年１０月５日 ●商工課発表の価格表 決定標準価格を詳細に印刷 東京朝日 ２
・東京市商工課では，一般物資の標準価格を定めた価格表を４日に発表した。 （夕）
・醤油については，亀甲万１樽８円５０銭，山サ印８円５０銭，ヒゲタ印８円
４０銭。

１９２１年１０月８日 ●解散を命ずる前提に 同業組合へ突如厳命 米屋，醤油屋，牛乳商其他に対
し標準価格の設定を禁ず 暴利屋遂に破綻せん 特に大狼狽は牛乳商組合

東京朝日 ５

・東京府は７日，同業組合に対し定款でおこなっている標準価格の設定を禁止
した。

・醤油，酒，売肉，洋服等の組合に対して，現在，標準価格を定めている場合
にはこれを撤去しろと命令した。

１９２１年１０月１２日 ●立所に効いたお上の厳命 標準相場の撤廃で羽を伸ばした大店 諸物価続々
下らん 先月分の懸念まで割引

東京朝日 ５

・味噌醤油の大店では，標準価格の撤廃を意外に喜んでいる。これは，大店が
値段を安くして販売額を増やしたいと思うが，組合役員等に就いているた
め，それができなかったためだ。

１９２１年１２月７日 ●（広告）醤油切手の発売 東京朝日 １
・年末年始の御贈答用には便利なヒゲタ醤油の商品切手を御薦めします。 （夕）

１９２２年１月５日 ●お正月早々 悪商人征伐 品質や桝目をごま化す醤油屋 府の商工課が活動 東京朝日 ２
・東京府商工課は新年早々，店ごとに品質や内容量の不正を調査し，それが発
覚したときは公表する予定である。

（夕）

・消費者のなかには，大店から亀甲万を購入していたが，客人から亀甲万でな
いことを指摘された。

・醤油店のなかには，当初は亀甲万を売っていても，徐々に質を悪くしていく
のが常套手段であるという。

１９２２年９月５日 ●けふ実物を買込んで値下げを組合に厳談 物価調査会の方針決定す 先づ米
醤油其他の五品

東京朝日 ５

・東京府・市・警視庁・東京商業会議所・実業連合会によって結成された物価
調査会が物価引下策を検討した結果，初めに物価調査を実施することに決定
した。
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・まず米，味噌，醤油，砂糖，蕎麦の５品目について，卸売値と小売値を調べ
ることにした。その後に家賃も調べる予定。

・もし標準価格に服従しない場合には，どしどし処分する予定である。
１９２２年９月２２日 ●味噌醤油は問屋が頑張る 調査会に説きつけられて今一応と物別れ 東京朝日 ５

・物価調査会の味噌醤油物価問題について，問屋組合側は値下げの余地は全く
ないと主張。

・むしろ下半期は，８円にすべきも，７円であるという。
・醤油は，卸値１樽７円１０～２０銭，小売は７円８０銭～８円３０銭で，店に
よって変化はない。

１９２２年１１月３日 ●醤油や砂糖は値下げどころか 問屋や製造元の横暴から間がよければ上げ気
配 牛乳屋の値下拒否

東京朝日 ５

・物価調査会は，大手銘柄に対抗して中堅企業（石田，鳥海，山下，浅田）に
対して，価格値下げを要請した。

・各社は「問屋が横暴を極めているため，値下でボイコットされれば営業でき
ない」と主張した。

１９２３年３月４日 ●「通俗財話」同業組合（下） 東京朝日 ４
・同業組合の目的は，製品検査，粗製乱造の防止等であるが，醤油，白米，砂
糖等の組合では販売価格を協定し，安く売った組合員に種々の制裁を加えて
自滅させることもある。

１９２３年３月１７日 ●野田の争議団 総罷業決行 要求の主目容れられず 物々しい本部 東京朝日 ２
・争議団の要求の中心部分は受け入れられないため，１６日正午に各工場から
従業員が引上げ，一斉に同盟罷業を結構した。

（夕）

１９２３年３月２０日 ●争議にかこつけて 醤油の突然値上 但し野田から来る一等品 二等品は品
豊富でその儘 東京では一等品が需要

東京朝日
（夕）

２

・ヒゲタ，ヤマサ，亀甲万は，１９日から小売値段を一斉に値上げして，従来７
円７０銭のものを８円５０銭とした。

・この値上げは，野田で労働争議が始まり，毎日あった２２万樽の入荷が止
まったためである。

・東京府市の小売市場でも，これに準じて小売値段を相談中である。
１９２３年４月１１日 ●野田争議昨夜解決 突発依頼二十六日目 けふ知事が野田町に行き 両代表

を誓約さす
東京朝日 ５

・３月１６日より２６日間に渡った野田醤油争議が解決して，労使双方が役場で
覚書に調印した。

１９２３年７月 ？ 日 ●醤油界にえがかれた凄い大きな波紋 東京市が市民の生活覚醒の為に「値段
や銘柄に捕われるな」のビラと早くも揺ぎ始めた其基準

中外商業 ●

・東京市役所と東京酒類仲買小売商同業組合は，優良な醤油の審査をおこない
優良醤油９点，一等２１点，二等４４点を決定した。

・この優良醤油のなかに，亀甲万が入っていなかったことから，同市等では電
車内に「銘柄や値段の高いものが必ず優良とは限らない」という文書を掲示
したことで，市中でも大いに話題になった。

１９２６年１０月２９日 ●交渉決裂していよいよ争議 ヒゲタ醤油は既に怠業 ヤマサ四百名を解雇 東京朝日 ２
・ヒゲタではすでに醸造職工の約半数が怠業し，ヤマサでは労働組合に加入し
た醸造職工４００名を解雇する予定。

（夕）

１９２８年３月２日 ●「どうして物価は高くなる」おろしと小売直 醤油などは直鞘二十割 東京朝日 ４
・卸値段と小売値段の開きで，醤油は２０割（卸値を１００として小売値３０４）
で大きい品目。

１９２８年５月４日 ●「どうして物価は高くなる」みそと醤油 毎日使ひながら無智な消費者 東京朝日 ４
・醤油は，亀甲万，山サ，ヒゲ田が１９２７年夏まで１９軒の特約問屋に委託販売
して半期勘定の内金制度だったが，同年秋より共同出荷所を設置して問屋の
注文を受け月末勘定に改めた。

・問屋組合では，毎月２回標準卸値段を発表するが，実際の値段は当事者しか
知らない。

１９２８年１０月１７日 ●醤油で江戸の敵内 にらみ合ふ三越と小売商 東京朝日 ４
・三越食品部が，亀甲万，ヒゲタ等の１樽を醤油協定値段５円５０銭を５円２０
銭で販売している。

・酒類商同業組合は，同業者の売価を撹乱するとして販売価格の改定を交渉し
たほか，醤油問屋組合に価格引き上げを依頼した。

・また醤油問屋組合は９月２５日以降は上記商標の醤油供給を停止したほか，
酒類商同業組合は組合員が三越に送荷すたのを発見した場合は同組合員への
送荷を断つとした。

・問屋側は，三越の販売量は取るに足らないが，誠意がないため最後の手段に
出たと主張。

１９３１年１０月２２日 ●日毎増しゆく乱売 品物は定価以下 小売商の窮した策 東京朝日 １１
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ち三蔵協定が締結され，協定価格と販売統制が設定されていたが，それに縛られない百貨店によ

る安売りがおこなわれるようになり，三大銘柄の１樽を協定価格が５円５０銭であるのに，三越

食品部では５円２０銭で販売した（２８年１０月１７日）。このため酒類とともに醤油を販売してい

る酒類商同業組合は，カルテル価格（協定価格）の効果が減じるとして，醤油問屋組合に対して

価格の引上げを要請した。これに対して醤油問屋組合は，三蔵協定にしたがって百貨店への安い

醤油の供給を停止したほか，もし組合員への安価な醤油の供給が再開されれば，同組合員への供

給を遮断するとした。このような措置をおこなっても，三蔵協定が正常に機能しておらず乱売は

引き続き激化していった。

１９３１年になると，日増しに醤油の乱売が激しくなり，２リットル瓶詰では協定価格が５６銭の

ところ，同価格で販売しているのは５９店中でわずか２店にすぎず，他はそれ以下の価格であっ

たという（３１年１０月２２日）。このため東京酒類商組合は，三大メーカーと販売体制を確立する

要望が１９３２年末になされている（３３年１月１３日）。これらは，問屋による価格カルテルの効果

が弱まってきた事例であろう。このような状況のなか，乱売にともなう問屋の資金繰りを改善す

るために，１９３３年３月に代金決済が「月末締切，翌月２０日支払」に変更され，その後も変更さ

れたことは，すでに前節で説明したとおりである。

ところで三大メーカーでは，労使関係が不安定でしばしば労働争議が発生していた点も，この

表から確認できる。この点は，従来の醤油産業史のなかでは積極的には触れられなかった事項で

ある。例えば，亀甲万会社が１９２３年３月１６日に総罷業を決行し，翌４月１２日に２８日ぶりに解

・２リットル瓶詰（市中協定価格５６銭）が，５９箇所のうち協定価格で販売は
２箇所，その他はそれ以下。
・５０銭が１５箇所あるが，この価格では経費さえも割り込む状態。
・もっとも安い地域は，本所深川区であった。

１９３３年１月１３日 ●醤油の統制 東京酒類商組合から三大会社に提携要求 東京朝日 ４
・東京酒類商組合は，昨年にビールの販売統制を達成し，清酒も瓶詰が発売元
との調整が大方成立した。

・このため組合側は，昨年末に亀甲万，ヤマサ，ヒゲタ三社と販売体制を確立
するため昨年末に要望していたが，その回答が近くあるという。

１９３５年１月５日 ●四つの問合せ（一） 中外商業 ●
・山サ東京出張所から小売店への回答：店主・店員とも商売を研究する必要あ
り。特に店主は，店員が将来独立するため，読書研究の余地をあたえるべき
だ。専門店を希望する。

１９３６年１月２９日 ●醤油値上げ 各社追随せん 東京朝日 ５
・ヒゲタ・ヤマサ・亀甲万の３社は，昨秋より問屋・小売商組合と値上げ協議
をおこない，ようやく決着した。いずれ他社も値上げするだろう。

・値上げ後の１樽（１６リットル）の価格は，卸値が４．４円（０．３円上げ），小
売値が４．６円（０．３円上げ）となった。

１９３７年４月２９日 ●合併に従業員反対 ヒゲタ醤油罷業 “伝統と歴史を護れ”と 東京朝日 ２
・ヒゲタ醤油が野田醤油に合併されることに対し，同社従業員１２００名は２８日
早朝より工場内に籠城した。

（夕）

１９３７年５月４日 ●ヒゲタ争議解決 東京朝日 ２
・ヒゲタの従業員１２００名が工場に篭城していたが，醤油問屋組合理事長の調
停によって，給料１割５分値上げ等で解決した。

（夕）

（注） １．●は見出し，・は内容の要約を示す。
２．神戸大新聞記事は神戸大学附属図書館新聞記事文庫の略称である。

（資料）朝日新聞『聞蔵Ⅱビジュアル』，神戸大学附属図書館『新聞記事文庫』等より谷沢が作成。
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決した（２３年３月１７日，同年４月１日）（２５２）。同社は，すでに前年７月１６日より桶職工が同盟

罷業を開始し，それが同月２４日には全工場に波及していたため，２年続けて労働争議であった。

銚子のヒゲタ・ヤマサ両社でも，１９２６年１０月に争議が発生し，ヒゲタ会社は醸造職工の半数に

よる怠業，ヤマサ会社では労働組合加入の職工４００名を解雇するまでに拡大した。これらメー

カーは，争議で生産量が減少したことから２３年３月には早々に仕切価格の値上げを実施してい

る（２３年３月２０日）。その後もヒゲタ会社では，亀甲万会社に合併されることに端を発し

て，１９３７年４・５月に１，２００名が工場内に籠城する大規模な争議が発生したが，給料を１割５分

値上げすることで解決している（３７年４月２９日，同年５月４日）。

＜木炭＞

木炭は家庭の燃料源として日常的に使用されたため，その動向に関する記事は多い。東京市内

の小売商の販売する木炭は，東北地方や群馬・栃木・茨城・千葉・伊豆等の周辺地域から移入さ

れるため木質や運賃等が異なっているが，それを店頭では均質・一定の価格で販売しなければな

らない。このため各俵を解き各地の木炭を混ぜ合わせて販売するため，けっして純粋な産地の炭

とはいえない。また基本的には，電気やガスの普及によって需要量を減らしている（１１年１２月

２１日）。

しかし第１次大戦によって需要が増加した。そのもとで流通経路が長いにもかかわらず鉄道の

輸送能力に限界があったため，表４―３０のように問屋の在庫高は１００万俵しかなく，これは市内

消費の数日分にすぎなかった（１７年１２月２０日）。いわば需要の伸びに反して，平時より慢性的

な供給不足状態のもとで価格が上昇した。ちなみに炭価が上昇した理由として，記事では①暴騰

した石炭の代わりに木炭を使用することが多いこと，②鉱山の火力精錬用に木炭を多く使い始め

たこと，③生産者や荷主が売惜しみしていること，④生産量が不足していること，⑤小売商の奸

策の５つを挙げている。このうち⑤の奸策とは，「品物（の品質）を落し又は少くして売り中に

は実際以上に（価格を）釣り上げる」（丸カッコ内は筆者）という意味があった（１７年１２月４

日）。これら理由のうち①と②は新たな需要の発生，③，④，⑤は供給側の問題であるため，こ

の順番から判断すると新たな需要の発生が大きいわりに，③と④の流通過程の問題は意外に重要

性を低くみていた。

なお大阪では，木炭が他の商品と同様に高騰したが，特別に暴騰しているほどではないとし

て，暴利取締令は適用できないとしている。高騰の背景に，長い流通経路を支えるために，「生

産者→仲次→問屋→卸商→小売商」といった多数の中間業者が介在していた（１８年１０月７日）

ことがあげられる。それゆえ価格を引き下げるには，生産者と直接取引するしかないとしてい

る。ちなみにこの流通経路はかなり簡略化したものであり，正確には前節で紹介したように「生

産者→産地移出商→消費者問屋→小売商」か，岩手県のように「産地移出商→集散地移出商→消

費者問屋（以下省略）」となる。このため新聞情報は，おそらく岩手県の事例を想定しているの
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表４―３０ 薪炭（木炭）問屋・小売商関連の主要動向（１９１０～１９３８年）

年月日 見出しと主要内容 新聞名 神戸大
新聞記事

掲載面
（頁）

１９１０年２月２２日 ●薪炭業連合大会 東京朝日 ５
・東京薪炭問屋同業組合主催で，連合大会を開催
・「営業税法を改正中だが，薪炭を税率最高の丙から甲に変更すべき」と要望。

１９１１年１２月２１日 ●東京の木炭 俵の中は種々雑多 東京朝日 ５
・東京商業会議所の統計によると，東京に移入された木炭は１９０８年度に４２４
万トンで，１９０１年８８５万トンの半分にすぎない。これは電気やガスの普及
によってその需要量を減らしているためである。

・これらは，常磐線の千住に卸される奥羽産が最も多く，神田川を利用した野
州・上州産も少なくない。このほか常州・総州は隅田川を使い，紀州・豆
州・房州は海路を使うものもあるが，いずれも八丁堀河岸や本所・深川の貸
河岸から陸揚げされる。

・これらの木炭は，木質や重量が違うほか運賃等から仕入価格も違うため，小
売商は俵装を改めこれら種々の木炭を混ぜ合わせて純粋のもののように装っ
て売っている。

１９１７年１２月４日 ●炭の高い訳＝原因五つ 奸商等は警視庁に依頼して取締って貰ふ積り 東京朝日 ５
・東京府の農商課の木村課長は，今年の炭価が昨年より２倍近く騰貴した理由
を５つ語った。
（１）暴騰した石炭の代わりに木炭を使用することが多い，（２）鉱山の火力精
錬用に木炭を多く使い始めた，（３）生産者や荷主が売惜しむ，（４）生産の不
足，（５）小売商の奸策。

１９１７年１２月２０日 ●木炭愈々暴騰 炭価調節講究 中外商業 ●
・前年より徐々に上昇傾向にあり，本年１１月以降は冬季需要期のため天井価
格に達した。

・原因は，一般家庭の需要増より，第１次大戦による工業用需要の急増が大き
い。

・積出運搬能力が限界にきており，問屋在荷高１００万俵が市内消費の数日分に
すぎないため，炭価調節策として臨時運送を実施している。

１９１８年１０月７日 ●薪炭高と暴利取締 岡本農商務山林局長談 大阪新報 ●
・薪炭が特別に暴騰しているわけでないため，岡本局長は暴利取締令を適用す
る予定ナシと云う。

・薪炭調節策として，国有林から薪炭原料を供給したり，同林で木炭を焼きそ
れを市場に払下げる予定。特に払下げ薪炭量は，６５０万貫と予定するが，そ
れ以上もあり得る。

・薪炭流通は，生産者⇒仲次⇒問屋⇒卸商⇒小売であるため，生産者と直接取
引をして廉売配給する必要がある。

１９１８年１０月４日 ●市中に木炭の山 府供給の炭続々来らん 東京朝日 ５
・この冬に木炭を安く供給するため，東京府から井上知事，東園内務部長，木
村農商課長，市より田尻市長，農商務省より岡本山林局長等が出席して築地
精養軒で協議がおこなわれた。

・これは不正商人による買占め，売惜しみで炭価が暴騰するのを防ぐため，公
私設小売市場，購買組合，救済団体等に対してのみ販売することで，市内に
木炭の山を作っておきたいというものである。

１９１８年１０月１６日 ●薪炭列車運転 東京朝日 ４
・鉄道院は，１０月８日より盛岡・尻内間と八戸線各駅発で隅田川・秋葉原に
到着の木炭に限って１日に１列車（２０両）の薪炭列車の運行を開始した。

１９１８年１１月２９日 ●炭の値下げ 東京朝日 ５
・東京府の公設市場で販売している木炭は，その後に炭価が低下したため売れ
行きが不振である。

・もっとも府当局は，そもそも炭価引き下げを目的としていたため喜んでい
る。今回は，この動向に合わせて市場の炭価を１俵当り５～２０銭引き下げる
予定である。

１９２１年４月１６日 ●不廉な小売値段 東京日日 ●
・欧米各国は物価が低落傾向にあるが，我国では最近それが遅延している。
・大麦，清酒，鰹節，木炭などでは卸相場が下落したのに小売相場は騰貴して
いる。

１９２２年９月１９日 ●木炭の輸入激増 東京朝日 ４
・１９２０年までは木炭の輸入はわずかにすぎなかったが，１９２１年より２２万トン
に急増した。９割以上を支那から輸入している。

・この理由は，１９１４年と比べ最近の内地炭価が約４倍に騰貴し，低落の様子
を示していないからだ。
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だろう。いずれにしてもこの経路が価格の硬直性をもたらしたほか，第１次大戦により一般家庭

用より工業用の需要が急増したことも価格暴騰に影響を与えている。

以上の価格暴騰に対して，東京府では，公私設小売市場，購買組合，救済団体等にのみ，木炭

を安く供給することとした（１８年１０月４日）。また鉄道院では，１９１８年１０月８日より盛岡・尻

内（八戸市内）間，八戸線各駅発で隅田川・秋葉原駅に到着する木炭に限っては，１日に１列車

（２０両）の薪炭列車を運行することを始めた（１８年１０月１６日）。このほか１９２１年より木炭の輸

入が急増しており，２２年は前年を上回る増加を示した。この輸入の９割以上は中国からであっ

た（２２年９月１９日）。このような状況のなか，関東大震災で汐留・秋葉原・隅田川・飯田橋・

新宿・錦糸町などの大駅が，隅田川駅の一部を除いてほとんど火災にあったほか，都市部の倉庫

も全壊した。ちなみにこれらの大駅が扱う貨物は東京の総貨物の約６割を占めていたとい

う（２５３）。このため鉄道滞貨問題がさらに深刻化し，木炭価格の高騰をもたらした。ちなみに大震

災の影響は，木炭のほかに木材，綿糸，綿布等で目立っている（２３年１２月９日）。

木炭の価格が高騰したという事実は，薪炭商の開業意欲を増大させるように考えられるが，実

態はその逆であった。すなわち東京市内における薪炭商の店舗数は，１９１９年から１９２３年まで

３，０００軒を超えていたが，１９２４年に１，９０２軒と最低を記録した後，１９２７年でも２，２６３軒にすぎ

ず，大きな落ち込みは回復されていない（２５４）。このような店舗数の低迷の背景には，家計部門に

１９２３年１２月９日 ●「財界昨今の問題」鉄道滞貨問題に就て（中）三．鉄道在貨と金融 東京朝日 ４
・米問屋は大打撃を受けてその日の取引のみで生き延び，米を毎日食べる分だ
け購入する状態。

・米のほか，木炭，木材，綿糸，綿布等で倉庫が全滅したため，在貨は地方に
停滞しているほか資金融通の途を失った。

１９３３年９月３日 ●反産組合運動の各団体結成を図る 中間販売業者連合し。 東京朝日 ４
・各種産業組合が積極的に地方農村に進出している。
・このため中小商工業者は，日本商工会議所の常議員会のなかに反産業組合運
動のための専門常設委員会を設置するように提案するという。

・このため１０月中に，全国肥料団体連合会，全国米穀商連盟会，全国醤油醸
造業組合連盟会，全国文房具卸商組合連合会，全国木炭商組合連合会が常設
委員会の設置に向けて協議会を開く予定である。

１９３５年４月２１日 ●全日本木炭商 連盟を結成 ここにも反産の叫び 東京朝日 ４
・昨年，全販連が木炭販売統制十ヶ年計画を樹立したことで，木炭商は不安，
不満を持っている。

・このため全国の木炭商を糾合して，全日本木炭商連盟を結成することになっ
た。

１９３６年３月８日 ●木炭商と全販連 妥協成るか あす懇談会を開く。 東京朝日 ５
・全販連の木炭五ヶ年計画の樹立に対して，商権擁護の立場から結成された全
日本木炭商連盟は，全販連が妥協の色を示す方向にある。

・このため農林当局の斡旋のもとで，全日本木炭商連盟と全販連が懇談をし
て，産業組合（全販連）側が連盟側の既成商権を認めるように要望していく
予定である。

１９３６年１２月１０日 ●市で木炭車調べ この儘では市バスは自滅だと ガソリン値上対策 東京朝日 ３
・ガソリンの値段がどんどん上がっているため，東京市営バスは自滅の可能性
あり。

（夕）

・東京市自動車課の篠沢課長は，木炭車を使用するかよく調べてみたいとい
う。

（注） １．●は見出し，・は関連する要約を示す。
２．神戸大新聞記事は神戸大学附属図書館新聞記事文庫の略称である。

（資料）朝日新聞『聞蔵Ⅱビジュアル』，神戸大学附属図書館『新聞記事文庫』等より谷沢が作成。
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おいてエネルギー転換（木炭・薪→電力・石炭）が急速に進んだことがあげれる。牧野文夫の推

計によると，東京市内の家庭用木炭消費量は１９２５年の１７０万トンをピークとして，それ以降は

急速に低下していった。この動きは，世帯数の増加にもかかわらず１世帯当たりの木炭消費量の

減少をもたらし，これが木炭消費量の減少となり薪炭商の店舗数の低迷につながった（２５５）。

１９３０年代に入ると，地方農村部に産業組合が進出して小売商の販売を圧迫してきたが，木炭

でもこの動きが出てきた。この動きに対して木炭商では，日本商工会議所のなかに専門常設委員

会を設置するように働きかけたほか（３３年９月３日），１９３４年には全国米穀販売購買組合連合会

（全販連）が「木炭販売統制十ヶ年計画」を作成する動きがおこった。さらに翌３５年には，上記

計画を受けて木炭商の全国組織である全日本木炭商連盟（木炭商連盟）が結成され，同連盟は

１９３６年に全販連と懇談して木炭商の商権を守るように要望する動きもおこった（３６年３月８

日）。すなわち１９３３年１０月に日本商工会議所を中心として設立された全日本商権擁護連盟に全

日本木炭商連盟も遅れて加入することで，いわゆる商権擁護運動（または反産運動）が木炭商で

もおこってきた（２５６）。

以上の動きに対応して取引・代金決済方法も変更を迫られたはずだが，少なくとも新聞記事と

しては，炭価高騰や鉄道滞貨問題に隠れてそれらが取り扱われることはなかった。

＜綿糸＞

綿糸は，取引所による先物市場が形成されている投機商品であるため，価格変動やそれを取り

巻く紡績会社・綿糸商の交渉等に関する，きわめて多くの記事がほぼ毎週，公表されている。こ

のため東京朝日新聞に限って「綿糸商」で検索しても，対象期間内に２２３この記事が抽出でき，

他商品より突出して多い。

このうち主要記事をまとめた表４―３１によると，１９１０年代より価格下落による綿糸商の経営破

綻に関する記事が立て続けに掲載されるなど，綿糸商の経営が不安定化しつつあることが確認で

きる。なかには富士紡の大手販売代理店であった村井商店のように，富士紡が手形裏書をしてい

たなど，紡績会社側が経営支援をしていた事例もある（１０年１０月２１日）。紡績会社側は，すで

に１８８２年に国内最大のカルテル組織である紡績連合会を設立して需給調整をおこなってきたた

め，これに合わせて綿糸商側は紡績会社の操業短縮による供給量の圧縮を求める動きが活発で

あった。例えば１９１５年１１月には，紡績連合会が翌年１月以降に自由操短と輸出奨励策を実施す

る計画が委員会で否決されたなか，大阪の綿糸商側は操短の継続を熱心に要請した（１５年１１月

２１日）。ただし東京ではこの要求がやや弱いなど，地域による温度差も発生している。

さらに１９２０年恐慌時には，綿糸価格が７００円から３００円台へ急落するなど，綿糸の先物市場

でも大量の綿糸が引取不能となったため，これを整理して市場を正常化させるために解合が実施

された（２５７）。この措置は，大阪三品市場が４月７日・１４日に崩壊した直後の同月１８日に実施さ

れるなど，素早い対応がとられた（２０年４月１８日）。東京では６月に入って棒値が決定される
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表４―３１ 綿糸問屋・小売商関連の主要動向（１９１０～１９３８年）

年月日 見出しと主要内容 新聞名 神戸大
新聞記事

掲載面
（頁）

１９１０年１０月１２日 ●綿糸商破綻 富士紡災厄頻発 東京朝日 ４
・日本橋堀留町の村井商店は，日比谷商店に次いで多くの富士瓦斯紡績の製品
を扱っているが，瓦斯糸細糸の供給過剰・株式投資の失敗等で１０月初旬に
破綻した。

・それ以前に村井商店は，手形を乱発したほか富士紡が裏書をしたため，割引
をした銀行側は富士紡に村井の手形裏書分約８．５万円分を代理返済させる予
定である。

１９１１年１０月２１日 ●綿糸商窮す 東京朝日 ４
・綿糸市価の下落で綿糸商は打撃を受けており，清国への約定高以外に相当の
買持ちを有している。

１９１４年２月１６日 ●綿糸商の軟化 東京朝日 ４
・東京綿糸商組合の営業税全廃運動は熾烈を極めていたが，その一戦略として
政友会代議士の関係する日清紡・富士紡等の非買同盟を結成した。

・しかし数人の代議士を批判したとしても下院の形勢は変化しないとわかる
や，営業税の軽減運動に変化した。

１９１４年５月４日 ●綿糸商の紛擾 東京朝日 ４
・東京・大阪綿糸商間で揉めていた鐘太の２０００俵と四銘２０の１０００俵はよう
やく決済ができたが，それを転売された染糸商が四銘２０の受渡を強く求め
ているため，再び東京の綿糸商と染糸商との間で揉めている。

●綿糸商の破綻 東京朝日 ４
・日本橋横山町の倉又商店が，支払い不能で休業した。
・債権者は，日比谷商店など十数戸約５６万円に達するが，不況のために当分
は整理ができないだろう。

１９１４年５月４日 ●綿糸商の困憊 東京朝日 ４
・綿糸相場の暴落によって綿糸商の経営が悪化しているが，東京ではいままで
の買持ちと５６月の約定をしているだけだが，大阪側は７～９月まで買持ちが
ある。

・このため経営の厳しい大阪側より東京に操短運動の加入を申し入れ体よく拒
絶されたが，最近は不況が予想以上に強いため東京側も生産制限の必要性を
認めつつある。

１９１５年１１月２１日 ●操短と東京綿糸商 東京朝日 ４
・紡績連合会では，来年１月以降に自由操業と輸出奨励策を実施する計画が委
員会で否決されたが，大阪の綿糸商は熱心に操短の継続を要望している。

・しかし東京側ではそのような運動はおこなっていないが，それらを希望して
いるため，場合によっては大阪と一緒に連合会に要求することもあるとい
う。

１９１７年３月２日 ●取引開始不明 米穀企画の諸取引 東京朝日 ４
・東京米穀取引所では，来月１日より綿糸・綿布・モスリン等の定期取引を実
施する予定。

・しかし綿糸では，綿糸商組合員より仲買人を３０名予定しているのに１人も
希望者がいないため，予定どおり開場できるかわからない。

１９１７年５月６日 ●綿糸取引開始 東京朝日 ４
・５日に，米穀取引所杉の森分市場（日本橋新材木町）で，綿糸定期取引が開
始された。

・所属仲買人は２０名であるが，このうち米穀取引所仲買人１４名，新規当業者
６名である。

１９１７年１０月１４日 ●綿糸業者恐慌 山嘉商店の破綻 東京朝日 ３
・一般綿糸市場の糸価大反動で，４銘１６手の年内物先約の受渡が不安視され
ている。

・特に山嘉商店は，４銘１６手内地向綿糸，３銘綿布のみでも約８００万円の差損
があり，このほかに棉花，モスリン等で総損害額約１０００万円を超えるよう
だ。

１９１７年１１月５日 ●操短と綿糸商 効果観二説 東京朝日 ３
・東京綿糸商組合の監事は「一割有望説」を主張。なぜなら１割操短すると，
約１４万梱であるが，これから輸出額を控除すると９万５千梱となり，ほぼ
内地の消費額に一致するからである。

・非監事派は「効果薄弱説」を主張。なぜなら大会社では，新たに設置される
錘数が現錘数の１割以上であるほか，この程度の操短率では輸出量の変動に
よって容易に達成できるため，もとの数量に戻ってしまう。むしろ操短率を
２・３割とし，実施期間を５・６月としたほうが効果的である。
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１９１７年１１月１８日 ●大阪紡績連合会 操短案附議 東京朝日 ３
・紡績連合会では，来年１～６月まで１割操短を実施することに決定した。
・操短の方法は，①運転している精紡機の１割を封緘（＝封印）する，②休日
を充てて封緘に代えること，とする。

１９１９年１１月１８日 ●先約取引協議 東京朝日 ３
・日本綿糸布商連合会は同盟会総会を開き，先物取引の標巡と今後の取引方法
を協議して以下の結論を得た。

・①今後の先約取引はすべて一銘売買とする，②今日迄の先約取組に対し同様
の転売買戻しによって紛擾を起こしたときは，その事情を徴取して主務官庁
に請願すること等。

１９１９年１０月２３日 ●暴利令適用未し 取引所法にて処罰 東京朝日 ２
・農商務省の調査によると，綿糸市価が暴騰ししかも１９２２年度まで先物が取
引されている。この原因は，品不足のほかそれを理由に差金売買をしている
ためである。

・暴利令を適用すべきという意見や，取引所法第２６条に該当する５０００円以下
の罰金を科すべきという意見がある。

１９１９年１０月２４日 ●暴利の奸商に警告 米及綿糸商等八名 廿五日主務省より 東京朝日 ５
・警視庁は，米穀・綿糸・綿布の買占めに対して調査を実施し，農商務省に通
告のうえで米穀商３名，綿糸商２名，綿布商３名の計８名に同省より警告す
る予定だ。

１９１９年１１月９日 ●生産が依然として 需要が殖えたから 綿糸布は奔騰すると 訓戒さるゝ日
比谷氏曰ふ 他店様はどうか知らぬが 私の店は宝刀に用はない

東京朝日 ５

・農商務省は１０日，東京の日比谷，柿沼，名古屋の信友，大阪の伊藤忠，岩
田などを呼び，綿糸布相場の暴騰に関連して注意を示達した。

・日比谷氏は，「暴騰の主因は原棉高と需給逼迫であろう。需要が内地・輸出
とも増えているが，生産は依然として２８０万錘にすぎない」という。

１９１９年１１月１５日 ●綿糸輸出禁止 農商務省令にて断行 東京朝日 ３
・農商務省は近日中に，物価調節策として綿糸の全面輸出禁止の省令を発布す
ることを決定した。期限は指定せず「当分」とする予定。

・また綿糸輸入税の撤廃は法律改正のため決定せず。綿糸先物取引を１ヶ年以
内に制限する件は，組合の規定により自発的に実行させる予定である。

１９１９年１１月１５日 ●大阪輸出綿糸商協議 東京朝日 ３
・大阪輸出綿糸商同盟会は１４日，協議会で綿糸輸出制限善後策を協議した。
・さらに内地綿糸商同盟会，紡績連合会と協議することとなった。

１９２０年４月１４日 ●紡績綿糸前途 短縮解禁如何 東京朝日 ３
・綿糸は相変わらず下値歩調で，大阪では４００円台になった。
・理由は，株式不況で取引休止となったため，綿糸商が綿糸の当限物を投売し
て現金に代えようとするためである。

１９２０年４月１８日 ●綿糸解合成立 東京朝日 ３
・１７日の期限までに申し込んだのは，買戻し２万３３０梱，転売玉２０５０梱で，
予想外の小数である。

・その後仲買総会を開き，「抜解合」のもとで無事に解約が成立した。
１９２０年４月２５日 ●綿糸取引延期運動 望み少き模様 東京朝日 ３

・綿糸暴落のため，東京綿糸商組合代表者は約定品の引取を２ヶ月延期させて
ほしいと，紡績会社に要望したが，紡績会社側は到底要求を受け入れられず
とした。

１９２０年４月３０日 ●綿糸と紡績の立場違ひで 操業の短縮は行悩み 突拍子もない高値の綿糸
がガラ落ちして今更の狼狽 結局何う落ちつくか

東京朝日 ５

・綿糸商組合は，紡績業組合に対して３割操業短縮と先約品引取延期を要求し
ていたが，操業短縮は拒絶されたらしい。

１９２０年５月２４日 ●綿業資団確定 総解合準備 東京朝日 ３
・綿業シンジケート組織が２３日，大阪で創立委員会を開催し，２４・２５日に綿
糸の引受値段を決定する。

・綿糸商側は５・６月物の総解合を断行すべく，２４日中に間接解合，直接解合
を断行する予定である。

１９２０年５月２８日 ●組合定款要綱 東京朝日 ３
・綿糸シ団は２７日に輸出綿糸組合を創立して役員を選定したほか，組合契約
要項を決定した。

・今後は，１９２０年５・６月限の約定品中で未引取残荷を買取って，それを海外
に移輸出することになる。

１９２０年６月６日 ●綿糸棒値決定 関東品も決定 東京朝日 ３
・東京綿糸商は，７・９・１０先物の棒値を協議して決定した。いずれも大阪側
の決定した５・６月物棒値を参考としている。
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１９２０年６月８日 ●操短決定 次は綿布商救済 東京朝日 ３
・紡績連合会は，６月１５日以降６ヶ月間の操業短縮を決定した。
・操短の方法は，①１ヶ月４昼夜休業すること，②毎日の注や運転時間を１０
時間とすること，③各工場の錘数を１割減らすこと，などである。

１９２０年８月５日 ●綿糸解合確定 東京朝日 ３
・東京綿糸商組合は組合総会を開き，綿糸解合問題について大阪案に準拠する
ことを決定した。

１９２０年９月４日 ●綿業現物市場計画 東京朝日 ４
・棉業の先約取引の悪弊を解消する一策として，現物市場を設立しようとする
動きが出てきた。紡績会社側も賛成の意向にある。

１９２０年１０月２４日 ●紡績分担金額 シ団持荷差損金 東京朝日 ４
・東西輸出綿糸シンジケート団の持荷差損金見積額は３４２０万円であり，それ
を地域別にみると東京４２０万円，大阪３０００万円である。
・この見積額の半分が紡績会社の分担すべき金額となるが，その会社別金額が
決定した。

１９２１年７月２８日 ●操短解除要求 東京朝日 ４
・綿糸が奔騰して紡績会社の利益増大の一方，輸出が伸び悩んでいるため，輸
出綿糸商が操短の解除や輸出奨励金の交付を要望している。

・紡績会社側では，綿糸取引が攪乱されること，連合会宣言の権威失墜を懸念
している。

１９２２年４月１９日 ●綿糸現取問題の帰着点 大阪朝日 ９
・綿糸布の現物取引市場開始問題はなお，三品，現物側ともに本格的な話し合
いがおこなわれないが，現物取引市場は結局取引所の場内併置となろう。

１９２２年１１月２９日 ●不都合なる 綿糸自由操短 東京朝日 ４
・大日本紡績と東洋紡績は，１２月１日より１ヶ月６昼夜半の休業をおこない，
生産調整と市価の維持努めることとする。

・このような操短を自由操短と呼び，鐘紡も追随する予定である。
１９２２年１２月２６日 ●綿糸支払条件 綿糸組合の申合 東京朝日 ４

・大阪・名古屋綿糸業者に続いて東京綿糸商組合は，１９２３年２月１日より地
方取引の支払条件を規定することにした。この背景には従来，取引ごとに条
件が異なっていたほか，それが緩慢になってきたことがあげられる。

・具体的には以下のとおり。①約定品等を運送店に引渡後は買主の責任とす
る，②代金は総て現金にて受ける，③荷為替で送荷の分は約定後直ちに１割
以上の手付金を受けること。

１９２３年１０月１４日 ●綿糸解合 解決難に陥る 東京朝日 ６
・震災に伴う綿糸商間の解合はすべて解決したが，綿糸商と紡績会社間の解合
は解決できていない。

・組合側は，来年２月までに生産できる製品の引渡しを要求し，渡しきれない
ものは解合うとして会社と交渉した。富士紡はこの要求に応じるが，日清紡
等は応じないという。

１９２４年１月２３日 ●綿糸取引改善 東京朝日 ４
・東京綿糸商組合は，受渡や代金決済等，綿糸取引の改善に関する事項を協議
した。

・これは従来綿糸取引規約が不備で，震災により紡績会社と綿糸商，綿糸商
間，綿糸商機屋間で様々な紛擾を惹起したからである。

１９２４年８月２１日 ●紡績操短遂に不調 紡績連合会から 東京綿糸商組合に移牒 東京朝日 ４
・紡績連合会の委員会では，東京綿糸商組合より申し出ていた操短の件を協議
しないことに決まった。

１９２７年７月２１日 ●紡績操短は 現状延長か 織布も問題化 東京朝日 ４
・紡績の操短が１割５分で１１月まで実施しているが，それを現状維持のまま
延長する方向になりそうである。

１９２９年３月２４日 ●不当な下積は御免蒙ると叫ぶ 綿糸布の加工業者等が会員間を狂奔して 読 売 ８
・綿糸布の加工業と機業の好況が，紡績業のもとで犠牲となっている。
・特に最近は，ポプリンの輸出が旺盛だが，それは機業と加工業が犠牲となっ
て輸出価格を抑えているためである。

・京阪神の染色業者は，京阪神染色業連盟を設立して問屋に対し加工費等の協
定をおこなおうとしたが，問屋側に切り崩された。

●これが実現すれば問屋側は大打撃
・この動きに対して紡績会社側は，①地方機業等では問屋との密接な関係を望
むこと，②染色業者は問屋側と妥協の余地があること，③紡績会社は自工場
内に染色工場を設置可能なことによって，楽観的態度を示している。

１９３０年３月２９日 ●綿糸取引本協定 いよいよ実現の段取り 紡績連合会と綿糸商６団体 きの
ふ下相談整ふ

東京朝日 ４
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など，大阪と比べて遅延した（２０年６月６日）。東京が遅れた背景には，当初は綿糸商側が約定

品の引取を２ヶ月間延期させてほしいと紡績会社側に要求していたことがあげられる（２０年４

月２５日）。

また，いままで物価抑制策として実施されていた綿糸輸出の禁止を１９２０年５月に解禁して，

滞貨を整理する方策も実施された。この件では，１９２０年５月に大阪の綿糸商が綿業シンジケー

ト団を創立して要綱を選定したうえで，２０年５・６月限の約定品のうち未引取残荷を買取って，

・綿糸商６団体（大阪，輸出，東京，京都，浜松，名古屋）が紡績連合会に対
し，①６団体加盟商以外に販売しないこと，②６団体は紡績連合会加盟会社
以外から購入しないこと，という相互協定を申し込んだ。

１９３０年６月２８日 ●綿糸商の窮状打開懇談会 紡績問屋と機業家が 東京朝日 ４
・日本綿糸商組合連合会と紡績連合会は７月２日に，共同で「綿業時局懇談会」
を開催する。紡績・問屋・機業家が一堂に集まる会合は初めて。

・同会では，内外需要の喚起，綿糸織布の製産，取引方法（全国機業界をいか
に善導するか）によって，綿業界の安定と発展を目指した。

１９３１年４月１０日 ●綿糸商の強腰に紡績も折れよう。 十月以降の操短率確立せん 東京朝日 ４
・大阪綿糸同盟会が，紡績会社の操短率が確定するまで１０月以降の先物取引
を中止すると決議した。

・このような要求は，三品取引所でもしばしば限月の立つ前に操短率の決定を
せよと要望していた。

１９３１年５月１４日 ●綿糸不買同盟で 紡績側弱り込む 十月以降先物一俵も売れず 東京朝日 ４
・三品相場が高値をつけ紡績会社は高収益だが，ニューヨーク市場は過剰生産
で低迷している。

・綿糸商同盟会は，わが国もいずれ価格低迷になると見込み紡績会社に対し
１０月以降の操短率を決めるよう要請しているが，決めていないため不買同
盟で対抗している。

１９３２年２月２５日 ●紡績の操短率は すえ置に決定 四月以降三ヶ月間 東京朝日 ４
・紡績連合会は，４月以降３ヶ月間の操短率を現行のまま据え置くことに決定
した。

・供給面では操短を実施していても実態は増産傾向にある一方，需要面では地
方機業地の夏物の準備に入っていないほか，売れている製品は綿糸商の手許
に停頓しているにすぎない。つまり今回の操短は，綿糸商逼迫の救済にすぎ
ない。

１９３２年１１月６日 ●紡績の操短緩和 五分に折れる 昨日午餐会の意見 東京朝日 ４
・紡績連合会は，明年１月から３ヶ月間の操短率をいくぶん緩和することに決
定。

１９３３年８月２９日 ●次期の紡績操短 現行率を据置き きのふ紡連で決定 東京朝日 ４
・紡績連合会は，１０月以降３ヶ月間の操短率（昼夜休業を基礎に２割休錘）
を据え置くことに決定。

・これに対し日本綿織物工業組合連合会は，中小機業家が綿糸２０番手の品払
底により製織に大きな影響を出ていると不満を述べた。

１９３５年７月１１日 ●綿糸問屋の没落 堀留の繁栄も昔の夢 読 売 ８
・昔は２７８店の綿糸問屋があったが，今は伊藤忠商事（支店），日比谷，東綿
（支店），山一，野口，岩崎，今枝，藤野の８店に没落した。

（夕）

・このうち紡績と直取引をしているのは伊藤忠，日比谷，東綿のみで，他は仲
間取引のみ。その理由は，両毛地方が新興レーヨンの影響で伝統のガス縞を
人絹へ換えたため。

・彼らは，既製品―綿布（特に子供服地）に変更しているものが多い。
１９３７年１２月２２日 ●綿糸商を網羅する 商業組合結成案 配給統制実施に対処 東京朝日 ４

・綿糸の配給統制の実施に対応して商業組合を設立すべく，その結成案を作成
した。

・そこでは原棉の供給不足，国内綿布消費の制限に対応するため，綿糸商は手
数料主義による無益な競争を避ける対策を提言している。

（注） １．●は見出し，・は内容の要約を示す。
２．神戸大新聞記事は神戸大学附属図書館新聞記事文庫の略称である。

（資料）朝日新聞『聞蔵Ⅱビジュアル』，神戸大学附属図書館『新聞記事文庫』等より谷沢が作成。
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それを海外に輸出することとなった（２０年５月２８日）。このほか紡績会社の操短も実施された

が，この対策は同年６月になってようやく６ヶ月間の操短を決定するなど，会社ごとの思惑の違

いから綿糸商に同調して素早い対応をとったわけではない（２０年４月３０日，同年６月８日）。

なお翌２１年になると，綿糸価格が再び騰貴して綿糸商側より操短の解除要求がおこったが（２１

年７月２８日），さらに２２年１１月には大日本紡績と東洋紡が１２月より１ヶ月６昼夜半の休業を

おこなう自由操短に入るという記事が現れる（２２年１１月２９日）など，綿糸はめまぐるしい価

格変動に振り回される商品であった。

もっとも商品需給と価格変動に綿糸商が悩まされていたとはいえ，紡績会社との力関係で紡績

会社側がつねに優位であったわけではない。すなわち１９３０年３月に，綿糸商６団体が共同で紡

績連合会に対して，６団体加盟商以外に商品を販売しないことや６団体が紡績連合会以外の紡績

会社から商品を購入しないこと，を内容とした綿糸取引の本協定を相談した（３０年３月２９日）。

従来は，なかなか足並みの揃わなかった綿糸商が，操短の効果を高めるために紡連未加入会社に

圧力をかけたものであり，全国的な業界行動をとる状況になってきたことを示している。翌３１

年には，４月に大阪綿糸商同盟会が紡績会社の操短率が決まるまで先物取引を中止したり（３１年

４月１０日），５月に綿糸不買同盟を結成したりした（同年５月１４日）。

ただしこれらは綿糸商の経営力が強まったためではなく，ますます厳しくなったためにやむを

得ずおこした行動にすぎない。この事実は，日本橋堀留町の綿糸問屋が昔は２７８店あったが，現

在は８店にすぎなくなったという，１９３５年７月の記事でも確認できよう（３５年７月１１日）。他

の商品と比べて，綿糸問屋は大資本を必要とするため容易に参入できる事業ではなく，支払条件

等も紡績会社ごとの個別折衝が多いため実態は明らかになりづらいなど，なにかと難しい経営判

断を強いられる業種であった。

その一方で，機業家による支払条件は「当業者（＝綿糸商）競争の結果区々一定せず殊に近来

緩慢に失するの嫌が」（丸カッコ内は筆者）あったため，１９２２年１２月に大阪・名古屋の各綿糸

商が地方（機業地）取引の支払条件を規定して，それぞれ来春から実施することにした。また東

京綿糸商組合でも，①約定品等を運送店に引渡後は買主の責任とする，②代金は総て現金で受け

取る，③荷為替で送荷の場合には約定後直ちに１割以上の手付金を受け取る，などの新たな規定

を設け，翌年２月から実施する予定とした（２２年１２月２６日）。以上のような支払条件の変更

は，すでに前節で説明した従来の信用貸から１９２３年に為替手形・荷為替手形へ変更された点と

ともに，綿糸商の経営悪化を反映して実施された措置である。

＜漆器＞

漆器に関する記事はかならずしも多くはないが，それでも表４―３２のように１９１０～３０年代にか

けて１３の取引関連記事を集めることができた。１９１０年代には，１９１１年１０月より中国で辛亥革

命が発生したため，この動乱による漆の輸入杜絶や原料価格の高騰が粗製乱造をもたしたという
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表４―３２ 漆器問屋・小売商関連の主要動向（１９１０～１９３８年）

年月日 見出しと主要内容 新聞名 神戸大
新聞記事

掲載面
（頁）

１９１１年１０月１７日 ●箱根漆器工の同盟罷業 問屋に手間賃値上げを迫る 東京朝日 ５
・海外輸出の問屋３０余軒に対して，職工が１日の手間賃４０銭を値上げ要求し
た。

１９１１年１２月４日 ●漆輸入杜絶恢復 東京朝日 ４
・清国動乱のため漆の輸入が途絶えていたが，原産地の漢口宜昌よりぼつぼつ
出始めたほか，過去の約定品も近々神戸港に入港するという。

１９１２年４月９日 ●支那漆の騰貴 漆器製造の注意 東京朝日 ４
・清国動乱の影響を受けて，支那漆の価格が昨年の同時期と比べ１割以上騰貴
したため，国内産漆も騰貴した。

・このため静岡漆器の販売価格も１割騰貴したが，輸出商館の買入価格は５歩
にすぎないため，漆の使用量を減らして粗製乱造の傾向がある。

・かつて米国市場で，粗製乱造によって排斥されたが，これが輸出好調なフラ
ンスでおこる可能性があり，注意すべきである。

１９１３年７月２４日 ●動乱と貿易影響 岡商工局長談 東京朝日 ４
・今回の動乱は，需要の減退ではなく金融の恐慌と交通機関の阻害によって発
生している。

・中国からの貿易品は生活上の必需品が多いが，長江沿岸でおこなう我が国の
貿易には相当の影響があろうが，北部・南部支那には影響がないだろう。

・漆は，長江地域から輸出するため，影響を受けざるをえない。
１９１３年１０月１４日 ●漆器運賃値上善後 東京朝日 ４

・米国への輸出漆器の鉄道運賃を１トン１ドル２５セント→２ドルへ，鉄道会
社が通知してきた。

・横浜の貿易商８組合は，当事者と会見しその善後策を協議する予定である。
１９１６年５月１８日 ●英輸禁除外品 英国商務官発表 東京朝日 ２

・英国の奢侈品輸入禁止令の公布によって，日英条約附属第二号表に掲載され
ている漆器については，けっして輸入禁止にならないと，駐日英国大使館が
同国外務大臣より確認した。

１９１７年５月１９日 ●日本漆器禁輸除外 東京朝日 ３
・フランスの関税局長から日本漆器が輸入禁止から除外すべきとの訓令が出さ
れたという情報を，松井駐仏大使が外務省に報告した。

１９１７年７月１９日 ●漆器輸出難 遂に製造業休止か 横浜貿易
新報

●
・欧米で年々漆器需要が高まっているが，第１次大戦にともなう船腹不足のた
め，昨年中旬より注文を取り消している。

・このため輸出商と問屋の手持荷もやや停滞気味であり，製造者は輸出商と船
腹問題を協議している。

１９３０年７月２２日 ●漆器 我国独特の発達 生産額も年と共に増加し輸出も近年漸増す 報 知 ●
・最近では，一般家庭でも洋風趣味が浸透しているが，これに順応する方法が
見出されていないほか，機械導入等による合理化が進んでいない。

・一方，漆器の海外輸出は最近のことであり，金額的には見るべきものはな
い。

・漆器は，工場組織でなく全部手工業による請負制度であるため，大きな問屋
または生産者には職工との関係があたかも昔の主従関係のごとく，父祖相次
いで同一問屋に隷属している場合が多い。このため職工家族の生活を常に保
証してやるために，不況の昨今でも余儀なく作らなければならず，問屋は
徐々に製品在庫が多くなっている。

１９３１年２月８日 ●年々増加する支那漆の輸入 その生産，取引等に関する諸事情 中外商業 ●
・支那漆の輸出が年々増加しており，その９５％が日本向けである。
・取引方法は内地直接買出と市場取引に大別される。前者は，漢口で買出地方
向けの手形を購入し，それを携帯して同地で手形を売却してその現金で購入
する。

・後者は，支那人間の取引と支那人対邦人の取引がある。
１９３２年７月２８日 ●「あへぐ中小商工業」底の底までこの惨風 会津，秋田両地方の特殊産業 東京朝日 ４

・会津漆器は，１９２５年以来維持してきた年産額３００万円が，３０年代に入って
２００万円台に減少した。
・その理由は，不況のほかに一般家庭の実用品として使用されなくなったこと
がある。

・１９２３年頃の好景気時期には，味噌汁椀１個の手間代が２銭であったが，現
在は５厘に低下した。

１９３７年１２月１２日 ●原料高需要減 受難の漆器製造業 連続的増産記録が今年一頓挫，全国主産
地の状況

中外商業 ●
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記事が目立っている（１１年１２月４日，１２年４月９日，１３年７月２４日）。

このほか海外輸出が活発化した関連の記事も目に付く。箱根漆器では職工が問屋に１日当りの

手間賃の値上げを要求して同盟罷業したこと（１１年１０月１７日），米国の鉄道会社が米国での鉄

道運賃を１トン当り１ドル２５セントから２ドルへ引き上げたこと（１３年１０月１４日），第１次

大戦にともなう船腹不足のために欧米への輸出が困難であったこと（１７年７月１９日）といった

話題があがっていた。特に第１次大戦中には，奢侈品であるためイギリスでは奢侈品輸入禁止令

の適用対象に，フランスでは輸入禁止品目に指定されるなど，輸出に影響を与える動きが発生し

た（ただしいずれも後に適用除外）。ただし漆器の輸出は，１９１０年代に入っておこったものであ

り，その金額も戦前を通してけっして大きいものではなく（３０年７月２２日），しかも輸出をお

こなっている地域は静岡県のみである。

１９３０年代になると需要の減少が顕著となり，会津漆器では１９２５年以来維持してきた年産３００

万円が，３０年代には２００万円台に大きく減少してきた。この理由は，たんに不況であるという

こと以外に，漆器が家庭の実用品として使われなくなったという，需要構造の変質があげられ

る。これを受けて味噌汁椀１個の手間代が，従来の２銭から５厘へと大幅に低下した（３２年７

月２８日）。その一方で，原料の国内産漆の生産が減少しているため，おもに支那漆の輸入が増加

してきた。支那漆の入手方法は，中国内地での直接買出と市場取引の２種類の取引があった。こ

のうち内地直接買出では，漢口で買出地方用向けの手形を購入し，それを携帯して同地で手形を

現金に換え，その現金で漆を購入したという（３１年２月８日）。

その後は不況から脱出して再び増産傾向となったが，１９３１年９月に勃発した満洲事変にとも

ない支那漆を輸入できなくなった。このため金沢漆器では，漆価格が５倍に上昇する見込みで

あったが，当面は手持在庫があるため３割の値上げにとどまっていた（３７年１２月１２日）。また

戦時体制に向けて，漆の不足は製品の粗悪化を引きおこしたほか，輪島塗では椀類に使う蒔絵用

金粉も使用者１人当り５０グラムまでは自由であるが，それ以上は許可制となった（３８年９月１

日）。最後に，木炭等と同様に代金決済方法に関する記事が見当たらない点も付記しておきたい。

・年々生産高が増加していたが，原料の大半を支那漆に依存していたため，日
支事変の勃発で原料輸入が途絶した。

・金沢漆器では，支那漆の途絶で漆価格は約５割上昇の予定だが，手持在庫が
あるため３割値上げにとどまる。
・もちろん漆商の手持ち在庫が減少しており，売り控えしている。
・最初に影響がでているのは木地師，塗師であり，今年度の生産高は約３割減
少が予想される。

１９３８年９月１日 ●転換途上の中小商工業⑩，漆器蒔絵 漆の不足と悪質化，伝統の漆器業に暗
影

東京朝日 ４

・輪島塗では，椀類に使う蒔絵用金粉が使用者１人当り５０グラムまで自由，
それ以上は許可制へ

・消費節減により高級品は売れず。
（注） １．●は見出し，・は内容の要約を示す。

２．神戸大新聞記事は神戸大学附属図書館新聞記事文庫の略称である。
（資料）朝日新聞『聞蔵Ⅱビジュアル』，神戸大学附属図書館『新聞記事文庫』等より谷沢が作成。
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＜砂糖＞

１９１０年代から３０年代には，近代製糖業が勃興していくなかで糖商が価格支配力を弱めていく

反面，投機性を強めていく過程であった。すなわち東京の精白糖・分密糖の相場は，１９２０年４

月まで急騰していたが，翌月より大幅に下落してその後は３０年代初頭まで，変動を繰り返しな

がらも長期的に低下傾向を辿った。この間に糖商側は，表４―３３のように価格暴騰（１１年９月６

日，１９年７月１６日）と下落（２０年７月１日）等のなかで買占め（１９年５月１６日，同６月１

日，同７月２１日）をおこなうなど，派手な経営行動が注目されてきた。特に１９２０年恐慌では，

積極的な思惑投資をした糖商のなか，安部幸商店のように破綻を招いた大手商店もあった（２５８）。

他方，製糖会社側では，カルテル組織として１９１０年に台湾糖業連合会を設立し，同組織は１９２０

年に糖業連合会に，１９３５年に日本糖業連合会に改組するなど，一貫して産糖処分・原料糖売買

等でカルテルを中心とした行動をとってきた（２５９）。

製糖会社・糖商のほかに１９２０年代前半の東京市内には，東京砂糖問屋市場組合から資格を得

ている公認砂糖ブローカー（いわゆる特約店）２０人と資格のない非公認ブローカー１０人がお

り，製糖会社の販売代理店と砂糖問屋の間の取引や問屋同士の取引を仲介して，１俵につき２銭

の口銭をもらっていた（２５年９月１５日）（２６０）。このような取引の複雑さと相場の不安定さを回避

するために，１９２５年１０月には大阪砂糖取引所が設立された（２５年１０月２８日）。この動きに呼

応して東京でも開設の動きが高まったが，２年後の２７年１２月には商工省が糖取の不許可を決定

するなど大いに揉め，ようやく２８年１２月に開設された（２７年１２月９日，２８年９月２７日）。東

京取引所の開設によって全国的な市場取引が整うはずであったが，もともと少数の製糖会社によ

る市場占有が目立つ業界であるため，生産過剰のもとで価格の安定化は達成されなかった。

このため製糖会社側は，１９２８年末に共同販売制度としての砂糖供給組合を設立した。同組合

は，精白糖１００斤当りで１円以上の利益が得られたほか，販売回数でも問屋側は１回なのに供給

組合側は月２回販売ができたこと，販売値段を公表することもおこなっていた。このため問屋側

が供給組合をしばしば非難する発言がみられた（２９年３月２０日）。このほか糖業連合会による

価格調整が進んだため，１９３０・３１年には両取引所の業績が著しく低迷した（２６１）。また１９３３年１０

月には，大日本製糖が組合の原料糖の溶解時期を繰り上げる問題がおこったことが直接的な原因

となって，１９３４年には砂糖供給組合が解散し，代わりに代理店で結成された東京火曜会が価格

の引き上げを図っている（２６２）。

このほか東京市内の砂糖組合が，１９３２年６月から３３年２月まで価格カルテルを実施してお

り，その違反者１３人に対して２０円の課徴金を徴収している（３４年３月３日）。また３５年１月

には，東京と大阪にあった砂糖取引所の取引慣行を統一することを目的として，①納会は２４日，

②受渡期日は２７日，③格付決定期は１月・７月に統一することとした（３５年１月２４日）。
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表４―３３ 砂糖問屋・小売商関連の主要動向（１９１０～１９３８年）

年月日 見出しと主要内容 新聞名 神戸大
新聞記事

掲載面
（頁）

１９１１年５月１５日 ●砂糖再製問題 税務署の峻厳 委員の派遣 今後の形勢 東京朝日 ４
・砂糖商が分密糖に２～４分の赤糖を混合した「二分煮」，「六分煮」と称する
砂糖を販売しており，法規を励行していない。

・税務官吏は，東神等の倉庫で赤糖の分類を調査するほか，砂糖商に出向き検
査しているため，いずれ再製屋は破産すると思われる。

１９１１年９月６日 ●砂糖の暴騰 買人気旺盛 大手筋見送る 東京朝日 ４
・分密糖の１４円８０銭，赤糖の１１円搦見みは近来にない高値。
・暴騰の原因は，①ビートの不作でジャワ糖が暴騰していること，②台湾の暴
風雨で甘藷被害が絶大であったことがあげられる。

１９１１年１１月２０日 ●糖界波乱重畳 新高製糖の脱会，連合会解散説現る。 東京朝日 ４
・新高の所有する過剰糖８万俵のうち，３万俵は輸出糖の原料に供給するが，
残り５万俵は製品が完成後に，３万俵と同じ８円５０銭で買収することとし
た。

１９１２年３月２２日 ●砂糖買占派活動 分密糖新高値 外糖の輸入多し 東京朝日 ２
・増田増蔵，大阪糖業，石田商店が分密糖の買占めをおこない，未曽有の高値
を付けたため石田商店は売り抜けに腐心している。

・このため安部・鈴木商店は，二流品ジャワ糖・マニラ糖の輸入も企ててい
る。

１９１２年６月２１日 ●含密糖奔騰 供給遂に不足か 東京朝日 ４
・新糖の出回り時期以来，供給不足が予想される含密糖の価格が空前の高値を
付けている。

・このため分密糖との価格差がないほか，低価格のハワイ産でさえ品薄となろ
う。

１９１２年８月２３日 ●原糖問題紛糾 東京朝日 ４
・粗糖会社４社（台湾・塩水港・新高・新興）が精糖側と原料交渉をしたが，
産糖額さえ把握していないため決定できなかった。

１９１２年１０月１６日 ●湾糖処分案決定 愈々匙を投ぐ 東京朝日 ４
・粗糖会社は，来期の湾糖（台湾分密糖）の処分について，最終的には各社の
随意処分に決まった。

１９１２年１０月２３日 ●新糖奔騰 十六円十五銭 東京朝日 ４
・粗糖会社の販売する新分密糖の相場が，買手の買進みと売惜しみで空前の高
値となった。

１９１３年２月１９日 ●砂糖商の損害 買約糖価下落の為め現在以上の騰貴無望 時事新報 ●
・砂糖商は，昨年に平均１５．８円で砂糖を買い付けたが，その後にジャワ糖の
大量輸入によって価格が低下し本年１月には大幅な安値をつけたため，市中
の砂糖商は四苦八苦となった。

・このため当分は，外国糖の輸入を見合わせることになった。
１９１３年１２月１２日 ●分密糖割当決定 東京朝日 ４

・精糖会社の来期の分密糖全数量が２３８万俵であるため，①８５万俵を内地原
料糖に，②１５万俵を塩水港・新高会社等の耕地白糖に，③残りを直接消費
分に振り分け，これらの割当は各社の生産額によって決める，ことが決定し
た。

１９１４年６月５日 ●糖界救済策纏る 東京朝日 ４
・糖業救済策は，糖業連合会側の妥協により解決した。具体的には，来年１月
２５日までの荷出延期となり，それ以前は内地の倉庫に運搬することは可能
とした。

１９１５年１月２８日 ●糖業各社困惑 商勢全く暗澹 東京朝日 ４
・分密糖は高値を付けた後，安値に転じたため，精糖会社・糖商とも傍観する
しかない。

・その上，原料糖の処分問題の未解決は生産協定の消滅をもたらすだろう。
１９１８年１０月１８日 ●講和観と糖価 更に昂騰趨勢 講和相場出現 東京朝日 ３

・講和が実現しつつあるなか，株式・綿糸は崩落しているが，糖価は逆に昂騰
している。

・これは，世界的に砂糖流通が活発化したほか，欧州の需要が復活したことに
よる。

１９１９年４月１９日 ●砂糖の新高値 東京朝日 ４
・先物市場で，分密糖７８月分が新高値を付けた。これは，ジャワ糖の漸騰と
東京需要の増加によるものである。

１９１９年５月１６日 ●東京入荷の砂糖大買占 世界的の糖価奔騰には買占団も手を焼いた 報 知 ●
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・精製糖は４月上旬から５月上旬に，１００斤２８円であったのが３２円に。この
ため休業する小菓子屋や工場閉鎖する製菓会社も出た。

・特に東京で昂騰したが，その理由は台湾の大和公司，熊取谷商店，桑山商
店，高津商店（大阪）が４月中旬より買占め，下旬には約１００万俵に達した
ためである。

・５月上旬より世界的な騰貴で買占めを中止した。
１９１９年６月１日 ●奸商の頭上に 一大鉄鎚下らんとす 砂糖の暴騰は空手合せの行われた結果

之は法規違反警視庁秘密に大々的調査
万朝報 ●

・砂糖の暴騰は，ブローカーによる空手合せが行われた結果である。
・日本橋小網町周辺の商店内で密かに市場が開かれ，土井，勝見，根岸，逆巻
等のブローカーが売買の周旋をしていた。

１９１９年６月６日 ●砂糖紛糾其後 東京朝日 ３
・農商務省から各県に発せられた先物取引に関する輸達の影響で，５月限砂糖
受渡が紛糾する。

・売り側の後藤商店の損失は，当初の３０万円から大幅に拡大へ。
・市内３０数軒の砂糖問屋総てで，利害を調整するように総解合を実施するこ
とも想定されるが，すでに一部の商店は受渡済みのため不公平になる。

１９１９年７月１６日 ●深川の倉庫には満々と唸ってる砂糖 それで居て暴騰又暴騰 砂糖商人は政
府が消費税を撤廃せねば下らないと嘯（うそぶ）く

中外商業 ●

・砂糖が暴騰しているなか，深川の東神，帝国，中村，三菱等の倉庫に２万俵
の砂糖が唸っているほか，月島の渡辺倉庫には７８万俵が収容しているとい
う。

・これに関して砂糖商西川庄六は，「兵隊の帰還で消費が増加した一方，本年
の生産高が昨年に比べ１００万俵減っているため，一概に売り惜しみとは言え
ない」という。

１９１９年７月２１日 ●砂糖高の原因 糖株買占十五万 東京朝日 ４
・１人当り砂糖消費量が伸び悩んでいるが，砂糖価格が暴騰している。
・在荷量が１年前と比べて激増しているのに砂糖価格の暴騰が発生したため，
なんらかの人為的結果に依るだろう。

・大和行，高津，菱屋，桑山の大手商店がトラストを作り，外国糖・内地糖を
桑山商店等が買占めをしている。

・大手商店が新高製糖，塩水港製糖等の糖株を買い占めているほか，一般砂糖
問屋筋も糖株の買付が盛んである。

１９１９年９月１５日 ●砂糖受渡前途暗澹 東京朝日 ４
・取引高の６割を帳消しとし，４割で処理できる「砂糖五八限受渡問題」は，
大和行の強硬な反対で流れたが，今回は大和行が増田屋，殿木，岩崎商事に
対してすべての受渡実行を請求してきた。

・しかしこの方法が，場合によっては法律問題として無効となり紛糾するかも
しれない。

１９１９年１０月４日 ●大正製糖申込数 東京朝日 ４
・大手砂糖問屋が資本金７００万円で設立計画中の大正製糖は，１０月１日まで
に株式の一般公募をおこなった。

１９２０年７月１日 ●砂糖受渡行悩 某砂糖問屋破綻 時事新報 ●
・砂糖は，６月に入って市況が低落したため，糖業連合会の協議にもとづき市
況整理策として三井物産が２０万担を輸出することとなった。

・先月２８日に，６限受渡分の決済不能の砂糖問屋が現れた。この問屋は，６限
２．７万俵，７・８限３．６万俵で合計６．３万俵であった。
・砂糖貿易業者は現在，３５名，４８万円であるが，この破綻業者が１０万円を負
担すれば，残りは１業者当たり１万円余となる。これなら受渡全体は無事終
了できよう。

１９２０年９月５日 ●砂糖組合総会 東京朝日 ４
・砂糖問屋市場組合は総会を開き，砂糖受渡期日９月５日を９月１０日まで延
期することに決定した。

１９２１年５月１３日 ●砂糖救済消滅 東京朝日 ４
・糖商協議会等は，糖業連合会の提示した砂糖救済原案を拒絶することに決定
した。

●赤糖救済決定 東京朝日 ４
・糖商有志は，砂糖不況の影響でマニラ・香港赤糖が暴落しているため，１９２１
年５月５日以降輸入の香港マニラ赤糖を９月１５日まで買約しないことを決
めた。

１９２１年７月５日 ●分密協定維持 東京朝日 ４
・水曜会は，分密糖の協定価格を現状のまま維持することに決定した。これは
現在，需要期で引き上げると商人側に影響を与える点を考慮したため。

１９２１年７月９日 ●砂糖トラスト計画 糖業連合会案 東京朝日 ４
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・糖業連合会ではこのほど，台湾分密糖の需給調整に関する具体案を策定し
た。

・概要は以下のとおり。①会員は台湾産分密糖全部を連合会に提供し，連合会
は内部に設置した調節処分委員会で調節処分をおこなうこと，②直消糖売買
は会員の関係代理店に売買すること，③原料糖は委員会において適宜，配給
売約すること。

１９２２年２月１４日 ●砂糖消費激増 五割強の増加 東京朝日 ４
・１９２１年度の全国砂糖消費高が，１０１９万俵で前年比５割増と激増している。
この理由は，糖価が下落したなかで購買力が旺盛であったことである。

１９２２年９月８日 ●糖商救済混沌 生産制限を提議 東京朝日 ４
・東京の糖商十数人が，精糖会社が精糖生産制限を実施すべきと糖業連合会に
要望すると，同会は大日本製糖（日糖）が了解する必要があると指摘した。

・しかし日糖は，耕地白糖対精糖の難点が解決していないため中止せざるをえ
なかったという。

１９２２年１１月３日 ●醤油や砂糖は値下げどころか 問屋や製造元の横暴から間がよければ上げ気
配，牛乳屋の値下拒絶

東京朝日 ５

・砂糖商組合の代表者は，物価調査会に対して「最近，製造会社がトラストを
作って生産制限をしているため，一般に２銭くらいの値上げを認めて欲し
い」と嘆願。

１９２３年４月２９日 ●グングン騰る砂糖 廿七八銭の三盆白が 僅かの間に四十銭を突破 原因は
かういふ訳

東京朝日 ９

・砂糖市価が急騰している理由は，キューバの産出額が大幅に減少したため。
１９２３年５月３１日 ●砂糖受渡進行 円満解決か 東京朝日 ４

・東京の砂糖受渡は，３０・３１日の両日行われるが，３０日中に約３分の１が済
んだため，無事に終了すると思われる。

・なお買方１１問屋による還元運動は，精糖原料として買入れる時期ではない
として拒絶された。このため銀行からの借入で一まず切り抜けた。

１９２５年９月１５日 ●「経営百態」砂糖ブローカー 一俵に二銭の口銭 東京朝日 ４
・東京市内には，２０人の公認砂糖ブローカーと１０人の非公認ブローカーがい
る。

・公認ブローカーは，東京砂糖問屋市場組合から資格を得て，その組合に所属
している。

・彼らは，砂糖会社の販売代理店と砂糖問屋の取引や問屋同士の取引を仲介し
て，１俵につき２銭の口銭をもらう。

・今後は，砂糖取引所が設立される予定であり，ブローカーの仕事も少なくな
ろう。

１９２５年１０月２８日 ●砂糖取引所認可 取引開始は十一月上旬 中外商業 ●
・商工省は２６日，会員組織による大阪砂糖取引所（発起人代表，高津久右衛
門）の認可をおこなった。

・業務概要は以下のとおり。①限月は６，７，８月の場合は５ヶ月。その他は６
ヶ月，②身許保証金を３万円とし，金額に応じた方法で分納する，③売買単
位は２５０袋，④証拠金は２０００円，⑤会員資格は砂糖現物商に限る。

１９２６年２月１３日 ●限産協定に代へて 糖業調節案の新出現 但引取直段の協定が難点 東京朝日 ４
・現在の不況原因は，①原糖の在庫が多い，②資金繰りのため売り急ぐ，③台
湾分密糖の輸入量が多い，ことがあげられる。

・粗糖会社から精糖会社に総額８０万ピクルを拠出するほか，原糖の処分は採
算面で転売でおこなうことがよい。

１９２６年４月１４日 ●分密，耕地白糖 需給協定成る 違約金は一ピコルに三円 東京朝日 ４
・糖業連合会では，台湾分密糖と耕地白糖の需給調節協定が成立した。
・概要は以下のとおり。①来期は，二種分密糖等を来年１月２８日まで内地蔵
出しを延期する，②精白糖兼営会社は本年１２月末までにかならず原料に台
湾糖を使用する，③その他

１９２７年８月２２日 ●砂糖取引所の認可遅れん 安部幸商店の解散説で 中外商業 ●
・最近，安部幸商店が塩水港精糖と絶縁することで，解散説を唱えられてい
る。

・同店は東京砂糖取引所の代表発起人であるため，同取引所の認可が遅れると
いう噂があるが，商工省側は認可と同店の経営不振とは無関係としている。

１９２７年１２月９日 ●東京糖取不免許 商工省議決定さる 大阪朝日 ７
・商工省は８日，現状では砂糖の投機市場を必要とするほど活況ではない，時
期尚早として不免許とした。

１９２８年６月１６日 ●精白糖の 低落防止策 水曜会で略定 東京朝日 ４
・糖業水曜会では，精白糖の市価維持策として，①精糖は分割供給，②耕地白
糖は棚上げを実行することを決めた。

１９２８年９月２７日 ●東京糖取の十二月一日開場 理事長は安部信二氏か 東京朝日 ４
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＜内地向綿織物＞

内地向綿織物は全国に産地が分散しているが，記事としては東京との関連が強い埼玉（所沢・

浦和・蕨等），静岡（浜松），名古屋（知多等）の産地動向を把握したほか，それらの業界団体の

動きも合わせて収集した。その結果，表４―３４のように３０年近くの間に２５の記事を収集できた

・東京砂糖取引所は，会員より２０００円を徴収のうえ１２月１日に開場すること
になった。

・理事長は，堤徳蔵氏が不祥事をおこしたため，安部信二氏が就任する予定。
１９２８年１１月２５日 ●東京糖取の開場準備進む 商議員選挙後手数料その他を決定。 大阪朝日 ７

・東京砂糖取引所は２２日，商議員会を開き売買手数料，証拠金等を以下のよ
うに決定した。①売買手数料は１袋１４円未満のとき３８銭，１７円未満は４０
銭，②委託手数料は大阪糖取の９掛，③売買証拠金は１袋につき７５銭，④
委託証拠金は１袋につき１．５０円。

１９２９年１月１６日 ●購買組合組織で 日糖が販路拡張 地方直売主義の理想に 糖商の反対猛烈 東京朝日 ４
・精白糖供給組合の運用面で，大日本製糖（日糖）は同社特約店のもとで大小
糖商による砂糖購買組合の組織を勧誘する予定である。

・購買組合規約は以下のとおり。①日糖から各社製品を購入すること，②組合
存続期間を５年間とする，③新たに加入する場合は精糖１年間取扱高１０００
俵以上の糖商等とする。

１９２９年２月２３日 ●砂糖組合は近くまた一と騒ぎか，問題は直系問屋と地方販売店の対峙 読 売 ８
・砂糖供給組合は，３月１日より共同マーク共同値段で販売を開始する。
・現在の販売系統は，４大（東京，大阪，名古屋，下関）の市場問屋経由での
販売と地方実需筋に会社経由での販売が錯綜している。

・両系統とも共同値段での販売であるため，市場問屋側が不利となる。
・このため地方直売を中止し，市場問屋のみ販売するように，各販売機関等に
申し出た。

・相談の結果，当分様子見との回答となった。
１９２９年３月２０日 ●供販を呪う 砂糖問屋の声 供給組合対策に悩む 東京朝日 ４

・共販組合は，１円以上の利益が得られ，月２回の販売ができ販売値段を公表
するなど，糖商組合より有利である。

１９３０年７月８日 ●分密糖市価協定 いよいよ本極り 東京朝日 ４
・製糖会社１０社による分密糖市価統制に関する協定が決定した。
・この協定は，月別分割供給販売値段を外糖輸入採算点まで引き上げて，供給
数量・値段を固定する統制を目的とするもの。

１９３１年５月１２日 ●直消分密糖の 分割供給協定 糖業連合会方針決る 東京朝日 ４
・直消分密の消費が旺盛であるため，２月～１０月までと１１月～翌年２月まで
の２期に分けて分割供給協定をする方針とした。

１９３３年１２月１６日 ●売止め手緩しと共管を決議 精糖市価安定せん 東京朝日 ４
・精糖市価が申合せ値段以下で低迷しているため，それを阻止するため砂糖供
給組合の４委託販売人（砂糖問屋）が会合し，来年３月まで数量を１５万ピ
クルに抑えることとした。

・従来，砂糖問屋は団体を組織しておらず対製糖会社との交渉が常に不利で
あったため，大手９社（堤，殿木，松本，高津，大島，福屋，和田木，井
筒，西川）が糖栄会を組織することに決定した。

１９３４年３月３日 ●価格協定 実施出来る商品は 商人の生命線 中外商業 ●
・砂糖組合では，１９３２年６月より価格協定を実施し，３３年２月までにその違
反者１３人に対して２０円の課徴金を徴収したほか，未納者には行政訴訟をお
こしている。

・また営業方法の協定として，①売出しをする場合には組合に届け出る，②他
組合員の営業妨害・中傷をしない，③誇大広告糖を慎む，などをあげてい
る。

１９３５年１月２４日 ●糖取の受渡期日 東西ともに統一 官民の意向一致す 東京朝日 ４
・商工省は２２日，東京と大阪の糖取は以下のように期日を統一することとし
た。

・①納会：２４日，②受渡期日：２７日，③格付決定期：１月，７月
（注） １．●は見出し，・は内容の要約を示す。

２．神戸大新聞記事は神戸大学附属図書館新聞記事文庫の略称である。
（資料）朝日新聞『聞蔵Ⅱビジュアル』，神戸大学附属図書館『新聞記事文庫』等より谷沢が作成。
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表４―３４ 綿織物問屋・小売商関連の主要動向（１９１０～１９３８年）

年月日 見出しと主要内容 新聞名 神戸大
新聞記事

掲載面
（頁）

１９１０年６月２３日 ●手形割引期間短縮協定 東京朝日 ４
・埼玉県入間郡の銀行家が，川越・所沢の織物買継商に対して手形割引期間を
６０日に短縮する方針であるため，買継商らは従前どおり７０日間にしてほし
いと再三交渉した。

・交渉の結果，７月末まで７３日間，８月１日～１２月末まで６８日間，来年１月
より６３日間とすることに決定した。

１９１１年４月２７日 ●白木綿の脱税 六千反以上に及ぶ 東京朝日 ３
・栃木県栃木町を中心に生産された白木綿は，農家婦女子の副業として生産さ
れそれを仲買商人等が呉服太物商に販売している。

・織物消費税が開始されたことで商業会議所で検印・納税が実施されたが，仲
買がこれをおこなわず脱税をして検査数量が徐々に減少していたことが発覚
した。

１９１１年６月１４日 ●織物界の小恐慌 綿糸高 銀行家の警戒 東京朝日 ２
・足利町の機業家須藤貫三郎が破産したほか，破産しそうな機業家が数戸ある
ため，同地域や伊勢崎・桐生では一種の小恐慌状態にある。

・いずれの機業家も，浴衣地などの木綿を主としており，綿糸商・銀行は大袈
裟に警戒している。

・原因は，製品の不捌き（販売不振）にすぎず戻し品も増加したが，それ以外
の理由はない。

・製品は現在１割５分から２割減であるが，不景気が続けば倒産は続出しよ
う。

１９１７年１０月１２日 ●百万成金の綿布商投身 暴落を悲観 東京朝日 ５
・大阪府東区に資産３４０万円を有し市内一流の綿布布商が，綿糸暴落で投身自
殺した。

・同人は，本年６月～８月に綿布綿糸暴騰によって１５０万余円の大儲けをして
いた。

１９１７年１０月１２日 ●遠州織同盟休業 東京朝日 ４
・遠江南北南機業同盟会は，１１月２１日より１ヶ月間同盟休業を実施すること
を決定した。

・ただし実行できるのと考えるのは非常に疑問であり，おそらく操業短縮と同
じ程度で多少減少するにすぎないだろう。

１９２０年４月１３日 ●没落の悲運に迫る 各地織元の惨状，現金に詰り先安見越で取引中止の問屋
も苦境，お客も昨今は思案中

東京朝日 ５

・日本織物業組合の西沢氏は「銀行が織元への約手支払に応じてくれない」，
「織元も現金取引以外に応じない」という。

１９２０年４月１９日 ●各地機業休止 東京朝日 ３
・河内（泉北泉南）の同業組合では，２万台ある織機を２割台休止していた
が，今月中にさらに７割休止する予定。ここ３年間で急膨張していたため，
きわめて大きな影響である。

・所沢（埼玉県武蔵織物同業組合）は，協議のうえ同盟休業をしている。各工
場とも，閉鎖され男女工は場内にいるのみ。

１９２０年４月２２日 ●大木綿問屋が頻々として倒れる 一流の辻政もお辞儀した 銀行の警戒で破
綻相次ぐ

東京日日 ●

・日本橋橘町にある一流の縞物問屋，辻政（田辺商店）が破綻した。
・この原因は，地方銀行が地方都市一流の問屋に現金を出さないため，地方か
ら問屋へと現金の送金が少なくなり，代わりに期限８０日といった長い手形
が多くなり，資金が逼迫したためである。一方，東京の銀行は，６０日以上
の手形は割引しないほか，それが５０日，４０日と徐々に短くなっていること
がある。

・また織物の値崩れを防ぐため，それを買い込んでいるが，その資金負担に耐
えられず破綻したため。

１９２０年４月２８日 ●綿糸布商店告訴 先約取引問題 東京朝日 ３
・大阪市の弁護士中村儀蔵が，同市内の綿糸布業者間でおこなわれる先物取引
が取引所法第３６条の２に該当する違反行為であるとして，大阪地方裁判所
検事局に告訴した。

・告訴内容は省略。
１９２０年５月１７日 ●贋物交りの呉服投売 夏物は銀行の倉庫に 「今暫らく」の頼みも切れゝば

木綿物がこれからドシドシ 今年の冬物は暴高値の３割安か
東京朝日 ５

●問屋は金策に狂奔
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・好景気で各機業地が２～８割も夏物を増産したため，恐慌後には市中の呉服
屋が「織元投売物大廉売」の競争をしている。

・投売よりも，銀行の倉庫に積まれているものが多い。
・関東では足利，伊勢崎，所沢，蕨，館林，関西では西陣を筆頭に，名古屋，
遠州，久留米，松山等が最も打撃をこうむった。

・東京方面の問屋は，破産まではいかないが，冬物仕入資金の金策に奔走して
いる。

１９２０年６月２日 ●先約取引で綿布の空商内が１４億円 詰腹を切る瀬戸際に立た大阪の綿布商
に総会合の断行を勧める 結局新規蒔直しが上策

大正日日 ●

・４月末の株式をはじめ，綿糸，モスリン，輸出綿糸で，シンジケート組織に
よる「解合」が相次いでいる。

・しかし綿布は銘柄が多いため，解合は容易におこなえない。ちなみに綿布の
先約取引合計は３０億円だが，現物取引は２億円にすぎないから，約１５倍の
空売買がおこなわれている。

・また２～３年先まで思惑売買している状態で，５・６月ものだけ解合をしても
問題解決にはならない。根本的解決には，総解合をするしかない。

１９２０年７月２日 ●綿布棒値決定 東京朝日 ４
・東京綿布商は６月３０日に，解合の際の棒値を決定した。
・解合金はその９割を切り捨て，３割にて決済することとした。

１９２２年４月２８日 ●機業窮迫 東京朝日 ４
・内地需要極度の不振に貿易不振が加わり，綿布の市価が低迷しているため，
浜松，足利等では生産制限や機台の休止を実施。

・このほか浦和・蕨では生産減の決議，所沢でも生産を半減させ，大宮地方も
機業同士会が４～５月に一斉に製織を休止した。

１９２２年５月６日 ●織物大恐慌で夏物が安い 絹物２割，木綿３割安 機に封印の不況 東京朝日 ２
・金融緊縮や銀行動揺による問屋・小売筋の買付不順で，夏物売出しの時期で
も不振である。

（夕）

・遠州では，組合から県に頼んで県が各織機に封印をしているという。
１９２２年５月９日 ●機業視察 遠州機業危機 東京朝日 ４

・遠州にとって機業は生命（重要産業）であるが，今春は綿織物価格が低落に
次ぐ低落である。

・しかし綿糸価格がさほど低下しないほか，女工賃金は依然として高水準であ
るため，辛うじて税金を払えるのは１・２割にすぎない。
・金融業者が綿織物問屋に厳しく対応したため金融に逼迫し，手持商品の投げ
売りをおこなったほか，破産状態となるのは３・４軒ではきかない。

・生産制限のために，小中織機を本年５月１０日より６月末まで製織を休止さ
せることとした。

１９２２年５月１０日 ●機業視察 埼玉織物の窮迫 東京朝日 ４
・埼玉県東南各地では昨年の中間景気の影響もあり織物生産額が著増してお
り，同地域は県内織物の４割を占めている。

・ただしこれは農家の婦女子が急に織物を生産したためであり，増産に次ぐ増
産で価格は大幅に低下している。

・このため所沢織物同業組合や浦和区では生産の半減，工賃の３割減を決定，
大宮区では４月２６日より５月３０日まで全休，蕨方面では買継商が坪買する
ことを中止する申し合わせをした。

１９２３年１０月１７日 ●所沢織物盟休 東京朝日 ４
・所沢織物組合（機業工場３００軒）は，当分の間同盟休業することを決めた。 （夕）
・これは，震災後に金融梗塞激しく原料綿糸の調達が困難で，採算が合わなく
なったため。

１９２５年４月２２日 ●新流行の苦心どころか 大織元は総休業 呉服屋さんの店頭に襲来した 大
正９年来の大不景気

東京朝日
（夕）

２

・１９２０年以来の織物不景気であるため，泉州・遠州の織物組合が夏物の総休
業をした。

・また日本橋本石町辺の木綿問屋では，ネルやセルは例年の半分しか売れず，
値段も１割～１割５分下がっている。

１９２５年１２月１２日 ●「経営百態」織物問屋：お店の敬意は今では過去のこと 東京朝日 ４
・全国集散高のうち，京大阪が半分，東京が２５％，中京１０％など。
・東京では，織物問屋６００軒のうち１０００万円級が塚本・市田，５００万円級が２
～３にすぎない。

・問屋の産地に対する手形期限は，関東方面では震災後の２４日が最近は２８日
に延長。小売屋に対しても，３０日期限が漸次震災前の６０日に復帰してい
る。

・利益幅は，平均して問屋の口銭５分，小売屋は１割５分といったところ。資
金の回転は年７８回。
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が，そのうち１９で休業記事が確認できるなど，おおむね２年前後に１度のペースでいずれかの

産地で休業が実施されていた。休業の方法は，ある一定期間に各事業場が一斉に休業する同盟休

業といったタイプが多いが，その具体的な方法は記事の記述だけでは把握できない。

ただし１９２２年５月に遠州（つまり浜松）で実施された休業では，「遠州の如きは組合から県に

頼んで県の手で各織機に封
�

印
�

にした」（傍点は筆者）という記述がある（２２年５月６日）。この

「封印」がいかなる方法で実施されたのかは不明であるが，少なくとも同方法を厳密におこなお

うとすれば，第三者によって織機の使用を物理的に不可能とする方法が採用されたのかもしれな

い。ちなみにこの時期の泉州綿織物業界では，「織物同業組合では十一日朝から係員を各地に派

遣し休機実行に努めて居る，操業を続けて居る工場に対しては織
�

機
�

に
�

封
�

印
�

を
�

施
�

し
�

徹底的休機を実

行する」（２６３）（傍点は筆者）という情報もあるから，上記の推測はおおむね妥当しよう。このほ

か１９１７年１０月に，遠江南北南機業同盟会が１１月２１日から１ヶ月間の同盟休業をおこなった際

に，次のような興味深い記述があった。「尚該決議は果して実行し得らるゝや否や頗る疑問にし

て要するに同盟休業といふも絶対的に非ず相対的にして機業短縮といふの情勢に在るものゝ如し

１９２５年１２月２５日 ●足利の綿織休業 破産続出に火の消えたやうな 全市の機業工場 東京朝日 ７
・足利織物は機業界一般の不振の影響で例を見ない恐怖時代にある。
・もっとも厳しいのは染織と整理業で，破産に瀕しているのは２０軒に上る。
・同業組合では，１２月２１日～翌２月１５日に同盟罷業を実施する予定である
ほか，職工の失業者で救済事業で働くのは３００名に達する。

１９２７年６月３０日 ●金融難に苦める中小の商工業者（下） 中外商業 ●
・金融恐慌では，夏物の購入時期にモラトリアムとなり，予想外に大きな打撃
であった。さらに十五，村井，近江三銀行の休業のため，大手呉服商は大手
銀との取引を始めたが，小口取引を避けたがること等で使いづらい。

１９３０年１０月１２日 ●綿織組合認可 東京朝日 ４
・商工省は，１０月１１日付で静岡県遠州輸出綿織物工業組合，天龍社の設立を
認可した。

・組合員数９４名，輸出先は中国南洋方面。
１９３５年１月５日 ●四つの問合せ（一） 中外商業 ●

・日本橋堀留町の呉服問屋（畑龍雄）から小売商に：現在の苦境もかならず好
転するから，本業に精を出し営業外のことをするな。

・商品を充実させて客に便利さを提供するようにすべき。
・本所区東両国の呉服小売店（福島三吉）から問屋に：小売店の信用調査をお
こない，合格した店には品物売渡後２ヶ月以内に回収すること。
・押売り，景品商略等を廃止して，実質的な取引とすべき。
・チェーンシステムによる協力経営をしたい。
・儲けるという考えを捨て，口銭を頂くという考えで進むべきだ。

１９３５年６月２８日 ●綿布全面的操短へ 綿工連総会で 緊急動議出づ 東京朝日 ４
・日本綿織物工業組合連合会（綿工連）は総会を開き，南河内組合より，①綿
布の全面的操短にあたり操短率を最低２割とする，②２割のうち１割は織機
の封印，１割は休日性の採用とする，③紡績会社も同情的操短を実施する，
が提案された。

１９３６年３月８日 ●綿布全面的統制へ ジーンス統制決定す 東京朝日 ５
・綿工連では，ジーンズの生産統制を実施することに決定。
・至急全面的に統制するほか，細布も統制すること等を組合側から要望があっ
た。

１９３７年８月２７日 ●遠州織永久社 ３割操短断行 東京朝日 ４
・遠州最大の組合（１０００名）の永久社が，９月１日より１２月３１日まで夜間作
業休止または３割以上の操短を決定した。

（注） １．●は見出し，・は内容の要約を示す。
２．神戸大新聞記事は神戸大学附属図書館新聞記事文庫の略称である。

（資料）朝日新聞『聞蔵Ⅱビジュアル』，神戸大学附属図書館『新聞記事文庫』等より谷沢が作成。
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されど之に依り多少製品の減少は免れざるべく観測せらる」（１７年１０月１２日）。この記述によ

ると休業が「絶対的」ではなく「相対的」であったというから，この措置に強制力はなかったと

考えるべきである。泉州の事例も，このような事情を背景として発生したものであろう。

しかしこれらの業界動向も，１９３０年代半ばになるとさすがに変化してくる。すなわち１９３０年

代には日本綿織物工業組合連合会が設置され，１９３５年６月には綿布の全面的操業短縮が決議さ

れる（３５年６月２８日）。３５年はいまだ平時に分類される時期であり，一般的な戦時統制は１９３７

年ごろから活発化していたから，綿布ではこの動きと比べて数年早く統制議論が起こっていた。

おそらく棉花の輸入額（換言すると，外貨流出）を抑える必要性を認識していたためであろう

か。そして翌３６年３月には，この統制がジーンズ（つまりデニム地）の全面統制に発展するな

ど，１９３０年代半ばから業界行動が大きく変質していったことが推測される（３６年３月８日）。

決済関係では，１９１０年６月に埼玉県入間郡の銀行が，川越・所沢の織物買継商に対して手形

割引期間を６０日に短縮するように申し出たが，それに対して買継商側は従前どおり７０日間のま

まにしてほしい旨，再三交渉したという。その結果，同年７月末までは７３日間，８月１日～１２

月末までは６８日間，翌年１月以降より６３日間とすることに決定した（１０年６月２３日）。銀行

側の要求を取り入れた形で決着したことを考慮すると，買継商の資金繰りが繁忙で資金手当てに

手形割引が不可欠であったことがわかる。これは１９２０年恐慌時にはさらに悪化しており，「日本
あわ て かた

橋辺の大小織物問屋の狼狽方もさる事ながら織元の伊勢崎，秩父，青梅，川越，館林方面の惨状

は予想の外」であったという（２０年４月１３日）。ここであげた織元には，綿織物のほか絹織物

も含まれていると思われるが，それにしても織元の資金繰りが急速に厳しさを増していたことが

うかがわれる。

ちなみに日本織物業組合の関係者は，当時の業界事情について「従来問屋（＝買継商）は織元

からの仕入を一切約束手形で行ひ織元は其約手で事業を進めてゐたのが近来は銀行の関係がら全
がえん

く其約手が利かず偶に応じて呉れても現金との引換へを肯ぜぬ始末になった」，「織元も（買継商

に対して）自然現金以外の取引を承知せず，と言って問屋（＝買継商）では以前に切った約手の
とて でき ばか

整理期限に悩んでゐる際とて迚も其要求には添ふ事が能ぬ許りか内心では先安を見越してゐるか

ら全く仕入を中止して現在の持荷を一日も早く現金にしようと焦つてゐる状態（以下省略）」（丸

カッコ内は筆者の補足）と指摘した（２０年４月１３日）。翌５月には，東京方面の問屋が（破産

まではいかないが，）冬物仕入資金の金策に奔走しているほか，投売よりも銀行の倉庫に積まれ

ているものが多いことが報じられた（２０年５月１７日）。いわば動産担保の処分によって織物が

銀行側に移っているのであり，このような銀行と問屋の関係から事態の打開が容易でなかったこ

とがわかる。

関東大震災は問屋の資金繰りをさらに悪化させ，問屋の産地（買継商・機業者等）に対する手

形も，その期限が関東方面では震災直後に２４日であったが，２年後には２８日に延長された。こ

のため小売商に対する掛売についても，震災直後の３０日期限が震災前の６０日に戻っていた。さ
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らに利益率は，問屋では（口銭）５分，小売商で１割５分となっていたという（２５年１２月１２

日）。とくに小売商の口銭は，その後も１９３７年時点で１割５分であったという情報がある（２６４）。

この記事に「お店の敬意はいまでは過去のこと」という副題がついているように，経営不振から

かつてのような問屋の力はなくなった。以上のように問屋の手形に関する決済条件は，すでに

１９１０年代には悪化しており，それが大震災を経てさらに強まった。このため１９２０～３０年代の記

事は，ほとんどが不況とそれにともなう休業となっている。

＜内地向絹織物＞

ここでは，先行研究や『問屋取引調査』，『商取引調査』で取り上げた京都絹織物（西陣織）と

両毛地域の機業地に関して，個別に主要な内容を紹介していく。

まず西陣織では，表４―３５（Ａ）のように１９１１年の最初の記事で仲買が続々と破産しているとい

う話が出ており，その後も撚糸業の大幅減産（１４年６月３０日），機業休止の計画（２０年４月１９

日），織物大恐慌で休機予定（２２年５月６日），帯地の１ヶ月間一斉休業（２７年８月２４日），夏

物帯地の１週間休機（２８年４月２９日）といった５つの記事が続く。これらは計画中の記事も含

むため，実際にどの程度の期間で休機を実施したのか定かではないが，帯地を中心として数年ご

とに生産過剰と需要減退にともなう休機が発生して紙上で話題となっていた。他方，活況に関す

る話題は唯一，１９３１年１月８日にお召が１０年ぶりに活況を呈したことの１件だけであった。

取引関連では，西陣織に限った話ではないが，１９２５年１２月に問屋が産地の機業家に振り出す

手形のサイトが，関東大震災直後には２４日であったものが，最近は２８日に延長されているとい

う（この事実は，すでに図４―１８で確認ずみ）。この理由は，小売商に対する掛売が震災直後の

３０日期限であったものが，震災前の６０日期限に戻ってしまい，問屋で資金が繁忙化したことが

影響している（２５年１２月１２日）。小売商の販売不振が，流通経路をさかのぼって機業家まで影

響していることが確認できる。このような不況下で西陣織でも他の産地と同様に，１９３１年１０月

１日から買継制度が実施されたのは注目すべき点であろう（３１年１０月１日）。同制度では，西陣

織物が一般買継人（２０６人）の手で販売され，手数料は販売高の１００分の１～４，取引方法は即時

取引で，決済方法は現金または３５日以内の約束手形で全額支払うこととされた。この制度は，

従来の取引と比べてはるかに透明性が増したものであった。

一方，両毛地域の絹織物は，西陣織と同様に表４―３５（Ｂ）のように，不況ごとに値崩れを防ぎ

生産調整をおこなうため休機が実施された。すなわち１９２０年４月には，上毛織物連合会（桐

生・伊勢崎等）が，織物生産を４月１８日から５月１日まで１４日間休止したほか（２０年４月１９

日），２年後の２２年１１月には廣澤村（現桐生市広沢町）の廣進会（帯地機屋）や境野村（現桐

生市境野町）の相交会（お召帯地類機屋）で１ヶ月間の休機が実施された（２２年１１月３日）。

１９２５年３月に足利飛白，桐生銘仙が４０日の休機をおこなったほか（２５年３月２５日），２７年５

月には財界不況（つまり金融恐慌）のために同月１２日から夏物の生産を全休とすることを決定
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表４―３５ 絹織物問屋・小売商関連の主要動向（１９１０～１９３８年）

（Ａ）西陣織

年月日 見出しと主要内容 綿絹
別 新聞名 神戸大

新聞記事
掲載面
（頁）

１９１１年９月６日 ●西陣仲買続々破産 絹 東京朝日 ４
・生門仲買広瀬庄助，御召上仲買河井長蔵，生門織屋佐々木和平，製織
家織田和三郎が破産して不安が広がる。

１９１４年６月３０日 ●撚糸業大減錘 絹 東京朝日 ４
・京都市内の撚糸業者は，西陣織物の大不況で７月１日より減錘する予
定。

・日本撚糸・再製撚糸は４割，その他会社等は３割の減少とする。
１９２０年４月１９日 ●各地機業休止 絹 東京朝日 ３

・京都西陣織物業者は，製品価格が半値以下，取引皆無であるため，工
場休止して生産減を図っている。

・西陣では，自営業者等が半賃でも織らせてくれというが，労働組合の
織友会はますます過剰生産となるため，全部休業すべきと主張してい
る。

・機業家は休機中の生活保証をおこなう予定という。
１９２０年１１月１６日 ●空頼みの絹物。何時になったら安く買われるか 新時代の婦人は最う

少し眼を開いて呉服物を見よ
絹 東京朝日 ９

・１１月になれば呉服物がぐっと下がると予想されたが，生糸の相場が
定まらないため，西陣では３０００反しか出荷せず，問屋間で奪い合い
になる。

・呉服屋が，全体の景気からして先安を知っているが，それがいつ来る
か想像できないという。

１９２２年５月６日 ●織物大恐慌で夏物が安い 絹物２割，木綿３割安 機に封印の不況 絹綿 東京朝日 ２
・最近の銀行金融の緊縮，問屋・小売筋の買付不順によって，夏物は去
年より絹物が２割，木綿物が３割安となった。

（夕）

・西陣では休機を申し合わせ，両毛地方も組合中心で休機を実施する予
定である。

１９２５年１２月１２日 ●「経営百態」織物問屋：お店の敬意は今では過去のこと 絹綿 東京朝日 ４
・好景気での生産膨張とデパートの進出により，問屋が金貸的機能に対
する敬意と手堅い商売の一つとみなされたのは過去の話である。

・全国集散高のうち，京大阪が半分，東京が２５％，中京１０％など。
・東京では，織物問屋６００軒のうち１０００万円級が塚本・市田，５００万
円級が２～３にすぎない。

・問屋の産地に対する手形期限は，関東方面では震災後の２４日が最近
は２８日に延長。小売屋に対しても，３０日期限が漸次震災前の６０日
に復帰している。

・利益幅は，平均して問屋の口銭５分，小売屋は１割５分といったとこ
ろ。資金の回転は年７８回。

１９２７年６月３０日 ●金融難に苦める中小の商工業者（下） 絹綿 中外商業
新報

●
・金融恐慌では，夏物の購入時期にモラトリアムとなり，予想外に大き
な打撃であった。さらに十五，村井，近江三銀行の休業のため，大手
呉服商は大手銀との取引を始めたが，小口取引を避けたがること等で
使いづらい。

１９２７年８月２４日 ●西陣帯地休機 絹 東京朝日 ４
・京都帯地業者（年間１０００万円以上）は，９月１日より１か月間一斉
休業することを申し合わせた。

１９２８年４月２９日 ●西陣織物 一部休業 市価維持上 絹 東京朝日 ４
・京都西陣織物同業組合片側部では，夏向帯の価格調節のために５月１
日より１週間，８寸６寸以下の博多夏帯および絽帯の休機を実施する
予定である。

１９３１年１月８日 ●西陣お召 十年ぶりの活況 絹 東京朝日 ４
・西陣織物同業組合によると，１９３０年度の西陣織物総生産額は４５００万
円で，前年度の２割減である。

・ただし昨年１１月ごろより好調となり，１９２０年度以来の活況である。
１９３１年１０月１日 ●西陣買継制度，けさから実施 絹 東京朝日 ４

・西陣織物同業組合では，１０月１日より買継制度を実施する。
・本制度は，「西陣織物は一般買継人（２０６人）の手で販売され，手数
料は販売高の１００分の１～４，決済方法は即時取引で現金または３５日
以内の約束手形で全額払うこと」。

（注） １．●は見出し，・は関連する要約を示す。
２．神戸大新聞記事は神戸大学附属図書館新聞記事文庫の略称である。

（資料）朝日新聞『聞蔵Ⅱビジュアル』，神戸大学附属図書館『新聞記事文庫』等より谷沢が作成。
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表４―３５ 絹織物問屋・小売商関連の主要動向（１９１０～１９３８年）

（Ｂ）両毛機業地

年月日 見出しと主要内容 新聞名 神戸大
新聞記事

掲載面
（頁）

１９１０年５月１９日 ●足利織物組合決議 東京朝日 ４
・足利織物同業組合では，中買次商と織物業者との間で問題となっていた織物
買次手数料について，①織物消費税買次て終了及織物業者組合費（合計額）
を，取引額の１０００分の７７とする，②戻り品の運賃を価格の１００分の５とす
るとし，６月１日より実施することに決定した。

１９１０年５月２７日 ●伊勢崎問題解決 東京朝日 ４
・伊勢崎織物の買継商と機業家間の買継手数料問題がようやく解決した。
・本年６月１日より来年３月３１日まで，１０ヶ月間機業家より支出した６厘の
口銭のうち，５厘５毛を買継商に支払い，５毛を調停代表者星野源左衛門が
保管し，これを貯めて組合に寄付する。４月以降は以前の方法に戻すことと
した。

１９１０年１０月２０日 ●足利機業不振 東京朝日 ４
・一昨年より不振であり，本年の冬物は２割以上の安値となったが，工賃は
２，３割の高騰のため収支が困難となった。

１９１１年２月８日 ●手形署名反対陳情書 東京朝日 ３
・現在貴族院で審議中の改正商法案では，手形で記名捺印をするようになる。
・これが成立すると，両毛地域の買継商は足利，佐野，舘林，桐生，伊勢崎の
各織物市場で１日に発行する手形数は１戸平均で５００余枚であるため，１ヶ
月では１万５０００余枚であるため，煩雑この上ない。産業の発展を阻害する
ため反対する。

１９１１年６月２４日 ●両毛賃業取締協議会 東京朝日 ３
・両毛織物同業組合連合の賃業者取締協議会は，以下の点を決定した。
「①賃業者の不正行為を発見したときは取引を停止する，②取引停止者との
取引をした者は処分する，③これら不正賃業者を処分する規定を設ける」
※賃業者（賃織業者，賃撚業者）の不正行為とは，原料として与えられた糸
を転売して不正所得を得ること。

１９１１年１２月２日 ●足利織物買継商抗議奏功 東京朝日 ３
・足利税務所は，買継商に対して得意先より逆送した品物は，荷造状態のまま
税務官の検査を受ける必要があると通達していた。

・しかしこの手続きは，煩雑かつ手間がかかるため買継商側が抗議した結果，
従来のままでよいことになった。

１９１２年６月２日 ●両毛の輸出織物検査 東京朝日 ２
・桐生足利地方の絹織物は近年，インド方面に輸出が活発である。
・このため同業組合では，粗製乱造を防ぐため輸出織物検査規定を設け，今月
末より検査を実施している。

１９１５年２月７日 ●織物地口銭問題 紛擾免かれず 東京朝日 ４
・両毛地域の機業地では，問屋と機業者の間に買継商がいる。
・問屋は買継商に対して，従来は取引高の１歩２厘～１歩８厘の口銭を提供し
ていたが，昨年１１月に京阪の問屋組合が本年２月は口銭を支払わないと決
議した。

・このため機業者と協議した結果，足利では取引高の１歩３厘７毛，桐生では
同１歩２厘５毛と決定した。

・この差を知った足利の機業者は，是非同一水準に引き下げて欲しい，買継商
は引き下げると経営が立ち行かないと主張している。

１９１５年２月９日 ●「財界復活［其六］」 中外商業 ●
・第１次大戦の発生で，絹織物が最も影響を受けた。八王子や足利の絹織物は
約３割下落したが，白羽二重，縮緬，お召し類は約１割５分減と比較的軽微
であった。

・絹綿交織，綿織物は概して２割安であった。
・ただし昨年中は機業家が悲観して輸出を制限したため，昨年末には問屋在庫
が減って年明けからは５分～１割３分ほど値戻しをした。

１９１８年７月２８日 ●欧航絹運賃問題 横浜直輸出会 東京朝日 ３
・郵船会社のロンドン行絹織物の往復運賃は，従価で定期船１分７厘５毛，臨
時船１割５分とだいぶ差がある。

・このため日本輸出絹物連合会は横浜直輸出会に意見を聞いたため，同輸出会
では臨時総会を開いて協議したが，郵船側が同一運賃にするのは到底不可能
であろうとの結論になった。

１９１８年８月２日 ●欧航絹運賃問題其後 地方組長と協議 東京朝日 ３
・現在，ロンドン行絹織物は，定期船７割，臨時船３割の割合である。
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・福井，金沢，桐生，足利の組合長と外人絹織物組合が会合を開いたが，郵船
側と容易に合意できないと予想した。

１９２０年４月１３日 ●没落の悲運に迫る 各地織元の惨状，現金に詰り先安見越で取引中止の問屋
も苦境，お客も昨今は思案中

東京朝日 ５

・日本織物業組合の西沢氏は「銀行が織元への約手支払に応じてくれない」，
「織元も現金取引以外に応じない」という。

１９２０年４月１９日 ●各地機業休止 東京朝日 ３
・上毛織物連合会は，①織物生産を４月１８日から５月１日まで１４日間休止す
る，②休止期間中でも既契約品については生産・受渡はできるが，代金授受
は生産再開後とする，を決定した。

・三遠玉糸同業組合では，４月２０日～６月１０日に休業し，工男工女には３分
の１の給与を支給することに決定。

１９２０年４月２３日 ●支払延期 両毛機業手形 東京朝日 ２
・１９２０年恐慌によって経営に打撃を受けたため，買継商は４月２０日の足利市
（市場のこと）より一時支払いを停止した。
・両毛織物連合組合会は，５月１日まで休市とするほか，手形支払を３０日間
延期する。

１９２０年４月２８日 ●呉服の値段が急に下落す 銘仙抔は最う半値で夏になれば一層下る 安売出
の競争 正札附替に忙しい大店

東京朝日 ５

・市内の呉服小売値段が急に安くなった。三越呉服店では，正札を付け替えて
モスリン，銘仙類は３割強安く，夏の薄物も安くなる見込みである。

１９２０年５月１７日 ●贋物交りの呉服投売 夏物は銀行の金庫に 「今暫く」の頼みも切れれば
木綿がこれからドシドシ 今年の冬物は暴高値の３割安か 問屋は金策に狂
奔

東京朝日 ５

・市内の呉服屋が「織元投売物大廉売」として，競争がますます激しくなっ
た。

・夜の大通りでは，京都の大店や足利等の織元，荒物屋等が露店で投売をして
いる。

・各機業地では，先年来の好景気で生産を２～８割に増やしていたため，これ
からは木綿が中心に出回ろう。値段は現在より３割高のところで収まろう
が，織元のほか東京の問屋で金策に走るものも出てこよう。

１９２０年９月１４日 ●織物地口銭紛糾 東京朝日 ３
・足利織物組合の口銭増率問題は極度に紛糾し，機業団は買継団の反省を求め
たほか，口銭増率反対期成同盟会を組織して機業者以外の有力者に反対意見
を発表させた。

１９２０年１１月１６日 ●空頼みの絹物。何時になったら安く買われるか 新時代の婦人は最う少し眼
を開いて呉服物を見よ

東京朝日 ９

・１１月になればご服喪のがぐっと下がると予想されたが，生糸の相場が定ま
らないため，西陣では３０００反しか出荷せず，問屋間で奪い合いになる。
・呉服屋が，全体の景気からして先安を知っているが，それがいつ来るか想像
できないという。

１９２２年５月６日 ●織物大恐慌で夏物が安い 絹物二割，木綿三割安 機に封印の不況 東京朝日 ２
・最近の銀行金融の緊縮，問屋・小売筋の買付不順によって，夏物は去年より
絹物が２割，木綿物が３割安となった。

（夕）

・西陣では休機を申し合わせ，両毛地方も組合中心で休機を実施する予定であ
る。

１９２２年１１月３日 ●桐生織物休機 東京朝日 ４
・廣澤村の廣進会（帯地機屋）や境野村の相交会（お召帯地類機屋）では，１
か月間の休機を決定した。

１９２３年９月２８日 ●両毛支払開始 東京朝日 ４
・両毛機業地の手形決済は，織物連合会の決議で内地物を３週間支払い延期し
ていたが，桐生は２５日，舘林は２６日，足利は２７日に再開した。

・これで織元と買継商との取引は円満解決だが，買継商と問屋の決済は経済回
復とともに漸次解決するだろう。

●足利織物好調 東京朝日 ４
・震災後に，手形支払い不能，原材料不足，金融梗塞で生産休業であったが，
冬物の前途多望につきようやく活気が出てきた。

・最近は松坂屋等を始め１０万反を出荷するなど，３０万トンの在庫をさばける
可能性が出てきた。

１９２５年３月２５日 ●採算割れで 春夏織物不振 各地続々休機 東京朝日 ４
・足利飛白・桐生銘仙は４０日休止。
・十日町で２週間休止，栃尾で１日３時間操短
・足利のかすり以外・桐生の帯地業者も同盟休業を協議中，秩父・八王子も同
様。
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１９２５年１２月１２日 ●「経営百態」織物問屋 お店の敬意は今では過去のこと 東京朝日 ４
・好景気での生産膨張とデパートの進出により，問屋が金貸的機能に対する敬
意と手堅い商売の一つとみなされたのは過去の話である。

・全国集散高のうち，京大阪が半分，東京が２５％，中京１０％など。
・東京では，織物問屋６００軒のうち１０００万円級が塚本・市田，５００万円級が２
～３にすぎない。

・問屋の産地に対する手形期限は，関東方面では震災後の２４日が最近は２８日
に延長。小売屋に対しても，３０日期限が漸次震災前の６０日に復帰してい
る。

・利益幅は，平均して問屋の口銭５分，小売屋は１割５分といったところ。資
金の回転は年７８回。

１９２７年５月１０日 ●桐生夏物全休 東京朝日 ４
・財界不況のため，１２日から夏物の生産を全休とする。

１９２７年６月３０日 ●金融難に苦める中小の商工業者（下） 中外商業 ●
・金融恐慌では，夏物の購入時期にモラトリアムとなり，予想外に大きな打撃
であった。さらに十五，村井，近江三銀行の休業のため，大手呉服商は大手
銀との取引を始めたが，小口取引を避けたがること等で使いづらい。

１９３０年４月１６日 ●広幅絹織物の消費税撤廃運動 不二絹大会の建議案 東京朝日 ３
・日本輸出絹同業組合連合会は１７日，絹織物の輸出不振を解決して内地の需
要を喚起すべく，広幅織物消費税の撤廃期成同盟を組織した。

・横浜不二絹会は１５日，横浜で全国不二絹大会を開催し，広幅織物消費税の
撤廃を政府に建議することとした。

１９３０年８月１日 ●どか落ち相場に 百貨店秋と冬物の煩悶 やつと出した注文色調も引緊る 東京朝日 ７
・足利では，好況時に１週１度に１００万円を突破した取引があったが，現在は
１０万円にもならず。失業者４００名を出し，６月２５日から１ヶ月間の同盟休
業をおこなった。

・桐生では，好況時１００万円近い売れ行きが現在は１１２万円にすぎない。一頃
７００人いた友染工が現在は３００人足らずである。
・伊勢崎では，機織娘の工賃が好景気時の５・６分の１にすぎない。

１９３１年２月２１日 ●呉服小売商の信用組合設立 東京朝日 ３
・デパートの圧迫と融資難の呉服小売商等（呉服商同業組合，和服裁縫業組
合，刺繍業組合の組合員）は，その対策として信用組合を設立するために
１８日付けで東京府より認可を受けた。
・この機関では，貸付，貯金，手形割引等を取り扱い，出資１口は５０円であ
る。

１９３１年２月２７日 ●月足らずで 産れた絹洋服地 毛織物との対立は至難 全休前の製糸地巡り
（完）

東京朝日 ４

・伊勢崎では，一昨年に極端な不況であったが，昨年は銘仙の値段が下落した
ことで冬物が記録的な売れ行きとなった。

・桐生では，生産品が輸出向けと内地向けが半々で，種類も絹のほか人絹，木
綿等もあるなど，影響は複雑である。

１９３１年１０月１日 ●足利輸出織物 二週間休機 東京朝日 ４
・輸出移出絹織物業者は，１０月１日から２週間の休機をおこなう。

１９３１年１２月６日 ●足利銘仙 休機断行 一月一日から十四日まで 東京朝日 ４
・足利銘仙は，３２年１月１日から１４日まで休機を断行する。
・これは，不況深刻化のもとで生産調整と市価維持を計る目的でおこなう。

１９３３年４月１８日 ●人絹の進出著し 東京朝日 ４
・桐生では近年，内地向け織物生産地として国内屈指であるが，１９３２年の生
産額のうち人絹が６割超を占めており，在来の生糸・絹紡糸類を圧倒してい
る。

１９３３年１２月３１日 ●輸出人絹織物に工業組合法発動 染織側の自衛策奏功 東京朝日 ３
・日本輸出織物染織工業組合連合会は，商工大臣に対して工業組合法第８条の
適用許可のための申請をおこなっていたが，１月１日より加工数量の調節，
加工料金の協定等をおこなうことに関して２６日付で発動された。
・この組合法発動の背景には，人絹織物の染色料金が組合外業者のダンピング
価格で統制不能となっていたことがある。

１９３４年７月１７日 ●好採算に恵まれ機業界頓に活況 内外の需要一路増進 東京朝日 ４
・機業界は，原料安，製品高で好採算。
・足利では，輸出織物が好調のため内地織物業者が輸出向けに転向する者が多
い。絹織物工業組合の織機台数は，１９３２年設立時の５２４台から１９３３年には
１９０台増加した。輸出物の大半はスパンクレープである。
・桐生も好調で，内地向機業の転業が多く，工場の拡張新設，大幅機台の増
設，動力の需要増加が目立つ。

・伊勢崎も好調で，群馬県による洋服地の製織計画も順調に進捗。
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したほか（２７年５月１０日），３１年１０月には足利で輸出織物が１０月１日より２週間の休機をお

こなっている（３１年１０月１日）。同年１２月には，足利銘仙が翌年１月１日から１４日までの２

週間，休機を実施した（３１年１２月６日）。

もちろんその間には比較的に安定した生産状況の時期もあったはずだが，記事でみると１９１０

～２０年代は圧倒的に生産抑制・価格下落のほうが多かった。この点に関連して『商取引調査』

では，かつては問屋・仲買・買継商が流行の変化が激しく小規模の機業家による生産活動を指

導・援助していたが，２０年代にはその機能を負わなくなった。そのもとで機業家が注文生産３

割，見込生産７割となって，売れ行きの良い商品に生産を集中するため，過剰生産が発生して価

格の低落を引き起こすなど，生産の投機化・取引の不安定化が進んだと指摘している（２６５）。また

買継商が機業家に対して，さかんに値下げ要求をおこない経営を圧迫させたほか，他の買継商の

取引先である問屋にも積極的に商品を販売するなど，競争を激化させていた。この背景には，機

業家自体の経営資金が乏しいことのほか，共同利益を図る意識が乏しかったこと等が影響してい

ると指摘している。

１９３０年代に入ると，人絹を使用した絹織物の活況で両毛の機業地が盛り返してきた。すなわ

ち桐生では，１９３２年の生産額のうち人絹が約６割超を占めており，在来の生糸・絹紡糸（くず

繭などを精練して紡績した糸）類を圧倒していた（３３年４月１８日）。そしてこの動きに合わせ

て，輸出人絹織物の染色料金をダンピングする組合外業者が出てきたため，日本輸出織物染織工

業組合連合会は工業組合法第８条の適用許可を商工大臣に申請して，染色数量の調節，染色料金

の協定等をおこなうことが認められた（３３年１２月３１日）。翌３４年７月には原料安・製品高の

もとで，足利ではスパンクレープを中心として輸出織物が好調であったため，内地向け織物業者

が輸出向けに転向する動きが相次いだ（スパンクレープとは，経糸に絹紡糸，緯糸には強撚糸を

１９３５年１月５日 ●四つの問合せ（一） 中外商業 ●
・日本橋堀留町の呉服問屋（畑龍雄）から小売商に：現在の苦境もかならず好
転するから，本業に精を出し営業外のことをするな。

・商品を充実させて客に便利さを提供するようにすべき。
・本所区東両国の呉服小売店（福島三吉）から問屋に：小売店の信用調査をお
こない，合格した店には品物売渡後２ヶ月以内に回収すること。
・押売り，景品商略等を廃止して，実質的な取引とすべき。
・チェーンシステムによる協力経営をしたい。
・儲けるという考えを捨て，口銭を頂くという考えで進むべきだ。

１９３６年９月２０日 ●統制開始は明年初旬 絹工連初総会 東京朝日 ４
・日本輸出絹織物工業組合連合会は，９月１０日に設立認可され，１９日に初総
会を開催した。

・当連合会では，統制証紙を輸出絹織物に貼付し終わった来年早々より，生産
統制を開始する予定である。

１９３７年８月１０日 ●桐生買継商破綻 人絹商談停頓響く 東京朝日 ４
・丹羽織物㈱は，満鮮・インド方面の買継商だが，機業家や原糸商への不渡手
形１２万円，その他負債６０万円等により整理することになった。
・籾山隣次郎商店も，不渡手形２０余万円，その他負債４０万円で破綻した。

（注） １．●は見出し，・は内容の要約を示す。
２．神戸大新聞記事は神戸大学附属図書館新聞記事文庫の略称である。

（資料）朝日新聞『聞蔵Ⅱビジュアル』，神戸大学附属図書館『新聞記事文庫』等より谷沢が作成。
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使ったクレープ織物のこと。スパンとは紡績糸を意味する。おもに夏物の服地に用いられる）。

桐生でも，同様の動きが現れ，工場の拡張新設，大幅機械の増設が目立っていた（３４年７月１７

日）。ただしこの動きも長続きせず，３７年の年初からは日本輸出絹織物工業組合連合会が生産統

制を開始することとなった。また桐生では，買継商の大手数社が倒産するなど，徐々に戦時統制

にともなう動きが出始めてきた。

ところで両毛地域では，決済関係でさまざまな動きがあったが，それを個別にみると多様な業

界構造が浮き彫りになる。まず１９１１年２月に手形署名反対運動が持ち上がっている点は特筆さ

れる。この運動は当時，貴族院の商法中改正法律案外三件特別委員会で審議していた改正商法に

おいて，為替手形の記名捺印を義務付けようとした動きに対して，両毛地域の買継商が反対を唱

えたものである（１１年２月８日）。両毛地域の買継商が機業家に手形で支払っていたことは，す

でに前節の内地向絹織物（両毛地域）で紹介したが，その為替手形の受取人の氏名，商号が無記

名であった事実は上記記事で明らかになった（２６６）。ここで手形受取人の氏名等が「無記名」であ

ると，同人が事業破綻したとき債権回収ができなくなる欠点がある。また裏書がされずに，たん

なる現金引換券（小切手）のような使われ方をしていたと推測されるため，この手形は現在の手

形の使用方法に行きつく前の一形態であったというべきだろう。

記名に対する反対理由として，同記事では「両毛買継商が足利佐野，舘林，桐生，伊勢崎の各

織物市場に於て一日に発行する手形数は一戸平均五百余枚，少なきも五十枚を下らず即ち一ヶ月

に通算する時は多きは一万五千余枚少きも一千五百枚を発行する」ため煩雑であるとしている。

これだけの枚数が発生する理由は，おそらく１銘柄取引ごとに１枚の手形が発行されていたから

だろう。仕入品・販売品ごとに決済がおこなわれていたことを推測させる。この記事は，現在と

比べて日常の手形管理がいかに煩雑であったかを示すものであり，それゆえに手形の導入がなか

なか浸透しなかった理由でもあろう。なおこのような手形に関わる問題が，上記の地域以外では

記事として確認できなかったが，同様の問題は他の織物産地でも発生していたと考えるのが順当

であろう。

このほか口銭問題もあげなければならない。この問題はすでに松嵜の研究によって，伊勢崎で

は１９１５年より大阪・京都の集散地問屋が口銭をまったく支払わなくなったことが紹介されたが，

それに伴い機業家と買継商との口銭問題が新たに発生した。この件に関して，足利では取引高の

１歩３厘７毛，桐生では１歩２厘５毛と，その料率が地域ごとに異なっていた事実は興味深い

（１５年２月７日）。すなわち足利ではこの料率を双方が熟議して決めたが，桐生では買継商組合

の頭取・書上文左衛門が機業家と独断で決めていた。書上は両市とも協議に出席していたため，

関係者は同人の失策であったと非難したという。さらに５年後の１９２０年９月にも，再び口銭問

題が発生した（２０年９月１４日）。この事件も，買継商と機業家との間で発生した口銭増率問題

であるが，折衝の結果として１歩７厘５毛に引き上げられたようである（２６７）。

１９２３年１１月には，関東大震災にともない集散地問屋に販売した商品の手形が回収されない状
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況となり，買継商の資金繰りが悪化した。このため伊勢崎では，再び機業家が買継商に支払う口

銭を取引高の２％に引き上げられたという（２６８）。このような３回目の口銭問題が足利，桐生等に

いかに波及したのか，いまのところ新聞記事では確認することができない。なおこのほかに震災

の影響として，織物連合会の決議により３週間，手形支払いを延期していたが，その後は各産地

とも正常に回復したという（２３年９月２８日）。当時のモラトリアムが３０日間であったことを考

慮すると１週間短くなっており，織物業界ではかなり早い時期に決済機能が復旧していた（２６９）。

なお小売商（すなわち呉服商）に限定すると，１９３１年２月に金融疎通を目的として，信用組

合を設立したことがあげられる（３１年２月２１日）。すなわち呉服商同業組合，和服裁縫業組合，

刺繍業組合の組合員（呉服商）が，デパートの圧迫と融資難の対策として信用組合を設立するた

めに，２月１８日付けで東京府より設立の認可を受けた。同機関では，貸付，貯金，手形割引等

を取り扱うこととなり，出資１口は５０円であるという。前年に市街地信用組合の設立が政府内

で決定したが，その具体的な動きが記事として報じられたものとして注目される。

＜清酒＞

清酒では，表４―３６に示されているように，１９１０年代には比較的に需要が高止まりのなか，目

立った記事はほとんどなかった。しかし１９２０年代に入ると，第１次大戦後の不況下にもかかわ

らず店舗の激しい参入が進んでいる反面，清酒の小売価格が下がらない点に消費者の不満が集中

したほか（２１年４月１６日），震災にともない価格が高騰なかには清酒専売論まで主張する記事

が登場した（２５年２月１３日）。ただし震災による高価格上昇は一時的にすぎず，じきに酒類商

の乱立による価格競争にもどったため，蔵元・卸商は桜正宗２箱を販売した際には，１等に２５０

円の商品券，２等に背広洋服１着などの景品を付けるなど，景品目当てに販売促進をおこなうよ

う，小売店に働きかけていた（２５年１０月２２日）。

このような激しい販売競争のもとで，価格の決定権はあくまで問屋の組合である東京酒問屋組

合，同酒類問屋組合が持ち，毎月２回事務所で標準値段を決めていた。このほか当業界では，問

屋の組合である中央酒類問屋会や，小売商で構成された酒類商同業組合，甲東会も販売に関与し

ているが，あくまで上記２組合の決定権が大きかった。さらに蔵元自体（つまり甲東会）の存在

感は薄かった（２８年１０月２８日）。ただしこの情報を素直に認めるわけにはいかない。なぜなら

１９２９年に調査された『商取引調査（清酒）』では，販売の主要経路は甲東会と酒問屋組合であっ

たとしているが，このうち酒問屋組合は価格決定権が弱まったことが知られているからである。

酒問屋組合の弱体化は，関東大震災・金融恐慌を経て強まった。すなわち①甲東会が設立され

酒造家による直接販売が開始されたこと，②従来は二次問屋にすぎなかった酒類問屋組合が，酒

造家から直接仕入れるようになったこと，③酒問屋組合や東京酒類問屋が資金調達をおこなうた

めに設立した，いわゆる酒屋銀行が金融恐慌で経営破綻したこと，が影響している。このうち③

の酒屋銀行として，中井銀行（設立者は酒問屋組合の中井新右衛門），中澤銀行・八十四銀行
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表４―３６ 酒問屋・小売商関連の主要動向（１９１０～１９３８年）

年月日 見出しと主要内容 新聞名 神戸大
新聞記事

掲載面
（頁）

１９１５年２月９日 ●「財界復活」 中外商業 ●
・日露戦時より需要が増大し１９１１年には４８万石に達したが，近年は不景気で
１９１４年は４０万石にすぎない。
・第１次大戦の勃発で，１４年１０月からは価格が反動して上昇している。

１９２１年４月１６日 ●不廉な小売値段 東京日日 ●
・欧米各国は物価が低落傾向にあるが，我国では最近それが遅延している。
・大麦，清酒，鰹節，木炭などでは卸相場が下落したのに小売相場は騰貴して
いる。

１９２５年２月１３日 ●清酒専売論の台頭と是非（一～四） 大阪時事 ●
・数年前より清酒専売論が持ち上がっている。これは年額６００万石の醸石とす
れば，約９億円の利益がでるが，そこから酒税２億円を引けば７億円の新財
源があると考えられるためだ。

・一方，問屋からすると，清酒の販売は醸造家，仲買人，問屋，小売商となる
ため，専売となっても役人がこれを担当するため，市価は低下しない。専売
制を実施した台湾では，むしろ３０銭値上がりし，しかも政府には１０銭の収
入増にすぎなかった。

１９２５年１０月２２日 ●「経営百態」食料品店 景品目当の小売店 東京朝日 ４
・カルピス２箱に１枚の景品券，１等３０円で最低が１円，すべてこの種の売
出には空くじがない。

・特に甚だしいのは清酒で，桜正宗２箱に１等２５０円の商品券，２等背広洋服
１着など。
・赤玉ポートワインは年中２箱買えば１等２０００円，３０箱以上買えば１万円の
懸賞付きという。

・各発売元が競って小売店を誘惑する。
１９２７年６月３０日 ●金融難に苦める中小の商工業者（下） 中外商業 ●

・酒屋にとって，金融恐慌の発生時期は新酒と古酒の変更期であったため，売
掛金の回収時期であり，それを休業銀行に預けていたため，同行に食いつぶ
された店が多かった。

・一方，問屋は，小売店と掛売取引が多く回収したばかりのため，現金取引に
臨むことはできない。

・地方の醸造家も，休業銀行の影響を受けて資金難であったため，問屋に代金
納入の督促や資金融通を望むものがあったため，これにも問屋は困惑した。

１９２８年１０月２８日 ●「商品の需給（続）」清酒 酒と造石税 酒相場の定め方 家庭経済 時事新報 ●
・東京市中の標準値段を作るのが，東京酒問屋組合，同酒類問屋組合の２つ
で，毎月２回事務所で問屋が会合して決めている。

・このほか問屋の組合として中央連盟会，小売商で構成された酒類商同業組
合，灘の蔵元にある甲東会があるが，あくまで前２者で価格が決められてい
る。

１９２９年１０月２４日 ●清酒界泣きの涙 一割位の減産では追いつかず 明年度も売行き悲観 東京朝日 ４
・不況下で清酒需要は著減したため，製造元の桶売り裸値段は１２カ月前には
１石８０円程度に下落。
・酒造家は，来年の産出高を１割以上減産の申し合わせをした。
・しかし清酒需要が１割方縮小するため，その効果は乏しいだろう。

１９３０年１月５日 ●清酒減産 本年は四百七十万石見当 東京朝日 ４
・酒造組合による減産は，励行されなかったもよう。
・今年度の減産方法は，昭和元年～３年度の平均造石高の１割減産とする。こ
れによって確実に実施されると思われる。

１９３１年４月１０日 ●酒を担保の融資漸増 地方銀行も興銀にならふ 東京朝日 ４
・興銀は今春来，新方法により総額３００余万円の清酒担保貸付を開始した。
・この方法は，「酒造業組合の保証によって貸付先から清酒を担保として委任
譲渡を受け，これを興銀占有の形で倉庫に保管し，３ヶ月期限の貸付をする
こと。

・この方法は，従来，清酒の防腐方法が不充分であったため実施できなかった
が，この問題が解決したことで可能となった。

１９３１年９月８日 ●清酒造石高 この激減ぶり 廿三年前の三百万石逆転，安い酒で酔いを買う
気分

東京朝日 ４

・本年の清酒造石高は３８５万余石で，前年より１．５割の減産。
・ただし市況は回復せず，１石６０円以下の投げ売りが後を絶たない。

１９３３年６月８日 ●酒類の価格協定 取消しを命ず 砂糖の組合協定にも及ぼす 商工省の強硬
決定

東京朝日
（夕）

１
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（同，中澤彦吉）などがあげられる。それら銀行の経営破綻の影響で，酒問屋組合員の資金力が

低下して小売商に商品現物の委託販売をおこなわせる商業信用の供与ができなくなるなど，酒問

屋組合員の金融機能が低下したことが弱体化につながった（２７０）。このほか金融恐慌にともない，

問屋側は小売商に対して掛売が大半を占めて，現金取引に切り替えることが困難であったほか，

資金難となった地方の醸造家が問屋に資金融通を求める動きもおこった（２７年６月３０日）。

清酒の需要は１９２０年代初頭より低下していき，その後も引き続き需要が低迷したため，１９２９

～３０年にかけて１割程度の清酒減産に踏み切ったが，需要が同程度冷え込んでその効果は期待

できなかった（２９年１０月２４日，３０年１月５日）（２７１）。そして１石６０円以下の投げ売りが後を

絶たなかったため（３１年９月８日），１９３３年６月には東京酒類商同業組合が東京府に対して価格

協定を申請し，認可されている。もっとも府の措置に対して商工省側は，１９１６年の農商務次官

通牒に違反するとして，その認可を取り消す行政措置を府に指示した。しかし同年の１１月には

新たな商工次官通牒で，値崩れが予想されるときに限って価格協定を認めることに変更し

た（２７２）。これらの政策変更のなか，酒類問屋組合では市況が回復しないため，１９３３年６月から価

格協定を実施したが，乱売が後を絶たず翌年３月までに違反者が十数人に上っていた（３４年３

月３日）（２７３）。価格の協定は，協定委員という担当組合員が問屋組合，生産者，その他需要者も

加えて決定していたようだが，妥当な水準であったにもかかわらず組合の強制力には限界があっ

た，というべきかもしれない（２７４）。

乱売が後を絶たなかった理由として，二宮が指摘したように１９３０年当時の調査によると，東

京市内の半径５町（＝約５４６メートル）以内に，１６軒以上の酒類商が営業している地域が全体

の４割を占めるなど，厳しい事業環境であったことをあげなければならない（２７５）。このため小売

商でも，様々な工夫をおこなっていた。例えば，岩淵令治によると，高梨兵左衛門家（亀甲万会

社の創業家の一つ）の東京における大手販売先であった醤油仲買商・高崎屋では，競争相手の密

集した地域では多数の銘柄を扱っていたほか，販売地域ごとに担当の奉公人を張り付かせ，「御

用聞き」による注文量に応じて同人の収入を引き上げる給与制度を導入していた（２７６）。もちろん

このような状況に対して，業界団体の酒類仲買小売商同業組合では，「御用聞き」の廃止，掛売

から現金売とすることを試みていたが，このような長年の商慣習を廃止することはできなかっ

・商工省は，東京府が６月５日に認可した東京酒類商同業組合による価格協定
が，１９１６年の「農商務次官通牒」に違反していると認定し，その認定を取
り消すように東京府に命じた。

・東京砂糖商同業組合による価格協定も，同様の措置をとるように命じた。
・上記の農商務次官通牒とは，「外国貿易上売崩の弊を防ぐため必要なる場合
の外商品の価格を組合において定むる規定を設けしめざること」である。

１９３４年３月３日 ●価格協定 実施出来る商品は 商人の生命線 中外商業 ●
・酒類問屋は，１９３３年６月から価格協定を実施し，いままでの違反者は十数
人となっている。

（注） １．●は見出し，・は内容の要約を示す。
２．神戸大新聞記事は神戸大学附属図書館新聞記事文庫の略称である。

（資料）朝日新聞『聞蔵Ⅱビジュアル』，神戸大学附属図書館『新聞記事文庫』等より谷沢が作成。
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た。

このほか酒造家では，資金調達面の動きとして興銀のほか地方銀行でも，蔵元に対して酒を担

保として融資をする方式をおこない始めたことが記事となっている（３１年４月１０日）。いわゆ

る動産担保の利用である。この方法は，酒造業組合の保証のもとで貸付先から清酒を担保として

委託譲渡を受け，これを興銀等が倉庫で保管（つまり占有）して借入期間３ヶ月の融資を受ける

というものであった。これが可能となった背景には，清酒の新しい防腐方法が開発され，長期保

管が可能となったことがあげられる。今日のように，銀行の貸付担保というと不動産担保・預金

担保が主流を占める時代からすると，かなり弾力的かつ煩雑な債権管理をおこなっていたことが

わかる。これが可能となった背景には，そもそも我が国に荷為替手形といった商品と資金の一体

的な管理手法がおこなわれてきた歴史があるため，その延長線上の融資手法として上記のような

動産担保が自然に定着したものと考えることができよう。

ただし表４―２３（右側）で確認したように，『金融実地調査』によると一般的に動産担保は小規

模ほど多く，しかも全体でも銀行で導入が進んでいるものの１割以下にすぎない。このため貸付

リスクを担保するほど強力な手法とはいえないことも認識しておく必要があろう。

＊

以上のように個別業界には実に多様な動きがあるため，それを全体として論評することは難し

い。ここでは，資金繰りと密接に関連する関東大震災と生産調整・価格協定などのカルテル行為

についてまとめておこう。

まず関東大震災の関連では，被災の直接的な影響が一部の商品で特に強く現れた。例えば，内

地向綿織物で問屋の資金繰りを悪化させており，問屋が産地に対して支払った手形のサイトが，

震災直後に２４日であったが２年後には２８日に延長されたほか，小売商に対する掛売のサイト

も，震災直後に３０日であったのがその後は震災前の６０日に戻ってしまった。また内地向絹織物

（特に両毛地域）では，大震災にともない買継商が集散地問屋から入手した手形が現金化できず

に資金繰りを悪化させている。このため伊勢崎では，機業家が買継商に支払う口銭を２％に引き

上げられることとなった。このほか木炭では，すでに震災前から鉄道滞貨問題が発生していた

が，震災は汐留・秋葉原・隅田川・飯田橋・新宿・錦糸町などの主要駅が火災による被災で流通

機能を停止させられ，一層悪化していったことなどがあげられる。

ただし震災の影響は，直接的な影響以外もある点に注意しなければならない。すなわち酒問屋

の経営悪化という問題は，酒類商の乱売競争という側面が強調されるが，このほかに近世以来の

新川問屋に属する大手問屋が設立した，いわゆる酒屋銀行が金融恐慌のなかで経営破綻したこと

が，これら問屋の金融機能の低下をもたらした点に注目すべきである。いわば関東大震災の影響

は，たんに需要を一時的に減少させたというだけでなく，問屋の兼営事業の衰退を引き起こし，

それが本業にも影響を与えたというルートがあった。具体的には，中井新右衛門による中井銀

行，中澤彦吉による中澤銀行・八十四銀行などの事例があげられる。これら銀行は，回収不能の
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震災手形を多数抱えていずれも破綻し，１９２８年に昭和銀行に買収されていった（２７７）。本稿の対象

時期に酒問屋の経営が悪化していった背景には，関東大震災の影響で最終的に問屋の資金的余裕

がなくなった事実を見逃すことができない。

なおその後の動向をみると，大震災の影響以外の要因にも注目する必要がある。例えば木炭で

は，家計部門のエネルギー転換（木炭・薪→電力・石炭）により，需要の構造的減少が進んでい

た。このため木炭消費量と薪炭商店舗数の減少が同時に発生することになった。このような現象

は，漆器，清酒でも日常生活の洋風化のもとで同様に発生しており，その影響で会津漆器では味

噌汁椀の手間代が大幅に低下したほか，酒類商では乱売競争が厳しさを増していった。もちろん

これらの要因は，１９３０年代に小売商過多問題がさらに厳しさを増していたことにもつながる。

一般的に小売商過多問題は，不況下で事業者の新規参入が激化することによってもたらされた点

のみが強調されるが，実はこれらの需要の質的転換も過剰問題に大きく影響していたことが無視

できない。

次に生産調整については，代表的な事例として綿糸における紡績会社，砂糖における製糖会

社，内地向綿織物や同絹織物における織元などでしばしば実施されてきた。もちろん景気は循環

するものであるから，好況期に新たなデザイン・品質等や輸出向けのブームが到来して息継ぎが

できるが，それも束の間にすぎず，１９１０～２０年代は圧倒的に生産調整を実施する時期が長かっ

た。それゆえに業界・地域が一体となった生産調整に対して，業者側ではこれらの措置に強制力

がないことを，経験上から承知の上で行動していた。そして紡績・砂糖のような，業界が少数の

供給者と需要者によって形成されていた場合でも，なかなか生産調整の合意まで到達できなかっ

た。なぜなら生産会社と問屋（代理店）等との取引関係は個別に異なっており，その利害調整を

進めて業界が一体となった生産調整を実施することは，容易なことではなかったからである。ま

して産地織物業では，その効果を「相対的」と称して，“やらないよりはまし”と受け取ってい

た。つねに思惑と駆け引きの交錯する交渉に腐心する状況が続いていた。

最後に価格協定では，大きな流れとしては農商務次官通牒による価格カルテルの禁止か

ら，１９３３年の商工次官通牒によるカルテルの容認へと，政策が大きく転換されたことである。

もっともそれ以前から，同業組合において価格協定が締結されていたほか，醤油では三大メー

カーによる三蔵協定により，建値の決定と出荷制限を中心とした協調行動が系列の販売網で機能

していた。ただし三蔵協定に代表されるように協定価格が順守されることは，末端に多数存在す

る小売商の過当競争があるかぎり実質的には困難であった。また技術革新と過剰生産に悩まされ

続けた砂糖でも，砂糖供給組合や糖業連合会，または東京砂糖取引所などを設置したが，価格の

安定は困難であった。おそらく価格カルテルは，平時には物価安定・産業調整の政策として検討

されたものの，大半の業界では順調に機能しなかった。しかし戦時に至る１９３０年代後半になる

と，綿布でいち早く統制が自発的に達成されたほか，１９３８年５月に綿糸販売取締規則，１９３９年

１０月に価格等統制令が公布されるなど，否応なく状況は大きく変化していった（２７８）。
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なお小売商に関連した話ではないが，口銭問題も商品流通の議論では無視することができない

重要な問題である。本稿のような新聞情報に限っても，伊勢崎では，１９１５年より大阪・京都の

集散地問屋が口銭を払わなくなったことにともない，買継商は機業家との間で新たな口銭問題を

もたらした。このような問屋の経営体力の低下にともなう影響は，産地織物業で多発したはずだ

が，その全体像が確認できない。そのなかで足利・桐生の事例が新聞情報で入手できたが，この

問題は産地の機業家・買継商・集散地問屋の３者の力関係でさまざまな解決方法がとられたこと

が予想される。残念ながら本稿では十分な情報を収集していないが，このテーマは最終的には小

売商の決済条件・資金繰りとも密接に結び付くため，今後の事例研究で一層の分析が望まれると

ころである。

（７）要約と含意
戦前期日本では，小売商の金融問題が重要な政策課題になっていたにもかかわらず，その資金

繰り実態に関する研究は，現在に至るまでほとんどおこなわれてこなかった。ただし戦前期か

ら，問屋制家内工業という視点から産地織物業などの問屋経営が生産体制の一部として研究され

ていたが，今世紀に入ると流通史研究や同分野の資料発掘が活発化しているほか，近年は筆者や

藤野正三郎・寺西重郎らによって中小商業者の資金分析が開始されるなど，多様な動きが現れて

いる。しかしこれらの動きが小売商金融研究に直結しているとはいえず，また正確な資金繰分析

を使用しているわけでもない。むしろ独自の概念を作り，きわめて恣意的な解釈をおこなってき

たというべきである。このため本稿では，資金調達・運用の両面からその実態を正確に把握すべ

く，実務上で実施されてきた標準的な分析方法を採用したうえ，問屋金融を中心として小売商に

おける業種別・規模別の資金繰りを検討することに努めた。

本稿では，資金繰分析として長期資金には長期資金収支表を使用した方法（長期資金収支分

析），短期資金には運転資金の計測式の２つを採用し，とくに後者では規模別の比較を可能とす

る回転期間分析を導入すべきことを提起した。また小売商では日常的に問屋から資金支援を受け

ているため，この問屋金融を１次処理・２次処理に分類して改めて定義し直したほか，それらを

現代の企業間信用以上に広範な内容を含み決算書等では把握しづらいものの，主にＢ／Ｓの買掛

金，支払手形，借入金等で分析する必要性を強調した。さらに問屋金融の一翼を担う手形の使用

実態を，鳥取県旧赤碕町の小規模酒造家が関与し１９２５年に振り出された約束手形と為替手形で

分析した。まず約束手形では銀行側が期限を過ぎても同手形を保有しつづけており，為替手形で

は銀行で割引後に地域内の他銀行に同手形を譲渡していた。つまり両手形とも，返済能力を把握

しつつ債権額の確定・返済の確約を目的として，域内流通を前提とした利用に制限していた。こ

れは，金融環境として当時は松江手形交換所が開設される以前であったことのほか，振出事業

者・地元銀行の業務内容がともに脆弱であったことも影響していた。

ところで『東京市商業調査書』によると，小売業と卸売業の両方にまたがる業態が全体で２割
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弱もあったほか，Ｗ／Ｒ比率を計算すると４．５４で戦後の東京都の水準をはるかに下回っており，

現在ほど卸売商（問屋）の多段階性が強くなかった。この計測は，あくまで暫定的なものにすぎ

ないが，この数字の背景には戦前期の大阪で卸機能が相応に働いていたことが示唆されるほか，

業種によってこの比率が大きく異なっていたことは注目される。また資金繰りに関連して，仕入

代金の決済を現金と掛けに分けると現金が３割にすぎず，業種別では魚介藻類，蔬菜果物などの

日常飲食物で現金仕入の割合が低かった。決済時点では個人店の９割超が下旬であり，決済周期

では２ヶ月以内がほぼ６割を占めていたほか，新聞や食料品など日持ちしない商品で決済周期が

短かった。ただし『小売業経営調査』によると，現金（小切手を含む）決済が６割で『東京市商

業調査書』の３割よりだいぶ高くなり取引条件が厳しくなったが，一方で手形はせいぜい１割程

度しか普及していなかった。

さらに『小売業経営調査』の個票データで運転資金を計測すると，１店当り４，０６０円であった

が売上規模が大きいほど借入金や手持ち資金で賄いきれなかったほか，事業規模が大きくなるほ

ど資金繰りが厳しくなるという筆者の仮説を証明する事実が確認できた。業種別には，呉服でこ

の傾向が顕著であったが，酒類では激しい乱売競争をしていたにもかかわらず，問屋金融によっ

て運転資金を圧縮することができた。このうち呉服では，品揃えのために商品在庫を積極的に積

み増ししておかなければならなかったこと，酒類では他業種と比べて手形の導入がかなり進んで

いたことが，それぞれ影響していた可能性がある。なお戦前の小売商では，戦後と比較して運転

資金回転期間が２倍の大きさであったが，その背景にはサイト・ギャップがマイナスであること

に代表されるように，問屋金融が強力に機能していた一方，それを打ち消すように，厳しい販売

競争のなかで販売促進に向け豊富な品揃え（意図的な在庫投資）を実施せざるをえない戦略上の

理由が存在していた。

そのほか本稿では，『金融実地調査』を初めて本格的に分析した。同調査から東京市内では，

借入債務（借入金＋買掛金）が口数２件，同金額４，６５２円であり，『小売業経営調査』の内訳も

勘案すると，借入債務のうち問屋金融の割合が４割以内であった。総資産３，０００円未満の店舗で

は買掛金５３％，３，０００円以上では銀行２７％が，それぞれ最大の借入先となり，借入先の規模間

格差が確認できた。とはいえ規模が大きくなっても銀行がすべての資金需要を賄うわけではな

く，不足分を問屋や親戚・友人などの非金融機関がカバーしていた。また借入目的から判断する

と，全体の１割で家計部門の赤字が発生していたほか，家業部門に限ると運転資金の需要が全体

の６割以上に達している。ちなみに銀行は，零細規模の資金需要にも対応しているが，借入形式

をみると証書貸付が手形貸付を上回っており，その背景に資金返済の延滞が発生していた可能性

がうかがえる。

さらに借入期間をみると，運転資金が大半を占めるのに１年以上５年未満が２４％で最も多

かった。この背景には，返済が困難となり借換や延滞により期間の長期化が発生したからかもし

れない。銀行で証書貸付が多かった理由も，返済困難にともなう貸付条件の変更の多さと関係が
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あったと推測される。償還方法では，定期（返済時期を決めるが返済金額は未定）２５％と月賦

２４％が多く，銀行では月賦が３４％に達していた。担保の有無では，担保有りがせいぜい４割を

占め，このうち不動産が半分近くあった。筆者の先行研究では，小売商が賃貸収入の獲得と担保

物件による借入金獲得という２つの目的のために不動産（主に賃貸家屋）を取得する意欲が強

かったと指摘した。これを前提とすると不動産の割合が低いように思われるが，もともと「担保

物件ナシ」での借入を希望する割合が７割あったほか，担保不足で必要資金を借りられない事態

があったことが影響していたと思料される。

ここで問屋の資金繰り改善に大きな影響を与える小売商での手形導入状況をみると，導入済み

は一部の業種に限られていた。すなわち商工省『商取引調査』や新聞等の情報から，産業・商品

の各特性で手形の導入状況を整理すると，（a）在来型大量商品（醤油・清酒）では１９３０年代に入

りようやく手形が導入され，（b）近代型大量商品（綿糸・砂糖）では少数の大規模問屋（代理

店・特約店）を経たうえの信用取引で手形導入は進まず，（c）在来型少量商品（綿・絹織物，畳

表，漆器，木炭）でも経営体力の弱さから手形導入が進まず，と分かれた。また新聞情報等によ

ると，関東大震災が内地向綿織物や絹織物において，問屋や買継商の資金繰りを悪化させたこと

が確認できる。ただし酒問屋のように，震災によって大手問屋が兼営していた酒屋銀行が経営破

綻し，それが本業の酒類販売に大きく影響したという経路もあった。資金繰りを回復させるため

に生産調整・価格協定もしばしば実施されたが，いずれの業種でも思惑と駆け引きが交錯する交

渉を強いられ，予定どおりの成果は得られなかった。

最後になるが，残された課題も多いことを指摘しておきたい。例えば貸付機関別にみた信用調

査の具体的決定メカニズムのほか，既往債務の返済が滞った場合の債権回収に向けた対応（いわ

ば延滞商店への対応），延滞債権に対する貸付条件の変更方法とその後の管理方法（管理商店へ

の対応）は，貸付機関や小売商にとって収益構造に直接影響するため大いに注目される事項であ

る。また問屋金融に限定すると，小売商での手形導入がいかなる影響を与えたのか，すなわち小

売商自体の資金繰りの改善にプラスに働いたのか，それとも資金繰りの管理をより複雑化させて

混乱をもたらしたのかは，いままでの情報収集の範囲では把握することは不可能である。これら

資金調達に関わる問題点は，今後の検討課題といえよう。

［謝辞］本稿の素案は，２０１６年５月５日の第３回小売商問題研究会，同年１２月９日の第５回研究会，２０１７
年２月１０日の第６回研究会（いずれも神奈川大学で開催）で発表したものである。これらの会合で多く
の貴重な御意見・御助言を頂戴し，内容を大幅に書き換えることができた。さらに個別分野では，資金繰
分析について小川淳平准教授（神奈川大学経済学部），問屋金融の簿記的解釈について荒川高広氏（荒川
高広税理士事務所），約束・為替手形の件では田島佳也教授（神奈川大学経済学部），銀行の貸付動向に関
して加藤史夫氏（元全国銀行協会）より，それぞれ貴重なご意見・情報をご教示していただいた。資料収
集の面では，川角功成氏（クロスカルチャー出版），和泉田大介氏（丸善雄松堂）に関連情報を提供して
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もらったほか，箕輪直樹氏（神奈川大学経済学研究科卒業生）には煩雑な事務処理を多数手伝ってもらっ
た。この場を借りてこれら関係各位に謝意を表したい。

補論：主要貸付機関の概要
本稿の参考のために，昭和初期（おおむね１９３０年代前半）における小売商向け主要貸付機関の貸付条件
等を一覧表にしておく。ここでは商業組合，東京市の制度資金，町内積立金などが除外されているほか，参
照した文献で欠落した情報項目も多いため筆者が別の文献等で補足したが，どうしても不詳の場合にはその
旨を明記している。このため暫定版であることに注意してほしい。
この表によると，①貸付資格の必要な場合（信用組合，無尽会社，頼母子講，問屋）と必要ない場合，②
審査の厳しい場合（主に銀行系）と緩い場合，③保証人の不要な場合（問屋，無尽会社，頼母子講，金貸
業）と徴求する場合などに分けられる。総じて銀行系（普通銀行，興銀・勧銀）では，貸付資格は不要だが
審査が厳しくしかも保証人を多く徴求することで債権保全を図っていた，と考えることができよう。もっと
も貸付機関における貸付事務の実態は，このような形式要件よりも，審査を実施する際の提出書類（数期分
の決算書・営業関連書類，販売先の経営内容など）の多寡，審査期間の長短，担保の査定方法（不動産担保
の資産評価方法，貸家・貸地の賃料徴収状況など）の厳密さ，現地調査（立地場所の利便性や物件の損耗状
態など）の有無，保証人の保証能力調査の有無，その他（本人の経営方針，家族の生活態度等）など，いわ
ば信用調査の内

�

容
�

にかかっている。このため借入のしやすさに関してこの表から得られる情報は，予想外に
少ないと考えるべきである。
当時の調査方法については，井関孝雄『中小商工金融論』同文舘，１９３７年の１４８頁「第十四節 信用調

査の方法」（１４８頁）に若干紹介されているが，その内容から推測すると信用力の低い小売商に対しては，
戦後の銀行貸付と比較しても遜色ないほど厳格な調査が実施されていたように思われる。

註
（１）以下では読者の利便性に資するため，これら関連する論文の出所を明記しておく。満薗勇「昭和初期に
おける中小小売商の所得構造」社会経済史学会編『社会経済史学』第７９巻第３号，２０１３年１１月，谷沢弘
毅「個人小売商世帯において業計複合体をいかに把握するか？―満薗勇論文を手掛かりとして（１）」神奈
川大学経済学会編『商経論叢』第５１巻第３号，２０１６年２月，同「個人小売商世帯において多収入ポケッ
トはいかなる事情で成立したのか？―満薗勇論文を手掛かりとして（２）」神奈川大学経済学会編『商経論
叢』第５１巻第３号，２０１６年２月。同「『小売業経営調査』のデータベース作成上の留意点―満薗勇論文
を手掛かりとして（３）」神奈川大学経済学会編『商経論叢』第５２巻第１・２号合併号，２０１６年１２月。

（２）昭和初期における小売商を対象とした調査の概要については，谷沢「業計複合体論文」の第３節「１９３０
年代の商家経済調査」が詳しい。

（３）筆者は学術論文の検索システムを活用して，「問屋金融」を含むタイトルの論文を検索したが，それに
よると戦前期の問屋金融に関する研究として，初期には田杉競「統制組織と問屋金融」京都帝国大学経済
学会編『経済論叢』第５１巻第３号，１９４０年９月が確認できたにすぎない。実務上・政策上の優先度が高
かったにもかかわらず，研究上では取り上げられる機会は少なかった。

（４）この論文検索は，国立情報学研究所の作成した NII学術情報ナビゲータ（いわゆる CiNii Article）を活
用した。このため著作権承諾の済んだ学会誌や大学紀要等に限定されているほか，研究書は除外されてい
るため，すべての専門著作物を網羅しているわけではないが，おおよその傾向は把握できるはずである。
なお出版年別にみると，１９６２年の論文が最初であるが，（日本）経営史学会が設立されたのが１９６４年で
あるため，おそらく経営史という研究分野の確立が本調査テーマの研究促進に影響を与えていた可能性も
あるが，その後の研究の進展度合いからみると，その影響力は限定的であったといえよう。

（５）運転資金の推計値は，谷沢弘毅「第３章 戦前期東京の個人小売商世帯における業計複合体の形成メカ
ニズム―１９３０年代前半の商家経済の計量分析」同『近代日常生活の再発見―家族経済とジェンダー・家
業・地域社会の関係』学術出版会，２００９年の２５１頁における表３―１４の（参考３）で明記されている。な
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表４―補 各種貸付機関の概要（暫定版）

普通銀行 貯蓄銀行 日本興業銀行・勧業銀行 問 屋

機関設置の根拠
法

銀行法 貯蓄銀行法 日本興業銀行法，日本勧業
銀行法

―

借入資格 特になし 貯金設定者
定期積金の加入者

特になし（ただし創業資金
は借入不可）

仕入先，販売先

貸付判断 審査を実施 審査を実施 審査を厳密に実施（決算書
等の検討），保証人も審
査

商品納入，原材料納入状況
等より判断

貸付形式 手形割引・手形貸付 証書貸付 証書貸付 現金貸付
有担保，無担保 ・普通貸付 手形割引

証書貸付
有担保，無担保

・定期積金の契約に依る
貸付

小切手等

当座貸付
担 保 有価証券担保 預金担保 有価証券担保 ―

商品担保 商品担保
不動産担保 無担保（小額短期貸付） 不動産担保
無担保

保証人 信用力により異なる ２人以上の保証人（小額
短期貸付）

無担保では２人以上
有担保では無しか１人

―

償還方法 月賦，年賦，または定期
償還など

均等割賦償還 月賦半，年賦，または定期
償還など

工賃を安く見積もり引き取
る方法
問屋が出来た商品を安く買
い入れる
商店が原料を高く購入する

事業規模（全国）貸出総額：１９３４年に６１
億円

融 資 額：１９３２年 に 約
５０００万円

興銀：１９３５年に貸付口数
４５００件

―

預金総額：９０億円 預金総額：３億７００万円 貸付残高：３５０万円

市街地信用組合 無尽会社（営業無尽） 頼母子講（無尽講） 金貸業

機関設置の根拠
法

産業組合法（１９１７年の改正）無尽業法 ― 旧利息制限法

借入資格 組合員となって一定の期
間を経た人

無尽加入者 頼母子講加入者 特になし

貸付判断 信用調査を実施 入札で最低金額を提示し
た者が借入できる。

籤取りや入札で給付者を決
定する

店独自の情報網にもとづき
判断する

貸付形式 担保貸付 掛金限度貸 ― 無担保信用貸
信用貸付 契約高限度貸 電話担保貸
定期貸付（短期貸付及長
期貸付）

普通貸付（有担保・無担
保貸）

不動産担保貸
商品担保貸

手形割引等
担 保 不動産担保 あり（詳細は不明） ― 無担保

動産担保 電話担保
無担保 不動産担保

商品・動産担保（売渡担保，
三者執行）

保証人 ２人以上 ― ― ―
※組合事業区域内の一家
を構えた戸主
信用のある人
組合の持口を得た人

償還方法 ？ 不均等割賦償還 ？ ？
事業規模（全国）立地数：１９３５年に２６６箇所 会社数：１９３２年に２６５社 組数：１９３３年に２９万８０００組 貸付残高：２０億円

貸付総額：１億６０００万円 給付残高：２億８０００万円 運用総額：２２億６０００万円
※給付とは貸付のこと

（注） １．上表は，あくまで下記文献を中心として整理したが，一部不明の部分（？）や不確実な部分がある。
２．上表のほかに，商業組合，町内積立金などもあるが，ほとんど利用されないため省略した。

（資料）井関孝雄『実用 商店金融の知識』同文舘，１９３６年，同『中小商工金融論』同文舘，１９３７より谷沢が作成。
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おこの資金分析について，学会誌に掲載された上記研究書の書評類ではまったく注目されていなかった。
これは資金繰分析が研究者にとって，いまだ研究テーマとして関心が低い状況を象徴したものであろう。
この書評類とは，攝津斉彦「谷沢弘毅著『近代日常生活の再発見-家族経済とジェンダー・家業・地域社
会の関係-』」社会経済史学会編『社会経済史学』第７６巻第１号，２０１０年，満薗勇「七 経済 二」（第１
次大戦～第２次大戦期の経済・社会）史学会編『史学雑誌（２００９年の歴史学会―回顧と展望―）』第１１６
編第５号，２０１０年５月の１６８頁である。

（６）谷沢「業計複合体の形成メカニズム」の２５８頁。
（７）以上の議論については，詳しくは谷沢「多収入ポケット論文」の（５）「地代及家賃の稼得環境」，（６）
「資産形成のタイミング」を参照してほしい。
（８）藤野正三郎・寺西重郎「第４章 戦間期中小商工業の金融構造」同『日本金融の数量分析』東洋経済新
報社，２０００年。特に以下の知見は同書の１６４頁による。

（９）寺西重郎『日本の経済発展と金融』岩波書店，１９８２年の４０７頁。また寺西重郎「金融の近代化と産業
化」西川俊作・山本有造編『産業化の時代 下』（日本経済史 ５）岩波書店，１９９０年の５４頁の表７―６
「銀行の業種別貸出割合」によると，１９３３年でも商業４２.１％，工業２２.４％で，圧倒的に商業の割合が大き
かった。

（１０）今城徹「戦間期大阪における中小商工業者向け金融機関の展開」『社会経済史学』第６９巻第６
号，２００４年３月。

（１１）攝津斉彦「戦間期における中小小売商の雇用吸収と信用不安―「中小商業問題」の一側面」『社会経済
史学』第７２巻第２号，２００６年の８６～８９頁。なお信用不安の発生の回帰分析では，店舗数のほかに店員
率（総従業員のうち店員が占める割合），資本金（総資産のこと）も説明変数に加えているが，攝津自身
はこれらが信用不安にいかに影響したのか具体的には説明していない。

（１２）厳密な議論をするなら，過剰性の指標には適切な店舗数に対する現状の店舗数の割合を使用すべきだ
ろう。

（１３）山口和雄編『日本産業金融史研究 織物金融篇』東京大学出版会，１９７４年の７４頁。
（１４）『日本産業金融史研究 織物金融篇』の７３頁。
（１５）『日本産業金融史研究 織物金融篇』の７１頁。
（１６）『日本産業金融史研究 織物金融篇』の７１頁。
（１７）『日本産業金融史研究 織物金融篇』の１４１頁。
（１８）四十銀行桐生本店における貸出金の貸出口別内訳については，５６７～５７４頁の第１３０表を参照のこと。
（１９）泉南綿織物業における流通機構の変化については，阿部武司『日本における産地綿織物の展開』東京
大学出版会，１９８９年の６７頁の図２―２を参照。

（２０）帯谷商店の販売代金の受取内訳は，阿部『産地綿織物の展開』の１３０頁の表３―１４，帯谷商店の１９１８
年における受取手形のサイト情報は同書の１４１頁の表３―１９による。なお帯谷商店は，「全国産地機業家中
で最大規模」の事業者ではあるが，すでに１９１０年代より大阪市内でも有力な仲買になっていた（同書の
１２５頁）ため，単なる機業家とは異なる点に留意すべきである。

（２１）谷本雅之『日本における在来的経済発展と織物業―市場形成と家族経済』名古屋大学出版会，１９９８年
の３１５頁の表６―１５を参照。このほか同書３２０～３２４頁の各種の表も，手形の具体的な内容を示しており極
めて興味深い。

（２２）谷本『日本における在来的経済発展と織物業』の３２４頁。
（２３）この研究は，主に松嵜久美「買継商の機能と収益構造の分析―大正期伊勢崎織物業の買継商の事例か
ら―」『社会経済史学』第６１巻第３号，１９９５年９月であるが，そのほか松嵜久美『地域経済の形成と発
展の原理―伊勢崎織物業史における資本原理と地域原理』ＣＡＰ，２００１年もあげられる。

（２４）松嵜は，松嵜『地域経済の形成と発展の原理』の１５７～１５８頁で，（c）の手勝手を「生産地問屋」と表
現しているが，生産地問屋という用語では（a）（b）なども該当するため，概念としては不適切である。こ
の理由より，本稿では「手勝手」に置き換えた。
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（２５）ここで粗利益の低下については，松嵜『地域経済の形成と発展の原理』の２９１頁，返品の増加は同書
の２５１頁，手形サイトの長期化は松嵜「買継商の機能と収益構造の分析」の４３頁による。

（２６）この部分は，松嵜「買継商の機能と収益構造の分析」の４３～４４頁による説明を参照した。
（２７）なお，このような手形サイトの長期化にともなう買継商の資金負担の増加の分析が，松嵜による伊勢
崎銘仙に関する研究の集大成である『地域経済の形成と発展の原理』では，残念ながら削除されている。
削除された理由は不明であるが，きわめて残念なことである。

（２８）このほかに知多織物業を扱った研究論文・研究書として，山崎広明「知多綿織物業の発展構造―両大
戦間期を中心として」『経営史林』第７巻第２号，１９７０年７月，村上はつ「知多綿織物業と金融―竹之内
商店の分析を中心に」山口和雄編『日本産業金融史研究 織物金融篇』１９７４年の第５章の第２節，浦長
瀬隆『近代知多綿織物業の発展―竹之内商店の場合―』勁草書房，２００８年などがあげられる。これらは，
おもに分析対象期が明治初年から第１次大戦初期までであるため，内容紹介を割愛した。

（２９）産地問屋の資金分析は，橋口勝利「両大戦間期知多綿織物業の構造変化と産地問屋―産地問屋北村木
綿株式会社による生産組織の再編」関西大学経済学会編『関西大学経済論集』第５７巻第４号，２００８年３
月の７３～７４頁を参照のこと。

（３０）花井俊介「第７章 三蔵協定前後期のヤマサ醤油」林玲子編『醤油醸造業史の研究』吉川弘文
館，１９９０年。

（３１）このほか小原博『日本マーケティング史―現代流通の史的構図』中央経済社，１９９４年，大東英祐「戦
間期のマーケティングと流通機構」由井常彦・大東英祐編『日本経営史３ 大企業時代の到来』岩波書
店，１９９５年など，「マーケティング」を切り口とした研究成果があるほか，百貨店・個人商店に関して
は，以下のような多数の経営史・文化史関連の研究が見つけられる。初田亨『百貨店の誕生』三省
堂，１９９３年，末田智樹『日本百貨店業成立史―企業家の革新と経営組織の確立―』ミネルヴァ書
房，２０１０年，石井淳蔵『商人家族と市場社会―もぅひとつの消費社会論』有斐閣，１９９６年など。ただし
小売商の資金繰り関係でここまで範囲を広げる必要性はないと考え，あえて本文中では紹介しなかった。

（３２）平野隆「書評：石井寛治編『近代日本流通史』」『三田学会雑誌』第９９巻第１号，２００６年４月の１４９
頁の左側。

（３３）鈴木『昭和初期の小売商問題』に対する近年の評価として，満薗勇『日本型大衆消費社会への胎動―
戦前期日本の通信販売と月賦販売』東京大学出版会，２０１４年の３５頁の（注）７３がある。ここで取り上げ
た評価は，近代日本流通史に関する研究成果の紹介のなかでおこなわれている。

（３４）平野「書評」の１５１頁の右側。
（３５）田村均「書評：白戸伸一『近代流通組織化政策の史的展開―埼玉における産地織物業の同業組合・産
業組合分析』」『社会経済史学』第７１巻第１号，２００５年５月の８４頁の右側。

（３６）松本貴典編『生産と流通の近代像―１００年前の日本』日本評論社，２００４年の２頁。
（３７）松本編『生産と流通の近代像』の１６～１７頁。
（３８）例えば，果樹では岡嶋隆三「明治末期果樹栽培者による共同販売の問題点―能勢果友園の販売方式の
変化―」『岡山商大論叢』第４０巻第３号，２００５年６月，肥料では坂口誠「資料 戦前・戦後の肥料取引―
株式会社サカモト社長・酒本信夫氏へのインタビュー―」『立教経済学研究』第６０巻第４号，２００７年３
月，洋紙では前田和利「明治後期～大正期における洋紙流通機構」『駒澤大学経営学部研究紀要』第１６
号，１９８６年３月などがあげられる。

（３９）商業ネットワークについては，二宮麻里『酒類流通システムのダイナミズム』有斐閣，２０１６年の３～４
頁を参照のこと。

（４０）新川酒問屋とは「西国１１ヵ国（摂津，山城，河内，和泉，播磨，丹波，紀伊，伊勢，尾張，三河，美
濃）の下り酒を扱う酒問屋」，酒類問屋とは「西国１１ヵ国を除き関八州その他各地より輸入する酒類（清
酒，味醂，焼酎など）を本業とし，酢醤油味噌などを兼業とする問屋」（横地信輔『東京酒問屋沿革史』
東京酒問屋統制商業組合，１９４３年の１６７～１７６頁），酒類仲買商組合は「仲買と小売を兼ねる商店組合」
である。これは，岩淵令治「第１０章 江戸・東京の酒・醤油流通―生産者から消費者へ」井奥成彦・中
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西聡編『醤油醸造業と地域の工業化―高梨兵左衛門家の研究』慶應義塾大学出版会，２０１６年の４１０頁を
参考とした。

（４１）商品流通史研究会編『近代日本商品流通史資料』日本経済評論社，１９７８～７９年。
（４２）老川慶喜，渡邊恵一編『近代日本物流史資料』東京堂出版，１９９８年。
（４３）神戸大学の新聞記事文庫については，神戸大学新聞記事文庫ＨＰの「新聞記事文庫とは？」を参照。
（４４）ここで例示した論文は以下のとおり。大島栄子「絹綿交織物産地の形成過程―満州柞蚕糸と賃機によ
る後進機業地見附の産地形成」『社会経済史学』第５０巻第５号，１９８５年，岡崎哲二「１９２０年代の鉄鋼政
策と日本鉄鋼業―製鉄合同問題を中心として」『土地制度史学』第２６巻第３号，１９８４年。

（４５）この分野の代表的な研究として，以下があげられる。寺西重郎「戦前日本の金融システムは銀行中心
であったか」日本銀行金融研究所編『金融研究』第２５巻第１号，２００６年３月，武田晴人「戦間期日本企
業の資金調達と投資行動：産業別企業財務データベースに基づく再検討」日本銀行金融研究所編『金融研
究』第３１巻第１号，２０１２年１月，南條隆・橘川武郎「戦間期日本企業の資金調達，資本コスト，資本構
成：最適資本構成理論からみた１９３０年代における企業財務」日本銀行金融研究所編『金融研究』第２８巻
第２号，２００９年７月，�見誠良「明治中期＝市場勃興期における株式会社の資金調達（１）ストック分
析」『経済志林』第７７巻第４号，２０１０年３月，同「明治中期＝市場勃興期における株式会社の資金調達
（２）フロー分析」『経済志林』第７９巻第３号，２０１２年３月。
（４６）詳しくは，村上はつ「知多綿織物業と金融」『日本産業金融史研究 織物金融篇』東京大学出版
会，１９７４年の８４０～８４１頁を参照。なお以下では，資金繰分析を資金調達に関する分析という意味で使用
するなど，資金繰りと資金調達を同一概念と見なしている。これは資金調達分析より資金繰分析という用
語のほうが馴染みやすいためである。

（４７）売掛金に受取手形が含まれていると考えられる理由は，すでに明治１５年時点で販売先から代金取立手
形を入手している事実を，村上「知多綿織物業と金雄」の８３４～８３７頁で指摘しているためである。なお
「買掛金」に支払手形を含んでいるかどうかは確認できない。
（４８）マネーストックについては，谷沢弘毅『コア・テキスト 経済統計』新世社，２０１５年の２５０～２５９頁
を参照。また村上と同様の方法を使用した論文として，公文蔵人「綾部製糸株式会社の経営破綻―統治構
造に着目して―」『横浜経営研究』第３１巻第３・４号，２０１１年３月，同「１９２０年代諏訪製糸家の地方工場
経営―［カネイチ］組彦根支店工場の事例―」『横浜経営研究』第３５巻第４号，２０１５年３月があげられ
る。

（４９）この分析は，橋口「両大戦間期知多綿織物業の構造変化」の７４頁にある表４とそれに関連した記述部
分である。

（５０）橋口「両大戦間期知多綿織物業の構造変化」の７３頁。なお表４―２のような資金繰分析は，上記の北村
木綿会社の事例研究以外に，産業革命期の紡績会社の分析にも適用しているため，同人にとっては主要な
分析ツールとして確立されていると思われる。詳しくは，橋口勝利「産業革命期桑名紡績株式会社の事業
展開と合併―企業合併をめぐる重役間対立とその帰趨」『関西大学経済論集』第６２巻第３号，２０１２年１２
月の２２頁の表２を参照のこと。ちなみにこの表２では，「長期資金余裕金」のことを「長期資本余裕金」
と呼び変えている。

（５１）木村商店の分析は，杉山和雄「織物仲買・織物会社と金融」『日本産業金融史研究 織物金融篇』（第
２章第２節）の２３２～２８７頁。特に設備資金の分析は２６４頁の第４２表，運転資金の分析は２７２頁の第４８
表に注目してほしい。また金巾製織会社の分析は，高村直助「兼営織布業・毛織物業と金融」『日本産業
金融史研究 織物金融篇』（第６章第１節）の９６５～１０１２頁。とくに設備資金の調達では９８１頁の第８表，
運転資金の部分は９９２～９９３頁の第１４表を参照のこと。

（５２）花井俊介・公文蔵人「戦前期における製糸企業の成長構造―企業統治と投資行動」早稲田大学産業経
営研究所編『産業経営』第３６号，２００４年。この論文の１４１頁には，「表２ 郡是製糸の資金運用（１８９６―
１９３０年）」として長期にわたる資金収支表が掲載されているため参照のこと。この表は，資金の調達と運
用を対比して記述しているため，橋口「知多綿織物業の構造変化」以上に内容を理解しやすいだろう。な
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ひろ み

お花井はその後も，大阪府貝塚市の米穀肥料商・廣海惣太郎家や愛知県半田市の肥料商兼醤油製造業
者・萬三商店小栗三郎家など，盛んに地方事業家の有価証券投資に関する資金繰分析をおこなっている。
そこでは，投資資金の調達と運用に関する表が公表されており，（その作成方法の詳細は不明であるが）
少なくともＢ／Ｓすべての勘定科目を使用したものでないことは確認できる。詳細は，花井俊介「第５章
大正・昭和戦前期の有価証券投資」石井寛治・中西聡編『産業化と商家経営』名古屋大学出版会，２００６
年の２０９頁の表５―３：同「第１章 有価証券投資とリスク管理―明治後期～昭和戦前期―」中西聡・井奥
成彦編『近代日本の地方事業家―萬三商店小栗家と地域の工業化』日本経済評論社，２０１５年の９２頁の表
１―１４を参照のこと。

（５３）資金３表の考え方を解説した代表的な資金繰分析の解説書として，最近では平井謙一『資金４表の完
全理解と実践応用』生産性出版，１９９９年，牧野明弘『財務分析の実践活用法―取引先企業の見方・とら
え方 新６版』銀行業務検定協会がある。ちなみに平井は旧三井銀行の出身者であるため，同書では三井
銀行で使用されていた手法にもとづき解説している可能性がある。このほか過去に出版された専門書とし
て，染谷恭次郎『キャッシュ・フロー会計論』中央経済社，１９９９年，森脇彬『資金支払能力の分析』税
務経理協会，２００２年などがあるが，これらの本では出版時期から推測できるように，キャッシュ・フ
ロー分析を重点的に説明しており，資金３表を解説しているわけではない。このように各著者・各時期に
よって，資金〇〇表といった名称の意図する図表の作成方法，定義，概念等が異なるため，使用にあたっ
ては注意してほしい。

（５４）ただし注意してほしいのは，このような主張はあくまで再調達原価の積み上げに基づく財務構成上か
らの議論であり，「生産能力を維持するため」といった技術上の要請にもとづく議論ではない。当然なが
ら今日のように技術革新の激しい社会では，生産能力の維持と減価償却との間にはなんら一定の関係は見
いだせない。

（５５）ネット上より検索すると，長期資金収支分析に類
�

似
�

した方法を採用した数少ない研究論文として，岡
崎哲二「戦時期における三菱財閥本社の資本取引：内部資本市場と外部資本市場」（ＣＩＲＪＥディス
カッションペーパー，ＣＩＲＪＥ―Ｊ―２０６）２００８年１２月が見つけられる。もっとも同論文では，資本
収支に限定した長期資金収支表を作成しているが，ここでは当期の期間損益を除外しているなど，やや変
則的な手法であるため，資金収支の全体像が把握しきれない可能性がある。つまり“カネに色が付いてい
ない”という格言があるように，期間損益で金融資産を運用することも十分にありえるから，期間損益を
除外することは不完全な分析となろう。未定稿であるため本稿で具体的な引用は差し控えるが，興味のあ
る読者は東京大学日本経済国際共同研究センター（ＣＩＲＪＥ）のＨＰより，同論文を閲覧してこの点を
確認してほしい。

（５６）詳しくは，谷沢弘毅「大規模港湾開発にともなう苫小牧市の都市形成とその課題」『札幌学院商経論
集』第２１巻第１号，２００４年８月を参照。同論文では，苫小牧港の大規模開発に連動して実施されてきた
市による土地区画整理事業・土地造成事業等が，多額の市費を投入してきたため市財政の悪化を招いたほ
か，資金管理が甘くなり民間事業ベースでみれば明らかに事業は破綻している。そして最終的には，長期
資金収支分析によって各事業の破綻が“一般会計からの繰入”という一種の借金棒引き策で表面化してい
ない，といった問題を抱えていることを指摘している。

（５７）このように資産側から総資産額の金額を確定する方法は，実務上でも破綻した企業の貸借対照表を復
元する際などに，しばしば採用される方法である。

（５８）ただし以上のように考えたとしても，「なぜ固定資産を加えずに作成したＢ／Ｓを利用して資金分析を
おこなったのか？」という疑問は解決できない。この理由は不明であるが，唯一考えられる理由は「この
時期にはさしたる設備投資をおこなっていなかった」ということだろう。

（５９）この議論は，もちろん資産の期末評価に原価法を採用しているために発生する議論であり，もし時価
会計を適用すれば評価益（含み益）を計上する必要がある。評価損のみ計上して評価益を計上しないのは
不自然ではあるが，現行の簿記上では問題とはならない。

（６０）もっとも小売商では，減価償却費でさえ適切に計上していない場合が多かった。ちなみに武田は，戦
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間期の大手企業の資金調達と投資行動を分析する際に，データ系列として減価償却を含んだ系列と含まな
い系列の２系列を作成したが，これは大手企業でも減価償却の導入が不完全であったためである（武田
「戦間期日本企業の資金調達」の１６１～１６３頁の表Ａ―３を参照）。もっとも小売商の場合には，製造業のよ
うな装置産業ではないから，減価償却でさえさほど神経質になる必要はないかもしれない。

（６１）以上の必要運転資金の計算方法の考え方と近年における推移等については，『２０１６年版 中小企業白
書』の２７９～２８４頁も参考になるため，是非参照してほしい。

（６２）回転期間の分母に関する考え方は，日本経営分析学会編『新版 経営分析事典』税務経理協会，２０１５
年の１０４～１０５頁が詳しい。なお戦前期の研究者は，おもに回転期間の代わりに「回転率」を使用してい
たが，これでは以下の議論（とくに買掛サイトの長期化等）とうまく接続できないため，本稿では使用す
ることはない。ちなみに回転率を使用した代表的な指標として資本回転率があるが，これは売上高を資本
金（＝総資産）で割った比率であり，単位は「倍」である。当指標は，必要な売上高を確保するためにど
の程度の総資産を確保しなければならないかという判断を求めるものであり，小売商の過小資本を議論す
る際に利用されることが多かった。戦前期の代表的な研究として，内池廉吉『小売業統制論』同文
舘，１９３８年の３９～４３頁をあげておこう。

（６３）回転期間分析については，末松義章「与信管理と経営分析」日本経営分析学会編『新版 経営分析事
典』税務経理協会，２０１５年の２８８～２８９頁が詳しい。

（６４）このほか検討の必要な資産項目として，繰延資産が考えられる。すなわち効果が複数年にまたがるよ
うな創業費，開業費，広告宣伝費等については，年間に分割して償却することとなっているため，厳密な
議論ではこの部分も調整項目で検討する必要があろう。本稿では，煩雑になるため議論を省略するが，詳
しくは嶌村剛雄・山上一夫編『新勘定科目全書［第２版］』中央経済社，２００３年の２２３～２３６頁を参照。

（６５）減価償却については，２点ほど注意点がある。第一は償却の不完全計上問題である。この問題は，本
稿のようなキャッシュ・フローの議論ではその多寡をあえて議論する必要はなく，無視してかまわない。
第二は減価償却累計額（かつての減価償却引当金）である。すなわち現状では，減価償却を期間内で発生
した分だけＰ／Ｌ上に計上する方法が採用されているため，本稿でもその方法に従って説明している。し
かしかつては減価償却を引当金方式で計上した決算書もあったため，その場合には別の考え方をとらなけ
ればならない。また除却損とは，固定資産の使用を止めて倉庫で保管する場合などで発生した評価損のこ
とである。ここまでの議論は，戦前期の事業者には必要ないと思われるかもしれないが，使用可能な旧式
の什器備品などが小売商で発生する可能性はあるため，まったく考慮しないわけにはいかないだろう。

（６６）長期運転資金の定義はかならずしも確定しておらず，「短期資金で発生する借入，返済の煩雑な諸手続
きを回避するため，長期資金とした運転資金」，「基本的には資金繰りを安定させるための資金」，「経営の
改善，医療施設の整備等の直接的に収益に結び付きづらい資金」，「財務構成を是正するための資金」など
があるが，本稿では「事業の立ち上がり時に発生した各種事業費用，業界構造の急変で発生した突発的か
つ固定的費用など，その後の経常的な事業活動のなかでもなかなか返済できない資金」といった意味で使
用する。

（６７）もちろん長短借入金についても，期中返済額と期中借入額の情報を入手して実態ベースで修正するこ
とは可能であるが，ここでは議論が煩雑となるため，この修正をおこなわないこととする。

（６８）中小小売商のようにＢ／Ｓがたとえ不完全なものであった場合でも，取引条件の変更と関連させるこ
とによってさまざまな経営情報を入手することができるが，現状では研究者の大半がこれらの複合的な資
金繰分析をおこなってはいない。

（６９）現在における企業間信用の実態については，さまざまな文献があげられるが，とりあえず『中小企業
白書』などの年次報告（特に『２００７年版 中小企業白書』の第３部第２章第４節「企業間信用の動向」）
が代表であろう。また代表的な研究成果としては，内田浩史「企業間信用の機能」一橋大学経済研究所，
ワーキング・ペーパー・シリーズ No.６，２０１１年３月が理論・実証の包括的な研究をおこなっているほ
か，植杉威一郎「企業間信用と金融機関借入は代替的か―中小企業個票データによる実証」『日本経済研
究』No.５２，２００５年１０月，鶴田大輔「中小企業における企業間信用の機能」『中小企業総合研究』第７
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号，２００７年７月があげられる。
（７０）鈴木良隆ほか『ＭＢＡのための日本経営史』有斐閣，２００７年の i頁の「はしがき」。
（７１）売込問屋の話は，鈴木ほか『ＭＢＡ日本経営史』の８２～８４頁，桐生織物産地の話は同書の５２～５９頁
を参照。なお学部レベルの概説書である，宮本又郎ほか編『日本経営史［新版］』有斐閣，２００７年でも，
「問屋金融」という用語は一言も触れられていない。学会の風潮として，この用語がたんに陳腐な用語に
すぎないということよりも，むしろ重要性が低いと考えているのだろう。

（７２）そもそも口銭という用語は，近世の委託販売問屋で使用されていたことが知られており，かなり歴史
の古いものであるため，この点でも口銭は商業史・経済史のなかで重要な位置づけにある。口銭について
は，宮本又次「口銭」経済史研究会編『日本経済史辞典［縮刷版］』（上巻）日本評論新社，１９５４年の５１５
～５１７頁が詳しい。

（７３）鈴木安昭『新・流通と商業［第６版］』有斐閣，２０１６年の２２３～２２９頁。なお卸売業者と問屋との差を
いかに考えるかは様々な意見があろうが，以下の行論では特段峻別する必要性は低いと考えられる。

（７４）いずれの引用とも，東京商業会議所調査課編『東京市内小商工業金融調査資料』同課，１９１８年の「凡
例」部分である。なお著者の根本清六は，その経歴は不明であるが，１９１９年の「小売商習慣と公設市場」
など５編の論文を『三田学会雑誌』に掲載していたため，慶應義塾大学の関係者（おそらく理財科の若手
教員）であったと推測される。

（７５）『東京市内小商工業金融調査資料』の１６９～１７１頁。
（７６）この情報は，谷沢「多収入ポケット論文」の１２４頁にある表２-２２による。
（７７）井関孝雄『中小商工金融論』同文舘，１９３７年の１３６頁。
（７８）当調査の概要については，楠見一正『大阪市に於ける中小商工業金融調査』（上巻 第四分冊）大阪商
科大学経済研究所，１９３６年の１２８１頁「序」を参照。なお当調査で問屋に分類している業態は，問屋（５８
人）のほか卸商（１６人），製造業者及原料商（３５人），輸入業者（１人）である。とくに製造業者及原料
商が含まれている理由は，当調査が工業も対象としているためであり，それゆえ問屋の定義は『小売業経
営調査』よりも若干は広いかもしれない。

（７９）詳しくは，楠見『中小商工業金融調査』上巻第４分冊の１４６８～１４６９頁の第５３表を参照のこと。なお
残り８９人の内訳は，無利子１８人（商業と混業の合計は１５人），記入アルモ不詳３３人（同２３人），無記
入３８人（２８人）であったため，記入アルモ不詳と無記入の多さが気にかかるところである。

（８０）楠見『中小商工業金融調査』上巻第４分冊の１４６８頁。
（８１）詳しくは，『２００７年版 中小企業白書』の２０６～２０７頁を参照。なおこの情報の出所は，みずほ総合研
究所㈱「企業間取引慣行実態調査」（２００６年１１月）である。

（８２）企業間信用を買掛金・支払手形の２つのみに限定してよいか否かは，当然議論がおこってこようが，
一般的には『中小企業白書』に代表されるように，この２つに絞って分析されている。その際に，掛取引
分と手形取引分で個別に分析することは，ほとんどおこなわれていないことも付記しておきたい。

（８３）このような減価償却が不十分であった事実は，齊藤直「戦間期日本企業の減価償却ゝ１９３０年代におけ
る減価償却の定着」フェリス女学院大学国際交流学部編『国際交流研究』第１３号，２０１１年３月を参照。

（８４）口銭等の料率の議論をあえて導入しなかった理由は，これらの料率が各業種とも一律に導入されてい
るわけではなく，特定の業種が長年培った商慣習のなかで定着したものであるためである。例えば口銭
は，織物・醤油・木炭・清酒等で導入されてきたが，漆器では導入されていなかった。このような特殊な
用語の具体的な使用方法については，第５節，第６節で詳しく説明している。

（８５）このように家計部門の不足資金を問屋から調達する可能性については，表４―２１（左側）の項目のうち
「家計上」で示されている。なおこの場合の処理方法は，表４―３（右側）のように示すと，（貸方）借入
金，（借方）家計部門への貸付金，と書くことができよう。

（８６）もちろんこれらの分析にあたっては，個別項目の実額のままではなく，一定の指標に加工して利用す

ることが必要である。すでに企業間信用の分析では，企業間信用割合＝（支払手形＋買掛金）総資産 ×１００があ
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るため，このように総資産で相対化する操作が考えられる。企業間信用割合については，『２００７年版 中
小企業白書』の２０３頁の第３―２―３３図，第３―２―３４図を参照。

（８７）以下の手形利用に関する歴史は，�見誠良「成立期日本信用機構の論理と構造（下・その一）」法政大
学経済学会編『経済志林』第４６巻第２・３号，１９７８年１０月の第４章「日本における手形割引市場の形
成」を参照した。

（８８）銀行引受貿易手形，輸出スタンプ手形については，詳しくは後藤新一『日本短期金融市場発達史』日
本経済評論社，１９８６年の第３章「手形売買市場」を参照のこと。

（８９）佐々木庄平「早渡手形発行上の一考察」高松高等商業学校商工経済研究室編『商工経済研究』第２巻
第２号，１９２７年４月の１６頁。

（９０）「弊害歴然たる早受渡制度 投機に悪用さる」『大阪朝日新聞』１９２８年３月２３日。この記事は，神戸
大学「新聞記事文庫」より入手した。

（９１）松崎寿「我国ノ銀行ト手形引受業務」『経済学商業学国民経済雑誌』第２６巻第６号，１９１９年の１５頁。
（９２）吉田良三『四訂 銀行簿記教科書』同文舘 １９４０年の１３頁。
（９３）商工省財務諸表準則と財務管理委員会については，薄井彰『会計制度の経済分析』中央経済社，２０１５
年の４９～５１頁を参照のこと。

（９４）滋賀銀行『滋賀銀行五十年史』１９８５年の２９４頁。
（９５）吉田『四訂 銀行簿記教科書』の１１頁。
（９６）後藤『日本短期金融市場発達史』の１３２頁。
（９７）後藤『日本短期金融市場発達史』の１４５頁。
（９８）石井寛治「日本銀行の産業金融」『社会経済史学』第３８巻第２号，１９７２年７月の４５頁。
（９９）石井「日本銀行の産業金融」の６０頁。
（１００）この情報は，東京商工リサーチＨＰの「知ってて得するリスクマネジメントの基本」の「融通手形」
項目より入手した。このほか融通手形の詳しい解説は，中西正明「融通手形」『世界大百科事典』を参照
してほしい。

（１０１）１９１６年末の支店数は大蔵省銀行局編『第２４回銀行総覧』，１９１７年１１月の２９３頁，１９２０年末の支店
数は同『第２８回銀行総覧』，１９２２年３月の２９２頁による。

（１０２）赤碕駅の開通については，赤碕町誌編纂委員会編『赤碕町誌』赤碕町，１９７４年の３９４頁による。ま
た山陰実業銀行赤碕支店の開設時期は，『第２７回銀行総覧』１９２１年３月の３４９～３５０頁では，１９１９年末時
点で鳥取県内９支店中に赤碕支店が存在せず，『第２８回銀行総覧』１９２２年３月の３００～３０１頁では，１９２０
年末時点で鳥取県内１４支店中に赤碕支店が確認できることから，１９２０年中に開設したと判断した。

（１０３）消費者物価指数でみると，①１９２５年が１.３１６，５５年が３１５.２（いずれも１９３４～３６年＝１），②１９５５年
が９１.９，６５年が１３４.８（いずれも１９６０年＝１００），③１９６５年が２５.６（２０１０年＝１００）であるから，１９２５～
２０１０年では１,３７２.３倍となる。ここで①，②は大川一司ほか『物価』（長期経済統計８）東洋経済新報
社，１９６７年の１３４頁，③は内閣府編『平成２４年度 年次経済財政白報告』の附属統計表（物価１／１）に
よる。

（１０４）酒林貞治の詳しい経歴情報は，『赤碕町誌』の５６３～５６５頁を参照。このほか同人は，『真木和泉守楠
子論』赤碕尋常高等小学校，１９３７年という本を出版していた関係で，「国立国会図書館典拠データ検索・
提供サービス」，鳥取県立図書館ＨＰのほか，鳥取県編『鳥取県郷土人物文献データベース』（http://db.

pref.tottori.jp/HomePerson.nsf/）からも，同人の個人情報を入手することができる。
（１０５）桶谷泰三の個人情報は，桶谷醤油合名会社の HP（http://okeshou０３.wixsite.com/kanemas）の「会社
概要」より入手した。

（１０６）市川小吉編『帝国実業名宝 酒類醤油之部』商進社，１９２９年の「序」の２頁。
さかえ

（１０７）このうち面谷友太郎は，鳥取県 境 町（現境港市）に居住していたが，綱島幸次郎編『山陰実業名鑑
西伯郡之部』帝国興信所米子支所，１９１２年の９７頁によると，地価額７６７円６０銭，所得税８７円３９銭，
営業税１３９円９８銭であり，同町ではトップクラスの資産家であった。
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（１０８）『帝国実業名宝』の「序」の２頁。
（１０９）この６人のうち，大谷尚人のみが子孫の大谷修子により大谷酒造㈱として酒造業を継承しているにす
ぎない。詳しくは，同社ＨＰ及び『とっとり酒蔵散歩』の７６～７８頁を参照。

（１１０）ちなみに営業税納税額と広告掲載面積の両方のデータがある３０店に関して散布図を書くと，醤油醸
造業の�名稲田本店のみが異常値（つまり広告に極端に費用を掛けない）となっているため，これを除外し
た２９店の相関係数を計算すると，０.２６２５となり，緩やかな正の相関が確認できる。もちろん広告面積の
大小は，広告戦略に積極的か否かが店によって異なっているため，かならずしも高い係数は得られないは
ずたが，それでも相関は確認できたため，広告面積の情報を利用することは可能であろう。なお�名稲田本
店は，創業が１６７３年の山陰地方でもトップクラスの大手メーカーであるため，あえて広告を出すことに
重要性を感じていなかったと考えられる。同店の沿革は，同店のＨＰ（http://www.inata.co.jp/company.

html）を参照のこと。
（１１１）米子今井書店企画出版室編『とっとり酒蔵散歩』同書店，１９９８年の７９頁。
（１１２）小田島禎治郎編輯『全国手形交換所社員組合銀行総覧』銀行信託通信社出版部，１９３３年。このほか

CiNiiの図書・雑誌検索によると，大分大学経済学部教育研究支援室の所蔵資料として『松江手形交換所
月報』があるが，これは１９２６年４月の銘が入っていることも理由としてあげられる。

（１１３）明石照男・鈴木憲久『日本金融史』第２巻，東洋経済新報社，１９５８年の１０９頁。
（１１４）この吉崎に関する情報は，商業興信所編『第２６回 商工資産信用録』同所，１９２５年（本稿では，
『明治大正期 商工資産信用録』第Ⅰ期第１３巻［大正１４年（上）］クロスカルチャー出版，２００９年を使
用）の「大阪」１１５頁より入手した。なお一般的に，戦前期の詳細な個人情報は交詢社編『日本紳士録』
より入手できるが，大正末期～昭和初期の同書には吉崎に関する情報が一切掲載されていなかった。この
事実から推察すると，同人はかなり小規模の小売商であったと推測される。

（１１５）この現在価値は，註（１０３）で示した消費者物価指数の換算率，１９２５～２０１０年で１,３７２.３倍を使用し
て計算した数字である。

（１１６）２１銭を割引料と考えると，額面１０６円の０．１９８％にすぎないため安すぎるが，日歩と考えると年利
７６.６５％に相当するから，これではあまりに高すぎる。このため別の意味を考える必要があるのかもしれ
ないが，とりあえず以下の議論では前者の割引料とみなすこととした。

（１１７）米子銀行赤碕支店の開設時期は，『第１３回銀行総覧』１９０６年６月の３２０頁では，１９０５年末時点で２
支店（すべて県内）中に赤碕支店が存在しないが，『第１４回銀行総覧』１９０７年７月の３２１頁では，１９０６
年末時点で３支店（すべて県内）中に赤碕支店が確認できることから，１９０６年中に開設したと判断した。

（１１８）『第２８回銀行総覧』の３００頁により３行の支店数を確認した。
（１１９）『第３２回銀行要覧』の３１５頁で３行の支店数を確認した。なお山陰実業銀行の県外支店１店とは島根
県能義郡安来町の安来支店であったが，同支店は１９２１年に開設されたと考えられる。なぜなら１９２１年末
の支店状況を示した『第２９回銀行総覧』１９２２年２月の３０４～３０５頁で，初めて安来支店が登場したから
である。

（１２０）この情報は，米子商工会議所米子商業史編纂特別委員会編纂『米子商業史』米子市，１９９０年１５８頁
より入手した。また『鳥取県郷土人物文献データベース』からも同人の個人情報を入手できる。

（１２１）『第３２回銀行総覧』の３１４～３１６頁。なお大阪支店は，１９２３年末を示す『第３０回銀行総覧』の９５頁
で初めて出てきたため１９２２～２３年に開設（このような期間となったのは，おそらく関東大震災の影響に
よって，『銀行総覧』で１９２２年末のデータが公表されなかったためである），島根支店は１９２５年末を示す
『第３２回銀行総覧』の３２３頁で初めて出ているため，１９２５年に開設されたと推測される。
（１２２）この調査の正式名称は，『第三回調査全国五拾万円以上資産家』である。
（１２３）門脇繁次郎の個人情報は，『鳥取県郷土人物文献データベース』より入手した。
（１２４）後藤快五郎の個人情報は，『鳥取県郷土人物文献データベース』や金田進編『鳥取県百傑伝―近代百
年』山陰評論社，１９７０年を参照。なお『米子商業史』によると，１９１５年の国税納税額は，鳥取県内では
１０人以内に入る資産家であったと推測される（同書の１６５頁）。
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（１２５）『第３２回銀行要覧』の３１５頁。
（１２６）『東京市商業調査書』の調査特性については，谷沢「業計複合体の形成メカニズム」の２１４～２１９頁と
２２９～２３８頁が詳しく検討しているため参照されたい。

（１２７）事業内容で，本業（主力事業）と副業（従属的事業）を明確に意識して設計された調査は，戦後の労
働関連調査や経済センサスであるため，戦前期としてはこの点でも画期的な調査であった。

（１２８）谷沢「ＤＢ論文」の「第２節 売上商品原価」では，小売業と卸売業の混合業態として，薬品化粧品
１７号の事例が提示されているので参照のこと。

（１２９）ここで戦後のＷ／Ｒ比率は，丸山雅祥『日本市場の競争構造―』創文社，１９９２年の５３頁の表２―７よ
り入手した。ただし筆者が再計測したかぎりでは，３．８９となるため，なんらかのデータ加工がおこなわ
れた可能性がある。なお丸山や筆者の比率のうち卸売額には，産業用使用者向け販売額（つまり資本財）
や海外向け販売額が含まれているため，これを除外して計算し直した「３．８９」という数字が，中小企業庁
編『中小企業白書 ２００５年版』の１４０頁の第２―３―４０図で公表されている。これらの３つの数字の間に，
計算方法等について疑問がないわけではないが，これらの比率の誤差の程度より上記の資本財や輸出の影
響はわずかであるといってよいだろう。

（１３０）丸山が使用したデータは，『商業統計表』の販売額であるが，註（１２９）で指摘したように資本財・輸
出効果が含まれている点で，それが含まれていない本稿の『商業調査書』と比較するのは問題なしとはい
えないが，その誤差はわずかであると考えた。また本稿のＷ／Ｒ比率を計算した際の対象店舗数は１３２,

９９２件であり，全店舗数８０,３１３件の１.６５倍となっている。これは１店で複数の商品を扱っているためと
推測されるが，この数字の大きさから判断すると，この比率の精度はかなり高いといえるかもしれない。

（１３１）１９８８年における東京都のＷ／Ｒ比率は，通商産業大臣官房調査統計部編『昭和６３年 商業統計表』
第２巻 産業編（都道府県表），１９９０年の５頁の「１．都道府県別，年次別，卸売業，小売業別の商店崇
（法人・個人別），従業者数，年間販売額，商品手持額，売り場面積」のデータより計算した。
（１３２）日本型流通の特徴は，田村正紀『日本型流通システム』千倉書房，１９８６年の４～１０頁が詳しい。な
お丸山『日本市場の競争構造』の５３頁の表２―７では，他国のＷ／Ｒ比率が１.０台であることから，わが
国の特殊日本的な状況が理解できる。

（１３３）このＷ／Ｒ比率の分解式は以下のとおり。Ｗ／Ｒ比率の分解とその解釈は，丸山『日本市場の競争構
造』の５４頁を参照。ここでは nW卸売店舗数，nRは小売店舗数，N は人口を示す。
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＝１店舗当り販売額の卸・小売比率×店舗密度の卸・小売比率

（１３４）１９８８年の使用データは，Ｗ／Ｒ比率が丸山『日本市場の競争構造』の５３頁の表２―７，１店舗当り販
売額のうち卸売が同書の５１頁の表２―４，小売が同書の１９頁の表１―６，人口当たり店舗密度のうち卸売が
同書の５２頁の表２―６，小売が同書の２１頁の表１―８より，それぞれ入手した。

（１３５）谷沢「業計複合体の形成メカニズム」の２１５頁。
（１３６）『東京市商業調査書』の緒言９頁。
（１３７）谷沢「業計複合体の形成メカニズム」の２１５頁。
（１３８）例えば，谷沢「業計複合体の形成メカニズム」の２４３頁の表３―１０を参照のこと。
（１３９）『小売業経営調査』の調査票の特徴については，谷沢「業計複合体論文」の第４節「『小売業経営調
査』の特性」および谷沢「ＤＢ論文」の各節を参照してほしい。

（１４０）以下で使用する調査票用紙は，東京商工会議所編『東京市内ニ於ケル小売業経営並ニ金融調査』（商
工調査第７０号），１９３７年６月の末尾に掲載されている，原寸大の調査票を利用した。

（１４１）商業組合については，舘野重助『商業組合の預金部資金利用方法』商業組合中央会，１９３７年，鈴木
『昭和初期の小売商問題』の第１１章「同業組合・商業組合」などを参照した。
（１４２）井関『中小商工金融論』の１４３頁。
（１４３）電気・ガス・水道料・外注加工費など，役務の受け入れが継続的であり，材料や商品の仕入に準じ
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て，企業の売上原価や営業費の重要部分を占める場合には，これを買掛金とみなしている。詳しくは，嶌
村ほか編『新勘定科目全書 第２版』の２４７頁。

（１４４）正確に言うと，手形割引はＢ／Ｓ上の負債ではないが，法律上は手形債務を間接的に負うこととなる
ため，将来の偶発債務を帳簿上残しておかなければならない。このため「割引手形勘定」を別途，作成し
ておく必要がある。同様の事例として，裏書手形があげられる。具体的な帳簿処理方法については，嶌村
ほか編『新勘定科目全書［第２版］』の６０５～６０６頁を参照。

（１４５）以上の説明は，久保村隆祐・荒川祐吉編『最新 商業辞典［改訂版］』同文舘出版，２００２年による。
なお歩引き・割戻とも異なる説明もある。例えば，高垣寅次郎編『商業経済辞典（学生版）』日本評論社，
１９３９年では，歩引きとして「契約高より一定の割合にて割引をなすこと（以下省略）」（１１６４頁），割戻と
して「一旦支払はれた手数料・利息等の一部を後日に至り支払者に払戻すこと（以下省略）」（１４００頁）
と説明しており，特に歩引きの説明が異なっている。

（１４６）詳しくは，通商産業省編『商工政策史』第１２巻（中小企業），１９６３年の９２頁を参照。
（１４７）『商工政策史』第１２巻の９９頁。
（１４８）詳しくは，最終報告書である東京商工会議所編『東京市内ニ於ケル小売業経営並ニ金融調査』（商工
調査第７０号）同所，１９３７年の３１頁を参照のこと。

（１４９）これら３資料の具体的な関係については，谷沢「『小売業経営調査』のデータベース作成上の留意点」
が詳細な検討をおこなっている。ちなみに調査票は，雄松堂書店版『全国商工会議所資料 第Ⅰ期』Disc

No.２０に収録されている。その業種別の資料名と同番号は以下のとおり。雑穀：「小売業経営並ニ金融ニ
関スル調査票 昭和１１年９月」（資料番号：６６０９），白米：同（同：６６０７），呉服：同（同：６６０８），魚介
藻類：同（同：６６０９），蔬菜果実：同（同：６６１０），酒類：同（同：６６１１），菓子パン：同（同：６６１２），薬
品化粧品：同（同：６６１３），家具：同（同：６６１４），履物：同（同：６６１５），薪炭：同（同：６６１６），洋雑
貨：同（同：６６１７）。一方，中間集計表は，雄松堂書店版『全国商工会議所資料 第Ⅰ期』Disc No.２０に
収録されている。業種別の資料名と同番号は以下のとおり。雑穀：「小売業経営並ニ金融ニ関スル調査
（結果），昭和１１年９月」（資料番号：６６１９），白米：同（同：６６１８），呉服：同（同：６６２０），魚介藻類：
同（同：６６２１），蔬菜果実：同（同：６６２２），酒類：同（同：６６２３），菓子パン：同（同：６６２４），薬品化粧
品：同（同：６６２５），家具：同（同：６６２６），履物：同（同：６６２７），薪炭：同（同：６６２８），洋雑貨：同
（同：６６２９）。
（１５０）詳細は，『小売業経営並ニ金融調査』（商工調査第７０号）の７５頁に掲載されているデータより筆者が
計算した。

（１５１）この分析結果は，谷沢「多収入ポケット論文」の第５節「地代及家賃の稼得環境」で詳述されてい
る。

（１５２）表４―１６の回数，表４―１７の回数・日数は，いずれも自由記述欄に回答された数字をそのまま分類とし
て使用しているため，一見すると煩雑に思えるが，我々の目的からすると誠実な集計方法を採用している
といえよう。

（１５３）『商取引調査（蔬菜及果実）』の５９頁。
（１５４）これらの調査票は，いずれも雄松堂書店版『全国商工会議所資料 第Ⅰ期』Disc No.２０に収録され
ており，蔬菜果実「小売業経営並ニ金融ニ関スル調査票 昭和１１年９月」（資料番号：６６１０）のうち，３３
号は６５頁，５５号は１０７頁，５９号は１１５頁，６０号は１１７頁，６８号は頁，１１号は２３頁，３４号は６７頁，４２
号は８１頁，３７号は７３頁，４０号は７９頁である。

（１５５）『全国商工会議所資料 第Ⅰ期』の酒類「小売業経営並ニ金融ニ関スル調査票 昭和１１年９月」（資
料番号：６６１１）の１０１頁。

（１５６）『小売業経営調査』のデータベースの作成方法等については，谷沢「ＤＢ論文」を参照。なお一点だ
け補足すると，同調査には詳細な調査項目が含まれているが，その扱い方を間違えると，質の悪いデータ
ベースになるということだ。これを強調しておきたい。

（１５７）ここで誤解しないでほしいのは，長期資金収支が検討できない最大の理由は，同一店舗に関する複数
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年次のデータが入手できないためであるが，だからといって筆者が分析不可能と考えているわけではな
い。ある一定の前提条件のもとでは，（強引にではあるが）同収支を分析できる可能性がある。ただしそ
のためには，慎重にデータを加工・修正する時間と労力が必要であるため，あえて本稿でそれをおこなう
必要性は低いと考えているにすぎない。

（１５８）先行研究の運転資金額は，谷沢「業計複合体の形成メカニズム」の２５１頁の表３―１４に提示されてい
る。なおこの先行研究では，運転資金回転期間を計算する際に分母に１月当り売上高を使用して１.９ヶ月
となっているが，表４―１９（左側）の中経営の運転資金を１月当り売上高で割ってみると，運転資金回転
期間は２.１ヶ月となりほぼ一致する。また計算方法の異なる表４―１９（右側）の中経営でも同回転期間が
２.１ヶ月となっているなど，両者の比較にあたっては各数値の定義の差に注意してほしい。

（１５９）この先行研究の成果は，谷沢「業計複合体の形成メカニズム」の２５８～２５９頁と２５１頁の表３―１４で記
述されている。

（１６０）この諺は，鈴木裳三・広田栄太郎編『故事ことわざ辞典』東京堂出版，１９５６年の３６２頁より入手し
た。

（１６１）２０１４年の各データは，『２０１６年版 中小企業白書』の２８２頁の第２―５―１０図より入手した。なお戦後
でも，長期的にみると各データの低下傾向が確認できるが，その動きは緩慢であり大きく変動していない
ほか，戦前東京の小売商＞戦後全国の中小企業非製造業という関係はつねに成立している。

（１６２）この基本的な考え方は，谷沢「業計複合体論文」の（５）「商家経済の体系的把握法」の部分を参照し
てほしい。

（１６３）国政研究会及び中島知久平については，手島仁『中島知久平と国政研究会』上・下巻，みやま文
庫，２００５年が詳しい。とくに国政研究会の活動については，同書上巻の第四章（二）を参照。また国政
研究会の調査活動に関して，青木郁夫「医療利用組合と国民健康保険・再考―国民健康保険事業代行をめ
ぐって（下）」『日本医療経済学会会報』第２９第２号，２０１０年８月では，国政研究会の国民健康保険制度
案を昭和研究会のそれと関連させて検討しているので一読されたい。ところで同名の組織として，大日本
国政研究会，国政研究会などがあり，前者は原田高一『現代巨人新人』大日本国政研究会，１９３１年があ
り，後者は国政研究会編『倉石労政の記録』労働法令協会，１９６０年といった出版物があるが，いずれも
中島の研究会と異なる組織と推測される。

（１６４）図４―７の調査用紙（右側）にある「３. 組織」をみると，「個人，株式会社，合資会社，合名会社」
より１種類を選択するようになっていたが，最終的には個人商店に限定されたようである（詳しくは，
『中小商業金融実地調査』の本文１頁の「説明」の（Ⅱ）調査の対象を参照）。この選択は，谷沢「業計複
合体論文」から判断しても適切なものであった。

（１６５）『中小商業金融実地調査』の本文１頁。
（１６６）詳しくは，国政研究会編『昭和十一年 東京市に於ける中小商業金融実地調査』１９３７年４月の３頁
を参照のこと。なお同書の１頁によると，（Ⅱ）調査の対象として，「東京市内所在の個人組織による小売
業とし，之に小売を主としつゝ卸売を兼ねるもの，従属的に加工・修繕を兼ねるもの，小売の為めに小製
造を兼ねるものを包含せしめ」たという。これらの多様な条件を加味した点は，調査内容が実態に合わせ
て少しずつ修正されていたことがわかる。

（１６７）『労働統計実地調査』については，相原茂・鮫島龍行編『統計日本経済』筑摩書房，１９７１年の１７１～
１７６頁が詳しい。

（１６８）正確にいうと，集計された総店舗数は４６５店であるが，そのうち２０１店は何らかの理由によって，す
でに借入債務の集計から除外されていた。そして集計に使用された２６４店のうちの１３店で，総資産が不
明であったということである。

（１６９）いずれのデータも，『中小商業金融実地調査』の１２２頁。
（１７０）正確にいうと，調査票では借入目的の記入方法として，「一．事業の創設，二．事業拡張又ハ改良資
金，三．損失補填ノ為，四．旧債借換ノ為，五．通常ノ運転資金調達ノ為，六．家計上，七．家計上・営
業上（一～五）ヲ兼ネタモノ等ノ別ヲ書イテ下サイ」と記入例が挙げられている。記帳者は当然この記入

200 商 経 論 叢 第５２巻第４号（２０１７．６）



例を参照したとすれば，調査事務局では（一～五）を「経営上」，（七）を「経営兼家計上」，（七）を「家
計上」としたと推測される。

（１７１）『中小商業金融実地調査』の２３頁。
（１７２）調査票に即していうと，註（１７０）で示した記入例のうち（三）と（四）の合計といえよう。
（１７３）全国銀行協会正会員（東京地区）の主要勘定のデータは，同協会のＨＰより入手した。
（１７４）日銀では，「預金，現金，貸出金調査表（月次）」などの形式で貸出金が調査・公表されているが，そ
こには手形貸付・割引，証書貸付といった個別項目のデータはいっさい掲載されていない。また金融機関
に対する調査全般を解説した現行の日銀調査統計局編『金融統計調査表の記入要領』同局，２０１４年４月
によると，「貸出金の範囲は，各金融機関の貸出内容を詳細に調査する関係上，「割引手形」，「手形貸付」，
「証書貸付」および「当座貸越」としています。一方，一般に貸出金とは別の科目で経理されている
「コールローン」，「買入手形」，「外国為替」などの貸出関係勘定については，本統計調査には含まれませ
ん。」（Ⅲ―３―１頁）といった注意書きがおこなわれている。この記述から，調査範囲としては意識されて
いるが，あえてその項目では公表されていないことを付記しておきたい。

（１７５）信用組合の貸付内容については，東京市政調査会編『都市庶民金融ニ関スル調査 第三冊 市街地信
用組合』同会，１９２５年が詳しい。

（１７６）『中小商業金融実地調査』の１９頁。
（１７７）この分類については，ほかにも若干の補足説明が必要である。すなわち調査票では，「償還方法」の
記入例として，「一．定期，二．年賦，半年賦，月賦，日掛 等ノ区別ヲ書イテ下サイ」としている。こ
のため最終報告書の「不定期」は，調査票回収後に新たに作成した分類項目であり，その信頼性は若干低
いかもしれない。

（１７８）『中小商業金融実地調査』の１９頁。
（１７９）谷沢「多収入ポケット論文」の１５５頁。
（１８０）詳しくは，『中小商業金融実地調査』の１２５頁の第二十四表「金融上最大ノ欠陥」を参照。
（１８１）詳細は，『小売業経営調査』（最終報告書）の７４頁の「第一表 Ⅱ 金融上ノ希望」を参照してほしい。
（１８２）これらの日本型流通システムについては，田村『日本型流通システム』の４～１０頁を参照。

せいかん

（１８３）この２つの資料のほかに，民間部門でも川西正鑑『商品取引の見方（一般商品篇）』（通俗財政経済大
系 第１１編）日本評論社，１９２５年，伊藤由三郎『貸付資料 商品取引と金融』銀行問題研究会，１９３６年
が出版されてきた。とくに後者は，「貸付資料」という名称から判別できるように，商品別に問屋取引に
関する解説をおこなった銀行実務上の専門書であり，発行時期が『小売業経営調査』，『中小商業金融実地
調査』と同時期であるほか，対象商品が７１品で『商取引組織系統ニ関スル調査』より遥かに多い魅力的
な資料であるが，「序」によると「大阪市及び神戸市に於いて実地について調査」したものであるため，
残念ながら東京を対象とした本稿では使用することができない。しかし昭和初期には，少なくとも金融実
務上からこのような種類の情報の重要性が認識されていたことは理解できよう。なお著者の伊藤は，『銀
行実務講義』銀行問題研究会，１９３３年という本も出版しているため，おそらく銀行実務に精通した人物
と思われる。

（１８４）この日銀『問屋取引調査』を利用した論文として，攝津斉彦「戦間期における中小小売商の雇用吸収
と信用不安」があげられる。ただし同論文では，おもに当時の手形・掛取引の状況を把握するために利用
されているにすぎず，商品別の具体的な取引状況を検討しているわけではない。管見の限り，他の論文で
は本格的に使用されていない資料である。

（１８５）土屋喬雄「『銀行以外の金融機関に関する調査』解題」日本銀行調査局編『日本金融史資料 明治大
正編』第２５巻（銀行以外の金融機関に関する調査），１９６１年の２２頁。

（１８６）生産調査会による調査・審議については，伊弁田敏充「解題『商取引組織及系統ニ関スル調査』」山
口和雄編『近代日本商品流通史資料』第１３巻，日本経済評論社，１９７９年の６頁で言及されている。

（１８７）産業革命後の流通史の動向については，木村健二「産業革命と流通の新機軸〈１８８６―１９２０〉」石井寛
治編『近代日本流通史』東京堂出版，２０１０年（第２章）を参照のこと。
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（１８８）ちなみに日銀調査による東京の卸売物価指数（１９３４～３６年＝１００）によると，１９１０年代前半には
１９１０年＝５８.８，１１年＝６１.０，１２年＝６４.６，１３年＝６４.７，１４年＝６１.８となり，１４年にはやや低下ぎみであ
るが，一貫して上昇している。この指数は，藤野正三郎『国際通貨体制の動態と日本経済』勁草書
房，１９９０年３２９～３３１頁より入手した。

（１８９）東京市勢調査の職業分類については，東京市役所統計課編『東京市勢調査 原表』第２巻 東京市役
所，１９１１年（ただし本稿では，ゆまに書房による１９９８年の復刻本『近代都市統計資料集成 東京市市勢
調査篇２』を使用）の第１０表を参照した。

（１９０）第１回国勢調査の職業分類は，内閣調査局編『国勢調査報告 大正９年』（全国の部）第２巻，１９２９
年のⅠ～Ⅴ頁を参照のこと。

（１９１）以下の説明は，いずれも日銀編『日本金融史資料 明治大正編』第２５巻の５０７頁による。
（１９２）幸野保典「第３章 戦間期の流通と消費―不況・恐慌から景気回復へ」石井寛治編『近代日本流通
史』東京堂書店，２０１０年の６８～６９頁。

（１９３）『全国商工会議所資料 第Ⅰ期』に収録されている酒類「小売業経営並ニ金融ニ関スル調査票 昭和
１１年９月」（資料番号：６６１１）の１００頁に掲載されたものである。

（１９４）野田醤油編『野田醤油株式会社二十年史』１９４０年の５４５頁。
（１９５）『全国商工会議所資料 第Ⅰ期』の菓子パン「小売業経営並ニ金融ニ関スル調査票 昭和１１年９月」
（資料番号：６６１２）の１０１頁。

（１９６）伊牟田敏充「解題『商取引組織及系統ニ関スル調査』」山口和雄編『近代日本商品流通史資料』第１３
巻，日本経済評論社，１９７９年の８～１１頁。

（１９７）伊牟田「解題」の９頁。
（１９８）この消費地問屋の大手３店とは，日本橋通り２丁目の伴傳，同３丁目の西川，堀江町の和田商店であ
る。このほか１２０～３０軒の卸小売り兼業の店があった。以上は，川西『商品取引の見方―一般商品篇』の
２２０頁による。

（１９９）問屋口銭については，「大体３分（歩）検討」という情報が多い。この情報は，川西『商品取引の見
方』の２２０頁による。

（２００）日銀『問屋取引調査』の５１８頁。
（２０１）川西『商品取引の見方』の２２０頁。
（２０２）メーカー名は，商工省商務局編『内地重要商品取引事情（其ノ一）』１９２６年９月の１９２頁，特約問屋
については同資料の１９４頁を参照。

（２０３）当時の醤油業界の動向については，二宮『酒類流通システム』の１１９～１２０頁を参照。
（２０４）『野田醤油株式会社二十年史』の５４７頁。
（２０５）二宮『酒類流通システム』の１２０頁。また『野田醤油株式会社史』の５４７頁も参照。
（２０６）『野田醤油株式会社史』の５４７頁。
（２０７）決済サイト５日は，日銀『問屋取引調査』の５１７頁を参照。
（２０８）１９２０年代後半からの流通構造の変化については，『野田醤油株式会社史』の５４７頁。
（２０９）東京市役所編『事変下に於ける商業の実情』（中小商工業振興調査会資料第十一）１９３７年１０月の３７
頁。この発言は，酒類小売商である栗原仁（東京酒類商同業組合副組長）のものである。

（２１０）柳敦「第７章 薪炭の生産と流通」松本編『生産と流通の近代像』の２８３～２８４頁。
（２１１）日銀『問屋取引調査』の５１０頁によると，薪炭問屋では「着荷後直ニ送金ノ請求ヲ受クルヲ常トシ，
其割合ハ見込価格ノ七割乃至八割ニ該当スルナリ」としていたため，『商取引調査（木炭）』の説明と若干
異なっている。ただし上記の薪炭問屋が消費地問屋なのか，その他の問屋なのかは判然としないため，確
定的な情報とはいえない。

（２１２）ただし東京市役所編『東京に於ける木炭の需給概要』１９２８年の２７頁では，「小売商の代金支払方法
は殆ど延取引で翌月５日を普通としてゐる。」と記述している。

（２１３）日銀『問屋取引調査』の５１８頁。
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（２１４）石炭商の金融事情については，商工省商務局編『商取引調査（石炭）』の８２頁の「第９章 荷造及金
融」を参照。

（２１５）この紡績会社と綿糸商との取引は，具体的には「東京附近紡績会社ガ其製品ヲ市内綿糸商ニ売渡シ発
荷セルトキハ其翌日直ニ代金ノ取立ヲナス，其取立方法ハ代金領収証書ヲ取引銀行ニ送付シ該銀行ヲシテ
綿糸商ヨリ取立ヲナサシムルナリ」（『問屋取引調査』の５１２頁）であった。この文面から推測すると，荷
為替手形の事務手続きと考えても間違いではなかろう。

（２１６）日銀『問屋取引調査』の５２０頁。
（２１７）日銀『問屋取引調査』の５１７頁。
（２１８）日銀『問屋取引調査』の５１８頁。
（２１９）久保文克「近代製糖業界の対立構図と糖業連合会」久保編『近代製糖業界の発展と糖業連合会』の
３７頁の図１―７を参照。このほか近代製糖業の歴史については，笠間愛史「第二編 糖業」中島常雄編
『現代日本産業発達史 １８（食品）』交詢社出版局，１９６７年を参照。
（２２０）この数字は，糖業連合会の調査による。詳細は，１９２６年５月１９日付『東京朝日新聞』（朝刊）の４
頁「一年になめ尽す 砂糖の量【上】」を参照。なおピコル（picul）とはもともとマレー語（pikul）から
転訛した，主に海運で用いられた重量単位であり，１ピコル＝１担＝１００斤＝６０kgとなる。

（２２１）１９２０～３０年代における精白糖の供給体制・流通機構等の変遷は，大島久幸「砂糖流通過程の錯綜性
とメーカー主導型流通機構の形成」久保編『近代製糖業界の発展と糖業連合会』の８９～９２頁，日銀『商
取引調査（砂糖）』の４５～４７頁を参照のこと。

（２２２）分密糖の流通機構等の変遷は，日銀『商取引調査（砂糖）』の１７～２３頁，大島「砂糖流通過程の錯綜
性」の８６～８７頁を参照。

（２２３）日銀『問屋取引調査』の５２０頁。
（２２４）日銀『問屋取引調査』の５２０頁。
（２２５）埼玉南部の買継商の業務内容については，１９１５年２月７日付『東京朝日新聞』朝刊の４頁「機業地
口銭問題 紛擾免かれず」による。

（２２６）日銀『問屋取引調査』の５１７頁。
（２２７）東京婦人子供服製造卸協同組合編『東京婦人子供服業界三十年史』１９６０年の９３～９４頁。この情報
は，木下明浩「第４章 衣料品流通」石原武政・矢作敏行編『日本の流通１００年』有斐閣，２００４年の１４１
頁より入手した。

（２２８）『東京婦人子供服業界三十年史』の１２５～１２８頁。
（２２９）西陣織における機業家と仲買との取引形態については，黒松巌『西陣機業の研究』ミネルヴァ書
房，１９６５年の１５頁と２３頁を利用した。また『商取引調査（内地向絹，人絹及交織物）』の２６～２８頁も
参照。

（２３０）日銀『問屋取引調査』では，「京都織物問屋」と記述されているだけでその扱い商品が明記されてい
ないが，出荷量等から推測して西陣織を中心に考えて問題なかろう。

（２３１）日銀『問屋取引調査』の５１９頁。
（２３２）二宮『酒類流通システム』の６５頁。このほか問屋・小売商の組織に関しては，同書の１４６頁の表５―
２がまとまっている。

（２３３）日銀『問屋取引調査』の５１０頁。
（２３４）日銀『問屋取引調査』の５１７頁。
（２３５）この指摘は，東京市役所編『事変下に於ける商業の実情』の３９頁。この発言は，栗原仁のものであ
る。

（２３６）東京市役所編『事変下に於ける商業の実情』の３９頁。これは註（２０９），（２３５）と同様に，栗原仁の
発言である。

（２３７）商工省商務局編『商取引調査（清酒）』の３９頁。
（２３８）日銀『問屋取引調査』の５２１頁。
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（２３９）商工省『商取引調査（清酒）』の４１頁。
（２４０）二宮『酒類流通システム』の１２６～１２７頁。
（２４１）日銀『問屋取引調査』の５２２頁。
（２４２）本稿の対象となる中小商業に限ってその統制政策の動向をみると，１９３２年９月に商業組合法が公布
されたほか，１９３４年ごろからは小売業者の濫立を防ぐために許可制を実施すべきといった要望も現れて
きた。このため業界全体としての対象時期は，１９３０年代半ばぐらいまでとなろうが，個別商品によって
動向が異なる可能性があるため，場合によっては３０年代後半も分析対象に加えるべきだろう。この関連
では，通商産業省編『商工政策史（産業統制）』第１１巻，１９６４年の９５～９７頁を参照。

（２４３）鉄道滞貨問題のうち小運送問題については，河村徳士「１９２０年代における小運送合同政策の歴史的
背景―料金問題と物価対策―」『社会経済史学』第７６巻第２号，２０１０年８月を参照のこと。

（２４４）昭和初期における政府等での中小小売商問題に関する検討状況は，吉田裕之「同業組合の形骸化と商
店街組織の確立―昭和初期における中小小売商問題と内国商業政策」同志社大学人文科学研究所編『社会
科学』第３５号，１９８５年２月が詳しい。

（２４５）以下の民間部門のおこなった小売商の金融改善に関する答申は，通商産業省編『商工政策史』第１２
巻（中小工業），１９６３年の９６～１０５頁を参照した。また渋谷隆一「中小商工業金融問題の深化と大蔵省―
昭和初期を中心に―」『駒沢大学経済学部紀要』第３１号，１９７３年３月では，大蔵省における中小商工業
金融政策の視点からこの問題を検討しているほか，１８３頁の表２で中小商工業金融に関する各種の意見の
一覧表を作成しているので注目される。

（２４６）工政会については，大淀昇一「工政会と生産と国民的工業教育体制」日本産業教育学会編『産業教育
学研究』第４１巻第２号，２０１１年７月が詳しい。

（２４７）商工中金や恩給金庫等の設立経緯については，柳沢遊「商工組合中央金庫の設立と活動」，渋谷隆一
「庶民金庫・恩給金庫の設立と展開」（いずれも伊弁田敏充編『戦時体制下の金融構造』日本評論社，１９９１
年に所収）が詳しい。

（２４８）これらの具体的な制度概要は，『商工政策史』第１２巻の１０１～１０３頁が詳しい。
（２４９）商業組合法については，石原武政「第７章 中小小売業」石原・矢作敏行編『日本の流通 １００年』
有斐閣，２００４年や関根孝「第８章 流通政策」同書の２７０～２７１頁による。また幸野保典「戦間期の流通
と消費」の８０～８１頁も参考になる。

（２５０）中小商工業振興調査会の東京市商工行政における位置づけ等については，山口由等「東京市商工行政
と中小商工業者問題―都市問題の視点から―」『社会経済史学』第６５巻第３号，１９９０年９月が詳しい。

（２５１）小売業改善調査委員会の概要については，谷沢「業計複合体論文」の２９頁を参照。また�公開経営
指導協会編『日本小売業経営史』同協会，１９６７年の２３９～２４２頁も参照のこと。

（２５２）亀甲万会社における労働争議については，１９２２年の争議は『野田醤油株式会社二十年史』の１６４～
１６７頁，１９２３年の争議は同書の１８３～２０１頁，及び同書巻末の「附録」年表の１３～１４頁を参照のこと。

（２５３）この情報は，「鉄道滞貨問題に就て［下］」『東京朝日新聞』１９２３年１２月１１日付朝刊の４頁に詳し
い。この記事には，「秋葉原外６駅水運扱発着貨物数量調」として，秋葉原，隅田川，汐留，飯田町，錦
糸町，両国橋，品川における１９２２年１日平均と１９２３年１１月中旬１日平均の発着総トン数が公表されて
いる。

（２５４）年次別の薪炭商の店舗数については，東京市役所編『東京に於ける木炭の需給概要』東京市，１９２８
年の２０～２２頁を参照のこと。

（２５５）戦前期東京における家計部門のエネルギー消費量の特徴については，牧野文夫『招かれたプロメテウ
ス―近代日本の技術発展』風行社，１９９６年の１６６～１８８頁を参照した。

（２５６）商権擁護運動については，産業組合中央会編『産業組合発達史』第４巻，１９７６年，通商産業省編
『商工政策史』第７巻（内国商業），１９８０年が詳しい。また戦前期の文献では平井泰太郎「商権擁護運動
批判」『国民経済雑誌』第５６巻第２号，１９３４年２月のほか，戦後の研究では北野裕子「１９３０年代前半の
商権擁護運動―全日本商権擁護連盟の組織解明を中心に―」大阪教育大学歴史学研究室編『歴史研究』
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１９９６年２月を参照のこと。
（２５７）１９２０年恐慌時の大阪綿糸商による解合については，大阪綿糸商同盟会編『綿糸布総解合事情』同
会，１９２０年を参照のこと。

（２５８）大島久幸「第２章 砂糖流通過程の錯綜性とメーカー主導型流通機構の形成」久保編著『近代製糖業
の発展と糖業連合会』の８４頁。なお安部幸商店は，１９２０年恐慌で破綻後に再度，元従業員によって安部
商店が設立され，砂糖売買をおこなっているので注意されたい。

（２５９）久保文克「近代製糖業界の対立構図と糖業連合会」糖業協会監修，久保文克編著『近代製糖業の発展
と糖業連合会―競争を基調とした協調の模索』日本経済評論社，２００９年の５８～５９頁の表１―８を参照。

（２６０）この新聞記事はその他の情報との間で錯綜しているため，この記事にもとづき情報を整理しておこ
う。まず糖商とは，製糖会社の代理店（例えば，明治製糖→明治商店，台湾製糖→三井物産，塩水港製糖
→安部幸など）のことであり，公認砂糖ブローカー（特約店）とは日銀『問屋取引調査』の５２０頁にある
「砂糖仲買人」のことである。そして１９２０年代前半に存在した非公認ブローカーは，日銀『問屋取引調
査』には未掲載であるため，おそらくその調査後に発生したと推測される。いずれにしても製糖会社―代
理店―特約店の関係については，大島「砂糖流通過程の錯綜性」の７２頁にある表２―１を参照のこと。

（２６１）大島「砂糖流通過程の錯綜性」の８７頁。
（２６２）大島「砂糖流通過程の錯綜性」の９２頁。
（２６３）この情報は，「需要減と原料安の為 泉州織物業者全体 応ぜない工場に対し織機に封印」『東京朝日
新聞』１９２５年４月１２日付朝刊の４頁による。このような産地の同業組合による休機の方法として，例え
ば丹後縮緬工業組合では①強制力の程度から「強制休機」と「任意休機」，②対象製品の種類から「一斉
休機」と「（特定製品のみの）休機」，③（１台１日当り）補給金を支給する場合としない場合，④従業員
の休機手当を支給する場合としない場合などがあったため，休機といっても多様な方法が組み合わされて
いたことに留意すべきである。この点は，合田昭二「戦前期日本織物業の産地組合組織」北海道大学編
『経済学研究』第４３巻第４号，１９９４年３月の１０５頁の第６表が詳しい。
（２６４）東京市役所編『事変下に於ける商業の実情』の１６頁。この情報は，こかねや呉服店（モスリン及綿
布小売商）の森三千男の発言による。

（２６５）『商取引調査（内地向絹織物，人絹及交織物）』の１６３～１７３頁。
（２６６）具体的な審議内容については，１９１１年の「第２７回帝国議会貴族院 商法中改正法律案外三件特別委
員会議事速記録第７号」（１９１１年２月１３日に開催）の５４～５５頁を参照のこと。その後同年２月１７日の
貴族院本会議で可決され，他の修正案を含む商法改正案は１９１１年５月３日に公布された。この審議日時
からわかるように，「２月８日付新聞記事で「現在貴族院で審議中」という書き方は間違っている。

（２６７）松嵜『地域経済の形成と発展の原理』の１６１頁。
（２６８）松嵜『地域経済の形成と発展の原理』の１６２頁。
（２６９）関東大震災直後のモラトリアムについては，谷沢弘毅『近現代日本の経済発展』（下巻）八千代出
版，２０１４年の１７～２３頁が詳しい。

（２７０）二宮『酒類流通システム』の６２～７１頁。
（２７１）１９２０～３０年代における清酒の需要量の関係では，灘五郷の生産量がピークの１９２３年５６.７万石からボ
トムの１９３１年３７.３万石へと３割強も減少したことが象徴している。詳しくは，大島朋剛「戦前期灘中規
模酒造家による桶取引の分析」『社会経済史学』第７４巻第６号，２００９年３月の２９頁の表１を参照。

（２７２）具体的な内容は，１９３３年１１月７日付『東京朝日新聞』朝刊の４頁「売崩し防止に限り価格協定を許
す 新次官通牒きのふ示達」を参照のこと。

（２７３）この記事のなかで「酒類問屋組合が１９３３年６月から価格協定を実施した」と明記しているが，価格
協定を許可した商工次官通牒が発表されたのが同年１１月であるから，同年６月より価格協定を実施した
というのは記憶違いかもしれない。なお１９３３年１１月の実施時期については，１９３３年１１月７日付『東京
朝日新聞』の４頁「売崩し防止に限り価格協定を許す」を参照のこと。

（２７４）協定価格の決定方法については，東京市役所編『事変下に於ける商業の実情』の４０頁を参照。ちな
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みにこの情報は，酒類小売商の三ツ矢民治郎（東京酒類商同業組合副組長）の発言による。
（２７５）二宮麻里「昭和初期の酒類流通における商業者の品揃えの拡大と乱売の発生」『福岡大学商学論叢』
第５８号，２０１３年の５頁（ただし原資料は，東京市役所編『東京市に於ける中小商業者の実際（下編）』
工政会出版部，１９３２年の６７７～６７９頁）。

（２７６）岩淵「江戸・東京の酒・醤油流通」の４４３～４４９頁。
（２７７）中井銀行，中澤銀行，八十四銀行の震災手形処理内容については，谷沢『近現代日本の経済発展』
（下巻）の４２頁の表１―９を参照のこと。

（２７８）戦時下の価格統制については，谷沢『近現代日本の経済発展』（下巻）の２１１～２１２頁を参照。
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